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2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備 

2.2.1 基本設計 

2.2.1.1 設置の目的 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，水素爆発を予防するために，原子炉圧力容器内及び

原子炉格納容器内に窒素を封入することで不活性雰囲気を維持することを目的とする。 

 

2.2.1.2 要求される機能 

(1) 原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の雰囲気を水素の可燃限界以下に維持でき

る機能を有すること。 

(2) 動的機器は多重性または多様性及び独立性を備えること。 

(3) 異常時にも適切に対応できる機能を有すること。 

 

2.2.1.3 設計方針 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内における水

の放射線分解による水素と酸素の発生量に対して，水素可燃限界に至らないよう（水素濃

度：４％以下）窒素を封入できる設計とする。 

そのため，次の設計方針に基づいて設計する。 

 

(1) 窒素封入機能 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，原子炉圧力容器内雰囲気及び原子炉格納容器内雰囲

気を可燃限界以下にするために必要な窒素濃度，窒素封入流量，窒素封入圧力を確保する

設計とする。 

 

(2) 逆流防止機能 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，窒素封入ラインから原子炉圧力容器内ガスや原子炉

格納容器内ガスが逆流し，屋外に放出されない設計とする。 

 

(3) 構造強度 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，材料の選定，製作及び検査について，適切と認めら

れる規格及び基準によるものとする。 

 

(4) 多重性・多様性 

原子炉格納容器内窒素封入設備のうち動的機器は多重性を備えた設計とし，定期的に機

能確認が行える設計とする。また，原子炉格納容器内への窒素封入ラインは多様性を備え

た設計とする。 
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(5) 異常時への対応機能 

外部電源喪失の場合でも，所内の独立した電源設備から受電できる設計とする。 

さらに，津波等により設備に破壊や損傷が生じた場合であっても，窒素封入が速やかに

再開できる設計とする。 

 

(6) 火災防護 

火災の早期検知に努めるとともに，消火設備を設けることで初期消火を行い，火災によ

り安全性を損なうことのないようにする。 

 

(7) 検査可能性に対する設計上の考慮 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内雰囲気を可

燃限界以下にできることを確認するための検査が可能な設計とする。 

 

2.2.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) 原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の雰囲気を水素可燃限界以下に保つために

必要な封入量以上（添付資料－４）で窒素を封入できること。 

(2) 原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界以下であること。 

 

2.2.1.5 主要な機器 

2.2.1.5.1 系統構成 

原子炉格納容器内窒素封入設備は窒素ガス分離装置３台を高台に設置し，ヘッダを介し

て１～３号機へ窒素を封入しており，窒素ガス分離装置の単一故障によって窒素封入が長

期間停止することを防止する。また，窒素ガス分離装置の定期的な機能確認を単独で行え

るようにするとともに，系統を隔離しての補修作業が可能となるようにする。更に，高台

に非常用窒素ガス分離装置及び専用のディーゼル発電機（以下，Ｄ／Ｇという）を設置す

る。主要設備構成を以下に記載する。（添付資料－１） 

 

(1) 窒素ガス分離装置 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，３台の窒素ガス分離装置をヘッダを介して連結し，

１～３号機の原子炉圧力容器及び原子炉格納容器へ窒素を封入できるように構成される。

なお，２台の窒素ガス分離装置については所内電源系統の他に独立した専用のＤ／Ｇから

の受電が可能である。 

また予備としては所内電源系統から独立した専用のＤ／Ｇから受電する非常用窒素ガス

分離装置を配置する。 
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(2) 窒素封入ライン 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の両方へ窒素を

封入できるラインを設置する。（添付資料－３，７） 

なお，窒素封入ラインは，ガスが逆流するのを防止するため，既設配管との取り合い部

に近い位置に逆止弁を設置するとともに，ラインからの漏えいにより全体の圧力が低下し

窒素の封入に支障が出ないよう，適宜コック弁を設け，漏えい部を適宜隔離できる構造と

する。また，原子炉格納容器への窒素の封入は，原子炉圧力容器へ封入した窒素が原子炉

格納容器に流入することによっても封入されることから，多様性が確保される。 

 

(3) 電源 

常用の窒素ガス分離装置は，複数系統の所内高圧母線から受電できる構成とする。外部

電源喪失の場合でも，非常用所内電源から電源を供給することで常用の窒素ガス分離装置

のいずれか１台の運転が可能な構成とする。 

また，窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ及び非常用窒素ガス分離装置には専用のＤ／Ｇを有して

おり，全交流電源喪失の場合でも窒素の封入が可能となる設備とする。 

 

(4) 監視装置 

原子炉格納容器内窒素封入設備は，窒素濃度，窒素封入流量，窒素封入圧力等のパラメ

ータを監視し，原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内へ窒素が適切に封入されているこ

とを確認できる構造とする。 

これらのパラメータのうち，窒素濃度，窒素封入流量及び窒素封入圧力については免震

重要棟にて遠隔監視が可能な設備とする。 

 

2.2.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

原子炉格納容器内窒素封入設備については，仮設防潮堤により，アウターライズ津波に

よる浸水を防止する。また，仮設防潮堤を越える津波等により，原子炉格納容器内窒素封

入設備に破壊や損傷が生じることを想定し，高台（T.P.33.5m盤）に窒素ガス分離装置を設

置し，ホースや取り付け治具についても予備品を準備し，速やかに窒素の封入が再開でき

るようにする。 

 

(2) 火災防護 

原子炉格納容器内窒素封入設備には潤滑油やＤ／Ｇ用燃料等の危険物が存在するため，

可能な限り可燃物を排除するとともに，ホースには可能な限り難燃性の保護カバーを取り付

ける。 
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また，危険物を内包する機器の近傍には初期消火の対応ができるよう近傍に消火器を設置

するとともに，補給用潤滑油については施錠管理された危険物倉庫にて保管を行う。 

窒素封入設備は巡視点検ならびに窒素封入設備の運転データの監視を行っているため，

火災発生について確認可能である。 

 

(3) 豪雨 

窒素ガス分離装置は設計上，側溝が整備されているエリアに設置し，またコンテナ内や

屋根カバー内に設置することから，豪雨に耐えうる構造としている。 

屋外の窒素封入ラインは，全て屋外仕様品を用いており，豪雨による機器への影響は受

けない設計としている。屋内の窒素封入ラインは，各号機原子炉建屋内及びタービン建屋

内に設置しているため，豪雨による設備損傷の恐れはない。 

万一の損傷を考慮し，高台に窒素ガス分離装置を設置し，ホースや取り付け治具につい

ても予備品を準備し，速やかに窒素の封入が再開できるようにする。 

 

(4) 強風(台風・竜巻)  

窒素ガス分離装置は，コンテナや屋根カバーにより強風（台風）に耐えうる構造として

いる。 

また，屋外の窒素封入ラインが強風により破壊や損傷が生じた場合は予備のホースや取

り付け治具を使用し，速やかに窒素の封入が再開できるようする。屋内の窒素封入ライン

については各号機原子炉建屋内及びタービン建屋内に設置しているため，強風による設備

損傷の恐れはない。 

万一の強風での損傷を考慮し，窒素ガス分離装置を複数台設置し，運転切り替えを行う

ことで速やかに窒素封入が再開できるようにする。 

 

2.2.1.7 構造強度及び耐震性 

(1) 構造強度 

窒素封入設備は，重要度分類指針上の不活性ガス系設備に相当するクラス３機器と位置

付けられる。この適用規格は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以

下，設計・建設規格という）」で規定されるものであるが，設計・建設規格は，鋼材を基本

とした要求事項を設定したものであり，耐圧ホース等の非金属材についての基準がない。

従って，鋼材を使用している主要設備については，設計・建設規格のクラス３機器相当で

の評価を行い，非金属材料については，当該設備に加わる機械的荷重により損傷に至らな

いことをもって評価を行う。この際，当該の設備が JIS や独自の製品規格等を有している

場合や，試験等を実施した場合はその結果などを活用し，評価を行う。また，溶接部につ

いては，耐圧試験，系統機能試験等を行い，有意な変形や漏えい等のないことをもって評

価を行なう。（添付資料－２） 
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(2) 耐震性 

原子炉格納容器内窒素封入設備は耐震設計審査指針上の耐震Ｃクラス相当の設備と位置

づけられることから，原則として一般構造物と同等の耐震性を有する設計とする。 

具体的には，「建築設備耐震設計・施工指針（2005年版）」を参考とし，静的震度（1.2Ci）

に基づく主要機器の転倒評価を行い，窒素ガス分離装置について静的震度（1.2Ci）に対す

る評価で問題ないことを確認する。なお，窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ及び非常用窒素ガス分

離装置については，耐震Ｓクラス相当の静的震度（3.6Ci）に対する評価も行い，転倒しな

いことを確認する。 

その他にも主要な設備への固縛の実施や，フレキシビリティを有する材料を使用するな

どし，耐震性を確保する。また，フレキシビリティのない設備の取り合い部等については，

地震後の設備点検にて異常のないことの確認を行う。（添付資料－２） 

 

2.2.1.8 機器の故障への対応 

2.2.1.8.1  機器の単一故障 

(1) 窒素ガス分離装置故障 

現在使用している窒素ガス分離装置が故障した場合は，現場にて待機状態となっている

窒素ガス分離装置の起動を行い，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への窒素封入を再開

する。 

（所要時間（目安）：２時間程度）※ 

 

(2) 電源喪失 

窒素封入設備の電源は多重化されており，片側の電源が喪失した場合，予備機側に切り

替えることで，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への窒素封入を再開する。 

（所要時間（目安）：２時間程度）※ 

変圧器や所内母線の故障など電源切替に長時間を要する場合は，専用のＤ／Ｇを持つ窒

素ガス分離装置Ａ，Ｂ又は非常用窒素ガス分離装置を起動することで，原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器への窒素封入を再開する。 

（所要時間（目安）：３時間程度）※ 

 

(3) 窒素封入ラインの損傷 

窒素封入ホースが破損した場合は，予備品のホースと交換する。 

（所要時間（目安）：８時間程度）※ 

※：所要時間（目安）とは復旧作業の着手から完了までの時間（目安）である。 

 

2.2.1.8.2  複数の設備が同時に機能喪失した場合 

地震，津波等により万が一，窒素封入設備の複数の系統や機器の機能が同時に喪失した
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場合には，当該設備の停止，隔離，巡視点検を行い，窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ又は非常用

窒素ガス分離装置と専用のＤ／Ｇ，予備のホース及び取り付け治具を用いて速やかに原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器への窒素封入を再開する。 

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への窒素の封入が停止してから，これらの容器内の

雰囲気が水素の可燃限界に至るまでは最短でも１００時間程度（添付資料－５）であるこ

とから，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の水素爆発を防止することは可能であると考

えている。 

 

2.2.1.8.3  水素の滞留が確認された機器への窒素封入 

 高濃度の水素滞留が確認された機器については，不活性状態にするため窒素の封入を行

う。（添付資料－６） 

 

2.2.2 基本仕様 

(1) 窒素ガス分離装置Ａ（外部電源及び専用Ｄ／Ｇ電源）（完成品） 

台  数        1 

容  量        90m3/h(Normal)以上 

窒素純度        99.0%以上 

電気容量        93.8kVA 

 

(2) 窒素ガス分離装置Ｂ（外部電源及び専用Ｄ／Ｇ電源）（完成品） 

台  数        1 

容  量        90m3/h(Normal)以上 

窒素純度        99.0%以上 

電気容量        93.8kVA 

 

(3) 窒素ガス分離装置Ａ及びＢ用 専用Ｄ／Ｇ（完成品） 

台  数        1 

容  量        125kVA以上 

力  率        約 0.8（遅れ） 

電  圧        約 400V 

周波数         50Hz 

タンク容量       250ｌ以上 

（発電機 75%負荷時における消費量 24.2 l/h（参考値）） 

 

 

 



 

Ⅱ-2-2-7 

 

(4) 窒素ガス分離装置Ｃ（外部電源）（完成品） 

台  数        1 

容  量        120m3/h(Normal) 

窒素純度        99.0%以上 

電気容量        111kVA 

 

(5) 非常用窒素ガス分離装置 （専用Ｄ／Ｇ電源）（完成品） 

台  数        1 

容  量        500m3/h(Normal) 

窒素純度        99.0%以上  

 

(6) 非常用窒素ガス分離装置用 専用Ｄ／Ｇ（完成品） 

台  数        2 

容  量        15kVA以上 

力  率        約 0.8（遅れ） 

電  圧        約 200V 

周波数         50Hz 

タンク容量       50ｌ以上 

（発電機 75%負荷時における消費量 3.8 l/h（参考値）） 

 

表 2.2-1 主要配管仕様 

名 称 仕 様 

【窒素封入ライン】 
（ホース） 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 

50A相当 

合成ゴム 

1.0MPa 

（ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

25A相当 

合成ゴム 

1.0MPa 

（ホース） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

25A相当 

軟質塩化ビニール 

1.0MPa 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

25A/Sch.80 

STPT410 

1.0MPa 

（鋼管） 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

25A/Sch.40 

SUS304TP 

1.0MPa 
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2.2.3 添付資料 

添付資料－１ 系統概略図 

添付資料－２ 構造強度及び耐震性について 

添付資料－３ 窒素封入ラインの構成 

添付資料－４ 水素発生量の評価について 

添付資料－５ 窒素封入停止時の時間余裕について 

添付資料－６ サプレッションチェンバ内の不活性化について 

添付資料－７ １号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備について 

添付資料－８ 原子炉圧力容器封入ラインの二重化及び窒素ガス分離装置Ａ，Ｂの取替等

について 

添付資料－９ 窒素ガス分離装置用専用Ｄ／Ｇについて 

添付資料－１０ 原子炉格納容器内窒素封入設備に係わる確認事項について 

添付資料－１１ １号機原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）の撤去について 

添付資料－１２ ２号機原子炉圧力容器窒素封入ライン追設について 
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構造強度及び耐震性について 

 

１． 窒素ガス分離装置の構造強度及び耐震性 

1. 構造強度 

窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ，Ｃ及び非常用窒素ガス分離装置に用いる容器の一部につい

ては，圧力容器構造規格の第二種圧力容器構造規格を適用しており，JIS B 8265（圧力

容器の構造－一般事項）の規格計算を行い，必要板厚を満足することを確認する。 

表―１に板厚計算の結果を示す。当該機器は必要板厚を満足しており，原子炉格納容

器内窒素封入設備の最高使用圧力に十分耐えうる構造強度を有していることを確認した。 

 

表―１ 第二種圧力容器 板厚計算結果 

設備名 部位 必要板厚（mm） 使用板厚（mm） 

窒素ガス 

分離装置 

Ａ 

吸着槽 

胴板 5.56 9 

皿形鏡板 5.86 9 

半楕円形鏡板 4.17 12 

平ふた板 21.93 26 

製品槽 
胴板 5.56 9 

皿形鏡板 5.86 9 

窒素ガス 

分離装置 

Ｂ 

吸着槽 

胴板 5.56 9 

皿形鏡板 5.86 9 

半楕円形鏡板 4.17 12 

平ふた板 21.93 26 

製品槽 
胴板 5.56 9 

皿形鏡板 5.86 9 

窒素ガス 

分離装置 

Ｃ 

活性炭槽 

胴板 3.51 4.5 

半楕円形鏡板 2.75 4.5 

平ふた板 11.94 22 

空気槽 
胴板 4.23 4.5 

半楕円形鏡板 3.24 4.5 

吸着槽 

胴板 4.23 4.5 

半楕円形鏡板 3.24 4.5 

平ふた板 17.67 24 

製品槽 
胴板 4.23 4.5 

半楕円形鏡板 3.24 4.5 

添付資料―２ 
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設備名 部位 必要板厚（mm） 使用板厚（mm） 

非常用 

窒素ガス 

分離装置 

活性炭槽 
胴板 4.07 6 

皿形鏡板 4.27 5 

吸着槽 
胴板 4.39 6 

半楕円形鏡板 4.19 5 

製品槽 
胴板 3.77 6 

皿形鏡板 3.94 5 

 

2. 耐震性 

窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ，Ｃ及び非常用窒素ガス分離装置については，建築設備耐震

設計・施工指針（2005 年版）を参考とし，静的地震力を用いて，耐震設計審査指針上の

耐震Ｃクラス相当の地震力（ 1.2Ci = 0.24 )にて設備が転倒しないことの評価を行う。 

 

・設備の転倒評価 

 

 

 

 

 

 

    地震によるモーメント：M1 = W×g×KH×hG 

自重によるモーメント：M2 = W×g×ℓg 

 

表―２に転倒評価の結果を示す。当該機器は地震力に対して転倒せず，必要な耐震性

を有していることを確認した。 

 

表―２ 窒素ガス分離装置 転倒評価結果（耐震Ｃクラス相当の静的震度） 

設備名称 
地震によるモーメント 

M1［N･m］ 

自重によるモーメント 

M2［N･m］ 
評価 

窒素ガス分離装置Ａ 25166 116473 転倒しない 

窒素ガス分離装置Ｂ 25166 116473 転倒しない 

窒素ガス分離装置Ｃ 7259 15877 転倒しない 

非常用窒素ガス分離装置 24172 85219 転倒しない 

 

なお，窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ及び非常用窒素ガス分離装置については，耐震Ｓクラ

KH 水平方向設計震度 

W 機器重量 

g 重力加速度 

hG 据付面から重心までの距離 

ℓg 転倒支点から機器重心までの距離 

W kg
KH

g

lg

hG
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ス相当の静的震度（3.6Ci=0.72）での転倒評価も行い，転倒しないことを確認した。表

―３に転倒評価の結果を示す。 

 

表―３ 窒素ガス分離装置Ａ，Ｂ及び非常用窒素ガス分離装置 転倒評価結果 

（耐震Ｓクラス相当の静的震度） 

設備名称 
地震によるモーメント 

M1［N･m］ 

自重によるモーメント 

M2［N･m］ 
評価 

窒素ガス分離装置Ａ 75498 116473 転倒しない 

窒素ガス分離装置Ｂ 75498 116473 転倒しない 

非常用窒素ガス分離装置 72515 85219 転倒しない 

 

２． ホース 

(1) 構造強度 

ホースは設計・建設規格に記載がない材料であるが，通常運転状態における漏えい確

認試験を行い，有意な変形や漏えいがないことを確認していることから，必要な構造強

度を有しているものと判断する。 

 

(2) 耐震性 

ホースは，フレキシビリティを有しており，地震変位による有意な応力は発生しないと

考えられる。 

 

３． 既設設備の耐震性 

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への窒素の封入ライン（既設配管）の耐震性は以

下の表－４の通り。 

表－４ 窒素封入ライン（既設配管）の耐震性 

 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 

１号機 

原子炉圧力容器頂部冷却系 

（耐震Ｓクラス） 

ジェットポンプ計装ラック 

（耐震Ｓクラス） 

原子炉格納容器内酸素分析計ラック 

（耐震Ｃクラス） 

２号機 

原子炉圧力容器水位計装ライン 

（耐震Ｓクラス） 

主蒸気計装ライン 

（耐震Ｓクラス） 

可燃性ガス濃度制御系 

（耐震Ｓクラス） 

３号機 
原子炉圧力容器水位計装ライン 

（耐震Ｓクラス） 

原子炉格納容器漏えい率検査用予備ライン 

（耐震Ｓクラス） 
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２／３号機については，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器とも耐震Ｓクラス配管に

接続されており，耐震上問題はない。 

１号機については，原子炉格納容器への窒素の封入は耐震Ｃクラス設備である原子炉

格納容器内酸素分析計ラックに接続されているため，大きな地震が発生した場合，既設

配管の影響が懸念される。しかし，原子炉圧力容器への窒素封入ラインが耐震Ｓクラス

であることから，原子炉圧力容器へ封入した窒素が原子炉格納容器側に流入し窒素で満

たされるため問題はない。これらの既設封入ラインは東北地方太平洋沖地震でも健全性

が維持されていたものである。 

 

なお，既設設備の強度，耐震性等については以下の工事計画認可申請書等による。 

・ １号機 原子炉圧力容器頂部冷却系 

建設時第７回工事計画認可申請書（43公第 13412号 昭和 44年 4 月 7日認可） 

建設時第４回工事計画軽微変更届出書（総官第 503号 昭和 45年 7月 2日届出） 

工事計画認可申請書（53資庁第 10621号 昭和 53年 9月 25日認可） 

工事計画認可申請書（平成 20･08･26原第 10号 平成 20年 9月 10 日認可） 

・ １号機 ジェットポンプ計装ラック 

 福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書（平成 22･03･25 原第 9号 

平成 23年 2月 7 日認可） 

・ ２号機 原子炉圧力容器水位計装ライン及び主蒸気計装ライン 

建設時第１４回工事計画認可申請書（46 公第 11145号 昭和 46年 8月 17日認可） 

建設時第３回工事計画軽微変更届出書（総官第 685号 昭和 47年 9月 28日届出） 

工事計画認可申請書（53資庁第 13643号 昭和 54年 1月 5日認可） 

・ ３号機 原子炉圧力容器水位計装ライン 

建設時第１１回工事計画認可申請書（47 公第 8267号 昭和 47年 9月 28日認可） 

建設時第２６回工事計画軽微変更届出書（総官第 459号 昭和 49 年 7月 11日届出） 
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窒素封入ラインの構成 

１．１号機 

(1) 原子炉圧力容器窒素封入ライン： 

既設の原子炉圧力容器ヘッドスプレイラインのテストラインに接続しており，原

子炉圧力容器の T.P.32,500付近の位置より窒素の封入が可能である。 

また，既設のジェットポンプ計装ラックのドレンラインに接続しており，原子炉

圧力容器の T.P.15,300 付近，16,900 付近，24,200 付近の位置より窒素の封入が可

能である。 

(2) 原子炉格納容器窒素封入ライン： 

既設の原子炉格納容器内酸素分析計ラックに接続しており，原子炉格納容器の

T.P.13,500付近の位置より窒素の封入が可能である。 

 

２．２号機 

(1) 原子炉圧力容器窒素封入ライン： 

既設の原子炉圧力容器水位計の計装ラインに接続しており，原子炉圧力容器の

T.P.34,500付近，T.P.25,800付近の位置より窒素の封入が可能である。 

また，既設の主蒸気計装ラインに接続しており，原子炉圧力容器の T.P.29,100付

近の位置より窒素の封入が可能である。 

(2) 原子炉格納容器窒素封入ライン： 

既設の可燃性ガス濃度制御系 A 系の配管テストタップに接続しており，原子炉格

納容器の T.P.13,900付近の位置より窒素の封入が可能である。 

 

３．３号機 

(1) 原子炉圧力容器窒素封入ライン： 

既設の原子炉圧力容器水位計の計装ラインに接続しており，原子炉圧力容器の

T.P.34,500付近の位置より窒素の封入が可能である。 

(2) 原子炉格納容器窒素封入ライン： 

既設の格納容器漏えい率検査用予備ラインに接続しており，原子炉格納容器の

T.P.13,500付近の位置より窒素の封入が可能である。 
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水素発生量の評価について 

 

事故初期の水－ジルコニウム反応により発生した水素は既に原子炉格納容器から漏

えいし，現状は水の放射線分解により発生している水素が滞留していると考えられる

ことから，水の放射線分解により発生する水素発生量を下式により評価する。 

 

  M=P0×（Pt/P0）×E×G/100×換算係数 

  ここで， 

   M：可燃性ガス発生割合(lbmol/h) 

  P0：原子炉熱出力(MWt) 

   Pt：崩壊エネルギ(MWt) 

  Pt/P0：事故後の原子炉出力割合（崩壊エネルギ）(MWt/MWt) 

  E：エネルギ吸収率（γ線，β線）（－） 

   G：エネルギ 100eV あたりの水の分解量（G値）（分子／100eV） 

  換算係数：82.2 （eV・lbmol/MW・h・分子）※1 

        ※1：1 lbmol=22.4/2.205 m3(Normal) 

  

評価に使用する核分裂生成物の存在位置，存在割合及びエネルギ吸収率は表－１の

とおりとする。 

表－１ 核分裂生成物の存在位置，存在割合及びエネルギ吸収率 

核分裂 

生成物 
存在位置 存在割合 エネルギ吸収率 

ハロゲン 

原子炉格納

容器液相中 
100% 100% 

それ以外 0% － 

固形分※2 

原子炉格納

容器液相中 
10% 100% 

それ以外 90% 10% 

※2：原子炉格納容器液相中に存在する固形分は，CsI 等の水溶性の固形分

とし，液相中に存在するデブリ等の固形分は，それ以外として扱う。 

 

評価に使用するＧ値は，水中によう素が存在すると水素と酸素の再結合を阻害する

効果があること，及び水素燃焼が懸念されるのは崩壊熱の減少により蒸気発生が停止

する状態（非沸騰状態）であることを考慮して，保守的に水素のＧ値を 0.25 分子

/100eV※3とする。 

         ※3：原子炉設置変更許可申請書 

添付資料―４ 
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平成 24 年 12 月 7 日現在での水素濃度を 4%以下にするために必要な各号機の窒素封

入量の評価結果を表－２及び図－１～図－３に示す。崩壊熱は，核種の生成・崩壊を

計算できる汎用の計算コード ORIGEN を用いた評価である。 

 

表－２ 窒素封入量の評価結果 

  平成 24 年 

12 月 7 日 

平成 25 年 

10 月 17 日 

平成 26 年 

10 月 17 日 

1

号

機 

崩壊熱（MW） 約 0.3 約 0.2 約 0.1 

水素発生量（m3(Normal)/h） 約 0.1 約 0.1 約 0.05 

必要窒素量（m3(Normal)/h） 約 3 約 2 約 2 

2

号

機 

崩壊熱（MW） 約 0.3 約 0.2 約 0.2 

水素発生量（m3(Normal)/h） 約 0.1 約 0.1 約 0.06 

必要窒素量（m3(Normal)/h） 約 4 約 3 約 2 

3

号

機 

崩壊熱（MW） 約 0.3 約 0.2 約 0.2 

水素発生量(m3(Normal)/h) 約 0.1 約 0.1 約 0.06 

必要窒素量（m3(Normal)/h） 約 4 約 2 約 2 

 

 

 

図－１　福島第一原子力発電所第1号機　必要窒素封入量の推移
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図－２　福島第一原子力発電所第2号機　必要窒素封入量の推移
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図－３　福島第一原子力発電所第3号機　必要窒素封入量の推移
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窒素封入停止時の時間余裕について 

 

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器は，窒素封入により，不活性な雰囲気に保たれ

ている。しかしながら，原子炉圧力容器または原子炉格納容器への窒素の封入が停止

した場合，水の放射線分解により発生する水素により，原子炉格納容器内の雰囲気が

水素の可燃限界に至ることが想定されることから，下式により，窒素の封入を復旧す

るまでの時間余裕を評価する。 

 

T＝V×（4%－CH2）／100／MH2 

T：時間余裕（h） 

V：原子炉格納容器気相部体積（m3）または原子炉圧力容器気相部体積（m3） 

CH2：原子炉格納容器内または原子炉圧力容器内の初期水素濃度（％） 

MH2：水の放射線分解による単位時間あたりの水素発生量（m3/h） 

 

水の放射線分解により単位時間当たりに発生する水素及び酸素，並びに，単位時間

当たりに封入される窒素により，原子炉格納容器気相部または原子炉圧力容器気相部

が平衡状態にあるとして，初期水素濃度を設定する。 

また，評価に使用する原子炉格納容器体積及び原子炉圧力容器体積は，空間体積を

小さく想定するほど厳しくなることから，評価結果が保守的になるよう表―１の通り

とする。 

 

表―１ 原子炉格納容器及び原子炉圧力容器気相部体積について 

 1 号機 2 号機 3 号機 

原子炉格納容器気相部体積 約 1,900 約 2,600 約 2,600 

原子炉圧力容器気相部体積 

（燃料頂部－5m の体積） 
約 200 約 420 約 420 

※ 原子炉格納容器の水位は，空間体積を小さく見積もるため，原子炉格納容器球部

の赤道面にあることとしている。 

また，1 号機は，注水量を変更した際の原子炉圧力容器付近の温度変化が小さく，

原子炉格納容器雰囲気の温度と同等であったことから，燃料の大部分が原子炉格

納容器に存在すると推定される。念のため，1 号機は，50%が原子炉圧力容器内に

残っているとして評価を実施している。 

2・3 号機は，注水量を変更した際の原子炉圧力容器付近の温度変化が大きく，燃

料の大部分が原子炉圧力容器に残っていると推定されるため，100%が原子炉圧力

容器内に残っているとして評価を実施している。 

 

添付資料－５ 
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平成 24 年 12 月 7 日現在での原子炉格納容器への窒素の封入が停止した場合の時間

余裕の評価結果を表―２に，原子炉圧力容器への窒素の封入が停止した場合の時間余

裕の評価結果を，表―３に示す。なお，原子炉格納容器の初期水素濃度は，原子炉格

納容器ガス管理設備で測定される水素濃度に相当するものであるが，実際の測定値は

本評価より小さい値である。これは，水素発生量の本評価手法（G値の設定等）が保守

的であることを示している。 

 

表―２ 原子炉格納容器内での水素発生量と初期水素濃度と時間余裕について 

（平成 24年 12 月 7日時点） 

 1 号機 2 号機 3 号機 

水素発生量 

（m3(Normal)/h） 
約 0.10 約 0.13 約 0.13 

窒素封入量 

（m3(Normal)/h） 
34 16 17 

初期水素濃度（%） 約 0.3  約 0.8  約 0.8 

時間余裕（日） 約 29 約 26 約 26 

 

表―３ 原子炉圧力容器内での水素発生量と初期水素濃度と時間余裕について 

（平成 24年 12 月 7日時点） 

 1 号機 2 号機 3 号機 

水素発生量 

（m3(Normal)/h） 
約 0.05 約 0.13 約 0.13 

窒素封入量 

（m3(Normal)/h） 
13 16 17 

初期水素濃度（%） 約 0.4 約 0.8  約 0.8 

時間余裕（時間） 約 141 約 101 約 103 
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サプレッションチェンバ内の不活性化について 

 

１．概要 

１号機及び２号機において，サプレッションチェンバ圧力又はドライウェル圧力の変

動に連動して，原子炉格納容器ガス管理設備で測定する水素濃度及び Kr-85 放射能濃度

の上昇が観測されている。これを受けて，メカニズムの検証のため実施した１号機サプ

レッションチェンバ内への窒素封入によって，サプレッションチェンバ内上部の閉空間

に残留していた水素及び Kr-85 が，ドライウェルに間欠的に放出されていたことを確認

している。 

サプレッションチェンバ内の雰囲気については，Kr-85 放射能濃度が高いことから事故

初期の水ジルコニウム反応によって発生した水素が，当時サプレッションチェンバ内に

も放出されたと考えられる。仮にサプレッションチェンバ内の気相部に漏えいがなく現

在まで閉空間が形成されていれば，高濃度の水素を含む残留ガスが存在することとなる。

この場合でも，１号機で確認されたとおり，事故初期の残留ガスであるため酸素濃度が

低く，可燃領域にはないことから直ちに燃焼する可能性は小さいと考えられる。しかし

ながら，将来サプレッションチェンバにアクセスする際には，水素濃度を可燃限界以下

にしておく必要があることから，高濃度の水素残留が確認された場合には，不活性状態

にするため窒素ガスの封入を行うこととしている。 

１号機及び２号機のサプレッションチェンバ内の窒素封入による不活性化については，

１号機は平成２４年１２月に実施済み，２号機は平成２５年上期に実施計画中のもので

あるが，原子炉格納容器ガス管理設備の水素濃度を監視しながら，放出先の水素濃度が

可燃限界を超えないような窒素封入量にて実施する。サプレッションチェンバへの窒素

封入系統図を図１，図２に示す。 

なお，３号機については，１，２号機のように原子炉格納容器ガス管理設備での水素

濃度の上昇は観測されておらず，サプレッションチェンバ内上部の閉空間に気相部が存

在することを確認出来ていないこと，また，仮に水素が残留していても，ドライウェル

内の水位が高く，今後とも残留ガスはサプレッションチェンバ内の閉空間に安定的に封

じられると考えられること，及び，事故初期の残留ガスであるため酸素濃度が低く可燃

領域にはないことから直ちに燃焼する可能性は小さいと考えられる。そこで，３号機に

ついては，原子炉建屋内除染の進捗状況等を踏まえ，サプレッションチェンバ内の閉空

間の気相部の水素残留状況について調査することを検討している。

添付資料－６ 
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図１ １号機サプレッションチェンバへの窒素封入系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ２号機サプレッションチェンバへの窒素封入系統概要図 

 

２．工程 

 平成２５年度 

 ４月 ７月 １０月 １月 

２号機 

窒素封入作業 

  

  

 

 

 

PI

原子炉圧力容器窒素封入ライン

（原子炉圧力容器頂部冷却系）

原子炉格納容器窒素封入ライン

（不活性ガス系）

１号機

原子炉格納容器内

酸素分析計ラック

原子炉格納容器

ガス管理設備

FI

原子炉格納容器内

窒素封入設備

既設

原子炉圧力容器窒素封入ライン

（原子炉圧力容器水位計装ライン）

原子炉格納容器窒素封入ライン

（可燃性ガス制御系）

２号機

原子炉格納容器内
酸素分析計ラック

FI PI

原子炉格納容器内

窒素封入設備 原子炉格納容器
ガス管理設備

既設
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添付資料－７ 
 

１号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備について 
 
1. はじめに 

１号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備は，１号機における新設のジェ

ットポンプ計装ラック窒素封入ラインと，既設のジェットポンプ計装ラックから原子炉圧

力容器内までの配管を用いた設備である。 

本設備は，水素爆発を予防するために，１号機原子炉圧力容器に窒素を封入することで，

不活性雰囲気を維持するために設置する。 
  

2.  基本設計及び基本仕様 

１号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備の基本設計及び基本仕様につい

ては，「2.2.1 基本設計」及び「2.2.2 基本仕様」に基づく。 
 
3. 構造強度及び耐震性 

 １号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備の構造強度及び耐震性について

は，「2.2.1.7 構造強度及び耐震性」に基づく。  

 

3.1 新設ユニット 

(1) 構造強度 

１号機ジェットポンプ計装ラック窒素封入ラインの各新設ユニットを構成する鋼管

については，設計・建設規格に基づき，系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有して

いることを確認しており，使用条件に対して十分な構造強度を有していると判断する（表

－１参照）。 

 

 

型式 
公称肉厚 
[mm] 

設計・建設規格上の必
要最小厚さ[mm] 

円型 4.5 1.7 

 

 

 

 

 

表－１ 配管強度確認結果 
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(2) 耐震性 

各新設ユニットについては，建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）を参考とし，

静的地震力を用いて，耐震設計審査指針上の耐震Ｃクラス相当の地震力（1.2Ci = 0.24)

にて設備が転倒しないことの評価を行う。 
設備の転倒評価 

Lg

Hg

M
Ci

Wg

G

Ci

ｘ

Y

Z

 
 

地震によるモーメント         ：Ｍ１ ＝ Ｗ×ｇ×ＫＨ×Ｈｇ 

自重によるモーメント（Ｘ軸側）：Ｍ２ ＝ Ｗ×ｇ×Ｌｇ 
自重によるモーメント（Ｚ軸側）：Ｍ３ ＝ Ｗ×ｇ×Ｗｇ 

 
 
表－２に転倒評価の結果を示す。当該機器は地震力に対して転倒せず，必要な耐震性

を有していることを確認した。 

 

ＫＨ 水平方向設計震度 
Ｗ 機器重量 
ｇ 重力加速度 
Ｈｇ 据付面から重心までの距離 
Ｌｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｘ軸側） 
Ｗｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｚ軸側） 
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表－２ １号機ジェットポンプ計装ラック窒素封入ライン 転倒評価結果（耐震Ｃクラス

相当の静的震度） 

設備名称 
地震による 
モーメント 

Ｍ１［Ｎ・ｍ］ 

自重による 
モーメント 
（Ｘ軸側） 

Ｍ２［Ｎ・ｍ］ 

自重による 
モーメント 
（Ｚ軸側） 

Ｍ３［Ｎ・ｍ］ 

評価 

窒素封入用弁 

モジュール１ 
31.63 172.23 77.81 転倒しない 

窒素封入用弁 

モジュール２ 
31.63 172.23 77.81 転倒しない 

ジェットポンプ計装

ラック窒素封入用 
流量調整ユニット 

403.27 1871.66 677.47 転倒しない 

注入／ドレンライン

切替ユニット 
50.22 332.53 106.11 転倒しない 

 

 
 
3.2 ゴムホース 

 (1) 構造強度 

ゴムホースは設計・建設規格に記載がない材料であるが，一般高圧ガス保安規則に基

づき最高使用圧力の 1.25 倍以上にて耐圧試験を実施して有意な変形が無いこと，及び最

高使用圧力以上にて漏えいがないことを確認することにより，必要な構造強度を有して

いると評価する。 

 

 (2) 耐震性 

  ゴムホースは，フレキシビリティを有しており，地震変位による有意な応力は発生し

ない。 

    
(3) 環境条件対策 

封入流体が高純度窒素（99%以上）の為，酸化による劣化は発生せず，封入流体による

内部からの劣化はない。 

また，紫外線対策，人的損傷及び外的要因による損傷への対策として，保護カバーの

設置による防護措置を実施する。 
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別紙 
 別紙－１ １号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備に係わる申請範囲 
 別紙－２ １号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備に係わる確認事項 
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別紙－１ 
１号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備に係わる申請範囲 

 
今回（運総発官 26 第 692 号）の申請範囲は，福島第一原子力発電所の以下の部分である

。 

 

申請範囲 備考 

2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備 

 2.2.1 基本設計 

  2.2.1.6 自然災害対策等 

・津波に関する記載の充実 

・火災に関する記載の充実 

・強風（台風・竜巻），豪雨に対する記載の追加 

 2.2.2 基本仕様 

  表 2.2-1 主要ホース仕様 

・鋼管の仕様を追加 

 2.2.3 添付資料 ・添付資料－７の追記 

添付資料－１ 原子炉格納容器内窒素封入 

設備 系統概略図 

・ジェットポンプ計装ラック窒素封入ラインの追

記 

添付資料－２ 構造強度及び耐震性について 

 3. 既設設備の耐震性 

  表－３ 窒素封入ライン（既設配管）の 

耐震性 

・ジェットポンプ計装ラックの耐震クラスを追記 

添付資料－３ 窒素封入ラインの構成 

 １. １号機 

  (1)原子炉圧力容器窒素封入ライン 

・原子炉圧力容器への封入位置の追加に伴う記載

変更 

添付資料－７ １号機ジェットポンプ計装 

ラックを用いた窒素封入設備 

について 

・新規追加 

 

別紙－１ １号機ジェットポンプ計装ラック 

を用いた窒素封入設備に係わる 

申請範囲 

・新規追加 

別紙－２ １号機ジェットポンプ計装ラック 

を用いた窒素封入設備に係わる 

確認事項 

・新規追加 
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別紙－２ 
１号機ジェットポンプ計装ラックを用いた窒素封入設備に係わる確認事項 

 
今回（運総発官 26第 692 号）の申請範囲における，原子炉格納容器窒素封入設備の構造

強度及び機能に関する確認事項を以下に示す。 
 

表－１ 確認事項（主配管（鋼管）） 
 

 
＜構造強度・耐震性に係わる準拠規格及び基準＞ 
 ・JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料につい

て記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した寸法について記

録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 配管の据付状態について確認する。 
実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・ 

漏えい 

確認 

確認圧力で保持した後，確認圧力に

耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無を確認する。 

また，窒素ガス分離装置の運転圧力

による漏えいの有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の

変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいがない

こと。 

機能 通気確認 

実施計画に定められた封入流量以上

で窒素が通気されていることを確認

する。 

実施計画に定められた封入流量

以上で窒素が通気されているこ

と。 
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表－２ 確認事項（主配管（ホース）） 
 

 
＜構造強度に係わる準拠規格及び基準＞ 
 ・一般高圧ガス保安規則 
 
 

 
 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料につい

て記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した寸法について記

録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 配管の据付状態について確認する。 
実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・ 

漏えい 

確認 

確認圧力で保持した後，確認圧力に

耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無を確認する。 

また，窒素ガス分離装置の運転圧力

による漏えいの有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の

変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいがない

こと。 

機能 通気確認 

実施計画に定められた封入流量以上

で窒素が通気されていることを確認

する。 

実施計画に定められた封入流量

以上で窒素が通気されているこ

と。 
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添付資料－８ 

 

原子炉圧力容器封入ラインの二重化及び窒素ガス分離装置Ａ，Ｂの取替等について 

 

1. はじめに 

水素爆発を予防するために，原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内に窒素を封入する

ことで，不活性雰囲気を維持する設備である原子炉格納容器内窒素封入設備の圧力容器封

入ラインのうち，１号機ヘッドスプレイライン及び２，３号機水位計装ラインについて，

新たにホース，流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダを設置し，二系統の封入

ラインを有する設備（以下，「二重化封入ライン」という。）とする。 

また，本工事に併せ，窒素ガス分離装置Ａ及びＢの取替，及び窒素ガス分離装置Ａ及び

Ｂ用専用ディーゼル発電機（以下，「ＡＢ専用Ｄ／Ｇ」という。）を設置する。なお，窒素

ガス分離装置Ａ及びＢについては，基本設計及び基本仕様を「2.2.1 基本設計」及び「2.2.2 

基本仕様」に，構造強度及び耐震性については「2.2.1.7 構造強度及び耐震性」及び「2.2.3 

添付資料 添付資料－２ 構造強度及び耐震性について」に記載し,ＡＢ専用Ｄ／Ｇについ

ては，添付資料－９に記載する。 

  

2.  基本設計及び基本仕様 

二重化封入ラインの基本設計及び基本仕様については，「2.2.1 基本設計」及び「2.2.2 

基本仕様」に基づく。 

 

3. 構造強度及び耐震性 

 二重化封入ラインの構造強度及び耐震性については，「2.2.1.7 構造強度及び耐震性」

に基づく。 

 

3.1 流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダ 

(1) 構造強度 

二重化封入ラインの流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダを構成する鋼管

については，設計・建設規格に基づき，系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有して

いることを確認しており，使用条件に対して十分な構造強度を有していると判断する（表

－１参照）。 

 

表－１ 配管強度確認結果 

型式 
公称肉厚 
[mm] 

設計・建設規格上の必
要最小厚さ[mm] 

円型 3.4 0.14 
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(2) 耐震性 

流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダについては，建築設備耐震設計・施

工指針（2005年版）を参考とし，静的地震力を用いて，耐震設計審査指針上の耐震Ｃク

ラス相当の地震力（1.2Ci = 0.24)にて設備が転倒しないことの評価を行う。 

 

・設備の転倒評価 

Lg

Hg

M
Ci

Wg

G
Ci

ｘ

Y

Z

 

 

地震によるモーメント         ：Ｍ１ ＝ Ｗ×ｇ×ＫＨ×Ｈｇ 

自重によるモーメント（Ｘ軸側）：Ｍ２ ＝ Ｗ×ｇ×Ｌｇ 

自重によるモーメント（Ｚ軸側）：Ｍ３ ＝ Ｗ×ｇ×Ｗｇ 

 

 

表－２に転倒評価の結果を示す。当該機器は地震力に対して転倒せず，必要な耐震性

を有していることを確認した。 

 

表－２ 流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダ 転倒評価結果 

（耐震Ｃクラス相当の静的震度） 

設備名称 

地震による 

モーメント 

Ｍ１［Ｎ・ｍ］ 

自重による 

モーメント 

（Ｘ軸側） 

Ｍ２［Ｎ・ｍ］ 

自重による 

モーメント 

（Ｚ軸側） 

Ｍ３［Ｎ・ｍ］ 

評価 

流量計ユニット 38.26 603.52 154.74 転倒しない 

隔離弁ユニットＡ 32.75 606.92 140.11 転倒しない 

共用ヘッダ 48.66 810.96 349.75 転倒しない 

 

ＫＨ 水平方向設計震度 

Ｗ 機器重量 

ｇ 重力加速度 

Ｈｇ 据付面から重心までの距離 

Ｌｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｘ軸側） 

Ｗｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｚ軸側） 
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(3) 環境条件対策 

a．内部の劣化 

流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダの封入流体は高純度窒素（99%以

上）の為，酸化による劣化は発生せず、封入流体による内部の劣化はない。 

b．紫外線対策 

  流量計ユニット，隔離弁ユニット及び共用ヘッダは鋼材を使用するため，紫外線

による影響は考えられない。 

 

3.2 ホース 

 (1) 構造強度 

ホースは設計・建設規格に記載がない材料であるが，一般高圧ガス保安規則に基づき

最高使用圧力の 1.25 倍以上にて耐圧試験を実施して有意な変形が無いこと，及び最高使

用圧力以上にて漏えいがないことを確認することにより，必要な構造強度を有している

と評価する。 

 

 (2) 耐震性 

  ホースは，フレキシビリティを有しており，地震変位による有意な応力は発生しない。 

    

(3) 環境条件対策 

a．内部の劣化 

ホースの封入流体は高純度窒素（99%以上）の為，酸化による劣化は発生せず， 

   封入流体による内部からの劣化はない。 

b．紫外線対策 

  ホースは紫外線防止効果のある保護カバー内に設置することにより紫外線劣化を 

防止する。 

c．人的損傷及び外的要因による損傷への対策 

ホースは硬質ポリエチレン製の保護カバー内に設置することにより人的損傷及び 

外的要因による損傷を防止する。 

 

4．本工事における考慮事項 

 (1) 被ばく低減対策 

 事前に作業環境に応じた合理的な作業計画を立て，放射線業務従事者の被ばく線量を  

できる限り低減する。特に，原子炉建屋内での作業については，設置する物品は建屋

外にて組立や作業工程の細分化を実施し，搬入や設置時間を短縮することで被ばく低

減を図る。 
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(2)瓦礫類発生量 

  a．原子炉圧力容器封入ラインの二重化及び窒素ガス分離装置Ａ及びＢの取替に伴い， 

約 200m3の瓦礫類が発生見込みである。 

   b．瓦礫類は，撤去・廃棄時に表面線量率を測定し，表面線量率が 1mSv/h 以下のも   

のについては，一時保管エリア E1,P2,W,X もしくは固体廃棄物貯蔵庫第 9棟地上 1

階へ搬入する。原子炉建屋内の瓦礫類（約 1m3）については，表面線量率が 1mSv/h

を超えた場合，一時保管エリア E2，Q及び固体廃棄物貯蔵庫第 3～第 8棟及び 9棟

地下 1，2階に搬入する。 
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別紙 

 別紙－１ 二重化封入ライン，窒素ガス分離装置Ａ及びＢ等に係わる申請範囲 
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別紙－１ 

二重化封入ライン，窒素ガス分離装置Ａ及びＢ等に係わる申請範囲 

 

今回（運総発官２９第２８５号）の申請範囲は，福島第一原子力発電所の以下の部分であ

る。 

申請範囲 備考 

2.2 原子炉格納容器内窒素封入設備 

 2.2.1 基本設計 

  2.2.1.3 設計方針 

・検査可能性に対する設計上の考慮に関する記載

の追加 

2.2.1.5 主要な機器 

   2.2.1.5.1 系統構成 

・窒素ガス分離装置Ａ及びＢの設置位置変更及び

専用Ｄ／Ｇ追加に伴う記載変更 

・窒素封入設備窒素濃度の遠隔監視化に伴う記載

変更 

  2.2.1.7 構造強度及び耐震性 ・窒素ガス分離装置Ａ及びＢの仕様変更に伴う記

載変更 

 2.2.2 基本仕様 ・窒素ガス分離装置Ａ及びＢの仕様変更及び専用

Ｄ／Ｇ追加に伴う記載変更 

 2.2.2 基本仕様 

  表 2.2-1 主要配管仕様 

・ホースの仕様を追加 

・鋼管の仕様を追加 

 2.2.3 添付資料 ・添付資料－８，９及び１０の追記 

添付資料－１ 原子炉格納容器内窒素封入 

設備 系統概略図 

・二重化封入ライン，窒素ガス分離装置Ａ及びＢ

用専用Ｄ／Ｇ追加の追記 

添付資料－２ 構造強度及び耐震性について 

 1. 窒素ガス分離装置の構造強度及び耐震

性 

・窒素ガス分離装置Ａ及びＢの仕様変更に伴う記

載変更 

添付資料-３ 窒素封入ラインの構成 ・Ｏ．Ｐ．表記からＴ.Ｐ．表記への記載の変更 

添付資料－８ 原子炉圧力容器封入ラインの 

二重化及び窒素ガス分離装置 

Ａ，Ｂの取替等について 

・新規追加 

 

別紙－１ 二重化封入ライン，窒素ガス分離 

装置Ａ及びＢ等に係わる申請範囲 

・新規追加 
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添付資料－９ 窒素ガス分離装置用専用Ｄ/

Ｇについて 

・新規追加 

添付資料－１０ 原子炉格納容器内窒素封入 

        設備に係わる確認事項に 

ついて 

・新規追加 
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添付資料－９ 
 

窒素ガス分離装置用専用Ｄ／Ｇについて 
 

1. はじめに 

 窒素ガス分離装置Ａ及びＢについては，所内電源系統の他に独立した電源からも受

電ができるように専用のＤ／Ｇ（以下，「ＡＢ専用Ｄ／Ｇ」という。）を設置する。そ

れにより，全交流電源喪失の場合でも，非常用窒素ガス分離装置またはＡＢ専用Ｄ／

Ｇを用いて窒素ガス分離装置ＡまたはＢを起動させることにより窒素の封入が可能と

なる。 

 

2. 基本設計及び基本仕様 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇの基本設計及び基本仕様については，「2.2.1 基本設計」及び「2.2.2 

基本仕様」に基づく。 
 
3. 構造強度及び耐震性 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇの構造強度及び耐震性については，「2.2.1.7 構造強度及び耐震性」

に基づく。 

 

(1) 構造強度 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇについては，内燃機関等を含めた一体型構造の完成品であり，一般

産業品規格に基づいた試験等が実施されていることから，十分な構造強度を有してい

ると評価する。 

 
  (2) 耐震性 

 ＡＢ専用Ｄ/Ｇについては，建築設備耐震設計・施工方針（2005 年度版）を参考とし

静的地震力を用いて，耐震設計指針上の耐震Ｃクラス相当の地震力（1.2Ci=0.24）に

て設備が転倒しないことの評価を行う。 

 

・設備の転倒評価 
 
 
 
 
 
 

W kg
KH

g

lg

hG

KH 水平方向設計震度 
W 機器重量 
g 重力加速度 
hG 据付面から重心までの距離 
ℓg 転倒支点から機器重心までの距離 
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地震によるモーメント：Ｍ１ ＝ Ｗ×ｇ×ＫＨ×Ｈｇ 
自重によるモーメント：Ｍ２ ＝ Ｗ×ｇ×Ｌｇ 

 

表－１に転倒評価の結果を示す。当該機器は地震力に対して転倒せず，必要な耐震

性を有していることを確認した。 

 

表－１ ＡＢ専用Ｄ／Ｇ 転倒評価結果（Ｃクラス相当の静的震度） 

設備名称 
地震によるモーメント

Ｍ１[Ｎ・ｍ] 

自重によるモーメント

Ｍ２[Ｎ・ｍ] 
評価 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇ 24352 117553 転倒しない 

 

なお，ＡＢ専用Ｄ／Ｇについては，耐震Ｓクラス相当の静的震度（3.6Ci=0.72）で

の転倒評価も行い，転倒しないことを確認した。表－２に転倒評価の結果を示す。 

 

表－２ ＡＢ専用Ｄ／Ｇ 転倒評価結果（Ｓクラス相当の静的震度） 

設備名称 
地震によるモーメント

Ｍ１[Ｎ・ｍ] 

自重によるモーメント

Ｍ２[Ｎ・ｍ] 
評価 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇ 73055 117553 転倒しない 

 

 

4．自然災害対策等 

(1)豪雨 

ＡＢ専用Ｄ／Ｇは，側溝が整備されているエリアに設置し，またコンテナ内に設置

することから，豪雨に耐えうる構造としている。 

 

(2)強風（台風・竜巻） 

   ＡＢ専用Ｄ／Ｇは，コンテナ内に設置することから，強風に耐えうる構造としてい

る。 
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添付資料－１０ 
 

原子炉格納容器内窒素封入設備に係わる確認事項について 
 
原子炉格納容器内窒素封入設備の構造強度及び機能・性能に関する確認事項を以下に示

す。 
 

表－１ 確認事項（主要配管（鋼管）） 

 
＜構造強度・耐震性に係わる準拠規格及び基準＞ 
 ・JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料につい

て記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した寸法について記

録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 配管の据付状態について確認する。 
実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・ 

漏えい 

確認 

確認圧力で保持した後，確認圧力に

耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無を確認する。 

また，窒素ガス分離装置の運転圧力

による漏えいの有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の

変形等がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えい

がないこと。 

機能 通気確認 

実施計画に定められた封入流量以上

で窒素が通気されていることを確認

する。 

実施計画に定められた封入流量

以上で窒素が通気されているこ

と。 
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表－２ 確認事項（主要配管（ホース）） 

 
＜構造強度に係わる準拠規格及び基準＞ 
 ・一般高圧ガス保安規則 
 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した主な材料につい

て記録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した寸法について記

録を確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 配管の据付状態について確認する。 
実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

耐圧・ 

漏えい 

確認 

確認圧力で保持した後，確認圧力に

耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無を確認する。 

また，窒素ガス分離装置の運転圧力

による漏えいの有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の

変形等がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えい

がないこと。 

機能 通気確認 

実施計画に定められた封入流量以上

で窒素が通気されていることを確認

する。 

実施計画に定められた封入流量

以上で窒素が通気されているこ

と。 
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表－３ 確認事項（窒素ガス分離装置） 

 
 

表－４ 確認事項（専用ディーゼル発電機） 

 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
窒素ガス分離装置の据付状態につい

て確認する。 

実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

性能 
運転性能

確認 

窒素ガス分離装置の運転性能を確認

する。 

運転状態にて，異音，異臭，異

常振動等がないこと。 

実施計画に定められた容量以上

及び窒素純度以上で窒素を供給

できること。 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
専用ディーゼル発電機の据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付さ

れていること。 

性能 
運転性能

確認 

専用ディーゼル発電機の運転性能を

確認する。 

運転状態にて，異音，異臭，異

常振動等がないこと。 

実施計画に定められた容量以上

であること。 
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添付資料－１１ 

 

１号機原子炉格納容器窒素封入ライン（不活性ガス系）の撤去について 

 

１．撤去理由 

 １号機プール燃料取り出しの準備作業として，原子炉建屋を覆う大型カバーを設置する。 

 大型カバー設置工事において干渉する１号機原子炉格納容器窒素封入ラインについて，

撤去を行う。 

 

２．撤去の妥当性 

 本設備は，１号機原子炉格納容器内窒素封入設備において，常用系として使用されてい

る原子炉圧力容器内窒素封入（原子炉圧力容器頂部冷却系，ジェットポンプ計装ラック）

の予備設備として位置付けられる。 

 原子炉圧力容器内窒素封入は，原子炉圧力容器の気密性が確保されていないことから，

封入した窒素が原子炉格納容器内に漏れ出すため，原子炉圧力容器と格納容器の窒素封入

を兼ねると考えることができる。 

 原子炉圧力容器内窒素封入は，３系統（原子炉圧力容器頂部冷却系：１系統，ジェット

ポンプ計装ラック：２系統）あり，各々が原子炉格納容器内の水素可燃限界以内に維持す

るために必要な窒素封入量を封入することができるため，窒素封入系統として多重化は確

保される。 

 なお，原子炉格納容器窒素封入ラインは不活性ガス系を撤去しても，原子炉格納容器内

酸素分析ラックからの窒素封入は可能である。 

 

３．瓦礫類発生量 

（１）撤去工事で発生する瓦礫類は，約４６m3発生する見込みである。 

（２）撤去工事で発生する瓦礫類は，撤去・廃棄時に表面線量率を測定し，１mSv/h以下の

表面線量率のものについては，所定の瓦礫類一時保管エリアへ搬入する。なお，表

面線量率が１mSv/hを超えた瓦礫類については，固体廃棄物貯蔵庫第８，９棟に保管

するものとする。 

 

４．作業員の被ばく低減対策 

（１）撤去に関連した作業時においては，全面マスクを着用して作業を実施する。 

（２）配管切断時は，局所排風機・ハウスの設置を行い，ダストの飛散防止に努め，周辺

の作業員への被ばく低減を図る。 

（３）高線量配管の周辺には，鉛マットで遮蔽することで，被ばく低減を図る。 

（４）作業場所近傍に低線量のエリアを設置し，控え作業員の被ばく低減を図る。 
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５．その他 

 既設不活性配管切断後，配管端部は閉止処置を行う。 
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添付資料－１２ 

 

２号機原子炉圧力容器窒素封入ライン追設について 

 

1. 工事概要 

原子炉格納容器内窒素封入設備の内，２号機原子炉圧力容器窒素封入点については，単

一構成であることから，原子炉建屋内に隔離弁ユニット及び流路を形成する窒素封入ライ

ンを２箇所追設（以下，「追設封入ライン」という。）し，設備の信頼性向上を図る。 

また，万一の隔離弁ユニットや封入ラインの損傷による供給停止に備え，各流量調整ユ

ニットから隔離弁ユニット間に予備ホースを設置し，ホースの接続切替による速やかな原

子炉圧力容器内窒素封入の再開を可能とする。 

 

2.  基本設計及び基本仕様 

追設封入ラインの基本設計及び基本仕様については，「2.2.1 基本設計」及び「2.2.2 基

本仕様」に基づく。 

 

3. 構造強度及び耐震性 

 追設封入ラインの構造強度及び耐震性については，「2.2.1.7 構造強度及び耐震性」に

基づく。 

 

3.1 隔離弁ユニット 

(1) 構造強度 

追設封入ラインの隔離弁ユニットを構成する鋼管については，設計・建設規格に基づ

き，系統最高使用圧力に対して十分な厚さを有していることを確認しており，使用条件

に対して十分な構造強度を有していると判断する（表－１参照）。 

 

表－１ 配管強度確認結果 

型式 
公称肉厚 
[mm] 

設計・建設規格上の必
要最小厚さ[mm] 

円型 3.4 0.14 

 

(2) 耐震性 

隔離弁ユニットについては，建築設備耐震設計・施工指針（2005 年版）を参考とし，

静的地震力を用いて，耐震設計審査指針上の耐震Ｃクラス相当の地震力（1.2Ci = 0.24)

にて設備が転倒しないことの評価を行う。 
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・設備の転倒評価 

Lg

Hg

M
Ci

Wg

G
Ci

ｘ

Y

Z

 

 

地震によるモーメント         ：Ｍ１ ＝ Ｗ×ｇ×ＫＨ×Ｈｇ 

自重によるモーメント（Ｘ軸側）：Ｍ２ ＝ Ｗ×ｇ×Ｌｇ 

自重によるモーメント（Ｚ軸側）：Ｍ３ ＝ Ｗ×ｇ×Ｗｇ 

 

 

表－２に転倒評価の結果を示す。当該機器は地震力に対して転倒せず，必要な耐震性

を有していることを確認した。 

 

表－２ 隔離弁ユニット 転倒評価結果 

（耐震Ｃクラス相当の静的震度） 

設備名称 

地震による 

モーメント 

Ｍ１［Ｎ・ｍ］ 

自重による 

モーメント 

（Ｘ軸側） 

Ｍ２［Ｎ・ｍ］ 

自重による 

モーメント 

（Ｚ軸側） 

Ｍ３［Ｎ・ｍ］ 

評価 

隔離弁ユニットＢ 47.67 1001.52 472.61 転倒しない 

 

(3) 環境条件対策 

a．内部の劣化 

隔離弁ユニットの封入流体は高純度窒素（99%以上）の為，酸化による劣化は発生

せず、封入流体による内部の劣化はない。 

b．紫外線対策 

  隔離弁ユニットは鋼材を使用するため，紫外線による影響は考えられない。 

 

 

 

ＫＨ 水平方向設計震度 

Ｗ 機器重量 

ｇ 重力加速度 

Ｈｇ 据付面から重心までの距離 

Ｌｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｘ軸側） 

Ｗｇ 転倒支点から機器重心までの距離 

（Ｚ軸側） 
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3.2 ホース 

 (1) 構造強度 

ホースは設計・建設規格に記載がない材料であるが，一般高圧ガス保安規則に基づき

最高使用圧力の 1.25 倍以上にて耐圧試験を実施して有意な変形が無いこと，及び最高使

用圧力以上にて漏えいがないことを確認することにより，必要な構造強度を有している

と評価する。 

 

 (2) 耐震性 

  ホースは，フレキシビリティを有しており，地震変位による有意な応力は発生しない。 

    

(3) 環境条件対策 

a．内部の劣化 

ホースの封入流体は高純度窒素（99%以上）の為，酸化による劣化は発生せず， 

   封入流体による内部からの劣化はない。 

b．紫外線対策 

  ホースは紫外線防止効果のある保護カバー内に設置することにより紫外線劣化を 

防止する。 

c．人的損傷及び外的要因による損傷への対策 

ホースは硬質ポリエチレン製の保護カバー内に設置することにより人的損傷及び 

外的要因による損傷を防止する。 

  

4．本工事における考慮事項 

 (1) 被ばく低減対策 

 事前に作業環境に応じた合理的な作業計画を立て，放射線業務従事者の被ばく線量を  

できる限り低減する。特に，原子炉建屋内での作業については，設置する物品は建屋

外にて組立や作業工程の細分化を実施し，搬入や設置時間を短縮することで被ばく低

減を図る。 

 

(2) 瓦礫類発生量 

  a．２号機原子炉圧力容器封入ライン追設に伴い，約 3m3の瓦礫類が発生見込みである。 

   b．瓦礫類は，撤去・廃棄時に表面線量率を測定し，１mSv/h以下の表面線量率のもの

については，所定の瓦礫類一時保管エリアへ搬入する。なお，表面線量率が１mSv/h

を超えた瓦礫類については，固体廃棄物貯蔵庫第８，９棟に保管するものとする。 
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2.15 放射線管理関係設備等 

2.15.1 基本設計 

2.15.1.1 設置の目的 

福島第一原子力発電所１～４号機から環境に放出される気体廃棄物を抑制するために設

けられた設備の健全性を把握すること，ならびに当該設備を経由して放出される放射性物

質の放出量を把握することを目的とする。また，万が一，安全に関する機能が一時的に喪

失した場合でも，一般公衆ならびに放射線業務従事者を放射線から防護するため，周辺環

境における放射線量率等の状況を把握することを目的とする。 

 

2.15.1.2 要求される機能 

福島第一原子力発電所１～４号機から放出される気体廃棄物中の放射性物質，ならびに周

辺監視区域周辺の空間放射線量率を監視できること。 

 

2.15.1.3 設計方針 

(1) １～４号機から放出される気体廃棄物の監視設備 

原子炉格納容器ガス管理設備，原子炉建屋カバー排気設備，原子炉建屋排気設備のダスト

放射線モニタにより，建屋から放出される気体廃棄物中の放射性物質の濃度を監視できる

設計とする。  

 

(2) 周辺監視区域周辺の監視設備 

モニタリングポストは，１～６号機の他，附帯設備を含めた発電所全体からの影響を把握

するため，周辺監視区域境界付近８箇所の空間放射線量率を監視できる設計とする。 

 

(3) 供用期間中に確認する項目 

福島第一原子力発電所１～４号機から放出される気体廃棄物中の放射性物質，ならびに周

辺監視区域周辺の空間放射線量率を適切に監視できること。 

 

2.15.1.4 主要な機器 

a. ダスト放射線モニタ 

ダスト放射線モニタは，２チャンネル設置し，免震重要棟において遠隔監視ならびに

記録可能な設備とする。 

 

b. モニタリングポスト 

モニタリングポストは，周辺監視区域境界付近８箇所に設置し，空間放射線量率を連

続的に測定可能な設備とし，免震重要棟において遠隔監視ならびに記録可能な設備とす

る。 
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2.15.1.5 設計上の考慮すべき事項 

ダスト放射線モニタ，モニタリングポストならびに２号機原子炉建屋排気設備は，『特

定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める

措置を講ずべき事項について』に示される“１４．設計上の考慮”を踏まえた設計とす

ることを基本方針として，特に次の事項に考慮する。 

(1) 準拠規格及び基準 

一般的な放射線計測器や一般構造物と同様の構造強度を有する設計とし，耐震性について

も一般構造物と同等なものとして設計する。 

 

(2) 自然現象に対する設計上の考慮 

仮設防潮堤を設置したことでアウターライズ津波の影響がないと想定される 1～4 号機の

標高以上のエリアに設置する。（Ⅲ.3.1.3 参照） 

 

(3) 信頼性に対する設計上の考慮 

ダスト放射線モニタならびに２号機原子炉建屋排気設備においては，所内高圧母線からの

受電の他，外部電源喪失の場合に備えて，非常用所内電源からも受電できる構成とする。 

モニタリングポストにおいては，異なる２系統の所内高圧母線から受電できる構成とし，

外部電源喪失の場合に備えて，非常用所内電源ならびに蓄電池から受電できる構成とする。 

 

2.15.2 基本仕様 

2.15.2.1 主要仕様 

(1)１号機 

ダスト放射線モニタ（原子炉建屋カバー排気設備出口※） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     100～104 s-1 

チャンネル数   2 

※原子炉建屋カバー設置時のみ。（以下，本章において同様。） 

 

ダスト放射線モニタ（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     10-1～106 s-1 

チャンネル数   2 

 

(2)２号機 

ダスト放射線モニタ（原子炉建屋排気設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 
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計測範囲     100～104 s-1 

チャンネル数   2 

 

ダスト放射線モニタ（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     10-1～105 s-1 

チャンネル数   2 

 

(3)３号機 

ダスト放射線モニタ（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     10-1～105 s-1 

チャンネル数   2 

 

ダスト放射線モニタ（燃料取り出し用カバー換気設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     10-1～105 s-1 

チャンネル数   2 

 

(4)４号機 

ダスト放射線モニタ（燃料取り出し用カバー換気設備出口） 

検出器の種類   シンチレーション検出器 

計測範囲     100～104 s-1 

チャンネル数   2 

 

(5)モニタリングポスト 

検出器の種類  電離箱検出器 

測定範囲    10～108 nGy/h 

台数      8 

 

(6)エリア放射線モニタ 

エリア放射線モニタについては，以下の各章に記載している。 

・ Ⅱ.2.11 使用済燃料プールからの燃料取り出し設備 
・ Ⅱ.2.12 使用済燃料共用プール設備 
・ Ⅱ.2.13 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 
・ Ⅱ.2.34 ５・６号機 計測制御設備 
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(7)排気設備 

a. ２号機原子炉建屋排気設備 

台 数      ２台（※） 

容 量      10000ｍ３/h（1 台当たり） 

フィルタ形式   高性能粒子フィルタ 

フィルタ効率   97%（粒径 0.3μm）以上 

※本設備は，作業環境改善の目的で設置されている設備であり，常時運転の必要性

がある設備ではない。 

 

b. その他排気設備 

その他排気設備については，以下の各章に記載している。 

・ １号機原子炉建屋カバー排気設備（Ⅱ.2.11 使用済燃料プールからの燃料

取り出し設備 添付資料６ 別添５ 原子炉建屋カバー付属設備につい

て） 
・ ３号機燃料取り出し用カバー換気設備（Ⅱ.2.11 使用済燃料プールからの

燃料取り出し設備） 
・ ４号機燃料取り出し用カバー換気設備（Ⅱ.2.11 使用済燃料プールからの

燃料取り出し設備） 
・ 原子炉格納容器ガス管理設備（Ⅱ.2.8 原子炉格納容器ガス管理設備） 
・ 雑固体廃棄物焼却設備（Ⅱ.2.17 放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連

施設（雑固体廃棄物焼却設備）） 
 

2.15.3 添付資料 

添付資料―１ ダスト放射線モニタ系統概略図 

添付資料―２ モニタリングポストの配置図 
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原子炉格納容器ガス管理設備より 

ガス
放射線 
モニタ 

ガス
放射線
モニタ

ダスト
放射線
モニタ

ダスト 
放射線 
モニタ 

原子炉格納容器ガス管理設備へ 

図２.１５－２ １号機 ダスト放射線モニタ，ガス放射線モニタ検出器 系統概略図

（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

図２．１５－１ １号機 ダスト放射線モニタ検出器 系統概略図 

（原子炉建屋カバー排気設備出口） 

１号機原子炉建屋 

カバー排気設備へ 

ダスト
放射線
モニタ

ダスト
放射線
モニタ

１号機原子炉建屋 

カバー排気設備より 

ダスト放射線モニタ系統概略図 
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原子炉格納容器ガス管理設備へ 原子炉格納容器ガス管理設備より 

ガス 
放射線 
モニタ 

ガス
放射線
モニタ

ダスト 
放射線 
モニタ 

ダスト
放射線
モニタ

図２．１５－４ ２号機 ダスト放射線モニタ，ガス放射線モニタ検出器 系統概略図

（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

２号機 

原子炉建屋排気設備へ 

ダスト
放射線
モニタ

ダスト
放射線
モニタ

図２．１５－３ ２号機 ダスト放射線モニタ検出器 系統概略図 

（原子炉建屋排気設備出口） 

２号機 

原子炉建屋排気設備より 
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原子炉格納容器ガス管理設備へ 原子炉格納容器ガス管理設備より

ガス 
放射線 
モニタ 

ガス
放射線
モニタ

ダスト 
放射線 
モニタ 

ダスト
放射線
モニタ

図２．１５－５ ３号機 ダスト放射線モニタ，ガス放射線モニタ検出器 系統概略図

（原子炉格納容器ガス管理設備出口） 

３号機原子炉建屋 

カバー換気設備へ 

ダスト
放射線
モニタ

ダスト
放射線
モニタ

３号機原子炉建屋 

カバー換気設備より 

図２．１５－６ ３号機 ダスト放射線モニタ検出器 系統概略図 

（燃料取り出し用カバー換気設備出口） 
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４号機原子炉建屋 

カバー換気設備へ 

ダスト
放射線
モニタ

ダスト
放射線
モニタ

４号機原子炉建屋 

カバー換気設備より 

図２．１５－７ ４号機 ダスト放射線モニタ検出器 系統概略図 

（燃料取り出し用カバー換気設備出口） 
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モニタリングポストの配置図 

 

 

図２．１５－８ モニタリングポスト配置図 
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添付資料－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 装置配置概要図  

油処理装置
設置場所

プロセス主建屋

高放射性固体廃棄物
貯蔵設備建屋

（サイトバンカ建屋）

P.N

油水分離コンテナ

第1油分解コンテナ

処理水移送配管

第2油分解コンテナ
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添付資料－２ 

 

油処理装置の耐震性に関する説明書 

 

1 耐震設計の方針 

油処理装置のうち放射性物質を内包するものは,「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針」の B クラスまたは C クラス相当の設備と位置付けられる。主要な機器および配管の耐

震評価は,「JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程」等に準じて行う。 

 

1.1 設備の重要度による耐震クラス別分類 

耐震クラス 

系統設備 
B C 

油水分離装置・油分解装置 

(1) 容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 配管 

 

(4) コンテナ 

 

排ガス系統 

(1) アルカリスクラバ 

 

(2) フィルタ 

 

 

(3)ファン 

 

○集合槽 

○浮上分離槽 

○樹脂充填塔 

○乳化槽 

○ブロー水受槽 

○油吸着樹脂塔 

○第 2モニタリング槽 

○酸化分解機 

 

○原水ポンプ 

○樹脂充填塔送りポンプ 

○処理水返送ポンプ 

○浮上油移送ポンプ 

○循環ポンプ 

○ブロー水受槽送りポンプ 

○油吸着樹脂塔送りポンプ 

○処理水第 1モニタリング槽 

送りポンプ 

 

○主配管 

 

○装置受け架台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルカリスクラバ 

 

活性炭フィルタ 

ＨＥＰＡフィルタ 

 

吸引ファン 

備 考 ○印は評価結果を本資料にて示すもの 
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1.3 設計用地震力 

項目 
耐震 

クラス 

適用する地震動等 
設計用地震力 

水平 鉛直 

機器・配管系 B 
静的震度 

（1.8×Ci※） 
－ 静的地震力 

注記 ※ ： Ciは,標準せん断力係数を 0.2 とし,建物・構造物の振動特性,地盤の種類

等を考慮して求められる値とする。 

 

1.4 荷重の組合せと許容限界 

 

1.4.1 荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は,以下の通りとする。 

 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳＢ ：Bクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は静的地震力 

ＣＳ ：Bクラスの設備の地震時の供用状態 

Ｓｙ ：設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表8に規定される値 

Ｓｕ ：設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表9に規定される値 

Ｓ ：許容引張応力 設計・建設規格 付録材料図表 Part5表5～7に規定される値 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 

SSB-3121.1により規定される値。ボルト等に対して設計・建設

規格SSB-3131により規定される値 

ｆｓ ：許容せん断応力 同上 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支特構造物(ボルト等を除く。)に対して設計・建設規格 

SSB-3121.1により規定される値。 

ｆｂ ：許容曲げ応力 同上 

ｆｐ ：許容支圧応力 同上 

τｂ ：ボルトに生じるせん断応力 
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(3) 支持構造物(ボルト等) 

 

応力分類 

 

 

供用状態 

許容限界(ボルト等) 

一次応力 

引張 せん断 組合せ 

Ｃｓ 1.5・fｔ 1.5・fｓ min[1.5・ｆｔ，2.1・ｆｔ－1.6・τｂ] 
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2 耐震性評価 

 

2.1 ブロー水受槽， 第 2モニタリング槽 

 

2.1.1 評価方法 

本評価は，「付録１ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 Bクラス）の耐震

性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。応力評

価箇所を図－１，２に示す。 

 

           

図－１ ブロー水受槽応力評価箇所 

 

 

 

図－２ 第 2モニタリング槽応力評価箇所 

  

基礎ボルト 

胴板 

基礎ボルト 

胴板 
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2.1.2 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－１，２) 

 

(1) ブロー水受槽 

表－１ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜応力 3 153 

圧縮と曲げの組合せ 

(座屈評価) 

 

 

0.02(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 <0 148 

せん断応力 7 114 

 

(2) 第 2 モニタリング槽 

表－２ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜応力 3 153 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.02(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 <0 148 

せん断応力 7 114 

  

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP
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2.2 浮上分離槽，樹脂充填塔，油吸着樹脂塔 

 

2.2.1 評価方法 

本評価は，「付録２ スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 B クラス）

の耐震性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。

応力評価箇所を図－３～５に示す。 

 

図－３ 浮上分離槽応力評価箇所 

 

 

 

図－４ 樹脂充填塔応力評価箇所 

スカート 

基礎ボルト 

胴板 

スカート 

基礎ボルト 

胴板 
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図－５ 油吸着樹脂塔応力評価箇所 

 

 

2.2.2 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－３～５) 

 

(1) 浮上分離槽 

 

表－３ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 一次一般膜応力 3 154 

スカート SUS304 

組合せ応力 18 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.09(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 3 153 

せん断応力 3 118 

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP

スカート 
基礎ボルト 

胴板 
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(2) 樹脂充填塔 

 

表－４ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 一次一般膜応力 13 154 

スカート SUS304 

組合せ応力 5 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.03(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 2 153 

せん断応力 3 118 

 

(3) 油吸着樹脂塔 

 

表－５ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 一次一般膜応力 8 153 

スカート SUS304 

組合せ応力 15 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.08(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 4 153 

せん断応力 1 118 

 

  

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP
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2.3 乳化槽 

 

2.3.1 評価方法 

本評価は，「付録３ ４脚たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震

性についての計算書作成の基本方針」（以下，「基本方針」という。）に準じて行う。応力評

価箇所を図－６に示す。 

 

 

図－６ 乳化槽応力評価箇所 

 

2.3.2 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－６) 

 

表－６ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 
一次一般膜応力 3 

153 
一次応力 9 

脚 SUS304 

組合せ応力 21 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.11(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 22 153 

せん断応力 7 118 

1≦
σσσ

bc

sc

bt

st

br

sr

fff

脚 

基礎ボルト 

胴板 
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2.4 集合槽 

 

2.4.1 評価方法 

地震力による応力計算には，３次元ＦＥＭモデルを採用し，解析コードとして Nastran
を用いる。応力評価箇所を図－７に示す。 

 

 

 

 

2.4.2 評価結果 

各部材に生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－７，８) 

 

表－７ 応力評価箇所Ａ(本体)の応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

本体 SUS304 

一次一般膜応力 28 154 

組合せ応力 

（座屈評価） 

圧縮＋曲げ 0.07（無次元） 1（無次元） 

引張＋曲げ 0.14（無次元） 1（無次元） 

 

 

表－８ 応力評価箇所 B(基礎ボルト)の応力評価結果 

応力 材料 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

引張応力 
SUS304 

1 147 

せん断応力 53 118 

 

  

図－７ 集合槽応力評価箇所 

基礎ボルト 

本体 

B 

A 
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参考資料 

 

耐震安全解析に用いるコード（NASTRAN）について 

 

1．概要 

NASTRAN コードは，1968 年アメリカ航空宇宙局（NASA）で開発され，1971 年に米国

MacNeal-Schwendler Corporation(MSC 社)から発売された有限要素法に基づく構造解析等の

汎用解析コード(MSCNastran)であり，航空宇宙，自動車，造船，重機械，原子力機器，土木・

建築などの重工業を中心に広く受け入れられている。 

 

2．機能 

NASTRAN コードは，固有値解析，応力解析に際して以下の機能を有している。 

① ある固有振動範囲の設定，あるいは必要固有値個数を設定すればその範囲の多くの

固有振動及び必要固有値個数に対応する固有振動を求めることができる。 

② 各振動モードに対する刺激係数，有効質量を算出できる。 

③ 引張等の初期応力があれば，この初期応力を考慮した固有振動解析ができる。 

④ スペクトルモード解析の入力データとして固有振動解析結果をそのまま利用でき

る。 

⑤ 使用要素は一次元～三次元の多くの要素が適用できる。 

⑥ 質量は集中質量，分布質量が適用できる。 

⑦ 応力解析における荷重は，集中荷重，分散荷重が適用できる。質量に加速度をかけ

ることで，荷重として適用できる。 

⑧ 応力解析では，剛性と荷重の釣り合いから，変位・応力を計算できる。 

 

3．解析フロー 

 NASTRAN コードの固有振動解析フローを図－８に示す。また，応力解析について，線形静

解析フローを図－９に示す。 

 

4．使用実績 

 NASTRAN コードは，これまで多くの固有振動数解析及び応力解析に対して使用実績がある。 

 

5．検証方法 

 理論値との比較による検証が実施されていることを確認した。 
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 開 始 

デ ー タ 入 力 

・節点座標データ(座標) 

・部材データ(断面データなど) 

・物性データ(弾性係数など) 

・温度データ(最高使用温度など) 

・荷重データ(内圧、点荷重など) 

・境界条件データ(拘束条件など) 

剛性マトリックス[K]の作成 

固有振動ωに対するモード図（変形）の出力 

終了 

質量マトリックス[M]の作成 

下式を満足する固有値ωの算出 

（収束計算） 

｜[K]－ω2[M]｜＝0 

 

 

図－８ NASTRAN コードの固有振動解析フロー図 
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 開 始 

デ ー タ 入 力 

・節点座標データ(座標) 

・部材データ(断面データなど) 

・物性データ(弾性係数など) 

・温度データ(最高使用温度など) 

・荷重データ(内圧、点荷重など) 

・境界条件データ(拘束条件など) 

剛性マトリックス[K]の作成 

終了 

拘束条件の適応 

下記を満足する節点変位｛u｝の算出 

（収束計算） 

[K]｛u｝＝｛p｝ 

作用荷重ベクトル｛p｝の生成 

要素力及び応力を変位結果から

 

図－９ NASTRAN コードの線形静解析フロー図 
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2.5 酸化分解機 

基礎ボルトの耐震評価は「原子力発電所耐震設計技術指針」に準じて行う。地震によって

作用するモーメントによって生じる引張力とせん断力が許容応力以下であることを確認する。 

 

2.5.1 評価方法 

 

m ：運転重量 (kg) 

g ：重力加速度 9.80665 (m/s2) 

hg  ：据付面から重心までの距離 (mm) 

L ：基礎ボルト間の水平方向距離 (mm) 

Lg1  ：重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

(mm) Lg1≦Lg2 

n ：基礎ボルト本数 

nf ：引張力が作用する基礎ボルトの本数 

Ab ：基礎ボルトの断面積 (mm2) 

CH ：水平方向設計震度 

 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力：Fb (N) 

Fb ＝ 
CH・m・g・hg－m・g・Lg1 

L 

 

基礎ボルトに生じる引張応力：σb (MPa) 

σb ＝ 
Fb 

nf・Ab 

 

基礎ボルトに作用するせん断力：Qb (N) 

Qb＝ CH・m・g 

 

基礎ボルトに生じるせん断応力：τb (MPa) 

τb ＝ 
Qb 

n・Ab 
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2.5.2 評価結果 

基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを確認した。(表－９) 

 

表－９ 酸化分解機の耐震評価結果 

機器名称 部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

酸化分解機 基礎ボルト SUS304 
せん断 3.6 118 

引張 ＜0 153 
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2.6 ポンプ 

基礎ボルトの耐震評価は「原子力発電所耐震設計技術指針」に準じて行う。地震による震

度,ポンプ振動による震度およびポンプ回転により作用するモーメントによって生じる引張

応力とせん断応力が許容応力以下であることを確認する。 

 

2.6.1 評価方法 

 

m ：運転重量 (kg) 

g ：重力加速度 9.80665 (m/s2) 

hg ：据付面から重心までの距離 (mm) 

MP ：ポンプ振動によるモーメント (N・mm) 

L ：基礎ボルト間の水平方向距離 (mm) 

Lg1：重心と基礎ボルト間の水平方向距離 

(mm) Lg1≦Lg2 

n ：基礎ボルト本数 

nf ：引張力が作用する基礎ボルトの本数 

Ab ：基礎ボルトの断面積 (mm2) 

CH ：水平方向設計震度 

CP ：ポンプ振動による震度 

 

 

基礎ボルトに作用する引張力：Fb (N) 

Fb ＝ 
(CH+CP)・m・g・hg＋MP－(1－CP)・m・g・Lg1 

L 

 

基礎ボルトに生じる引張応力：σb (MPa) 

σb ＝ 
Fb 

nf・Ab 

 

基礎ボルトに作用するせん断力：Qb (N) 

Qb＝（CH＋CP）・m・g 

 

基礎ボルトに生じるせん断応力：τb (MPa) 

τb ＝ 
 Qb 

n・Ab 

 

転倒方向

hg

基礎ﾎﾞﾙﾄ

(CH＋CP)・m・g

Lg1

L n－d(Ab)

(1－CP)・m・g

転倒支点
Lg2
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2.6.2 評価結果 

基礎ボルトに生じる最大応力が許容応力以下であることを確認した。(表－１０) 

 

表－１０ 基礎ボルトの応力評価結果 

機器名称 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

原水ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 1 153 

樹脂充填塔送りポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 1 153 

処理水返送ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 2 153 

浮上油移送ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 1 153 

循環ポンプ SUS304 
せん断 2 118 

引張 2 153 

ブロー水受槽送りポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 1 153 

油吸着樹脂塔送りポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 1 153 

処理水第１モニタリング槽

送りポンプ 
SUS304 

せん断 1 118 

引張 1 153 
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2.7 主配管（鋼管） 

a．評価条件 

 評価条件として配管は，配管軸直角２方向拘束サポートにて支持される両端単純支

持はりモデル（図－１０）とする。 

 次に，当該設備における主配管（鋼管）について，各種条件を表－１１に示す。 

 

 

図－１０ 等分布荷重 両端単純支持はりモデル 

 

表－１１ 配管系における各種条件（１／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管クラス クラス３相当 

耐震クラス B クラス相当 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 25A 25A 25A 25A 

Sch 20S 20S 20S 40 40 

設計温度 (℃) 40 40 40 50 50 

設計圧力 (MPa) 0.15 0.3 0.4 静水頭 0.15 

配管支持間隔 (m) 4.0 

 

表－１１ 配管系における各種条件（２／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管クラス クラス３相当 

耐震クラス B クラス相当 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 32A 40A 50A 50A 50A 

Sch 40 20S 20S 20S 20S 20S 

設計温度 (℃) 50 40 40 40 40 40 

設計圧力 (MPa) 0.3 0.15 静水頭 静水頭 0.3 0.4 

配管支持間隔 (m) 4.0 4.0 4.5 5.0 
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表－１１ 配管系における各種条件（３／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管クラス クラス３相当 

耐震クラス B クラス相当 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 50A 50A 65A 80A 100A 100A 

Sch 40 40 40 40 40 40 

設計温度 (℃) 50 50 50 50 50 50 

設計圧力 (MPa) 静水頭 0.15 0.3 0.3 静水頭 0.3 

配管支持間隔 (m) 5.0 6.0 6.0 7.0 

 

表－１１ 配管系における各種条件（４／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管クラス クラス３相当 

耐震クラス B クラス相当 

配管材質 SUS304TP SUS316LTP 

配管口径 150A 150A 8A 15A 20A 32A 150A 

Sch 40 40 40 40 40 40 40 

設計温度(℃) 50 50 40 40 40 40 40 

設計圧力(MPa) 静水頭 0.3 0.3 0.3 0.3 静水頭 静水頭 

配管支持間隔

(m) 

8.0 2.5 3.0 3.5 4.0 8.0 

 

 

b．評価方法 

 水平方向震度による管軸直角方向の配管応力を評価する。 

 自重による応力 Sw は，下記式で示される。 

 

= = ∙8 ∙  

 

Sw ：自重による応力  (MPa) 

L ：支持間隔 (mm) 

M ：曲げモーメント (N・mm) 

Z ：断面係数 (mm3) 

w ：等分布荷重 (N/mm) 
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 管軸直角方向の地震力による応力 Ssは，自重による応力 Sw の震度倍で下記の式で

示される。 

 

= α ∙  

 

Ss ：地震による応力 (MPa) 

α ：想定震度値 (-) 

 

 また，評価基準として JEAC4601-2008 に記載の供用応力状態 Cs におけるクラス３配

管の一次応力制限を用いると，地震評価としては下記の式で示される。 

 

= + + = + + α ∙ = + (1 + ) ∙ ≦ 1.0 ∙  

 

S ：内圧，自重，地震力による発生応力 (MPa) 

Sp ：内圧による応力 (MPa) 

Sy ：設計降伏点 (MPa) 

 

c．評価結果 

 両端単純支持はりモデルで，自重による応力 Swが 30 (MPa)以下となる配管サポート

配置を仮定し，各応力を計算した結果を表－１２に示す。表－１２より，自重による

応力 Sw を 30 (MPa)以下になるようサポート配置を決定することで，配管は十分な強度

を有するものと評価する。 

 

表－１２ 応力評価結果（主配管（鋼管））（１／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 25A 25A 25A 25A 

Sch 20S 20S 20S 40 40 

設計温度 (℃) 40 40 40 50 50 

設計圧力 (MPa) 0.15 0.3 0.4 静水頭 0.15 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

38.4 39.2 39.7 37.3 37.9 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

205 198 



Ⅱ-2-43-添 2-26 
 

表－１２ 応力評価結果（主配管（鋼管））（２／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 32A 40A 50A 50A 50A 

Sch 40 20S 20S 20S 20S 20S 

設計温度 (℃) 50 40 40 40 40 40 

設計圧力 (MPa) 0.3 0.15 静水頭 静水頭 0.3 0.4 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

38.6 32.0 35.5 35.8 38.1 39.0 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

198 205 

 

表－１２ 応力評価結果（主配管（鋼管））（３／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 50A 50A 65A 80A 100A 100A 

Sch 40 40 40 40 40 40 

設計温度 (℃) 50 50 50 50 50 50 

設計圧力 (MPa) 静水頭 0.15 0.3 0.3 静水頭 0.3 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

34.9 35.9 41.3 36.6 38.2 40.7 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

198 
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表－１２ 応力評価結果（主配管（鋼管））（４／４） 

配管分類 主配管（鋼管）   

配管材質 SUS304TP        SUS316LTP   

配管口径 150A 150A 8A 15A 20A 32A 150A 

Sch 40 40 40 40 40 40 40 

設計温度 (℃) 50 50 40 40 40 40 40 

設計圧力 

(MPa) 
静水頭 0.3 0.3 0.3 0.3 静水頭 静水頭 

内圧，自重，地

震による発生

応力 

S (MPa) 

36.9 40.0 37.5 33.8 37.0 30.4 37.0 

供用状態 Cs に

おける一次応

力許容値 

(MPa) 

198          175 

  

 

  



Ⅱ-2-43-添 2-28 
 

2.8 装置受け架台 

装置受け架台およびそれを搭載しているコンテナの転倒評価については，地震による転倒

モーメントと自重による安定モーメントを算出し，それらを比較することで転倒評価を行っ

た。 

 

2.8.1 評価方法 

 

m ：運転重量 (kg) 

g ：重力加速度 9.80665 (m/s2) 

H ：据付面から重心までの距離 (m) 

L ：転倒支点間の水平方向距離 (m) 

Lg1 ：重心と転倒支点間の水平方向距離 

(m)  Lg1≦Lg2 

CH ：水平方向設計震度 (0.36) 

Cv ：鉛直方向設計震度 (0) 

 

 

地震による転倒モーメント：M1(N・m) 

M1＝m×g×CH×H 

 

自重による安定モーメント：M2 (N・m) 

M2＝m×g×Lg1 

 

地震によるせん断力：τ(kN) 

τ＝m×g×CH/1000 

 

溶接部の耐荷重：W (kN) 

W＝ℓ×S×α×Fy/1000 

 ℓ ：溶接長さ (mm) 

 S ：のど厚さ (mm) 

 α ：低減係数 

 Fy ：降伏点 (MPa) 
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2.8.2 評価結果 

 地震による転倒モーメント M1は自重による安定モーメント M2より小さいことから，転倒

しないことを確認した。また，地震によって生じるせん断力が溶接部の許容耐力以下である

ことを確認した。(表－１３，１４) 

 

表－１３ 架台の耐震評価結果 

 
材料 

転倒モーメント M1 

(N・m) 

安定モーメント M2 

(N・m) 

油水分離装置 SS400 350800 540869 

油分解装置(1) SS400 301862 465836 

油分解装置(2) SS400 206681 329092 

 

表－１４ 埋込金物との溶接部の耐震評価結果 

 
材料 

地震によるせん断力τ 

(kN) 

溶接部の耐荷重 W 

(kN) 

油水分離装置 SS400 159 13857 

油分解装置(1) SS400 144 13857 

油分解装置(2) SS400 100 13857 

 

  



Ⅱ-2-43-添 2-30 
 

2.9 耐震 Sクラス相当参考評価 

油処理装置の主要機器および主要配管について，参考評価として耐震Ｓクラス相当の水平

及び鉛直震度に対して耐震性を評価し，十分な耐震性を有することを確認した。 

 

2.9.1 ブロー水受槽 

 

表－１５ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜応力 6 153 

一次＋二次応力範囲 9 396 

圧縮と曲げの組合せ 

（座屈評価） 

 

 

0.04(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 11 148 

せん断応力 14 114 

 

2.9.2 第 2 モニタリング槽 

 

表－１６ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜応力 6 153 

一次＋二次応力範囲 9 396 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.03 (無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 <0 148 

せん断応力 13 114 

 

  

1//
≦

b

B

c

B

f
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c

B
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2.9.3 浮上分離槽 

 

表－１７ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 
一次一般膜応力 5 154 

一次＋二次応力範囲 7 410 

スカート SUS304 

組合せ応力 34 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.18(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 17 153 

せん断応力 5 118 

 

2.9.4 樹脂充填塔 

 

表－１８ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 
一次一般膜応力 13 154 

一次＋二次応力範囲 7 410 

スカート SUS304 

組合せ応力 9 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.04(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 14 153 

せん断応力 5 118 
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2.9.5 油吸着樹脂塔 

 

表－１９ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

評価応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 
一次一般膜応力 9 153 

一次＋二次応力範囲 8 396 

スカート SUS304 

組合せ応力 30 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.15(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 12 153 

せん断応力 2 118 

 

2.9.6 乳化槽 

 

表－２０ 本体，基礎ボルトの応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

胴板 SUS304 

一次一般膜応力 4 153 

一次応力 14 229 

一次＋二次応力範囲 28 396 

脚 SUS304 

組合せ応力 39 205 

圧縮と曲げの組合せ 

 (座屈評価) 

 

 

0.18(無次元) 

基礎 

ボルト 
SUS304 

引張応力 55 153 

せん断応力 14 118 

 

  

1//
≦

b
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f
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2.9.7 集合槽 

 

表－２１ 応力評価箇所Ａ(本体)の応力評価結果 

部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

本体 SUS304 

一次一般膜応力 45 154 

組合せ応力 

（座屈評価） 

圧縮＋曲げ 0.19（無次元） 1（無次元） 

引張＋曲げ 0.25（無次元） 1（無次元） 

 

表－２２ 応力評価箇所 B(基礎ボルト)の応力評価結果 

応力 材料 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

引張応力 
SUS304 

20 153 

せん断応力 84 118 

 

 

2.9.8 酸化分解機 

 

表－２３ 酸化分解機の耐震評価結果 

機器名称 部材 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

酸化分解機 基礎ボルト SUS304 
せん断 7.1 118 

引張 9.1 153 
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2.9.9 ポンプ 

 

表－２４ 基礎ボルトの応力評価結果 

機器名称 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

原水ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 3 153 

樹脂充填塔送りポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 3 153 

処理水返送ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 4 153 

浮上油移送ポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 2 153 

循環ポンプ SUS304 
せん断 3 118 

引張 4 153 

ブロー水受槽送りポンプ SUS304 
せん断 2 118 

引張 3 153 

油吸着樹脂塔送りポンプ SUS304 
せん断 1 118 

引張 2 153 

処理水第１モニタリング槽

送りポンプ 
SUS304 

せん断 2 118 

引張 3 153 
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2.9.10 配管 

 

表－２５ 応力評価結果（主配管（鋼管））（１／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 25A 25A 25A 25A 

Sch 20S 20S 20S 40 40 

設計温度 (℃) 40 40 40 50 50 

設計圧力 (MPa) 0.15 0.3 0.4 静水頭 0.15 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

48.3 49.1 49.6 47.1 47.7 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

205 198 

 

表－２５ 応力評価結果（主配管（鋼管））（２／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 25A 32A 40A 50A 50A 50A 

Sch 40 20S 20S 20S 20S 20S 

設計温度 (℃) 50 40 40 40 40 40 

設計圧力 (MPa) 0.3 0.15 静水頭 静水頭 0.3 0.4 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

48.4 40.2 44.9 45.3 47.6 48.4 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

198 205 
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表－２５ 応力評価結果（主配管（鋼管））（３／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP 

配管口径 50A 50A 65A 80A 100A 100A 

Sch 40 40 40 40 40 40 

設計温度 (℃) 50 50 50 50 50 50 

設計圧力 (MPa) 静水頭 0.15 0.3 0.3 静水頭 0.3 

内圧，自重，地震によ

る発生応力 

S (MPa) 

44.1 45.0 51.7 45.7 48.2 50.8 

供用状態 Cs における

一次応力許容値 

(MPa) 

198 

 

表－２５ 応力評価結果（主配管（鋼管））（４／４） 

配管分類 主配管（鋼管） 

配管材質 SUS304TP SUS316LTP 

配管口径 150A 150A 8A 15A 20A 32A 150A 

Sch 40 40 40 40 40 40 40 

設計温度 (℃) 50 50 40 40 40 40 40 

設計圧力 

(MPa) 
静水頭 0.3 0.3 0.3 0.3 静水頭 静水頭 

内圧，自重，地

震による発生

応力 

S (MPa) 

46.6 49.7 47.1 42.5 46.4 38.3 46.8 

供用状態 Cs に

おける一次応

力許容値 

(MPa) 

198 175 
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2.9.11 装置受け架台 

 

表－２６ 架台の耐震評価結果 

 
材料 

転倒モーメント M1 

(N・m) 

安定モーメント M2 

(N・m) 

油水分離装置 SS400 701599 324521 

油分解装置(1) SS400 603723 279502 

油分解装置(2) SS400 413362 197455 

 

表－２７ 埋込金物との溶接部の耐震評価結果 

 材料 応力 
算出値 

(kN) 

溶接部の耐荷重 

(kN) 

油水分離装置 SS400 
せん断 317 13857 

引張 180 6928 

油分解装置(1) SS400 
せん断 287 13857 

引張 155 6928 

油分解装置(2) SS400 
せん断 200 13857 

引張 103 6928 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2-43-添 2-付録 1-1 

 

付録１ 

 

 

 

 

 

 

 

付録１ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 
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１．一般事項 

 本基本方針は，平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の耐震性に

ついての計算方法を示す。 

 

1.1 適用基準 

本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008 

（社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会）に準拠する。 

 但し，材料強度に関する規準は，JSME S NC1-2005/2007 による。 

 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量を重心位置に集中させる。 

(2) 容器下端は固定とする。 

(3) 容器は鉛直方向に剛とみなす。 

(4) 水平方向については，容器を梁と考えて曲げ変形及びせん断変形を考慮する。 

(5) 地震力は，容器に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用させて応力を計算し，

強度評価において各応力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              図１－１ 概 要 図 
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1.3 記号の定義 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

A  

bA  

eA  

HC  

VC  

cC  

tC  

ibD  

obD  

cD  

iD  

E  

 

e  

F  

 

 

cF  

tF  

bf  

cf  

bsf  

otf  

stf  

G  

g  

H  

I  

HK  

k  

L  

21 l,l   

gl  

胴の軸断面積 

基礎ボルトの軸断面積 

胴の有効せん断断面積 

水平方向設計震度 

鉛直方向設計震度 

基礎ボルト計算における係数 

基礎ボルト計算における係数 

ベースプレートの内径 

ベースプレートの外径 

基礎ボルトのピッチ円直径 

胴の内径 

胴の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表 1に定める値 

基礎ボルト計算における係数 

材料の許容応力を決定する場合の基準値。なお，支持構造物の許

容応力は，設計・建設規格 SSB-3121.1 又は SSB-3131 に定める

値。 

基礎に作用する圧縮力 

基礎ボルトに作用する引張力 

曲げモーメントに対する許容座屈応力 

軸圧縮荷重に対する許容座屈応力 

せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 

胴のせん断弾性係数 

重力加速度（＝9.80665） 

水頭 

胴の断面二次モーメント 

水平方向ばね定数 

基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数 

胴長 

基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 

基礎から容器重心までの距離 

2mm  

2mm  

2mm  

－ 

－ 

－ 

－ 

mm  

mm  

mm  

mm  

MPa  

 

－ 

MPa  

 

 

N  

N  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

2s/m  

mm  

4mm  

mm/N  

－ 

mm  

mm  

mm  
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

M  

em  

om  

n  

P  

R  

S  

aS  

uS  

yS  

s  
HT  

t  
1t  

2t  

Z  

z  

a  

B  

321 ,,,  

 

 

 

0  

c0  

t0  

2  

2  

c2  

 

t2  

 

cx2  

tx2  

胴に作用する転倒モーメント 

容器の空質量 

容器の運転時質量 

基礎ボルトの本数 

胴の軸圧縮荷重 

胴の平均半径 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 5に定める値。 

胴の許容応力 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 9に定める値。 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8に定める値。 

基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 

水平方向固有周期 

胴板の厚さ 

基礎ボルト面積相当板幅 

圧縮側基礎相当幅 

断面係数 

基礎ボルト計算における係数 

基礎ボルト計算における中立軸を定める角度 

座屈応力に対する安全率 

座屈計算における係数 

ポアソン比 

円周率 

液体の比重 

胴の組合せ一次一般膜応力の最大値 

胴の組合せ一次一般膜応力（圧縮側） 

胴の組合せ一次一般膜応力（引張側） 

地震力のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の最大値 

地震力のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値

（圧縮側） 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変動値

（引張側） 

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（圧縮側） 

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（引張側） 

mmN･  

kg  

kg  

－ 

N  

mm  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

－ 

s  
mm  

mm  

mm  

3mm  

－ 

rad  

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

 

MPa  

 

MPa  

MPa  
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

b  

c  

11，x  

2x  

3x  

4x  

cx  

tx  

 

2  

 

b  

基礎ボルトに生じる引張応力 

基礎に生じる圧縮応力 

静水頭又は内圧により胴に生じる軸方向応力，周方向応力 

胴の空質量による軸方向圧縮応力 

鉛直方向地震力による胴の軸方向応力 

水平方向地震力による胴の軸方向応力 

胴の軸方向応力の和（圧縮側） 

胴の軸方向応力の和（引張側） 

胴の周方向応力の和 

静水頭に鉛直方向地震が加わり，胴に生じる周方向応力 

地震により胴に生じるせん断応力 

基礎ボルトに生じるせん断応力 

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

MPa  

注：「設計・建設規格」とは，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007）（日本機械学会 2005年

9月及び 2007年 9月）を言う。 
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2. 計算方法 

2.1 固有周期の計算 

(1) 計算モデル 

本容器は，1.2項より図２-１に示す構造をもつ平底たて置円筒形容器に適用する。 

        

図２-１ 固有周期の計算モデル 

 

(2) 水平方向固有周期 

固有周期は，次による。 

H
3

0
H

K10

m
2T      ････････････････････････････････････････（２－１） 

ここで，曲げ及びせん断変形によるばね定数 HK は，次による。 

AeG
l

IE3
l

1K
g

3
g

H      ･･････････････････････････････････（２－２） 

 

胴の断面性能は，次による。 

t)tDi(
8

I 3
     ･･････････････････････････････････････（２－３） 

t)tDi(
3
2Ae      ･･･････････････････････････････････（２－４） 

 

 

(3)鉛直方向固有周期 

鉛直方向については，剛構造とみなす。 

 

 

  

om  
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2.2 応力の計算 

2.1 項の計算で得られた固有周期から，耐震クラスに応じた設計震度及び地震力を

決定し，応力計算を行う。 

静的地震力を用いる場合は絶対値和を適用する。なお，Ｂ，Ｃクラスに対する応力

を計算する場合には，一次＋二次応力を計算することを要しない。また，鉛直地震力

は考慮しない。 

 

2.2.1 胴の応力 

(1) 静水頭（鉛直方向地震時を含む）による応力  

t
HDg. i

2
10 6

1      ･･･････････････････････････････････（２－５） 

t
CDHg. vi

2
10 6

2      ･･････････････････････････････（２－６） 

01x      ･････････････････････････････････････････････････（２－７） 

 

(2) 運転時質量による応力及び鉛直方向地震時の運転時質量による応力 

胴のベースプレートと接合する点に生じる軸方向応力は，次のように求める。 

t)tD(
gm

i

e
x 2      ･････････････････････････････････････（２－８） 

t)tD(
gmC

i

ev
x 3      ････････････････････････････････････（２－９） 

 

(3) 水平方向地震力による応力 

水平方向地震力による胴のベースプレート結合部に作用する曲げモーメントに

より生じる軸方向応力及び水平方向地震力により生じるせん断応力は，次のよう

に求める。 

t)tD(

lgmC4
2

i

g0H
4x      ････････････････････････････････（２－１０） 

t)tD(
gmC2

i

0H      ･･････････････････････････････････････（２－１１） 

 

(4) 組合せ応力 

(1)～(3)項によって算出される胴の応力は，次により組み合わせる。 

a. 一次一般膜応力【絶対値和】 

 (a) 組合せ引張応力 

21      ･････････････････････････････････････（２－１２） 
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4321 xxxxtx      ･････････････････････････(２－１３） 

220 4
2
1

ｔｔ xxt      ････････････････(２－１４） 

 

(b) 組合せ圧縮応力 

21      ････････････････････････････････････（２－１５） 

4321 xxxxcx      ･････････････････････（２－１６） 

cx が正の値（圧縮側）の場合は，組合せ圧縮応力は次による。 

220 4
2
1

cxcxc   ････････････････ （２－１７） 

 

したがって，胴に生じる一次一般膜応力の最大値は，次による。 

cmax 000 ，ｔ      ･･････････････････････････････（２－１８） 

 

b. 一次応力（膜＋曲げ） 

一次応力（膜＋曲げ）は「a. 一次一般膜応力」に示す式により組合せ応力と

して算出した値と同じである。 

 

c. 地震力のみによる一次+二次応力の変動値【絶対値和】 

 (a) 組合せ引張応力 

22      ･･････････････････････････････････････････（２－１９） 

432 xxtx      ･･････････････････････････････････（２－２０） 

22
22222 4ｔｔｔ xx   ･････････････････（２－２１） 

 

(b) 組合せ圧縮応力 

22      ･････････････････････････････････････････（２－２２） 

432 xxcx      ･･･････････････････････････････････（２－２３） 

22
22222 4cxcxc   ････････････････････（２－２４） 

 

したがって，胴に生じる一次＋二次応力の変動値の最大値は，次による。 

c,max 2 t22     ･･････････････････････････････ （２－２５）
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2.2.2 基礎ボルトの応力 

(1) 引張応力 

基礎に作用する転倒モーメントM は，次による。 

gH lgmCM 0      ･････････････････････････････････････（２－２６） 

 転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎部の圧

縮荷重については，荷重と変位量の釣合条件を考慮する。（図２-２参照） 

  

以下にその手順を示す。 

c

b
D
Ant

π
1   ･････････（２－２７） 

12 2
1 tDDt ibob   

                 ･･････････････（２－２８） 

 

a. b， c を仮定して，中立軸の 

 荷重係数 k を求める。 

c

b
s

1

1k

･

 

      ･･･････････（２－２９） 

b. 中立軸を定める角度a を求める。 

)k21(cosa 1
 

      ･･･････････（２－３０） 

c. 各定数 e ， z ， tC ， cC を計算する。 

acosaasin

acosaacosasina

asinacosa

acosasinaacosa
e

22
2
3

2
1

2
3

2
1

2
1

π

ππ

    ････････････････････････････････････････（２－３１） 

acosaasin

acosaacosasina
acosz

2
2
3

2
1

2
1

  ･････････････（２－３２） 

図２-２ 基礎の荷重説明図 
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acos
asinacosaC

1
2 π

ｔ      ･･･････････････････････････（２－３３） 

acos
acosaasinCc 1

2
     ････････････････････････････････（２－３４） 

d. 各定数を用いて tF ， cF  を求める。【絶対値和】 

c

cV
De

DzgmCMF
･

･
ｔ

01
     ･････････････････････････（２－３５） 

gmCFF Vc 01ｔ      ･･････････････････････････････（２－３６） 

 基礎ボルトに引張力が作用しないのは，a がπに等しくなったときであるの

で，式（２－３１）及び式（２－３２）においてa をπに近づけた場合の値 e

＝0.75，z＝0.25 を式（２－３５）に代入し，得られる tF の値によって引張力

の有無を次のように判定する。 

・ tF ≦0ならば引張力は作用しない。 

・ tF ＞0ならば引張力は作用しているので以降の計算を行う。 

e. b， c を求める。 a.項にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。 

ｔ

ｔ

CDt
F
c

b
1

2
    ･･･････････････････････････････････････ （２－３７） 

cc

c
c CDtst

F

12

2
     ･････････････････････････････････（２－３８） 

 

(2) せん断応力 

b

oH
b An

gmC
     ･････････････････････････････････････（２－３９） 
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3．強度評価 

3.1 胴の応力 

 2.2.1(4)項で求めた組合せ応力が，胴の最高使用温度における表３-１に示す許容応

力 aS 以下であること。 

 なお，一次応力（膜+曲げ）の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値であるので

省略する。 

表３-１ 胴の許容応力 

耐震 

クラス 

供用 

状態 

許 容 応 力 aS  

一次一般膜応力 一次応力(膜＋曲げ) 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 

uy S.,Smin 60  

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金は， 

S.21  

とすることができる。 

yS  

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金は， 

S.21  

とすることができる。 

 

 

3.2 胴の座屈 

座屈に対する評価が必要な場合は，「JEAC4601-2008  4.2.3.1(1)c クラスＭＣ容器の

座屈防止」に規定する評価式によることができる。軸圧縮荷重と曲げモーメントが負荷

されるクラスＭＣ容器は，共用状態Ｃｓ及びＤｓにおいて次の不等式を満足しなければ

ならない。 

 1
f

Z/M
f

A/P

b

B

c

B ≦      ･････････････････････････････････（３－１） 

式（３－１）は R/L ≦5 の場合に適用できる。ただし、強め輪等により R/L ≦0.5

となる場合は、強め輪の効果を考慮することができる。 

ここで， cf ：軸圧縮荷重に対する許容座屈応力は次による。 

c

cc F
g

F

F

f 126800
11                   ････（３－２） 21

8002 ≦≦

1≦
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16
119010160 exp.E.c      ････････････（３－３） 

 

また， bf ：曲げモーメントに対する許容座屈応力は次による。 

b

13bb F
g8400

11F

F

f                   ･･･ （３－４） 

16
1exp1731.01E6.0b   ････････････（３－５） 

 

B は安全率で，次による。 

51
13600

01

01

1

.
g

F.

.

B            ･･････････････（３－６） 

 

ここで， 321 ,,， は座屈計算における係数で，次による。 

t/R     ････････････････････････････････････････････ （３－７） 

F/g12001     ･･････････････････････････････････････（３－８） 

F/g80002      ･････････････････････････････････････（３－９) 

F/g96003      ･･･････････････････････････････････（３－１０） 

  

31

8003 ≦≦

1≦

21

≦2

1≦
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3.3 基礎ボルトの応力 

2.2.2 項で求めた基礎ボルトの引張応力 b は次式より求めた許容引張応力 stf 以下

であること。ただし, otf  は表３-２による。 

otbotst f.f.minf ，6141       ････････････････････････（３－１１） 

せん断応力 b  はせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 bsf  以下であ

ること。ただし， bsf   は表３-２による。 

表３-２ 基礎ボルトの許容応力 

耐震 

クラス 

供用 

状態 
許容引張応力 otf  許容せん断応力 bsf  

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 2
F5.1  

35.1
F5.1  
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付録２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録２ スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 
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1．一般事項 

 本基本方針は，スカート支持たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 B クラス）

の耐震性についての計算方法を示す。 

 

1.1 適用基準 

 本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術規定 JEAC4601 -2008

（社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会）に準拠する。 

 但し，材料強度に関する規準は JSME S NC1-2005/2007 による。 

 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は，重心位置に集中させる。 

(2) スカート下端部は，固定端とする。 

(3) 容器頂部に水平方向変位を拘束する構造物が設けられている場合は，その部分

をピン支持とする。 

(4) スカートに，マンホールなどの開口部があって補強されていない場合は，その

部分の影響を考慮する。 

(5) 容器及びスカートは鉛直方向に剛とみなす。 

(6) 水平方向については，容器及びスカートを梁と考えたときの曲げ変形及びせん

断変形を考慮する。 

(7) 地震力は，容器に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用させて応力計算

し，強度評価において各応力を組み合わせる。 

 

 

図１－１ 概 要 図 
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1.3 記号の説明 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

Ａｂ 

Ａｅ 

Ａｓｅ 

Ｃｃ 

ＣＨ 

Ｃｔ 

ＣＶ 

Ｄｂｉ 

Ｄｂｏ 

Ｄｃ 

Ｄｉ 

Ｄｊ 

 

Ｄｓ 

Ｅ 

 

Ｅｓ 

 

ｅ 

Ｆ 

 

 

Ｆｃ 

Ｆｔ 

ｆｓｂ 

ｆｔ 

ｆｔ０ 

ｆｔｓ 

 

Ｇ 

Ｇｓ 

ｇ 

Ｈ 

Ｉ 

基礎ボルトの軸断面積 

胴の有効せん断断面積 

スカートの有効せん断断面積 

基礎ボルト計算における係数 

水平方向設計震度 

基礎ボルト計算における係数 

鉛直方向設計震度 

ベースプレート内径 

ベースプレート外径 

基礎ボルトのピッチ円直径 

胴の内径 

スカートに設けられた各開口部の水平断面における最大開

口幅（ｊ＝1,2,3・・ｊｉ） 

スカートの内径 

胴の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表１に定める値 

スカートの縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表１に定める値 

基礎ボルト計算における係数 

材料の許容応力を決定する場合の基準値。なお，支持構造物

の許容応力は，設計・建設規格 SSB-3121.1 又は SSB-3131

に定める値。 

基礎に作用する圧縮力 

基礎ボルトに作用する引張力 

せん断力のみ受ける基礎ボルトの許容せん断応力 

スカートの許容引張応力 

引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 

引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応

力 

胴のせん断弾性係数 

スカートのせん断弾性係数 

重力加速度（＝9.80665） 

水頭 

胴の断面二次モーメント 

mm2 

mm2 

mm2 

－ 

－ 

－ 

－ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

 

mm 

MPa 

 

 

MPa 

－ 

MPa 

 

 

N 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

 

MPa 

MPa 

m/s2 

mm 

mm4 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

Ｉｓ 

ｊ１ 

ＫＨ 

ｋ 

ℓ 

ℓ１，ℓ２ 

ℓｒ 

ℓｓ 

Ｍｓ 

Ｍｓ１ 

Ｍｓ２ 

ｍ０ 

ｍｅ 

ｎ 

Ｐｒ 

Ｑ 

Ｑ１ 

Ｓ 

Ｓａ 

Ｓｕ 

Ｓｙ 

ｓ 

ＴＨ 

ｔ 

ｔ１ 

ｔ２ 

ｔｓ 

Ｙ 

ｚ 

α 

δ 

δ１ 

δ０ 

π 

ρ 

スカートの断面二次モーメント 

スカートに設けられた開口部の数 

水平方向のばね定数 

基礎ボルト計算における中立軸の荷重係数 

スカートの接合点から重心までの距離 

基礎ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 

容器の重心から上端支持部までの距離 

スカートの長さ 

スカートに作用する転倒モーメント 

スカートの上端部に作用する転倒モーメント 

スカートの下端部に作用する転倒モーメント 

容器の運転時質量 

容器のスカート接合部から上部の空重量 

基礎ボルトの本数 

最高使用圧力 

重心に作用する任意の水平力 

Ｑにより上端の支持部に作用する反力 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表５に定める値 

胴の許容応力 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表９に定める値 

設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表８に定める値 

基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 

水平方向固有周期 

胴板の厚さ 

基礎ボルトの面積相当板幅 

圧縮側基礎相当幅 

スカートの厚さ 

スカート開口部の水平断面における最大円周長さ 

基礎ボルト計算における係数 

基礎ボルト計算における中立軸を定める角度 

荷重Ｑによる容器の上端での変位量 

荷重Ｑ１による容器の上端での変位量 

荷重Ｑ,Ｑ１による容器の重心での変位量 

円周率 

液体の比重 

mm4 

－ 

N/mm 

－ 

mm 

mm 

mm 

mm 

N・mm 

N・mm 

N・mm 

kg 

kg 

－ 

MPa 

N 

N 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

－ 

s 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

－ 

rad 

mm 

mm 

mm 

－ 

－ 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

σ０ 

σ０ｃ 

σ０ｔ 

σ２ 

 

σ２φ 

σ２ｃ 

 

σ２ｔ 

 

σ２ｘｃ 

 

σ２ｘｔ 

 

σｂ 

σｃ 

σｓ 

σｓ１ 

σｓ２ 

σｓ３ 

σｘ１，σφ１ 

σｘ２ 

σｘ３ 

σｘ４ 

σｘ５ 

σｘ６ 

σｘｃ 

σｘｔ 

σφ 

σφ２ 

τ 

τｂ 

τｓ 

胴の組合せ一次一般膜応力の最大値 

胴の組合せ一次一般膜応力（圧縮側） 

胴の組合せ一次一般膜応力（引張側） 

地震力のみによる胴の一次応力と二次応力の和の変動値の

最大値 

地震力のみによる胴の周方向一次応力と二次応力の和 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変

動値（圧縮側） 

地震力のみによる胴の組合せ一次応力と二次応力の和の変

動値（引張側） 

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（圧縮

側） 

地震力のみによる胴の軸方向一次応力と二次応力の和（引張

側） 

基礎ボルトに生じる引張応力 

基礎に生じる圧縮応力 

スカートの組合せ応力 

スカートの運転時質量による軸方向応力 

スカートの曲げモーメントによる軸方向応力 

スカートの鉛直方向地震力による軸方向応力 

水頭又は内圧により胴に生じる軸方向応力，円周方向応力 

胴の運転時質量による軸方向引張応力 

胴の空重量による軸方向圧縮応力 

地震による胴に生じる軸方向応力 

鉛直方向地震力による胴の軸方向引張応力 

鉛直方向地震力による胴の軸方向圧縮応力 

胴の軸方向応力の和（圧縮側） 

胴の軸方向応力の和（引張側） 

胴の周方向応力の和 

静水頭に鉛直方向地震が加わり胴に生じる周方向応力 

地震力により胴に生じるせん断応力 

基礎ボルトに生じるせん断応力 

地震力によりスカートに生じるせん断応力 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

 

MPa 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

注：「設計・建設規格」とは，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007）（日本機械学会 2005

年 9 月及び 2007 年 9 月）を言う。 
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2．計算方法 

 

2.1 固有周期の計算方法 

 

(1)計算モデル 

 

 本容器は，1.2 項より図２－１に示す下端固定の 1 質点系の振動モデルとして考

える。 

 

 

 

図２－１ 固有周期の計算モデル 

 

(2)固有周期の計算 

 

a.水平方向 

固有周期は次による。 

H
H K

mT 3
0

10
2   ･･･････････････････････････････ （２－１） 

 

ここで，曲げ及びせん断変形によるばね定数ＫＨは，次による。 

ses

s

e
sss

ss

H

AG
l

GA
llllll

IEEI
l

K
)33(

3
1

3

1
322

3  

･･･････････････････････････････ （２－２） 

スカートに設けたマンホール等の開口部による影響を考慮するとした場合，胴

及びスカートの断面性能は，次による。 
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YttDttDI sssssss
23 )(

4
1)(

8
 ･･････････････････････ （２－３） 

ss

j
j

j
ss tD

D
tDY 1

1
sin)(

1

 ･････････････････････････（２－４） 

sssse tYtDA π
3
2

 ･･･････････････････････････････（２－５） 

ttDI i
3

8
π

 ････････････････････････････････････････（２－６） 

ttDA ie π
3
2

  ･････････････････････････････････（２－７） 

 

b.鉛直方向 

鉛直方向については，剛構造とみなす。 

 

2.2 応力の計算 

静的地震力は絶対値和を適用する。なお，Ｂ，Ｃクラスに対する応力を計算する

場合には，一次＋二次応力を計算することを要しない。また，鉛直地震力は考慮し

ない。 

 

2.2.1 胴の応力 

 

(1)静水頭又は内圧による応力 

静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む） 

t
HDg i

2
10 6

1   ･･････････････････････････････ （２－８） 

t
CHDg vi

2
10 6

2  ･･････････････････････････････ （２－９） 

01x   ･･･････････････････････････････････････（２－１０） 
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(2)運転時質量による応力及び鉛直方向地震時の運転時質量による応力 

 胴がスカートと接合する点を境界とし，上部の胴に生じる圧縮応力及び下部の

胴に生じる引張応力は，次のように求める。 

 

 上部の胴について（圧縮応力） 

ttDπ
gmσ

i

e
x3   ･･･････････････････････････････････（２－１１） 

ttDπ
gmCσ

i

ev
x6   ･･･････････････････････････････････（２－１２） 

  

下部の胴について 

ttDπ
gmmσ

i

eo
x2    ･･･････････････････････････････（２－１３） 

ttDπ
gmmCσ

i

ev
x

0
5   ･･･････････････････････････････（２－１４） 

 

(3)水平方向地震力による応力 

水平方向地震力により，スカート接合部の胴で最大となる曲げモーメントに

よる軸方向応力及び地震力によるせん断応力は，次のように求める。 

 

a.下端固定の場合 

ttDπ
glmCσ

i

H
x 2

0
4

4
  ･･･････････････････････････････（２－１５） 

ttDπ
gmC

i

H 02
   ･･･････････････････････････････（２－１６） 
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(4)組合せ応力 

(1)～(3)によって算出される胴の応力は，次により組み合わせる。 

 

a.一次一般膜応力 

 

【絶対値和】 

 

(a)組合せ引張応力 

21
 ･･･････････････････････････････････････（２－１７） 

5421 xxxxtx   ･･････････････････････（２－１８） 

22
0 4

2
1

xtxtt  ･･･････････････（２－１９） 

 

(b)組合せ圧縮応力 

21
 ･･･････････････････････････････････････（２－２０） 

6431 xxxxxc  ･･･････････････････････（２－２１） 

 

xc が正の値（圧縮側）の場合は，組合せ圧縮応力は，次による。 

22
0 4

2
1

xcxcc  ･･･････････････（２－２２） 

 

したがって，胴に生じる一次一般膜応力の最大値は，次による。 

ct 000 max ，  ･･･････････････････････････････（２－２３） 

 

b.一次応力（膜＋曲げ） 

 一次応力（膜＋曲げ）は「(a)一次一般膜応力」に示す式により組合せ応

力として算出した値と同じである。 
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c.地震力のみによる一次＋二次応力の変動値 

 

【絶対値和】 

 

(a)組合せ引張応力 

22  ･･･････････････････････････････････････（２－２４） 

542 xxtx   ･･･････････････････････････････（２－２５） 

22
22222 4xtxtt  ･･･････････････（２－２６） 

 

(b)組合せ圧縮応力 

22  ･･･････････････････････････････････････（２－２７） 

642 xxcx   ･･･････････････････････････････（２－２８） 

22
22222 4xcxcc  ･･･････････････（２－２９） 

 

したがって，胴に生じる一次＋二次応力の変動値の最大値は，次による。 

ct 222 max ，  ･･･････････････････････････････（２－３０） 

 

2.2.2 スカートの応力 

 

(1)運転時質量による応力及び鉛直方向地震時の運転時質量による応力 

スカート底部に生じる運転時質量による圧縮力及び鉛直方向地震時の運転時

質量による圧縮応力は，次による。 

 

sss
s tYtD

gm
π

0
1  ･･･････････････････････････････（２－３１） 

sss

V
s tYtD

gmC
π

0
3  ･･･････････････････････････････（２－３２） 
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(2)水平方向地震力による応力 

水平方向地震力によるスカートに作用する曲げモーメントにより生じる軸方

向応力及び水平方向地震力により生じるせん断応力は，次のように求める。 

 

a.下端固定の場合 

24

2 YtDttD

M

sssss

s
s π

 ･･････････････････････（２－３３） 

sss

H
s tYtD

gmC
π

02
 ･･･････････････････････････････（２－３４） 

 

ここで， 

 

)(0 llgmCM sHs  ･･･････････････････････････････（２－３５） 

 

b.組合せ応力 

組合せ応力は，次による。 

 

【絶対値和】 

232
321 sssss  ･･････････････････････（２－３６） 

 

2.2.3 基礎ボルトの応力 

 

(1)引張応力 

  基礎に作用する転倒モーメント sM は，下端固定の場合は式（２－３５）を

用いる。転倒モーメントが作用した場合に生じる基礎ボルトの引張荷重と基礎

部の圧縮荷重については，荷重と変位量の釣合条件を考慮する。（図２－２参照） 
 次にその手順を示す。 
 

c

b

D
nAt
π

1   ･･･････････････････････････････････････（２－３７） 

12 2
1 tDDt bibo  ･････････････････････････････（２－３８） 
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a. b ， c 仮定して係数 k を求める。 

 

c

b

s

k

･
1

1
  ･･･････････････････････････････（２－３９） 

 

b. a を求める 

 

)21(cos 1 ka   ･･･････････････････････････････（２－４０） 

 

c. 各定数e， z ， tC ， cC を計算する。 

 

aaa

aaaaa

aaa

aaaaa
e

cossin

coscossin
2
3

2
1

sincos

cossin
2
3

2
1cos

2
1

22

π

ππ

    ･･･････････････････････････････････････（２－４１） 

aaa

aaaaa
az

cossin

coscossin
2
3

2
1

cos
2
1

2

 ･････（２－４２） 

 

図２－２ 基礎の荷重説明図 
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a
aaaCt cos1

sincos2 π
  ･･･････････････････････

（２－４３） 

a
aaaCc cos1

cossin2
 ･････････････････････････････（２－４４） 

 

d. 各定数を用いて tF ， cF を求める。 

 

【絶対値和】 

 

c

cVs
t De

DgzmCMF
･

･01
 ･･････････････････････（２－４５） 

gmCFF Vtc 01  ･･････････････････････････････（２－４６） 

 

基礎ボルトに引張力が作用しないのは， a がπに等しくなったときである

ので，式（２－４１）及び式（２－４２）において a をπに近づけた場合の

値 e＝0.75，z＝0.25 を式（２－４５）に代入し，得られる Ftの値によって引

張力の有無を次のように判定する。 

 

・Ft≦0 ならば引張力は作用しない。 

・Ft＞0 ならば引張力は作用しているので以降の計算を行う。 

 

e. b ， c を求め，a.にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。 

 

tc

t
b CDt

F
1

2
 ･･･････････････････････････････（２－４７） 

cc

c
c CDstt

F
12

2
 ･･･････････････････････（２－４８） 

 

(2)せん断応力 

b

H
b nA

gmC 0
 ･･･････････････････････････････（２－４９） 
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3. 評価方法 

3.1 固有周期の評価 

2.1 項で求めた固有周期から，水平方向からの設計震度を求める。 

 

3.2 胴の応力評価 

2.2.1(4)項で求めた組合せ応力が，胴の最高使用温度における表３－１に示す許

容応力Ｓα以下であること。 

 なお，一次応力（膜＋曲げ）の評価は算出応力が一次一般膜応力と同じ値である

ので省略する。 

 

表３－１ 胴の許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 

許 容 応 力 Ｓａ 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 

min［Ｓｙ，0.6Ｓｕ］ 

ただし，オーステナ

イト系ステンレス

鋼及び高ニッケル

合金は，1.2Ｓ 

とすることができ

る。 

Ｓｙ 

ただし，オーステ

ナイト系ステン

レス鋼及び高ニ

ッケル合金は， 

1.2Ｓとすること

ができる。 
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3.3 スカートの応力評価 

2.2.2(2)b 項で求めたスカートの組合せ応力が表３－２に示す許容応力ｆｔ以下

であること。 

 

表３－２ スカートの許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 許容引張応力 ｆｔ 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 
5.1

5.1 F
 

 

3.4 基礎ボルトの応力 

2.2.3 項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力 

ｆｔｓ以下であること。ただし，ｆｔ0は表３－３による。 

 

ｆｔｓ＝min［1.4ｆｔ0－1.6τｂ，ｆｔ0］ ･･････････････････････（２－５０） 

 

せん断応力τｂはせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下

であること。ただし，ｆｓｂは表３－３による。 

 

表３－３ 基礎ボルトの許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 許容引張応力 ｆｔ０ 許容せん断応力 ｆｓｂ 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 
2

5.1 F
 

35.1
5.1 F
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3.5 座屈評価 

 

3.5.1 座屈の防止 

 

軸圧縮荷重と曲げモーメントが負荷されるクラスＭＣ容器は，共用状態Ｃｓ及

びＤｓにおいて次の不等式を満足しなければならない。 

 

1//
≦

b

B

c

B

f
ZM

f
AP

  ･･･････････････････････（２－５１） 

 

式（２－５１）はｌ／Ｒ≦5の場合に適用できる。ただし，強め輪等により 

ｌ／Ｒ≦0.5 となる場合は，強め輪の効果を考慮することができる。ここで， 

Ｐ：軸圧縮荷重（Ｎ） 

Ａ：容器の断面積（ｍｍ２） 

Ｍ：曲げモーメント（Ｎ・ｍｍ） 

Ｚ：断面係数（ｍｍ３） 

ｆｃ：軸圧縮荷重に対する座屈応力（ＭＰａ） 

ｆｂ：曲げモーメントに対する座屈応力（ＭＰａ） 

αＢ：安全率 

ｌ：胴長（ｍｍ） 

Ｒ：円筒の平均半径（ｍｍ） 

 

(1) 軸圧縮荷重に対する座屈応力（ｆｃ） 

 

c

cc F
g

F

F

f 126800
11     ･･･（２－５２） 

16
1exp1901.016.0 E

c   ･･･････（２－５３） 

  

1≦

8002 ≦≦

21
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(2) 曲げモーメントに対する座屈応力（ｆｂ） 

 

b

bb F
g

F

F

f 138400
11     ･･･（２－５４） 

16
1exp1731.016.0 E

b   ･･･････（２－５５） 

 

(3)安全率（αB） 

安全率は，共用状態Ｃｓ及びＤｓに対して， 

 

5.1
13600

0.1

0.1

1g
F

B     ･･･････････（２－５６） 

 

ここに， 

Ｆ：設計・建設規格 SSB-3121.1 において定めるＦの値（ＭＰａ） 

Ｅ：材料の縦弾性係数（ＭＰａ） 

ｔ：円筒の板厚（ｍｍ） 

ｇ：重力加速度（＝9.80665ｍ/ｓ２） 

   

 

1≦

8003 ≦≦

31

Fg
Fg
Fg

tR

/9600
/8000
/1200

/

3

2

1

1≦

≦2

21
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付録３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録３ ４脚たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂクラス）の 

耐震性についての計算書作成の基本方針 
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1．一般事項 

 本基本方針は，４脚たて置き円筒形容器（耐震設計上の重要度分類 B クラス）の耐震

性に関する計算方法を示す。 

 

1.1 適用基準 

 本基本方針における計算方法は，原子力発電所耐震設計技術規定 JEAC4601 -2008

（社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会 平成20年12月19日）に準拠する。 

 但し，材料強度に関する規準は JSME S NC1-2005/2007 による。 

 

1.2 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は重心に集中するものとする。 

(2) 胴と脚の取付部で胴の局部変形を考慮する。 

(3) 地震力は容器に対して水平方向から作用するものとする。 

鉛直方向の地震力は考慮しないものとする。 

(4) 脚は，基礎ボルトにより直接基礎に取付けられるものとする。 

 

 

 

図 1－1 概 要 図 
 

基礎ボルト 

脚底板 
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1.3 記号の説明 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

Ａｂ 

Ａｅ 

Ａｆ 

Ａｓ 

Ａｓｆ 

Ａｓｒ 

Ａｓｔ 

Ａｓ１ 

Ａｓ２ 

ａ 

ｂ 

Ｃ 

Ｃ１ 

 

Ｃ２ 

 

Ｃｃ 

ＣＨ 

Ｃｌ 

Ｃｖ 

Ｄｉ 

ｄ１ 

ｄ２ 

ｄｂ 

Ｅ 

 

Ｅｓ 

 

 

ｅ 

Ｆ 

 

 

Ｆ０ 

基礎ボルトの軸断面積 

胴の有効せん断断面積 

脚の圧縮フランジの断面積 

脚の断面積 

脚の圧縮フランジとせいの 1/6 からなるＴ形断面の断面積 

胴の半径方向軸に対する有効せん断断面積 

脚の周方向軸に対する有効せん断断面積 

胴の半径方向軸に対するせん断断面積 

脚の周方向軸に対するせん断断面積 

脚底板の半径方向幅 

脚底板の周方向幅 

脚の座屈曲げモーメントに対する修正係数 

アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2（胴の周

方向） 

アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2（胴の軸

方向） 

応力の補正係数（参考文献（附 4.3-2）より得られる値） 

水平方向設計震度 

応力の補正係数（参考文献（附 4.3-2）より得られる値） 

鉛直方向設計震度 

胴の内径 

脚底板端面から基礎ボルト中心までの半径方向の距離 

脚底板端面から基礎ボルト中心までの周方向の距離 

基礎ボルトの外径 

胴の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表１に定める値 

脚の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表１に定める値 

基礎ボルトにおける係数 

脚中心から偏心荷重作用点までの距離 

材料の許容応力を決定する場合の基準値。なお，支持構造物

の許容応力は，設計・建設規格 SSB-3121.1 又は SSB-3131

に定める値。 

振動モデル系における水平力 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm2 

mm 

mm 

－ 

mm 

 

mm 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

mm 

mm 

mm 

mm 

MPa 

 

MPa 

 

 

mm 

MPa 

 

 

N 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

ｆｂｃ 

ｆｂｒ 

ｆｂｔ 

ｆｔ 

Ｇ 

Ｇｓ 

ｇ 

Ｈ 

ｈ 

ｉ 

ｉｆ 

 

Ｉｓｒ 

Ｉｓｔ 

Ｉｓｆ 

 

Ｊｓ 

Ｋ１，Ｋ２ 

Ｋｃ 

 

ＫＨ 

Ｋｌ 

 

Ｋｒ 

 

ｋｌ 

 

ｋｃ 

 

l 

lｃ 

lｇ 

lｋ 

Ｍ１ 

 

脚の許容圧縮応力 

脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力 

脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力 

脚の許容引張応力 

胴のせん断弾性係数 

脚のせん断弾性係数 

重力加速度（＝9.80665） 

水頭 

脚断面のせい 

脚の弱軸についての断面２次半径 

脚の圧縮フランジとせいの 1/6 からなるＴ形断面のウェッ

ブ軸まわりの断面２次半径 

脚の半径方向軸に対する断面２次モーメント 

脚の周方向軸に対する断面２次モーメント 

脚の圧縮フランジとせいの 1/6 からなるＴ形断面のウェッ

ブ軸まわりの断面２次モーメント 

脚のねじりモーメント係数 

参考文献（附 4.3-2）より得られる定数 

胴の脚つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局

部ばね定数（参考文献（附 4.3-1）より得られる値） 

ばね定数（水平方向） 

胴の脚つけ根部における長手方向曲げモーメントに対する

局部ばね定数（参考文献（附 4.3-1）より得られる値） 

胴の脚つけ根部における半径方向荷重に対する局部ばね定

数（参考文献（附 4.3-1）より得られる値） 

参考文献（附 4.3-2）によるアタッチメントパラメータ軸方

向の補正係数 

参考文献（附 4.3-2）によるアタッチメントパラメータ軸方

向の補正係数 

脚の長さ 

脚の中立軸間の距離 

基礎から容器上部重心までの距離 

脚の有効座屈長さ 

水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の鉛直方向

モーメント 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

m/s2 

mm 

mm 

mm 

mm 

 

mm4 

mm4 

mm4 

 

mm4 

－ 

－ 

 

N/mm 

N/mm 

 

N/mm 

 

－ 

 

－ 

 

mm 

mm 

mm 

mm 

N・mm 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

Ｍ３ 

 

Ｍｃ 

 

Ｍｌ 

Ｍｌ２ 

Ｍｓ１，Ｍｓ２ 

Ｍｘ１ 

 

Ｍｘ２ 

 

Ｍｚ１ 

 

Ｍｚ２ 

 

Ｍｚ３ 

 

ｍ０ 

Ｎｘ 

ＮΦ 

ｎ 

ｎ１，ｎ２ 

Ｐ 

Ｐ１ 

 

Ｐ２ 

Ｐｒ 

Ｑ 

 

Ｒ 

Ｒ１ 

Ｒ２ 

Ｒｓ１ 

Ｒｓ２ 

 

水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部のねじりモ

ーメント 

水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の周方向モ

ーメント 

運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント 

鉛直地震力による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント 

脚の上下両端に作用する曲げモーメント 

水平方向地震力（Ｘ方向）により第１脚及び第４脚の底部に

働く合成モーメント 

水平方向地震力（Ｘ方向）により第２脚及び第３脚の底部に

働く合成モーメント 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第１脚の底部に働く合成モ

ーメント 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第２脚及び第４脚の底部に

働く合成モーメント 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第３脚の底部に働く合成モ

ーメント 

運転時質量 

胴に生じる軸方向の膜力 

胴に生じる周方向の膜力 

脚１個あたりの基礎ボルトの本数 

引張りを受ける基礎ボルトの本数 

運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 

水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の半径方向

荷重 

鉛直方向地震力による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 

最高使用圧力 

水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の周方向荷

重 

運転時質量による脚の軸力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により脚に作用する軸力 

鉛直方向地震力により脚に作用する軸力 

運転時質量（圧縮）により脚に作用する軸力 

運転時質量（圧縮）により脚に作用する軸力 

 

N・mm 

 

N・mm 

 

N・mm 

N・mm 

N・mm 

N・mm 

 

N・mm 

 

N・mm 

 

N・mm 

 

N・mm 

 

kg 

N/mm 

N/mm 

－ 

－ 

N 

N 

 

N 

MPa 

N 

 

N 

N 

N 

N 

N 

 



Ⅱ-2-43-添 2-付録 3-6 

 

記  号 記  号  の  定  義 単  位 

Ｒｘ1 

 

Ｒｘ２ 

 

Ｒｚ1 

Ｒｚ２ 

 

Ｒｚ３ 

ｒｍ 

ＴＨ 

ｔ 

ｕ 

Ｘｎ 

Ｚｓｐ 

Ｚｓｒ 

Ｚｓｔ 

β, 

β１，β２，  

βｃ，βｌ 

γ 

δＨ 

Δｒ 

Δｒ１ 

Δｘ１ 

Δｘ３ 

Δｙ１ 

θ 

θ０ 

θ１ 

θ２ 

θ３ 

ν 

Λ 

λ 

π 

水平方向地震力（Ｘ方向）により第１脚及び第４脚に作用す

る軸力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により第２脚及び第３脚に作用す

る軸力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第１脚に作用する軸力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第２脚及び第４脚に作用す

る軸力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により第３脚に作用する軸力 

胴の平均半径 

水平方向固有周期 

胴の板厚 

脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離 

基礎が圧縮力を受ける幅 

脚のねじり断面係数 

脚の半径方向軸に対する断面係数 

脚の周方向軸に対する断面係数 

 

 参考文献（附 4.3-2）によるアタッチメントパラメータ 

 

参考文献（附 4.3-2）によるシェルパラメータ 

水平力Ｆ０による胴重心の変位量 

運転時質量による胴の半径方向局部変位量 

水平力Ｆ０による胴の半径方向局部変位量 

水平力Ｆ０による第１脚上端の水平方向変位量 

水平力Ｆ０による第２脚上端の水平方向変位量 

水平力Ｆ０による第１脚の鉛直方向変位量 

運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角 

水平力Ｆ０による胴の中心軸の傾き角 

水平力Ｆ０による第１脚の傾き角 

水平力Ｆ０による胴の第１脚つけ根部における局部傾き角 

水平力Ｆ０による第２脚の傾き角 

座屈に対する安全率 

脚の限界細長比 

脚の有効細長比 

円周率 

N 

 

N 

 

N 

N 

 

N 

mm 

ｓ 

mm 

mm 

mm 

mm3 

mm3 

mm3 

 

－ 

 

－ 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

rad 

rad 

rad 

rad 

rad 

－ 

－ 

－ 

－ 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

ρ 

σ０Φ 

σ０ｘ 

σｘ11～σｘ14 

 

σｘ15～σｘ16 

 

σｘ21～σｘ24 

 

σｘ25～σｘ26 

 

σb1～σb2 

 

σb4，σb5 

 

σｓ1，σｓ2 

σｓ3，σｓ4 

σｓ5～σｓ7 

σｓ8～σｓ10 

σｓｃ 

σｓｒ 

σｓｔ 

σｓｘ 

σｓz1，σｓz2 

σΦ1，σｘ1 

σｘ2 

σΦ3，σｘ3 

 

σΦ4，σｘ4 

 

σｘ5 

 

σΦ7，σｘ7 

σΦ8，σｘ8 

 

液体の比重 

胴の周方向一次一般膜応力 

胴の軸方向一次一般膜応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次

応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次

応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次

＋二次応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次

＋二次応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により基礎ボルトに生じる引張応

力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により基礎ボルトに生じる引張応

力 

運転時質量による脚の圧縮応力，曲げ応力 

鉛直方向地震力による脚の圧縮応力，曲げ応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）による脚の圧縮応力，曲げ応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）による脚の圧縮応力，曲げ応力 

脚の圧縮応力の和 

脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 

静水頭又は内圧による胴の周方向応力，軸方向応力 

運転時質量による胴の軸方向応力 

運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周

方向応力，軸方向応力 

運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応

力，軸方向応力 

地震力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向

応力 

鉛直方向地震力による胴の周方向応力，軸方向応力 

鉛直方向地震力により生じる鉛直方向モーメントによる胴

の周方向応力，軸方向応力 

－ 

MPa 

MPa 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

MPa 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

σΦ9，σｘ9 

 

σΦ10，σｘ10 

 

σΦ11，σｘ11 

 

σΦ61，σｘ61 

σΦ62，σｘ62 

 

σΦ71，σｘ71 

σΦ72，σｘ72 

 

σΦ81，σｘ81 

σΦ82，σｘ82 

 

σΦ91，σｘ91 

σΦ92，σｘ92 

 

σΦ101，σｘ101 

σΦ102，σｘ102 

 

σΦ111，σｘ111 

σΦ112，σｘ112 

 

σxx1，σxx2 

 

σxx3，σxx4 

 

σxz1～σxz4 

 

σxz5～σxz8 

 

σΦx1，σΦx2 

 

 

鉛直方向地震力により生じる半径方向荷重による胴の周方

向応力，軸方向応力 

鉛直方向地震力により生じる鉛直方向モーメントによる胴

の局部応力 

鉛直方向地震力により生じる半径方向荷重による胴の局部

応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の半径方向荷重に

よる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメ

ントによる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の周方向モーメン

トによる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の半径方向荷重に

よる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメ

ントによる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の周方向モーメン

トによる胴の周方向応力，軸方向応力 

 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次

応力の和 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次

＋二次応力の和 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次

応力の和 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次

＋二次応力の和 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次

応力の和 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 
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記  号 記  号  の  定  義 単  位 

σΦx3，σΦx4 

 

σΦz1～σΦz4 

 

σΦz5～σΦz8 

 

τ３ 

 

τ６ 

 

τｂ1，τｂ2 

 

τｂ４，τｂ５ 

 

τｃ１ 

 

τｃ４ 

 

τｌ１ 

 

τｌ２ 

 

τｌ３ 

 

τｌ５ 

 

τｓ１ 

τｓ２ 

τｓ３，τｓ４ 

τｓ５ 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次

＋二次応力の和 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次

応力の和 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次

＋二次応力の和 

水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じるね

じりモーメントによるせん断応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じるね

じりモーメントによるせん断応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により基礎ボルトに生じるせん断

応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により基礎ボルトに生じるせん断

応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周

方向せん断応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周

方向せん断応力 

運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応

力 

水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸

方向せん断応力 

鉛直方向地震力により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん

断応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸

方向せん断応力 

運転時質量による脚のせん断応力 

鉛直方向地震力による脚のせん断応力 

水平方向地震力（Ｚ方向）による脚のせん断応力 

水平方向地震力（Ｘ方向）による脚のせん断応力 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

注：「設計・建設規格」とは，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 JSME S NC1-2005/2007）（日本機械学会 2005

年 9 月及び 2007 年 9 月）を言う。参考文献（附 4.3-1）とは，Bijlaard,P.P:Stresses from Radial Loads and External 

Moments in Cylindrical Pressure Vessels,The Welding Journal,34(12),Reserch Supplement,1955.を言う。参考文献

（附 4.3-2）とは，Wichman,K.R. et al. : Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings, 

Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC bulletin 107/August 1965.を言う。 
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2．計算方法 

 

2.1 固有周期の計算方法 

 

(1)計算モデル 

 本評価法は，図２－１に示す構造をもつ４脚たて置円筒形容器に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2－1 固有周期の計算モデル 
 

基礎ボルト 

：重心位置 

脚底板 

 

第 2 脚(第 4 脚) 

第 1 脚(第 3 脚) 第 1 脚 

第 2 脚 

Ｘ 

Ｚ 

Ｘ 

Ｚ 

lc 

ｔ軸 

r 軸 

(注)脚の半径方向をｒ軸，接線方向をｔ軸とする 

l 
lg 
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a.容器及び内容物の質量は，重心に集中したものとする。 

b.脚を基礎に固定する基礎ボルトが，脚の変形方向に直角方向より見て脚１本につ

き１列の場合は脚下端を単純支持とする。その他の場合は，固定とする。 

c.水平方向については，脚と胴の曲げ変形及びせん断変形を考慮する。 

d.胴板と脚との取付部で，胴の局部変形を考慮する。 

e.地震力は，容器に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用するものとし，応

力計算において組み合わせる。なお，水平方向については地震力の方向と４本の

脚の取り付け方向との関係を考慮して，図２－１に示すＸ方向とＺ方向について

評価する。 

 

図２－２ 脚下端が第１脚，第２脚とも固定の場合の変形モード 
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 (2)固有周期の計算 

 

a.水平方向 

 

固有周期ＴＨは，下式による。 

H
H K

m
T 3

0

10
2   ･･････････････････････････････ （２－１） 

ばね定数ＫＨは，胴重心に水平力Ｆ０を加えたときの変位量δＨより求める。 

H
H

FK 0
   ････････････････････････････････････ （２－２） 

00

3

011 3
F

GA
ll

F
EI

ll
ll

e

gg
grXH  ･･････ （２－３） 

ここで，胴の断面性能ＩとＡｅは下式による。 

ttDI i
3

8
  ･･････････････････････････････ （２－４） 

ttDA ie 3
2

  ･･････････････････････････････ （２－５） 

 

脚上端の水平方向変位Δｘ１，胴の半径方向局部変位Δｒ１及び胴の中心軸の傾き

角θ０は，胴と脚との境界部における変位量及び傾き角を変数とした荷重及びモー

メントの釣合方程式を立て，連立方程式として解くことで求める。 

下記(a）から(d）に釣合方程式を示す。 

 

(a) 水平力の釣合より 

01 22 FQP   ････････････････････････････････････ （２－６） 

 

(b) 転倒モーメントの釣合より 

llFrRMM gm 0131 222    ･･･････････････････････ （２－７） 

ここで， 

2/tDr im    ･････････････････････････････････････ （２－８） 
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第１脚の水平方向変位量Δｘ１，傾き角θ１，鉛直方向変位量Δｙ１は次による。 

stssrssts
x IE

luRM
AG
lP

IE
lP

23

2
111

3
1

1  ････････････････････ （２－９） 

stssts IE
lP

IE
luRM

2

2
111

1  ･････････････････････････････ （２－１０） 

ss
y EA

lR1
1  ･････････････････････････････････････ （２－１１） 

ここで， 

m
c rlu
2

  ･････････････････････････････････････ （２－１２） 

 

胴の半径方向局部変位量Δｒ１と局部傾き角θ２は，次による。 

Er
PK

m

r
r

1
1  ･････････････････････････････････････ （２－１３） 

Er
MK

m

l
2

1
3

1
2  ･････････････････････････････････････ （２－１４） 

ここで， 

mm
l r

C
r
Ck 2

2
1

1
3 2

211 ,, 　　　　　　　    ････････ （２－１５） 

 

第２脚の傾き角θ０と水平方向変位量Δｘ３は，次による。 

srssrs IE
lQ

IE
lM

2

2
3

0  ･････････････････････････････ （２－１６） 

srsstssrs
x IE

lM
AG

Ql
IE

Ql
23

2
3

3

3  ･････････････････････ （２－１７） 

 

(c) 第１脚と胴の傾き角の釣合より 

 

0021   ･････････････････････････････ （２－１８） 

 

第２脚のねじり角と胴の局部傾き角は等しいことから 

Er
MK

JG
lMQu

cm

cc

ss

c
233   ･････････････････････ （２－１９） 

ここで， 
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mm
Cc r

C
r
Ck 2

2
1

1
3

2
2

1 ,, 　　　　　　　    ････････ （２－２０） 

 

(d) 脚と胴の水平方向変位の釣合より 

3311 uxrx  ･････････････････････････････ （２－２１） 

 

さらに，鉛直方向変位の釣合より 

0011 my ru   ･････････････････････････････ （２－２２） 

 

式（２－２２）へ，式（２－１０），式（２－１１），式（２－１６）を代入し 

0
22

2
3

2
1111

srs

m

srs

m

stsstsss IE
Qlr

IE
lMr

IE
luP

IE
luRMu

EA
lR

 ･････ （２－２３） 

 

式（２－１８）へ，式（２－１０），式（２－１４），式（２－１６）を代入し 

0
22 2

1
3

11
2

111
2

3

Er
MK

IE
lP

IE
luRM

IE
Ql

IE
lM

mstsstssrssrs

 ･････ （２－２４） 

 

式（２－１９）を変形して 

023 Er
MK

JG
lM

JG
uQl

cm

cc

ss

c

ss

  ･････････････････････ （２－２５） 

 

式（２－２１）へ，式（２－９），式（２－１３），式（２－１７），式（２－１９）

を代入して，  

 

 

 

 ･････ （２－２６） 

 

式（２－６），式（２－７）及び式（２－２３）～式（２－２６）の方程式から，

水平力Ｆ０を加えたときの脚上端の水平方向変位量Δｘ１，胴の半径方向局部変位量

Δｒ１及び胴の中心軸の傾き角θ０を求める。 

 

b.鉛直方向 

鉛直方向については，剛構造とみなす。 

0
23

23

23

2
3

3

1
2

111
3

1

Er
MuK

IE
lM

AG
Ql

IE
Ql

Er
PK

IE
luRM

AG
lP

IE
lP

cm

cc

srsstssrs

m

r

stssrssts

　　　　　



Ⅱ-2-43-添 2-付録 3-15 

 

 

2.2 応力の計算 

静的地震力は絶対値和を適用する。 

なお，Ｂ，Ｃクラスに対する応力を計算する場合には，一次＋二次応力を計算する

ことを要しない。また，鉛直地震力は考慮しない。 

 

2.2.1 胴の応力 

 

(1) 静水頭又は内圧による応力 

 

静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む） 

t
HDg i

2
10 6

1   ･････････････････････････････ （２－２７） 

t
CHDg vi

2
10 6

7  ･････････････････････････････ （２－２８） 

01x  ･････････････････････････････････････････････ （２－２９） 

 

(2) 運転時質量及び鉛直方向地震力による応力 

 

ttD
gm

i
x

0
2   ･････････････････････････････ （２－３０） 

ttD
gCm

i

v
x

0
7   ･････････････････････････････ （２－３１） 

 

(3) 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力 

 

脚下端が固定の場合は， 

4
0gmR   ･････････････････････････････････････ （２－３２） 

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから 

Er
PK

IE
lMRu

AG
Pl

IE
Pl

m

r

sts

l

srssts
r 23

23

 ･････････････ （２－３３） 
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また，脚下端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから 

Er
MK

IE
Pl

IE
lMRu

m

ll

stssts

l
2

1
3

2

2
 ･････････････････････ （２－３４） 

 

式（２－３２）から式（２－３４）までを連立させることにより，運転時質量

による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント及び半径方向荷重を次式により求め

る。 

 

 

 

 

 

     ･････････････････････ （２－３５） 
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0

 ･････････････････････････････ （２－３６） 

 

 

図２－３ 脚下端が固定されている場合の脚及び胴の変形 

 

鉛直方向モーメントＭｌにより生じる胴の局部応力は，シェルパラメータγ及び

アタッチメントパラメータβによって参考文献（附 4.3-2）の表より求めた値（以

下＊を付記する）を用いて次式により算定する。 
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l
lm

l

ml

C
tr

M
rM

N
2

*

23 /
 ･････････････････････ （２－３７） 

l
lm

l

ml

x
x C

tr
M

rM
N

2

*

23 /
 ･････････････････････ （２－３８） 

 

ここで， 

2/tDr im  ･････････････････････････････････････ （２－３９） 

trm /   ･････････････････････････････････････ （２－４０） 

mrC /11   ･････････････････････････････････････ （２－４１） 

mrC /22  ･････････････････････････････････････ （２－４２） 

3 2
21l  ･････････････････････････････････････ （２－４３） 

 

βは次式による。 

β１／β２≧１のとき 

21121 11/
3
11 K  ･････････････ （２－４４） 

β１／β２＜１のとき 

21221 1/1
3
41 K  ･････････････ （２－４５） 

 

半径方向荷重Ｐにより生じる胴の局部応力は，次による。 

tr
P

rP
N

mm

*

4 /
 ･････････････････････････････ （２－４６） 

tr
P

rP
N

mm

x
x

*

4 /
 ･････････････････････････････ （２－４７） 

 

反力Ｒによるせん断応力は，次による。 

tC
R

l
2

1 4
  ･････････････････････････････････････ （２－４８） 
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(4)水平方向地震力による胴の曲げ応力 

 

I
tDllgCm igH

x 2
20

5   ･････････････････････ （２－４９） 

 

(5)水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の応力 

2.1(2)項において単位荷重Ｆ０をｍ０ｇＣＨに置き換えて得られる数値を使用

して，胴の脚つけ根部の応力を次のように求める。 

 

a.一次応力 

 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

tr
P

rP
N

mm

1

*

1
61 /

 ･････････････････････････････ （２－５０） 

tr
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rP
N
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x
x

1

*

1
61 /

 ･････････････････････････････ （２－５１） 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

l
lmm

C
tr

M
rM

N
2

1

*

2
1

71 /
 ･････････････････････ （２－５２） 

l
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x
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rM
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2
1

*

2
1

71 /
 ･････････････････････ （２－５３） 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，次による。 

c
cm

c

mc

C
tr

M
rM

N
2

*

281 /
 ･････････････････････ （２－５４） 

c
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x
x C

tr
M

rM
N

2

*

281 /
 ･････････････････････ （２－５５） 

ここで，βｃは次式による。 

3
2

2
1c  ･････････････････････････････ （２－５６） 
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周方向せん断力Ｑによるせん断応力は，次による。 

tC
Q

c
1

1 4
  ･････････････････････････････････････ （２－５７） 

鉛直方向せん断力Ｒ１によるせん断応力は，次による。 

tC
R

l
2

1
2 4

  ･････････････････････････････････････ （２－５８） 

ねじりモーメントＭ３により生じる胴の局部せん断応力は，次による。 

tC
M

2
1

3
3 2

 ･････････････････････････････････････ （２－５９） 

ここで，Ｃ１＞Ｃ２のときはＣ１をＣ２に置き換える。 

 

b.二次応力 

 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

2
1

*

1
62

6
t
P

P
M

 ･････････････････････････････ （２－６０） 
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x   ･････････････････････････････ 

（２－６１） 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

lmm tr
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2
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*

1
72

6
/

 ･････････････････････ （２－６２） 
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x
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1

*

1
72

6
/

 ･････････････････････ （２－６３） 

ただし，式（２－４３）により求められたアタッチメントパラメータβℓにさら

にｋℓを乗じた値とする。 

 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

cm

c

mc tr
M

rM
M

2

*

82
6

/
 ･････････････････････ （２－６４） 
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cm

c

mc

x
x tr

M
rM

M
2

*

82
6

/
 ･････････････････････ （２－６５） 

ただし，式（２－５６）により求められたアタッチメントパラメータβｃにさ

らにｋｃを乗じた値とする。 

 

 (6)水平方向地震力（Ｘ方向）による胴の脚つけ根部の応力 

 

a.一次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

2/6191  ･････････････････････････････････････ （２－６６） 

2/6191 xx  ･････････････････････････････････････ （２－６７） 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

2/71101  ･････････････････････････････････････ （２－６８） 

2/71101 xx  ･････････････････････････････････････ （２－６９） 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，次による。 

2/81111  ･････････････････････････････････････ （２－７０） 

2/81111 xx  ･････････････････････････････････････ （２－７１） 

周方向せん断力Ｑによるせん断応力は，次による。 

2/14 cc  ･････････････････････････････････････ （２－７２） 

鉛直方向せん断力Ｒ１によるせん断応力は，次による。 

2/25 ll  ･････････････････････････････････････ （２－７３） 

ねじりモーメントＭ３により生じる胴の局部せん断応力は，次による。 

2/36  ･････････････････････････････････････ （２－７４） 
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b.二次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

2/6292  ･････････････････････････････････････ （２－７５） 

2/6292 xx  ･････････････････････････････････････ （２－７６） 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

2/72102  ･････････････････････････････････････ （２－７７） 

2/72102 xx  ･････････････････････････････････････ （２－７８） 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

2/82112  ･････････････････････････････････････ （２－７９） 

2/82112 xx  ･････････････････････････････････････ （２－８０） 

 

(7)鉛直方向地震力による胴の脚つけ根部の応力 

鉛直方向地震力による胴の脚のつけ根部の応力は考慮しない。 

 

(8)組合せ応力 

 

(1)～(7)項によって算出される脚つけ根部に生じる胴の応力は，次により組

み合わせる。 

 

a.一次一般膜応力 

 

【絶対値和】 

710  ･････････････････････････････････････ （２－８１） 

75210 xxxxx  ･････････････････････････････ （２－８２） 

x000 ,max  ･････････････････････････････････････ （２－８３） 
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b.一次応力（膜＋曲げ） 

 

【絶対値和】 

 

(a)水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

 

第１脚つけ根部 

 

第１評価点 

 

 

      ･････････････ （２－８４） 

 

      ･････････････ （２－８５） 

2
111111 2

1
xzzxzz   ･････････････ （２－８６） 

 

第２評価点 

 

6197412z  ･････････････････････ （２－８７） 

 

     ･････････････････････ （２－８８） 

2
321

2
222212 4

2
1

lllxzzxzz  ･･･ （２－８９） 

 

 

 

図２－４ 胴の評価点 

 

  

716198

7543211

xxxx

xxxxxxxz

　　　　　　　　

7161

9874311

　　　　　　　　　　　　

z

619

754212

xx

xxxxxxz

　　　　　　　　　　



Ⅱ-2-43-添 2-付録 3-23 

 

第２脚つけ根部 

 

第１評価点 

 

9874313z  ･････････････ （２－９０） 

98743213 xxxxxxxxz  ･････････････ （２－９１） 

2
31

2
333313 4

2
1

cxzzxzz  ････････ （２－９２） 

 

第２評価点 

 

8197414z  ･････････････････････ （２－９３） 

81974214 xxxxxxxz  ･････････････ （２－９４） 

2
331

2
444414 4

2
1

llxzzxxz  ･･･ （２－９５） 

 

(b)水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

 

第１評価点 

 

 

      ･････････････ （２－９６） 

 

      ･････････････ （２－９７） 

2
64

2
111115 4

2
1

cxxxxxx  ････････ （２－９８） 

 

第２評価点 

 

1119197412x  ･････････････ （２－９９） 

 

      ･･･････････ （２－１００） 

101919

87543211

xxx

xxxxxxxxx

　　　　　　　　

10191

9874311

　　　　　　　　　　　　

x

11191

9754212

xx

xxxxxxxx
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2
3651

2
222216 4

2
1

lllxxxxxx  

･･････････････････ （２－１０１） 

1615141312111 ,,,,,max  ･･･････････････････ （２－１０２） 

 

2.2.2 脚の応力（上端と下端にかかる荷重の大きい方） 

 

(1)運転時質量による応力 

s
s A

R
1  ･･･････････････････････････････････････････ （２－１０３） 

st

ll
s Z

MRuPlMRu ,max
2  ･･･････････････････ （２－１０４） 

ただし，脚下端が単純支持の場合は次による。 

st
s Z

Pl
2  ･･･････････････････････････････････････････ （２－１０５） 

1
1

s
s A

P
 ･･･････････････････････････････････････････ （２－１０６） 

 

(2)鉛直方向地震力による応力 

鉛直方向地震力による応力は考慮しない。 

 

(3)水平方向地震力（Ｚ方向）による応力 

 

a.第１脚 

 

s
s A

R1
5  ･･･････････････････････････････････････････ （２－１０７） 

st

l
s Z

MuRlPMuR 1111
6

,max
 ･･････････････････ （２－１０８） 

1

1
3

s
s A

P
 ･･･････････････････････････････････････････ （２－１０９） 

 

b.第２脚 

sr
s Z

MMQl 33
7

,max
 ･･･････････････････････････ （２－１１０） 
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sp

c

s
s Z

MQu
A
Q

2
4  ･･･････････････････････････ （２－１１１） 

(4)水平方向地震力（Ｘ方向）による応力 

 

s
s A

R
2

1
8  ･･･････････････････････････････････ （２－１１２） 

st

l
s Z

MuRlPMuR
2

,max 1111
9  ･･････････････････ （２－１１３） 

sr
s Z

MMQl
2

,max 33
10  ･･･････････････････････････ （２－１１４） 

sp

c

ss
s Z

MQu
A

Q
A

P
222 21

1
5  ･･･････････････････ （２－１１５） 

 

 

(5)組合せ応力 

脚の最大応力は，下記式による。 

 

【絶対値和】 

 

a.水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

 

(a) 第１脚 

2
321

2
6543211 3 ssssssssssz  

･･････････････････ （２－１１６） 

(b) 第２脚 

2
421

2
743212 3 sssssssssz  

･･････････････････ （２－１１７） 

b.水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

2
521

2
10984321 3 sssssssssssx  

･･････････････････ （２－１１８） 

sxszszs ,,max 21  ･･････････････････････････ （２－１１９） 
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2.2.3 基礎ボルトの応力 

基礎ボルトには鉛直荷重，水平方向のせん断力，鉛直軸まわりのねじりモーメ

ント及び転倒モーメントを考慮する。 

 

(1) 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合 

 

a.引張応力 

 

【絶対値和】 

 

(a)第１脚及び第３脚 

脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は次による。 

uRRMMlPPuRMlPM llz 2221111  

･･････････････････ （２－１２０） 

121 RRRRz  ･･･････････････････････････････････ （２－１２１） 

モーメントと圧縮荷重の比を 

11 / zz RMe  ･･･････････････････････････････････ （２－１２２） 

とすると，Ｒｚ１が負のとき，又は， 

36
1dae   ･･･････････････････････････････････ （２－１２３） 

のとき，基礎ボルトに生じる引張力は次により求める。 

中立軸の位置Ｘｎを次式により求め， 

0
2

6
2

3 11
123

n
b

nn Xdadae
b

nsAXaeX  

･･･････････････････ （２－１２４） 

基礎ボルトに生じる引張力 

3

32

1

1

n

n
z

b Xda

XaeR
F  ･･････････････････････････ （２－１２５） 

から，基礎ボルトに生じる引張力を次式により求める。 

b

b
b An

F

1
1   ･･･････････････････････････････････ （２－１２６） 
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(b)第２脚の基礎ボルト 

2
222

2
32 )()()()( uRRMMlPPMQlM llZ  

  ･･･････････････････････････････ （２－１２７） 

ＲＺ2＝Ｒ－Ｒ2 ･･･････････････････････････････ （２－１２８） 

をＭＺ1，ＲＺ1と置き換え，式（２－１２２）から式（２－１２６）を使用して

得られた基礎ボルト応力をσｂ2とする。 

 ただし，ａをｂ，ｂをａ，ｄ1をｄ2，ｎ1をｎ2に置き換えた場合に得られる

基礎ボルトの引張応力がσｂ2より大きいときは，その値をσｂ2とする。 

 

(c)脚下端が半径方向及びその直角方向についても単純支持の場合は，圧縮荷重

のみなので基礎ボルトに引張応力は評価しない。 

 

b.せん断応力 

 

【絶対値和】 

 

(a)第１脚及び第３脚の基礎ボルト 

b
b An

PPP 2
1

1
 ･･･････････････････････････････ （２－１２９） 

 

(b)第２脚及び第４脚の基礎ボルト 

2
2

2
1

2
2

2

2
2

2
2

)( 2

dbdaAn

MQu
An

PPQ

b

c

b
b  

 ･･･････････････ （２－１３０） 

 

(2)水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合 

 

図２－５ 地震力の作用する方向 
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a.引張応力 

 

【絶対値和】 

 

(a)脚下端が固定の場合，第１脚～第４脚の脚底部に働くモーメント及び鉛直

荷重は次による。 

2
1

2

3

2

2221111

)(
2

1

)()()()(
2

1

MQl

uRRMMlPPuRMlPM llX

 

    ･･･････････････ （２－１３１） 

ＲＸ1＝Ｒ－Ｒ2－
2
1R
 ･･･････････････････････ （２－１３２） 

2.2.3(1)a.(b)と同様に式（２－１２２）から式（２－１２６）を使用して得

られた基礎ボルトの応力をσｂ4 とする。ただし，ａをｂ，ｂをａ，ｄ1 をｄ2，

ｎ1をｎ2に置き換えた場合に得られる基礎ボルトの引張応力がσｂ4より大きい

ときはその値をσｂ4とする。 

 

b.せん断応力 

 

【絶対値和】 

 

第１脚～第４脚の基礎ボルト 

2
2

2

22

2

5

2
2

2
2

2

22

1

1

dbda
A

MQu
An

QPP
P

b

c

b
b   

    ･･･････････････ （２－１３３） 
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3.評価方法 

 

3.1 固有周期の評価 

2.1 項で求めた固有周期から，水平方向の設計震度を求める。 

 

3.2 胴の応力評価 

2.2.1(8)で求めた組合せ応力σ0，σ1，σ2が胴の最高使用温度における表２－

１に示す許容応力Ｓａ以下であること。 

 

表２－１ 胴の許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 

許 容 応 力 Ｓａ 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 

min［Ｓｙ，0.6Ｓｕ］ 

ただし，オーステナ

イト系ステンレス

鋼及び高ニッケル

合金は，1.2Ｓ 

とすることができ

る。 

Ｓｙ 

ただし，オーステ

ナイト系ステン

レス鋼及び高ニ

ッケル合金は， 

1.2Ｓとすること

ができる。 
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3.3 脚の応力評価 

2.2.2.(5)で求めた脚の組合せ応力σS が表３－２に示す許容応力ｆｔ以下である

こと。 

表３－２ 脚の許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 許容引張応力 ｆｔ 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 
5.1

5.1 F
 

 

3.4 座屈評価 

圧縮応力と曲げによる圧縮側応力の組合せは下記を満足すること。 

 

1≦
bc

sc

bt

st

br

sr

fff
 ･･･････････････････････ （２－１３４） 

 

(1)ｆｂｃは次による。 

 

λ≦Λのとき 

Ffbc

2

4.015.1  ･･･････････････････････ （２－１３５） 

λ＞Λのとき 

2

)277.0(5.1 Ffbc  ･･･････････････････････ （２－１３６） 

ここで， 

il k /  ･･･････････････････････････････････････ （２－１３７） 

s

s

F
E

6.0

2

 ･･･････････････････････････････ （２－１３８） 

2

3
25.1  ･･･････････････････････････････ （２－１３９） 
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s

srst

A
IIi ],min[

 ･･･････････････････････････････ （２－１４０） 

 

l ｋは，有効座屈長さで脚下端を固定とする場合は 1.2l，単純支持とする場合は

2.1lとする。 

 

(2)ｆｂｒ，ｆｂｔは次による。 

 

a.脚が鋼管の場合 

ｆｂｒ＝ｆｂｔ＝ｆｔ ･･･････････････････････････････ （２－１４１） 

 

b.脚が型鋼の場合で弱軸が半径方向軸の場合 

ｆｂｒ＝ｆｔ ･･･････････････････････････････････････ （２－１４２） 

ｆｂｔは次の２つの計算式により計算した値のうちいずれか大きい値又は

ｆｔのいずれか小さい方の値とする。 

t
f

bt f
iC

lf 22

2

4.01  ･･･････････････････････ （２－１４３） 

5.1
433.0

lh
AE

f fs
bt  ･･･････････････････････ （２－１４４） 

 ここで，ｉｆは脚の圧縮フランジと梁のせいの 1/6 とからなるＴ形断面の

ウェッブ軸まわりの断面２次半径で次式による。 

sf

sf
f A

I
i   ･･･････････････････････････････ （２－１４５） 

 

 Ｃは次の計算式により計算した値又は 2.3 のいずれか小さい方。ＭＳ2及び

ＭＳ1はそれぞれ脚の両端における強軸まわりの曲げモーメント。ここで，Ｍ

Ｓ2とＭＳ1の比は１より小さいものとし，単曲率の場合を正に，複曲率の場合

を負とする。 

 

2

1

2

1

2 3.005.175.1
s

s

s

s

M
M

M
MC  ･･･････････････ （２－１４６） 
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c.脚が型鋼の場合で強軸が半径方向軸の場合 

b.と同様にして求められたｆｂｒをｆｂｔに，ｆｂｔをｆｂｒに置き換える。 

 

(3)応力の区分は，次のようにする。 

 

a.水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の第１脚 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3＋σｓ5 ･･･････････････････････ （２－１４７） 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4＋σｓ6 ･･･････････････････････ （２－１４８） 

σｓｒ＝0 ･･･････････････････････････････････････ （２－１４９） 

(a)脚の強軸が半径方向で，脚下端がその軸まわりに固定の場合 

強軸まわりの曲げモーメントＭＳ1，ＭＳ2は次の２つの式により計算する。な

お，ＭＳ2の絶対値がＭＳ1の絶対値より大きいときは，ＭＳ1，ＭＳ2を入れ換える。 

（以下同じ） 

 

【絶対値和】 

 

ＭＳ1＝－（Ｍ1＋Ｍｌ2＋Ｍ１）＋（Ｒ＋Ｒ2＋Ｒ1）ｕ 

   ･･･････････････････････ （２－１５０） 

ＭＳ2＝－（Ｐ＋Ｐ２＋Ｐ１）ｌ－（Ｍｌ＋Ｍｌ２＋Ｍ１）  

＋（Ｒ＋Ｒ２＋Ｒ１）ｕ ･････････････････ （２－１５１） 

 

b.水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の第２脚 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3 ･･･････････････････････ （２－１５２） 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4 ･･･････････････････････ （２－１５３） 

σｓｒ＝σｓ7 ･･･････････････････････････････ （２－１５４） 

(a)脚の強軸が半径方向で，脚下端がその軸まわりに固定の場合 

強軸まわりの曲げモーメントは次による。 

Ｍｓ1＝Ｍ3 ･･･････････････････････････････ （２－１５５） 

Ｍｓ2＝Ｍ3－Ｑｌ ･･･････････････････････････････ （２－１５６） 

 

c.水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3＋σｓ8 ･･･････････････････････ （２－１５７） 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4＋σｓ9 ･･･････････････････････ （２－１５８） 

σｓｒ＝σｓ10 ･･･････････････････････････････ （２－１５９） 

(a)脚の強軸が半径方向で，脚下端がその軸まわりに固定の場合 

強軸まわりの曲げモーメントは次による。 
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Ｍｓ1＝
2

1
Ｍ3 ･･･････････････････････････････ （２－１６０） 

Ｍｓ2＝
2

1
Ｍ3－Ｑｌ ･･･････････････････････ （２－１６１） 

 

3.5 基礎ボルトの応力 

2.2.3 項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力ｆｔｓ

以下であること。ただし，ｆｔ0は表３－３による。 

 

ｆｔｓ＝min［1.4ｆｔ0－1.6τｂ，ｆｔ0］  ･･･････ （２－１６２） 

 

せん断応力τｂはせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下

であること。ただし，ｆｓｂは表３－３による。 

 

表３－３ 基礎ボルトの許容応力 

耐震 

クラス 
供用状態 許容引張応力 ｆｔ０ 許容せん断応力 ｆｓｂ 

Ｂ，Ｃ Ｃｓ 
2

5.1 F
 

35.1
5.1 F
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添付資料－３ 

 

油処理装置の強度に関する説明書 

 

1 強度評価の方針 

強度評価において，浮上分離槽，樹脂充填塔，油吸着樹脂塔，乳化槽，ブロー水受槽，第

2モニタリング槽，主配管（鋼管，伸縮継手）は，「JSME S NC1 発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（以下，「設計・建設規格」という。）のクラス 3機器，クラス 3配管に準じ

た評価を行う。集合槽は，WSP 規格及び設計・建設規格に準じた評価を行い，酸化分解機は

設計・建設規格及び JIS に準じた評価を行う。 

 

2 強度評価 

2.1 集合槽 

2.1.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１に示す。 

 

 

図中の番号は，2.1.2，2.1.3 の番号に対応する。 

 

図－１ 集合槽概要図 
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2.1.2 評価方法 

(1) 側板，底板の評価 

 集合槽の側板，底板の必要厚さは，以下の計算式より求められる値以上とする。 

 

 ａ．規格上必要な最小厚さ：ｔ1 

  側板，底板の最小厚さは，それぞれ 4.5mm，6.0mm とする。 

 

 ｂ．計算上必要な最小厚さ：ｔ2 

= ∙ ∙∙ η  

ｔ2 ：必要厚さ (mm) 

βi ：Ｄ／ｄに対する応力係数 

ｄ ：短辺の長さ (mm) 

Ｄ ：長辺の長さ (mm) 

Ｐ ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 管台の厚さの評価 

 管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a．規格上必要な最小厚さ：ｔ1 

管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1より求めた管台の厚さとする。 

 

b．計算上必要な厚さ：ｔ2 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
t2  ：必要厚さ (mm) 

Di ：管台の内径 (m) 

H  ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S  ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 
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 (3) 管台の穴の補強計算 

管台取付部の穴の補強について，補強に有効な範囲内にある有効面積が，補強に必要

な面積より大きくなるようにする。 

 

Ar ＝d× tsr 

A0 ＝ A1 ＋ A2 ＋ A3 ＋ A4 

 

Ar ：補強に必要な面積 (mm2) 

d ：側板の断面に現れる穴の径 (mm) 

tsr ：側板の計算上必要な厚さ (mm) 

A0 ：補強に有効な総面積 (mm2) 

A1 ：側板の有効補強面積 (mm2) 

A2 ：管台の有効補強面積 (mm2) 

A3 ：すみ肉溶接部の有効補強面積 (mm2) 

A4 ：強め板の有効補強面積 (mm2) 

 

2.1.3 評価結果 

評価結果を表－１，２に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評

価している。 

 

表－1 集合槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

集合槽 

(1)側板の厚さ 4.5 6.9 

(1)底板の厚さ 10.6 15.8 

(2)管台の厚さ（32A） 1.9 2.2 

(2)管台の厚さ（40A） 2.2 2.3 
(2)管台の厚さ（50A） 2.4 2.5 
(2)管台の厚さ（80A） 3.5 3.9 
(2)管台の厚さ（150A） 3.5 5.3 

 

表－２ 集合槽の評価結果（管台の穴の補強計算） 

機器名称 評価項目 
補強に必要な 

面積 (mm2) 

補強に有効な 

総面積 (mm2) 

集合槽 
(3)胴（80A 管台） 301 428 

(3)胴（150A 管台） 826 1003 
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2.2 浮上分離槽 

2.2.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－２に示す。 

 

 

 

 

図中の番号は，2.2.2，2.2.3 の番号に対応する。 

 

図－２ 浮上分離槽概要図 
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2.2.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

浮上分離槽の胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. 計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
 

t2  ：必要厚さ (mm) 

Di ：胴の内径 (m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 円すい胴の厚さの評価 

円すい胴の厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. 計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ cos ∙ ( ∙ η − 0.6 ∙ ) 
 

t２ ：胴の計算上必要な厚さ (mm) 

Di ：円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の 

内径 (mm) 

θ ：円すいの頂角の 1/2 (°) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 
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S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

 

 

(3) 平板の厚さの評価 

  平板の必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 平板に穴を設ける場合であって，穴の径が平板の径の２分の１以下であり，穴

の補強計算を行うもの。 

 

= ∙ ∙
 

 

t ：必要厚さ (mm) 

d ：平板の径 (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

K ：取付け方法による係数 (-) 

 

b. 平板に穴を設ける場合であって，穴の径が平板の径の２分の１以下であり，下

記を満足するもの。 

 

= ∙ 2 ∙ ∙
 

 

t ：必要厚さ (mm) 

d ：平板の径 (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

K ：取付け方法による係数 (-) 
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(4) 管台の厚さの評価 

管台の必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

管台の外径に応じ設計・建設規格 表PVC-3980-1より求めた管台の厚さとする。 

 

b. 管台の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
 

t2  ：必要厚さ (mm) 

Di ：管台の内径 (m) 

H  ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S  ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(5) 胴の穴の補強計算 

a. 補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きくな

るようにすること。（図－３参照） 

b. 胴の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3512 の規定により，85 ㎜以上の穴

に対して計算する。 
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d ：胴の断面に現れる穴の径 (mm) 

ts ：胴板の最小厚さ (mm) 

tsr ：胴板の計算上必要な厚さ (mm) 

tn ：管台の最小厚さ (mm) 

tnr ：管台の計算上必要な厚さ (mm) 

X1，X2，Y1，Y2 ：補強の有効範囲 (mm) 

Be ：強め材の外径 (mm) 

te ：強め材の厚さ (mm) 

Ar ：補強に必要な面積 (mm2) 

A0 ：補強に有効な総面積 (mm2) 

 

図－３ 補強計算概念図 

  

Be 

t sr
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(6) 円すい胴の補強を要しない穴の最大径の評価 

円すい胴の補強を要しない穴の最大径は，以下の計算した値のうちいずれかとする。 

 

a. 穴の径が 61 ㎜以下で，かつ次式により計算した値以下の穴 

 

= − 2 ∙4  

 

dr1 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D ：胴の外径 (mm) 

ts ：胴板の最小厚さ (mm) 

 

b. a.に掲げるものを除き，穴径が 200 ㎜以下で，かつ，設計・建設規格 図

PVD-3122-1 及び図 PVD-3122－2より求めた値以下の穴 

 

= 8.05 ∙ ∙ ∙ (1 − ) 
 

dr2 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D ：胴の外径 (mm) 

ts ：胴の最小厚さ (mm) 

K ：PVD-1.3 より求めた係数 (-) 

 

  



Ⅱ-2-43-添 3-10 

 

2.2.3 評価結果 

評価結果を表－３～５ に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると

評価している。 

 

表－３ 浮上分離槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

浮上分離槽Ａ，Ｂ 

(1)胴板の厚さ 1.5 2.1 

(2)円すい胴の厚さ 1.5 1.6 

(3)平板の厚さ 1.5 2.3 

(4)管台の厚さ（32A） 1.9 2.2 

(4)管台の厚さ（50A） 2.4 2.5 

(4)管台の厚さ（80A） 3.5 3.9 

(4)管台の厚さ(150A) 3.5 5.3 

 

表－４ 浮上分離槽の評価結果（胴の穴の補強） 

機器名称 評価項目 
補強に必要な 

面積 (mm2) 

補強に有効な 

総面積 (mm2) 

浮上分離槽Ａ，Ｂ 
(5)胴（80A 管台） 3.3 265 

(5)胴（150A 管台） 6.2 445 

 

表－５ 浮上分離槽の評価結果（円すい胴の補強要否確認） 

機器名称 評価項目 
補強を要しない

穴の最大径 (mm) 
穴の径 (mm) 

浮上分離槽Ａ，Ｂ (6)円すい胴（50A 管台） 78 60.5 
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2.3 樹脂充填塔，油吸着樹脂塔 

2.3.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 

       樹脂充填塔            油吸着樹脂塔 

 

図中の番号は，2.3.2，2.3.3 の番号に対応する。 

 

図－４ 樹脂充填塔，油吸着樹脂塔概要図 
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2.3.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

胴の厚さは，次の上げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. 内圧を受ける胴の必要厚さ：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ ∙ η − 1.2 ∙  

 

t２ ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

Di ：胴の内径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 鏡板の厚さの評価 

半だ円形鏡板に必要な厚さは，以下で計算した値のうちいずれか大きい方の値とする。 

 

a.  規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. フランジ部：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ ∙ η − 1.2 ∙  

 

t２ ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

Di ：胴の内径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 
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c. 鏡板：ｔ3 

 

= 2 η − 0.2  

 

t3 ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

DiL ：鏡板の内面における長径 (mm) 

K ：半だ円形鏡板の形状による係数で，次式により計算した値 

 

= 16 2 + 2ℎ  

 

h   ：鏡板の内面における短径の 1/2 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(3) 管台の厚さの評価 

管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ ：ｔ１ 

 管台の外径に応じて設計・建設規格 表 PVC-3610-1 より求めた管台の厚さと

する。 

 

b. 内面に圧力を受ける管台：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ ∙ η + 0.8 ∙  

 

t2 ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

D0 ：管台の外径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 
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(4) 補強を必要としない穴の最大径の評価 

鏡板の補強を要しない穴の最大径は，以下の計算した値のうちいずれか大きい値とす

る。 

 

a. 穴の径が 61 ㎜以下で，かつ次式により計算した値以下の穴 

 

= １ − 2 ∙ｔ
4  

 

dr1 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D１ ：鏡板の外径 (mm) 

ｔco：鏡板の呼び厚さ (mm) 

 

b. a.に掲げるものを除き，穴径が 200 ㎜以下で，かつ，設計・建設規格 図

PVD-3122-1 及び図 PVD-3122－2より求めた値以下の穴 

 

= 8.05 ∙ １ ∙ ∙ (1 − ) 
 

dr2 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D1 ：鏡板の外径 (mm) 

tc ：鏡板の最小厚さ (mm) 

K ：PVD-1.1 より求めた係数 (-) 

 

ここで，Ｋは半だ円形鏡板の場合，次式により計算した値で，Ｋ＞0.99 のときは，

Ｋ＝0.99 とする。 

 

= ∙ １1.82 ∙ ∙ ∙  

 

P ：最大使用圧力 (MPa) 

D1 ：鏡板の外径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

tc ：鏡板の最小厚さ (mm)  
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2.3.3 評価結果 

評価結果を表－６，７に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評

価している。 

 

表－６ 樹脂充填塔，油吸着樹脂塔の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

樹脂充填塔 

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 

(1)胴板の厚さ 1.5 3.9 

(2)鏡板の厚さ 1.5 3.6 

(3)管台の厚さ（32A） 0.1 2.2 

油吸着樹脂塔Ａ，Ｂ 

(1)胴板の厚さ 1.5 3.9 

(2)鏡板の厚さ 1.5 3.6 

(3)管台の厚さ（25A） 0.1 2.0 

 

表－７ 樹脂充填塔，油吸着樹脂塔の評価結果（鏡板の補強要否確認） 

機器名称 評価項目 
補強を要しない

穴の最大径 (mm) 
穴の径 (mm) 

樹脂充填塔 

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ 
(4)鏡板（32A 管台） 61 42.7 

油吸着樹脂塔Ａ，Ｂ (4)鏡板（25A 管台） 61 34.0 
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2.4 乳化槽 

2.4.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－５に示す。 

 

 

 

 

図中の番号は，2.4.2，2.4.3 の番号に対応する。 

 

図－５ 乳化槽概要図 
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2.4.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

乳化槽の胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. 計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
 

t2  ：必要厚さ (mm) 

Di ：胴の内径 (m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 鏡板の厚さの評価 

さら形鏡板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a.  規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. フランジ部：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ ∙ η − 1.2 ∙  

 

t２ ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

Di ：胴の内径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 
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c. 鏡板：ｔ３ 

 

= ∙ ∙2 ∙ ∙ η − 0.2 ∙  

 

t3 ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

R ：鏡板の中央部における内面の半径 (mm) 

W ：さら形鏡板の形状による係数で，次式により計算した値 

= 14 3 +  

               r  ：鏡板のすみの丸みの内半径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(3) 管台の厚さの評価 

管台の必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1 より求めた管台の厚さとする。 

 

b. 管台の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
 

t２ ：必要厚さ (mm) 

Di ：管台の内径 (m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 
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(4) 鏡板の補強を要しない穴の最大径の評価 

鏡板の補強を要しない穴の最大径は，以下の計算した値のうちいずれか大きい値とす

る。 

 

a. 穴の径が 61 ㎜以下で，かつ次式により計算した値以下の穴 

 

= − 2・4  

 

dr1 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D１ ：鏡板の外径 (mm) 

ｔｃｏ：鏡板の呼び厚さ (mm) 

 

b. a.に掲げるものを除き，穴径が 200 ㎜以下で，かつ，設計・建設規格 図

PVD-3122-1 及び図 PVD-3122－2より求めた値以下の穴 

 

= 8.05 ∙ ∙ ∙ (1 − ) 
 

dr2 ：補強を要しない穴の最大径 (mm) 

D１ ：鏡板の外径 (mm) 

tc ：鏡板の最小厚さ (mm) 

K ：PVD-1.1 より求めた係数 (-) 

 

ここで，Ｋは，さら形鏡板の場合，次式により計算した値で，Ｋ＞0.99 のときは，

Ｋ＝0.99 とする。 

 

= ∙1.82 ∙ ∙ ∙  

 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

D１ ：鏡板の外径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

tc ：鏡板の最小厚さ (mm) 
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(5) 胴の穴の補強計算 

a. 補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きく

なるようにすること。（図－６参照） 

 

b. 胴の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3512 の規定により，85 ㎜以上の穴

に対して計算する。 

 

d ：胴の断面に現れる穴の径 (mm)  

ts ：胴板の最小厚さ (mm) 

tsr ：胴板の計算上必要な厚さ (mm) 

tn ：管台の最小厚さ (mm) 

tnr ：管台の計算上必要な厚さ (mm) 

X1，X2，Y1，Y2 ：補強の有効範囲 (mm) 

Be ：強め材の外径 (mm) 

te ：強め材の厚さ (mm) 

Ar ：補強に必要な面積 (mm2) 

A0 ：補強に有効な総面積 (mm2) 

 

図－６ 補強計算概念図 

Be 

t sr
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(6) 鏡板の穴の補強計算 

補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きくなるよ

うにすること。（図－７参照） 

 

d ：穴の径 (mm) 

dw ：管台が取り付く穴の径 (mm) 

Don ：管台の外径 (mm) 

tc ：鏡板の最小厚さ (mm) 

tcr ：鏡板の計算上必要な厚さ (mm) 

tn ：管台の最小厚さ (mm) 

tnr ：管台の計算上必要な厚さ (mm) 

X，Y1，Y2 ：補強の有効範囲 (mm) 

L1，L3 ：溶接寸法 (mm) 

Ar ：補強に必要な面積 (mm2) 

A0 ：補強に有効な総面積 (mm2) 

 

図－７ 補強計算概念図 
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2.4.3 評価結果 

評価結果を表－８～１０に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると

評価している。 

 

表－８ 乳化槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

乳化槽 

(1)胴板の厚さ 1.5 2.1 

(2)鏡板の厚さ 1.5 1.8 

(3)管台の厚さ（25A） 1.7 2.0 

(3)管台の厚さ（40A） 2.2 2.3 

(3)管台の厚さ（80A） 3.5 3.9 

(3)管台の厚さ（150A） 3.5 5.3 

 

表－９ 乳化槽の評価結果（鏡板の補強要否確認） 

機器名称 評価項目 
補強を要しない

穴の最大径 (mm) 
穴の径 (mm) 

乳化槽 
(4)鏡板（80A 管台） 102 89.1 

(4)鏡板（150A 管台） 102 165.2※1 

※1 鏡板の穴の補強計算を行う。 

 

表－１０ 乳化槽の評価結果（穴の補強） 

機器名称 評価項目 
補強に必要な 

面積 (mm2) 

補強に有効な 

総面積 (mm2) 

乳化槽 
(5)胴（150A 管台） 12.3 432 

(6)鏡板（150A 管台） 12.3 377 
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2.5 ブロー水受槽，第 2モニタリング槽 

2.5.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－８に示す。 

 

 

ブロー水受槽 

 

第 2 モニタリング槽 

図中の番号は，2.5.2，2.5.3 の番号に対応する。 

 

図－８ ブロー水受槽，第 2モニタリング槽概要図  
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2.5.2 評価方法 

(1) 胴板の厚さの評価 

ブロー水受槽および第 2モニタリング槽の胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうちい

ずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られた場合は 3mm，その他の材料で作られた

場合は 1.5mm とする。 

 

b. 計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
 

t2  ：必要厚さ (mm) 

Di ：胴の内径 (m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 底板の厚さの評価 

基礎等に直接接触する開放タンクの底板の厚さは，3mm 以上であること（PVD-3010 ク

ラス 3容器より）。 

 

(3) 管台の厚さの評価 

管台の必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

管台の外径に応じ設計・建設規格 表 PVC-3980-1 より求めた管台の厚さとす

る。 

 

b. 計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

= ∙ ∙0.204 ∙ ∙ η 
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t2  ：管台の計算上必要な厚さ (mm) 

Di ：管台の内径 (m) 

H ：水頭 (m) 

ρ ：液体の比重。ただし，1未満の場合は 1とする。 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

                                                                                                                             

(4) 胴の穴の補強計算 

a. 補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きく

なるようにすること。（図－９参照） 

 

b. 胴の穴の補強計算は，設計・建設規格 PVD-3512 の規定により，85 ㎜以上の穴

に対して計算する。  
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d ：胴の断面に現れる穴の径 (mm) 

ts ：胴板の最小厚さ (mm) 

tsr ：胴板の計算上必要な厚さ (mm) 

tn ：管台の最小厚さ (mm) 

tnr ：管台の計算上必要な厚さ (mm) 

X1，X2，Y1，Y2 ：補強の有効範囲 (mm) 

Be ：強め材の外径 (mm) 

te ：強め材の厚さ (mm) 

Ar ：補強に必要な面積 (mm2) 

A0 ：補強に有効な総面積 (mm2) 

 

図－９ 補強計算概念図 

  

Be 

t sr
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2.5.3 評価結果 

評価結果を表－１１，１２に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有する

と評価している。 

 

表－１１ ブロー水受槽，第 2モニタリング槽の評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ (mm) 最小厚さ (mm) 

ブロー水受槽 

(1)胴板の厚さ 1.5 2.1 

(2)底板の厚さ 3.0 4.1 

(3)管台の厚さ（25A） 1.7 2.0 

(3)管台の厚さ（50A） 2.4 2.5 

(3)管台の厚さ（80A） 3.5 3.9 

第 2 モニタリング槽 

(1)胴板の厚さ 1.5 2.1 

(2)底板の厚さ 3.0 4.1 

(3)管台の厚さ（25A） 1.7 2.0 

(3)管台の厚さ（50A） 2.4 2.5 

(3)管台の厚さ（80A） 3.5 3.9 

 

表－１２ ブロー水受槽，第 2モニタリング槽の評価結果（胴の穴の補強） 

機器名称 評価項目 
補強に必要な 

面積 (mm2) 

補強に有効な 

総面積 (mm2) 

ブロー水受槽 (4)胴（80A 管台） 6.6 262 

第 2 モニタリング槽 (4)胴（80A 管台） 6.6 262 
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2.6 酸化分解機 

2.6.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１０に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１０ 酸化分解機概要図 

 

 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

(1) 

(3) 

(5) 

(5) 
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2.6.2 評価方法 

(1)側板,底板の評価 

側板及び底板の必要厚さは，以下の計算式より求められる値以上とする。 

 

S
dP

t i
2

 

 

t ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力(SUS304,50℃) (MPa) 

βi ：D/ｄに対する応力係数(-) 

d ：短辺の長さ (mm) 

D ：長辺の長さ (mm) 

 

(2)補強リブの評価 

リブの受け持つ荷重を両端固定梁とみなして計算する。 

 

Z
M  

 

σ ：最大発生応力 (MPa) 

Z ：断面係数 (mm3) 

M ：発生モーメント (N・mm) 

12

2wM  

w ：リブが受ける等分布荷重 (N/mm) 

ℓ ：支点間距離 (mm) 

 

(3)ふた板（上部，下部）の厚さの評価 

ふた板の必要厚さは，以下の計算式により求められる値以上とする。 

JIS B 8265 L.3.2.(a).2 による(円形以外)。 

 

S
ZPdt 25.0  
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t ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

d ：ボルト最小スパン (mm) 

Z ：ふた板の修正係数 (-) 

η ：継手効率 (-) 

 

(4)角フランジの厚さの評価 

JIS B 8280(2003) 附属書 1(規定)フランジ付き非円形胴を適用する。 

 

S
MC

t
S

MC
t gF

F
F

F

6
,6 0  

 
tF ：必要厚さ (mm) 

CF ：荷重修正係数,ただし CF≧1.0 とする (-) 

M0 ：使用状態でフランジに作用する単位長さ当りの全モーメント  

(N・mm/mm) 

Mg ：ガスケット締付時にフランジに作用する単位長さ当りの全モーメント 

(N・mm/mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

 

(5)管台の厚さの評価 

管台に必要な厚さは、次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

 

a. 規格上必要な最小厚さ ：ｔ１ 

 管台の外径に応じて設計・建設規格 表 PVC-3610-1 より求めた管台の厚さと

する。 

 

b. 内面に圧力を受ける管台の必要厚さ：ｔ２ 

 

= ∙2 ∙ ∙ η + 0.8 ∙  

 

t2 ：必要厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 
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D0 ：管台の外径 (mm) 

S ：許容引張応力 (MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

 

2.6.3 評価結果 

評価結果を表－１３，１４に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有する

ことを評価している。 

 

表－１３ 酸化分解機の評価結果（板厚） 

評価項目 必要厚さ（mm） 最小厚さ（mm） 

(1)側板の厚さ 6.0 6.9 

(1)底板の厚さ 4.3 8.1 

(3)ふた板（上部）の厚さ 11.4 14.1 

(3)ふた板（下部）の厚さ 11.4 27.1 

(4)角フランジの厚さ 10.9 17.8 

(5)管台の厚さ（出入口） 0.2 25.0 

(5)管台の厚さ（給電部） 0.2 25.0 

 

表－１４ 酸化分解機の評価結果（リブ） 

評価項目 
発生応力 

（MPa） 

許容引張応力 

（MPa） 

(2)補強リブの厚さ 73 128 
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2.7 主配管 

2.7.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１１に示す。 

 

図
－
１
１
 
配
管
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2.7.2 評価方法 

(1) 管の厚さの評価 

管の厚さは，以下の計算式により求められる値以上とする。 

 

= ∙2 ∙ ∙ η + 0.8 ∙  

 

t ：管の計算上の必要な厚さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

D0 ：管の外径 (mm) 

S ：許容引張応力(MPa) 

η ：継手効率 (-) 

 

(2) 伸縮継手における疲労評価 

伸縮継手については，次の計算式により計算した許容繰り返し回数が，実際の繰り返

し回数以上のものとする。 

 

N = 11031σ
.
 

 

N ：許容繰り返し回数 

σ ：継手部応力 (MPa) 

 

ここで，継手部応力は，調整リングが付いていない場合の以下の式により計算した値

とする。 

 

σ = 1.5 ∙ ∙ ∙
∙ √ ∙ ℎ + ∙ ℎ2 ∙ ∙  

 

E ：材料の弾性係数 (MPa) 

t ：継手部の板の厚さ (mm) 

δ ：全伸縮量 (mm) 

n ：継手部の波の数の 2 倍の値 

b ：継手部の波のピッチの 2 分の 1 (mm) 

h ：継手部の波の高さ (mm) 

P ：最高使用圧力 (MPa) 

c ：継手部の層数 
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2.7.3 評価結果 

評価結果を表－１５，１６に示す。使用する配管の最小厚さは必要厚さに対し厚く，主要

配管は十分な強度を有することを確認した。 

 

表－１５ 配管 強度評価結果 

No. 
外径 

(mm) 
材料 

最高 

使用 

圧力 

(MPa) 

最高 

使用 

温度 

(℃) 

必要 

厚さ  

(mm) 

最小 

厚さ 

(mm) 

① 60.5 SUS304TP 0.4 50 0.10 3.0 

② 48.6 SUS304TP 0.02 40 0.01 2.5 

③ 34.0 SUS304TP 0.4 50 0.06 2.5 

④ 42.7 SUS304TP 0.15 40 0.03 2.5 

⑤ 165.2 SUS316LTP 0.02 40 0.02 4.3 

⑥ 27.2 SUS316LTP 0.3 40 0.04 2.0 

⑦ 13.8 SUS316LTP 0.3 40 0.02 1.5 

⑧ 165.2 SUS304TP 0.3 50 0.20 4.3 

⑨ 114.3 SUS304TP 0.3 50 0.14 3.5 

⑩ 89.1 SUS304TP 0.3 50 0.11 3.5 

⑪ 76.3 SUS304TP 0.3 50 0.09 3.0 

⑫ 42.7 SUS316LTP 0.02 40 0.01 2.5 

⑬ 21.7 SUS316LTP 0.3 40 0.03 2.0 

注1) 継手類及び弁類は JIS の規格品を適用することで，管に対し十分な厚さを有し，管の強度評価に包絡される。 

注2) 必要厚さの計算は，配管仕様毎に最も高い圧力，最も高い温度にて評価を行う。 

表－１６ 伸縮継手の評価結果 

No. 材料 
最高使用 

圧力 (MPa) 

最高使用 

温度 (℃) 

許容繰り返し

回数 (回) 

実際の繰り返

し回数 (回) 

○E1    SUS316L 0.3 40 94.1×103 0.1×103 

○E2  SUS304 0.4 50 498×103 0.1×103 

○E3  SUS304 0.4 50 51.1×103 0.1×103 

○E4  SUS304 0.4 50 83.3×103 0.1×103 
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                                添付資料－４ 

油処理装置の具体的な安全確保策 

 

油処理装置は放射性物質を含む滞留水や浮上油を扱うため，漏えい防止，被ばく低減，可

燃性ガス滞留防止，使用済吸着材の貯蔵について，具体的な安全確保策を以下のとおり定め

実施する。 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 

a. 油と塩化物イオンを含む滞留水を扱うため，接液部は耐放射線性，耐油性，耐食

性を併せ持つ材質を使用する。 

塩化物イオン濃度の高い液体と接する金属部は，耐食性を有するゴムライニング

を施し，ゴムライニングを施せない金属部は耐食性を有する材質を使用する。 

b. 処理水をプロセス主建屋まで移送する配管は耐食性を有するポリエチレン管を

使用する。 

c. 乳化槽の可燃性ガスの排気及び各槽の換気を行う排ガス系統のダクト管は，酸性

ガスの発生を考慮して耐食性を有するポリ塩化ビニル管を使用する。 

(2) 漏えい検知・漏えい拡大防止 

a. 漏えい早期検知として，装置を設置するコンテナには漏えい拡大防止堰を設け

るとともに，漏えい検知器を設ける。漏えい拡大防止堰は，各コンテナに収容さ

れる機器に内包する容量を確保していることから，漏えいが発生した場合でも

漏えい拡大防止堰内に収まり，漏えい拡大防止堰外に漏えいすることはない（図

－１および表－１）。 

b. コンテナ間の連絡配管はトラフ内に敷設する。トラフ内に漏えいした液体は，コ

ンテナの漏えい拡大防止堰内へ導く構造とする。 

c. 処理水をプロセス主建屋へ移送する配管には，トラフを設置し，トラフ内には漏

えい検知器を設ける。 

d. 漏えいを検知した場合は，油処理装置監視室に警報を発報するとともに，油処理

運転を停止させる。 

e. 配管と油処理装置との取合い部はフランジ接続とするが，接続の位置は漏えい

拡大防止堰の内部とすることで，漏えいの拡大を防止する。また、プロセス主建

屋へ処理水を移送する配管はポリエチレン管とし，ポリエチレン管同士の接続

部は漏えい発生防止のため融着構造とする。 

f. 排ガス系統のダクト管は、カバーを設置し二重化を行う。 
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図－１ 漏えい拡大防止堰の寸法（単位：ｍｍ） 

 

 

表－１ 施設外への漏えい拡大防止能力の評価 

名称 

装置保有
水量※1 

(ｍ3) 

設置区画内
床面積※2 

(ｍ2) 

見込み高さ
※３ 

(ｍｍ) 

漏えい廃液を
貯留するため
に必要な堰高

さ 
(ｍｍ) 

漏えい拡
大防止堰
高さ※3 
(ｍｍ) 

評価 
① ② ③ ④=①/② 

×1000＋③ 

⑤ 

ｍ3 ｍ2 ｍｍ ｍｍ ｍｍ 

油水分離 
コンテナ 

7.00 27.56 110.84 364.83 365 以上 
漏えい拡大防
止堰高さ：ｈ
は，装置保有水
量を貯留する
ために必要な
堰高さを満足
しており，施設
外への漏えい
拡大を防止で
きる。 

第１油分解 
コンテナ 

2.59 21.39 4.67 125.75 126 以上 

第２油分解 
コンテナ 

4.48 21.39 8.42 217.86 218 以上 

備考 ※1 保有水量が最大となる装置内に設置する全水槽および配管の総水量としている。 

※2 各コンテナの漏えい拡大防止堰の床面積。 

※3 堰高さ以下にある槽，機器，支持帯，架台，支柱，配管,タイヤスペースについて計上。 

高床部

低床部

ｈ350

12538

93903148

2279

1312

766

サンプピット
接続端子ﾎﾞｯｸｽ

設置ｽﾍﾟｰｽ

・油水分離コンテナ漏えい拡大防止堰高さ： h＝434 mm

高床部

低床部

ｈ350

12538

93903148

サンプピット

・第1油分解コンテナ漏えい拡大防止堰高さ： h＝144 mm
・第2油分解コンテナ漏えい拡大防止堰高さ： h＝244 mm

2279
漏えい検知器

漏えい検知器

単位：ｍｍ 
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2．被ばく低減対策 

（1）油処理装置からの放射線による雰囲気線量当量率（遮へい体を含む機器表面から 1m

の位置）は， 0.1mSv/h 以下を目標とし，適切に遮へいを設ける。また，本装置から

最寄りの敷地境界における直接線・スカイシャイン線の寄与は年間 0.0075mSv とな

る。 

 

評価点 年間線量（mSv/年） 

No.7 0.0075 

 

（2）通常運転時は，油処理装置監視室から遠隔での運転操作及び監視を可能とする。 

（3）保守作業時の運転員の被ばく低減のため，保守作業前に機器のフラッシングが行え

る設計とする。 

（4）油処理装置の運転等に係る放射線業務従事者以外の者が不要に近づくことがないよ

う，標識等を設ける。さらに，放射線レベルの高い区域は，標識を設けて放射線業

務従事者の被ばく低減を図る。 

 

3．可燃性ガス滞留防止対策 

酸化分解機の運転に伴い水の電気分解により可燃性ガス（水素ガス）が発生する。可燃

性ガス（水素ガス）の滞留防止のため以下の対策を実施する。 

(1)通常運転時 

乳化槽で水と分離した可燃性ガス（水素ガス）を，空気により水素可燃限界以下に希

釈して排気する（別添-1を参照）。 

(2)排気の風量低下または可燃性ガス（水素ガス）濃度上昇時 

故障・誤操作により排気風量低下もしくは可燃性ガス（水素ガス）の濃度が上昇した

場合は，電気分解を停止させるとともに，窒素ガスを酸化分解機に注入し，可燃性ガ

ス（水素ガス）と置換する。 

(3)主電源喪失時 

電気分解が停止し，可燃性ガス（水素ガス）発生は停止する。 

 

4．使用済吸着材の取扱いに対する考慮 

油処理装置で発生する固体廃棄物については，容器に保管した上で発電所内の屋外一時

保管エリアにて保管する。 
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5．環境条件に対する対策 

(1) 腐食 

耐腐食性を有するステンレス材，ポリエチレン管等を使用する。 

(2) 熱による劣化 

熱による劣化が懸念されるポリエチレン管については，処理対象水の温度がほぼ常温

のため，熱による材料の劣化の可能性は十分低い。 

(3) 凍結 

屋外に敷設している配管は水を移送している過程では凍結の恐れはないが、水の移送

が停止した場合，凍結による破損が懸念されるため，保温材等を取り付ける。 

(4) 紫外線による劣化 

屋外敷設箇所のポリエチレン管は，トラフ内に設置かつ耐紫外線性を有する保温材で

覆う処置を講ずることで，紫外線による劣化を防止する。屋外敷設箇所のポリ塩化ビ

ニル管は，点検架台下に設置することで，紫外線による劣化を防止する。 

(5) 耐放射線性 

ポリエチレンは，集積線量が 2×105Gy に達すると，引張強度は低下しないが，破

断時の伸びが減少する傾向を示すが，ポリエチレン管の照射線量率を 1Gy/h と仮定

すると，2×105Gy に到達する時間は 2×105 時間（22.8 年）と評価される。そのた

め，ポリエチレン管は数年程度の使用では放射線照射の影響を受けることはないと

考えられる。 

(6) 長期停止中の措置 

油処理装置を長期停止する場合は，必要に応じてフラッシングするとともに，内部

の水抜きを実施し，腐食及び凍結を防止する。  
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可燃性ガス（水素ガス）の排気濃度について 

 

1．概要 

酸化分解機の運転に伴い水の電気分解により可燃性ガス（水素ガス）が発生する。排気

中の水素ガス濃度を水素可燃限界（4％）の 1/10 である 0.4％まで希釈するよう，油処理装

置排ガス系統の必要風量を設定するため，安全上の問題はない。 

 

2．排気の水素ガス濃度評価 

2.1 評価方法 

(1)評価手法 

 酸化分解機への通電量より，電流から水素への変換効率が 100％であると仮定した

場合の最大水素発生量を計算する。 

 油処理装置排ガス系統の水素濃度は，水素可燃限界を十分下回るように設定される。 

 水素ガス発生量と排ガス系統の水素濃度の割合から必要な排気風量を計算する。 

(2)水素ガス発生量 

酸化分解機に通電される電流量は油処理装置全体で 14,400(A)であり，定電流電源

によって供給されるためこの電流量は装置の電気抵抗変動に影響されず一定である。 

1 モルの水素ガス発生に必要な理論電気量は 53.6(Ah/mol)(3.引用文献(1)参照）であるこ

とから，油処理装置の 1時間当たりの水素ガス発生量は 6.0(m3/h)が最大値となる。 

(3)排気の水素濃度 

油処理装置排ガス系統の水素濃度は，水素可燃限界（4％）の 1/10 である 0.4％と

する。 

(4)必要排気風量 

必要排気風量は，水素ガス希釈用風量(水素ガス発生量を水素可燃限界(4％)の

1/10 に希釈するために必要な風量)とミスト拡散防止用風量（各槽の気相部を 3 回/h

以上換気可能な風量）の和となるので，約 1,516(m3/h)となる。 

2.2 評価結果 

評価の結果，必要排気風量は約 1,516(m3/h)となるため，定格風量 1,800(m3/h)の

吸引ファンを用いることで安全上の問題はないと判断する。 

3. 引用文献 

(1)水素エネルギーシステム vol.36,1,11-16「水電解技術の現状と課題」（2011）光島ら 

 

別添－１ 
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添付資料－５ 

油処理装置に係る確認事項 

 

1．油水分離装置 

油水分離装置に係る主要な確認事項を表－１～５に示す。 

溶接検査に関する確認事項を表－６に示す。性能に関する確認事項を表－７に示す。 

 

表－１ 確認事項（集合槽（受水槽，第 1モニタリング槽，循環槽，均一化槽），浮上分離

槽，樹脂充填塔） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

寸法確認 実施計画に記載した主要寸法に

ついて記録を確認する。 

寸法が許容範囲内である

こと。 

外観・据付

確認※1 

 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態

を確認する。 

 

有意な欠陥がないこと。実

施計画のとおり施工・据付

されていること。 

耐圧・漏え

い確認 

受水槽，第 1 モニタリング槽，

循環槽，均一化槽，浮上分離槽：

静水頭圧力で保持した後，同圧

力に耐えていることを確認す

る。 

耐圧確認終了後，耐圧部分から

の漏えいの有無も確認する。 

静水頭圧力に耐え，かつ構

造物の変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 

樹脂充填塔： 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で

保持した後，同圧力に耐えてい

ることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分から

の漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍の

水圧に耐え，かつ構造物の

変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 

※1 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。  
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表－２ 確認事項（原水ポンプ，樹脂充填塔送りポンプ，処理水返送ポンプ，浮上油移送

ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

外観・据付

確認※2 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態を

確認する。 

 

有意な欠陥がないこと。

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

漏えい確認 運転圧力で耐圧部からの漏えいの

有無を確認する。 

耐圧部からの漏えいがな

いこと。 

性能 

運転性能確

認※2 

ポンプの運転確認を行う。 

 

実施計画に記載した容量

を満足すること。 

また，異音，異臭，異常振

動等がないこと。 

※2 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－３－１ 確認事項（主配管（鋼管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

寸法確認 実施計画に記載した外径，厚さに

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

外観・据付

確認※3 

各部の外観を確認する。 

配管の据付位置および据付状態

を確認する。 

 

有意な欠陥がないこと。 

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

耐圧・漏え

い確認 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で

保持した後，同圧力に耐えている

ことを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍の

水圧に耐え，かつ構造物

の変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えい

がないこと。 

※3 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－３－２ 確認事項（主配管（ポリエチレン管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度・ 

耐震性 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

寸法確認 実施計画に記載した外径につい

て記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

外観・据付

確認※4 

各部の外観を確認する。 

配管の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。 

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

耐圧・漏え

い確認 

※4 

最高使用圧力以上の水圧で保持

した後，同圧力に耐えていること

を確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力以上の水圧

に耐え，かつ構造物の変

形がないこと。 

また，耐圧部から漏えい

がないこと。 

※4 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－３－３ 確認事項（主配管（伸縮継手）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度・ 

耐震性 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりである

こと。 

寸法確認 実施計画に記載した指定サイズ

（呼び径）であることを確認す

る。 

指定サイズ（呼び径）であ

ること。 

外観・据付

確認※5 

各部の外観を確認する。 

配管の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。 

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

耐圧・漏え

い確認 

最高使用圧力の 1.25 倍以上の気

圧で保持した後，同圧力に耐えて

いることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.25 倍

以上の気圧に耐え，かつ

構造物の変形等がないこ

と。 

また，耐圧部から漏えい

がないこと。 

※5 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－４ 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観・据付確

認 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこ

と。実施計画のとおり

施工・据付されている

こと。 

機能 

漏えい警報

確認 

「漏えい」※6の信号により，警報

が発生することを確認する。 

「漏えい」※6 の信号に

より警報が発生するこ

と。 

※6 : 漏えい検知器により信号名称は異なる。 

 

表－５ 確認事項（漏えい拡大防止堰） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

漏 え い 防

止 

寸法確認 実施計画に記載した主要寸法に

ついて記録を確認する。 

寸法が許容範囲内であ

ること。 

外観確認※7 各部の外観を確認する。 

 

有意な欠陥がないこ

と。 

※7 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－６ 確認事項（集合槽（受水槽，第 1モニタリング槽，循環槽，均一化槽），浮上分離

槽，樹脂充填塔，鋼管） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

溶接検査 

材料確認 溶接に使用する材料が，溶接規格

等に適合するものであり，溶接施

工法の母材の区分に適合すること

を確認する。 

使用する材料が，溶接規格

等に適合するものであり，

溶接施工法の母材の区分に

適合すること。 

開先検査 開先形状等が溶接規格等に適合す

るものであることを確認する。 

開先形状等が溶接規格等に

適合するものであること。 

溶接作業

検査 

あらかじめ確認された溶接施工法

または実績のある溶接施工法また

は管理されたプロセスを有する溶

接施工法であることを確認する。 

あらかじめ確認された溶接士によ

る溶接が行われていることを確認

する。 

あらかじめ確認された溶接

施工法及び溶接士により溶

接施工が行われているこ

と。 

非破壊検

査 

溶接部について非破壊検査を行

い，その試験方法及び結果が溶接

規格等に適合するものであること

を確認する。 

 

溶接部について非破壊検査

を行い，その試験方法及び

結果が溶接規格等に適合す

るものであること。 

機械試験 溶接部を代表する試験片にて機械

試験を行い，当該試験片の機械的

性質が溶接規格等に適合している

ものであることを確認する。 

溶接部を代表する試験片に

て機械試験を行い，当該試

験片の機械的性質が溶接規

格等に適合しているもので

あること。 

耐圧・漏

えい検査 

受水槽，第 1モニタリング槽，循

環槽，均一化槽，浮上分離槽： 

静水頭圧力で保持した後，同圧力

に耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

静水頭圧力に耐え，かつ構

造物の変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 

 

樹脂充填塔： 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保

持した後，同圧力に耐えているこ

とを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍の水

圧に耐え，かつ構造物の変

形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 
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鋼管： 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保

持した後，同圧力に耐えているこ

とを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの

漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍の水

圧に耐え，かつ構造物の変

形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えいが

ないこと。 

外観検査※8 各部の外観を確認する。 

 

 

外観上，傷・へこみ・変形等

の異常がないこと。 

※8 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－７ 確認事項（油水分離装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

性能 

性能確認 通常運転状態にて通油状態を確認

する。 

通常運転状態にて，油分解

装置（乳化槽）へ通油され

ること。 

 

通常運転状態にて通水状態を確認

する。 

通常運転状態にて，プロセ

ス主建屋へ通水されるこ

と。 
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2．油分解装置 

油分解装置に係る主要な確認事項を表－８～１３に示す。 

排ガス系統に係る構造強度および機能に関する確認事項を表－１４に示す。 

性能に関する確認事項を表－１５に示す。 

 

表－８ 確認事項（乳化槽，ブロー水受槽，油吸着樹脂塔，第 2モニタリング槽） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

材料確認 実施計画に記載した主な材料につ

いて記録を確認する。 

実施計画のとおりであ

ること。 

寸法確認 実施計画に記載した主要寸法につ

いて記録を確認する。 

寸法が許容範囲内であ

ること。 

外観・据付

確認※9 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態を

確認する。 

 

有意な欠陥がないこ

と。実施計画のとおり

施工・据付されている

こと。 

耐圧・漏え

い確認 

乳化槽，ブロー水受槽，第 2モニタ

リング槽： 

静水頭圧力で保持した後，同圧力に

耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無も確認する。 

静水頭圧力に耐え，か

つ構造物の変形等がな

いこと。 

また，耐圧部から漏え

いがないこと。 

油吸着樹脂塔： 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保

持した後，同圧力に耐えていること

を確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍

の水圧に耐え，かつ構

造物の変形等がないこ

と。 

また，耐圧部から漏え

いがないこと。 

※9 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－９ 確認事項（循環ポンプ，ブロー水受槽送りポンプ，油吸着樹脂塔送りポンプ，処

理水第 1 モニタリング槽送りポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

外観・据付

確認※10 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態を

確認する。 

 

有意な欠陥がないこ

と。実施計画のとおり

施工・据付されている

こと。 

漏えい確認 運転圧力で耐圧部からの漏えいの

有無を確認する。 

耐圧部からの漏えいが

ないこと。 

性能 

運転性能確

認※10 

ポンプの運転確認を行う。 

 

実施計画に記載した容

量を満足すること。 

また，異音，異臭，異常

振動等がないこと。 

※10 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－１０ 確認事項（酸化分解機） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

材料確認 実施計画に記載した主な材料につ

いて記録を確認する。 

実施計画のとおりであ

ること。 

寸法確認 実施計画に記載した主要寸法につ

いて記録を確認する。 

寸法が許容範囲内であ

ること。 

外観・据付

確認※11 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態を

確認する。 

有意な欠陥がないこ

と。実施計画のとおり

施工・据付されている

こと。 

耐圧・漏え

い確認 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で保

持した後，同圧力に耐えていること

を確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏

えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍

の水圧に耐え，かつ構

造物の変形等がないこ

と。 

また，耐圧部から漏え

いがないこと。 

※11 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－１１－１ 確認事項（主配管（鋼管）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度・ 

耐震性 

 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりであ

ること。 

寸法確認 実施計画に記載した外径，厚さ

について記録を確認する。 

実施計画のとおりであ

ること。 

外観・据付確

認※12 

各部の外観を確認する。 

配管の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。 

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

耐圧・漏えい

確認 

最高使用圧力の 1.5 倍の水圧で

保持した後，同圧力に耐えてい

ることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分から

の漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の1.5倍の

水圧に耐え，かつ構造物

の変形等がないこと。 

また，耐圧部から漏えい

がないこと。 

※12 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－１１－２ 確認事項（主配管（伸縮継手）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度・ 

耐震性 

材料確認 実施計画に記載した主な材料に

ついて記録を確認する。 

実施計画のとおりであ

ること。 

寸法確認 実施計画に記載した指定サイズ

（呼び径）であることを確認す

る。 

指定サイズ（呼び径）で

あること。 

外観・据付確

認※13 

各部の外観を確認する。 

配管の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。 

実施計画のとおり施工・

据付されていること。 

耐圧・漏えい

確認 

最高使用圧力の 1.25 倍以上の気

圧で保持した後，同圧力に耐え

ていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分から

の漏えいの有無も確認する。 

最高使用圧力の 1.25 倍

以上の気圧に耐え，かつ

構造物の変形等がない

こと。 

また，耐圧部から漏えい

がないこと。 

※13 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 
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表－１２ 確認事項（漏えい検出装置及び警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度 

 

外観・据付

確認 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。実

施計画のとおり施工・据付

されていること。 

機能 
漏えい 

警報確認 

「漏えい」※14の信号により，警

報が発生することを確認する。 

「漏えい」※14 の信号によ

り警報が発生すること。 

※14 : 漏えい検知器により信号名称は異なる。 

 

表－１３ 確認事項（漏えい拡大防止堰） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

漏 え い 防

止 

寸法確認 実施計画に記載した主要寸法

について記録を確認する。 

寸法が許容範囲内である

こと。 

外観確認※15 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

※15 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－１４ 確認事項（排ガス系統） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

 

構造強度 

 

外観・据付

確認※16 

各部の外観を確認する。 

機器の据付位置および据付状態

を確認する。 

有意な欠陥がないこと。実

施計画のとおり施工・据付

されていること。 

機能 

運 転 性 能

確認※16 

運転状態での風量を確認する。 

 

運転状態での装置の状態を確認

する。 

排気風量が必要排気風量

を下回らないこと。 

 

異音，異臭，振動，変形等

の異常がないこと。 

※16 : 現地では実施可能な範囲とし，必要に応じて記録を確認する。 

 

表－１５ 確認事項（油分解装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

性能 

性能確認 通常運転状態にて通水状態を確

認する。 

 

通常運転状態にて，集合槽

（第１モニタリング槽）へ

通水されること。 
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2.44  放射性固体廃棄物等の管理施設及び関連施設（増設雑固体廃棄物焼却設備） 

2.44.1 基本設計 

2.44.1.1 設置の目的 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，放射性固体廃棄物等（その他雑固体廃棄物，使用済樹脂，

瓦礫類，伐採木，使用済保護衣等）で処理可能なものについて焼却処理することを目的とす

る。 

 

2.44.1.2 要求される機能 

放射性固体廃棄物等の処理にあたっては，その廃棄物の性状に応じて適切に処理し，遮へ

い等の適切な管理を行うことにより，敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。 

 

2.44.1.3 設計方針 

(1) 放射性固体廃棄物等の処理 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，放射性固体廃棄物等の処理過程において放射性物質の散

逸等の防止を考慮した設計とする。具体的には，焼却処理により発生する焼却灰は専用の密

閉できる保管容器に詰めて密閉し，固体廃棄物貯蔵庫などの遮へい機能を有する設備に貯

蔵保管する。処理過程においては，系統を負圧にし，放射性物質が散逸しない設計とする。 

 

(2) 放射性気体廃棄物の考慮 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，敷地周辺の線量を合理的に達成できる限り低減できるよ

うに，焼却処理に伴い発生する排ガス及び汚染区域の排気を，フィルタを通し放射性物質を

十分低い濃度になるまで除去した後，本建屋専用の排気筒から放出する設計としており，放

出された粒子状の放射性物質の濃度は，試料放射能測定装置により，法令に定める濃度限度

を下回ることを確認する。 

なお，モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視しており，定められた値を

上回った場合は，焼却運転を自動停止させる設計とする。 

 

(3) 構造強度 

「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計･建設規格」（以下，「設計･建設規格」と

いう。）に従うことを基本方針とし，必要に応じて JISや製品規格に従った設計とする。 

 

(4) 耐震性 

増設雑固体廃棄物焼却設備の耐震設計は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（平成 18年 9月 19日）に従い設計するものとする。 
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(5) 火災防護 

火災の早期検知に努めるとともに，消火設備を設けることで初期消火を可能にし，火災に

より安全性を損なうことのないようにする。 

 

(6) 被ばく低減 

増設雑固体廃棄物焼却設備は放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達

成できる限り低減できるように，遮へい，機器の配置，放射性物質の漏えい防止，換気等の

所要の放射線防護上の措置を講じた設計とする。 

また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するため，遮へい等の所要の放射線防護上の

措置を講じた設計とする。 

 

2.44.1.4 供用期間中に確認する項目 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，焼却設備のフィルタとモニタリング設備の健全性を維持

することにより排気筒から放出する排ガスについて，放射性物質の濃度を環境に放出可能

な値まで低減できていること。 

 

2.44.1.5 主要な機器 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，新たに設置する建屋内に設置され，焼却設備，換気空調設

備，モニタリング設備等で構成され，放射性固体廃棄物等で処理可能なものを焼却する。 

 

(1) 焼却設備 

焼却設備はロータリーキルン･ストーカ・二次燃焼器（以下，焼却機器という。），排ガ

ス冷却器，バグフィルタ，プレフィルタ，一次排ガスフィルタ，二次排ガスフィルタ，排ガ

スブロワ，排ガス補助ブロワ，排気筒で構成される。 

焼却機器は，ロータリーキルンを回転させることで攪拌させ，かつストーカ上で時間をか

けて焼却処理を行い，二次燃焼器で排ガスを 800℃以上で２秒以上の滞留で完全燃焼させ，

ダイオキシン類を完全に分解し安定した性状の排ガスを排ガス冷却器へ供給する。 

排ガス冷却器では，水噴霧により排ガスを急冷しダイオキシン類の再合成を防止すると

ともに，高温に達した排ガスをフィルタ類で処理できる温度まで冷却する。 

バグフィルタはケーシング内にろ布が装着され，排ガスを通すことによりろ布表面で集

塵を行う。ダストが堆積した場合，逆洗により定期的にダストを払い落とし，回収を行う。

なお，当該設備の除染係数（以下，ＤＦとする。）は 10以上を確保する。 

一次排ガスフィルタ，二次排ガスフィルタは粒径 0.3μmに対して 99.97%の粒子捕集率が

あるＨＥＰＡフィルタで構成され，バグフィルタで集塵しきれなかった排ガス中の微粒子

を回収する。当該設備ではＨＥＰＡフィルタを一次排ガスフィルタ，二次排ガスフィルタの

2 段直列に配置することでＤＦ＝105 以上を確保する。なお，ＨＥＰＡフィルタの目詰まり
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抑制のため，その前段にプレフィルタを設ける。 

排ガスブロワは，一連の系統を吸引しフィルタにて処理された排ガスを排気筒へ送り出

す。また，系統を負圧にし，放射性物質の散逸等を防止する。 

これらの焼却設備のＤＦは系統全体で 106以上である。 

なお，焼却処理にて発生する焼却灰は専用の密閉できる保管容器に保管する。 

 

(2) 増設雑固体廃棄物焼却設備建屋 

増設雑固体廃棄物焼却設備建屋（以下，増設焼却炉建屋という。）は，鉄筋コンクリート

造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造および一部鉄骨造）の地上 5階で，平面が約 80m（東西方

向）×約 51m（南北方向）の建物で，地上高さは約 39mである。 

 

(3) 換気空調設備 

換気空調設備は，送風機，排風機，排気フィルタ等で構成する。 

送風機，排風機は，それぞれ 50%容量のもの 3台で構成する。建屋内に供給された空気は，

フィルタを通した後，排風機により排気筒から大気に放出する。 

 

(4) モニタリング設備 

排気筒において排ガス中の放射性物質濃度をガス放射線モニタ及びダスト放射線モニタ

により監視する。 

 

(5) 遮へい壁 

焼却設備，雑固体廃棄物，焼却灰からの放射線に対し，放射線業務従事者等を保護する目

的として，主に機器まわりのコンクリート壁･天井による遮へいを行う。 

また，敷地周辺の線量を達成できる限り低減するために，雑固体廃棄物及び焼却灰からの

放射線について，建屋のコンクリート壁･天井により遮へいを行う。 

 

2.44.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

増設焼却炉建屋は，アウターライズ津波が到達しないと考えられる T.P.約 32m の場所に

設置する。このため，津波の影響は受けない。 

 

(2) 火災 

増設焼却炉建屋内では，可燃性の雑固体廃棄物を一時保管し，燃料を使用するため，火災

報知設備，消火栓設備，消火設備，消火器等を消防法及び関係法令に基づいて適切に設置し，

火災の早期検知，消火活動の円滑化を図る。 
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(3) その他の自然災害（台風，竜巻，積雪等） 

 台風・竜巻など暴風時に係る建屋の設計は，建築基準法及び関係法令に基づく風圧力に対

して耐えられるように設計する。なお，その風圧力は，その地方における観測記録に基づく

ものとする。豪雨に対しては，構造設計上考慮することはないが，屋根面の排水等，適切な

排水を行うものとする。 

その他自然現象としては，積雪時に係る建屋の設計は，建築基準法及び関係法令，福島県

建築基準法施行細則第 19条に基づく積雪荷重に耐えられるように設計する。なお，その積

雪荷重は，その地方における垂直積雪量を考慮したものとする。 

 

2.44.1.7 構造強度及び耐震性 

(1) 強度評価の基本方針 

増設雑固体廃棄物焼却設備を構成する機器は，「発電用原子力設備に関する技術基準を定

める省令」において，廃棄物処理設備に該当することから，クラス３に位置付けられる機器

を含む。「設計･建設規格」のクラス３に該当するものについては，同規格に準拠した設計･

製作･検査を行う。 

 

(2) 耐震性評価の基本方針 

増設雑固体廃棄物焼却設備の耐震設計は，「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（平成 18 年 9 月 19 日）に従い設計するものとする。また，耐震性を評価するにあたって

は，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」を準用する。 

 

2.44.1.8 機器の故障への対応 

2.44.1.8.1 機器の単一故障 

(1) 負圧維持機能を有する動的機器の故障 

増設雑固体廃棄物焼却設備の負圧維持機能を有する動的機器に関しては予備機を設置す

る。負圧維持機能を有する排ガスブロワと排ガス補助ブロワは同時に運転することはない

ことから，いずれか一方が故障した場合には，もう一方の運転継続により負圧維持が可能と

なる。 

 

(2) モニタリング設備の故障 

ガス放射線モニタ及びダスト放射線モニタは，２チャンネルを有し，１チャンネル故障時

でも他の１チャンネルで排気筒における放射性物質濃度を監視可能とする。 

 

(3) その他の主要な機器の故障 

その他の主要な機器が故障した場合，速やかに焼却運転を停止させる。 
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(4) 電源喪失 

増設雑固体廃棄物焼却設備の電源は２系統より受電する設計とし，１系統からの受電が

停止した場合でも全ての負荷に給電できる構成とする。 

 

2.44.1.8.2 複数の設備が同時に機能喪失した場合 

増設雑固体廃棄物焼却設備の複数の設備が同時に機能喪失した場合，速やかに焼却処理

を停止する。外部電源喪失した場合，廃棄物の供給は停止するため，焼却は自然に停止に向

かう。 
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2.44.2 基本仕様 

2.44.2.1 主要仕様 

(1) 焼却設備 

a. ロータリーキルン･ストーカ・二次燃焼器 

名     称 
ロータリーキルン･ストーカ 

・二次燃焼器 

容     量 kcal/h/基 
約 13400000 

（廃棄物 3960kg/h相当） 

ロ
ー
タ
リ
ー
キ
ル
ン 

主
要
寸
法 

長     さ mm 8000 

胴  外  径 mm 3750 

外 殻 厚 さ mm 25 

材料 外     殻 ― SS400 

ス
ト
ー
カ 

主
要
寸
法 

た     て mm 9262 

横 mm 3158 

高     さ mm 7304 

外 殻 厚 さ mm 9 

材料 外     殻 ― SS400 

二
次
燃
焼
器 

主
要
寸
法 

た     て mm 3718 

横 mm 3718 

高     さ mm 12219 

外 殻 厚 さ mm 9 

材料 外     殻 ― SS400 

基 数 基 1 

 

 b. 排ガス冷却器 

名     称 排ガス冷却器 

主
要
寸
法 

高     さ mm 26023 

胴  外  径 mm 4468 

外 殻 厚 さ mm 9 

材 
料 外     殻 － SS400 

基     数 基 1 
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c. バグフィルタ 

名     称 バグフィルタ 

容     量 Nm3/h/基 62000 

主
要
寸
法 

た     て mm 10720 

横 mm 3060 

高     さ mm 12000 

材 
料 ケ ー シ ン グ － SS400 

基     数 基 1 

 

d. プレフィルタ 

名     称 プレフィルタ 

容     量 Nm3/h/基 31000 

主
要
寸
法 

胴  外  径 mm 2924 

長     さ mm 4600 

材 
料 ケ ー シ ン グ － SS400 

基     数 基 2 

 

e. 一次排ガスフィルタ 

名     称 一次排ガスフィルタ 

容     量 Nm3/h/基 31000 

主
要
寸
法 

胴  外  径 mm 2924 

長     さ mm 6150 

材 
料 ケ ー シ ン グ － SS400 

基     数 基 2 

 

f. 二次排ガスフィルタ 

名     称 二次排ガスフィルタ 

容     量 Nm3/h/基 31000 

主
要
寸
法 

胴  外  径 mm 2924 

長     さ mm 6150 

材 
料 ケ ー シ ン グ － SS400 

基     数 基 2 
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g. 排気筒 

名     称 排気筒 

主 
要 
寸 
法 

胴  外  径 mm 2518 

高     さ mm 16000 

材 
料 胴     板 － SUS304 

基     数 基 1 

 

 h. 煙道 

名     称 煙道 

主 
要 
寸 
法 

外 径 ／ 厚 さ mm 
1524.0／12.0 

1117.6／12.0 

材 
料 本     体 － SS400 

 

i. 排ガスブロワ 

 容  量  62000Nm3/h/基 

 基  数  1 

 

j. 排ガス補助ブロワ 

 容  量  6800Nm3/h/基 

 基  数  1 
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(2) 廃液処理設備 

 a. 建屋ドレンサンプタンク 

名     称 建屋ドレンサンプタンク 

容     量 m3/基 4.5 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 2000 

胴 板 厚 さ mm 6 

鏡 板 厚 さ mm 6 

平 板 厚 さ mm 12 

高     さ mm 1944 

材 

料 

胴     板 － SUS304 

鏡     板 － SUS304 

基     数 基 1 

制 御 方 法 － 液位高による警報発報回路 

 

 b. サンプルタンク 

名     称 サンプルタンク 

容     量 m3/基 4.5 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 2000 

胴 板 厚 さ mm 6 

鏡 板 厚 さ mm 6 

平 板 厚 さ mm 12 

高     さ mm 1944 

材 

料 

胴     板 － SUS304 

鏡     板 － SUS304 

基     数 基 1 

制 御 方 法 － 
液位高による受入停止回路 

液位高高による警報発報回路 
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c. 建屋ドレンポンプ 

容  量  2.4m3/h基 

 基  数  1 

 

 d. サンプルポンプ 

容  量  2.4m3/h/基 

 基  数  1 

 

 e. 主配管 

名 称 仕 様 

建屋ドレンポンプから 

サンプルタンクまで 

（鋼管） 

外径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

48.6mm／3.7mm 
27.2mm／2.9mm 
SUS304TP 
0.78MPa 
66℃ 

サンプルポンプから 

移送容器接続口まで 

（鋼管） 

外径／厚さ 
 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

48.6mm／3.7mm 
27.2mm／2.9mm 
SUS304TP 
0.78MPa 
66℃ 

 

f. 施設外への漏えいの拡大を防止するための堰その他の設備 

名  称 ドレンタンク室             F-1 

主要寸法 
堰の高さ 30cm以上 

床・壁の塗装 床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面 

材  料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

取 付 箇 所 増設焼却炉建屋 地上 1階 

 

名  称 
増設焼却炉建屋 1階の施設外との境界壁面 

及びこれに囲まれた床面 

主要寸法 
堰の高さ － 

床・壁の塗装 床面及び床面から 5cm以上までの壁面 

材  料 
堰 － 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

取 付 箇 所 増設焼却炉建屋 地上 1階 

 

 

F-2 

F-3 
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名  称 

搬出入室トラックヤード出入口      F-4 

送風機室前室出入口           F-5 

焼却炉室通路出入口           F-6 

出入管理エリア出入口          F-7 

主要寸法 
堰の高さ 5cm以上 

床・壁の塗装 床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面 

材  料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

取 付 箇 所 増設焼却炉建屋 地上 1階 

 

名  称 
増設焼却炉建屋 4階の施設外との境界壁面 

及びこれに囲まれた床面 

主要寸法 
堰の高さ － 

床・壁の塗装 床面及び床面から 5cm以上までの壁面 

材  料 
堰 － 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

取 付 箇 所 増設焼却炉建屋 地上 4階 

 

名  称 
排気室出入口              F-9 

排気室出入口              F-10 

主要寸法 
堰の高さ 5cm以上 

床・壁の塗装 床面及び床面から堰の高さ以上までの壁面 

材  料 
堰 鉄筋コンクリート 

床・壁の塗装 エポキシ樹脂 

取 付 箇 所 増設焼却炉建屋 地上 4階 

 

 g. 漏えいの検出装置及び自動警報装置 

 建屋ドレンサンプタンク，サンプルタンク   G-1 

名  称 漏えい検出装置 警報装置 

検出器の種類 電極式 － 

動作範囲 ドレンタンク室集水ます底面

＋20mm 

～ドレンタンク室 1階床面 

ドレンタンク室集水ます底面

＋20mm 

～ドレンタンク室 1階床面 

取付箇所 ドレンタンク室 制御室表示 

F-8 
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(3) 換気空調設備 

a. 送風機 

 容  量  52500m3/h/基 

 基  数  3 

 

 b. 排風機 

 容  量  105000m3/h/基 

 基  数  3 

 

 c. 排気フィルタ 

名     称 排気フィルタ 

容     量 m3/h/基 70000 

主
要
寸
法 

た     て mm 3070 

横 mm 4890 

高     さ mm 3030 

基     数 基 4 

 

(4) モニタリング設備 

名  称 検出器の種類 計測範囲 取付箇所 

ダスト放射線モニタ シンチレーション 10-1～105 s-1 増設雑固体廃棄物焼却設備排

気筒出口 

合計 2チャンネル 

（監視・記録は制御室） 

ガス放射線モニタ シンチレーション 10-1～105 s-1 増設雑固体廃棄物焼却設備排

気筒出口 

合計 2チャンネル 

（監視・記録は制御室） 
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（5） 補助遮へい 

種類 
主要寸法 

（mm） 
冷却方法 材料 

補
助
遮
へ
い 

増
設
焼
却
炉
建
屋 

送風機室 

南壁 

(1階) 
500 

自然冷却 
普通コンクリート 

（密度 2.15g／cm3以上） 

南壁 

(2階) 
500 

南壁 

(3階) 
500 

天井 

(3階) 
300 

送風機室前室 

北壁 

(1階) 
500 

東壁 

(1階) 
500 

搬出入室 

西壁 

(1階) 
500 

西壁 

(2階) 
500 

西壁 

(3階) 
500 

搬出入室 

トラックヤード 

西壁 

(1階) 
500 

南壁 

(1階) 
500 

西壁 

(2階) 
500 

南壁 

(2階) 
500 

西壁 

(3階) 
500 

南壁 

(3階) 
500 

灰充填室通路 
南壁 

(1階) 
500 
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種類 
主要寸法 

（mm） 
冷却方法 材料 

補
助
遮
へ
い 

増
設
焼
却
炉
建
屋 

焼却炉室 

東壁 

(2階) 
650 

自然冷却 
普通コンクリート 

（密度 2.15g／cm3以上） 

南壁 

(2階) 
500 

東壁 

(3階) 
500 

南壁 

(3階) 
500 

東壁 

(4階) 
350 

南壁 

(4階) 
500 

西壁 

(5階) 
300 

南壁 

(5階) 
300 

天井 

(5階) 
200 

焼却炉室通路 
南壁 

(1階) 
500 

廃棄物貯留ピット 

北壁 

(1階) 
500 

東壁 

(1階) 
650 

北壁 

(2階) 
500 

東壁 

(2階) 
650 

東壁 

(3階) 
500 

東壁 

(4階) 
350 

灰ホッパ室 

南壁 

(2階) 
500 

南壁 

(3階) 
500 

給気フィルタ室 
天井 

(2階) 
300 
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種類 
主要寸法 

（mm） 
冷却方法 材料 

補
助
遮
へ
い 

増
設
焼
却
炉
建
屋 

廃棄物受入室 

北壁 

(3階) 
350 

自然冷却 
普通コンクリート 

（密度 2.15g／cm3以上） 

西壁 

(3階) 
500 

東壁 

(3階) 
500 

北壁 

(4階) 
350 

東壁 

(4階) 
350 

クレーン操作室 

北壁 

(3階) 
200 

東壁 

(3階) 
200 

南壁 

(3階) 
200 

天井 

(3階) 
200 

排気室 

北壁 

(4階) 
350 

西壁 

(4階) 
350 

天井 

(4階) 
300 

廃油タンク室 

西壁 

(4階) 
350 

南壁 

(4階) 
500 

天井 

(4階) 
300 

排水タンク室 

南壁 

(4階) 
500 

天井 

(4階) 
300 

冷却水タンク室 

南壁 

(4階) 
500 

天井 

(4階) 
300 
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種類 
主要寸法 

（mm） 
冷却方法 材料 

補
助
遮
へ
い 

増
設
焼
却
炉
建
屋 

排ガスモニタ室 
北壁 

(4階) 
350 

自然冷却 
普通コンクリート 

（密度 2.15g／cm3以上） 

排ガス処理室 

北壁 

(5階) 
300 

西壁 

(5階) 
300 

天井 

(5階) 
200 

クレーン保守エリア 

北壁 

(5階) 
300 

東壁 

(5階) 
300 

天井 

(5階) 
300 

廃棄物供給室 

東壁 

(5階) 
300 

天井 

(5階) 
300 

廃棄物供給室前室 

南壁 

(5階) 
300 

天井 

(5階) 
300 
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2.44.3 添付資料 

添付資料－1  焼却設備概略系統図 

添付資料－2  増設雑固体廃棄物焼却設備の全体概要図 

添付資料－3  増設焼却炉建屋平面図 

添付資料－4  換気空調設備概略系統図 

添付資料－5  排気中の放射性物質濃度に係る説明書 

添付資料－6  設定根拠に関する説明書  

添付資料－7   廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面 

添付資料－8  増設焼却炉建屋の構造強度に関する検討結果 

添付資料－9  安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 

添付資料－10 非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 

添付資料－11 火災防護に関する説明書並びに消火設備の取付箇所を明示した図面 

添付資料－12 生体遮へい装置の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 

添付資料－13 補助遮へいに関する構造図 

添付資料－14 放射性物質の散逸防止に関する説明書 

添付資料－15 増設雑固体廃棄物焼却設備の設置について 

添付資料－16 増設雑固体廃棄物焼却設備に係る確認事項 

添付資料－17 増設雑固体廃棄物焼却設備の耐震性に関する説明書 

添付資料－18 増設雑固体廃棄物焼却設備の強度に関する説明書 

添付資料－19 増設雑固体廃棄物焼却設備に関する構造図 

添付資料－20 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力についての計算書 

添付資料－21 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に 

関する説明書 
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添付資料－1 

 

図－２ モニタリング設備概略系統図 

排気筒 

ダスト放射線 
モニタ 

ダスト放射線 
モニタ 

ガス放射線 
モニタ 

ガス放射線 
モニタ 

図－１ 焼却設備概略系統図 

ストーカ 

二次燃焼器 

排ガス冷却器 

プレフィルタ 一次排ガス 
フィルタ 

二次排ガス 
フィルタ 

廃棄物 

ロータリー 
キルン 

バグフィルタ 

 

排ガスブロワ 

モニタリング 
設備

排気筒 

排ガス補助ブロワ 
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添付資料－2 

 

   

図－１ 増設雑固体廃棄物焼却設備の全体概要図 

 増設雑固体廃棄物焼却設備 
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増設焼却炉建屋 １階 

増設焼却炉建屋 ２階 

添付資料－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（１／６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（２／６） 
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増設焼却炉建屋 ４階 

増設焼却炉建屋 ３階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（３／６） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（４／６） 
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増設焼却炉建屋 屋上階 

増設焼却炉建屋 ５階 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（５／６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 増設焼却炉建屋平面図（６／６） 
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添付資料-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図－１ 換気空調設備概略系統図 

  

屋外へ 

送風機 

給気フィルタ 

外気 非管理区域 

給気コイル 

排気フィルタ 

排風機 

管理区域 

排気筒 
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添付資料－5 

排気中の放射性物質濃度に係る説明書 

 

1. 廃棄物の放射能濃度 
 雑固体廃棄物の放射能濃度を表－１に示す。 
 

表－１ 雑固体廃棄物の放射能濃度 
核種 放射能濃度 

（Bq/kg） 
Mn-54 3.4E+03 

Co-58 1.6E+01 

Co-60 9.6E+03 

Sr-89 1.3E+02 

Sr-90 8.4E+05 

Ru-103 1.2E-01 

Ru-106 3.2E+04 

Sb-124 1.7E+01 

Sb-125 3.0E+04 

I-131 3.2E-22 

Cs-134 2.9E+05 

Cs-136 2.1E-14 

Cs-137 7.9E+05 

Ba-140 1.4E-12 

α 2.2E+01 

合計 2.0E+06 

 
2. 排気中の放射性物質濃度 

 焼却機器の処理能力 3960kg/h，系統全体の除染係数 106以上（焼却機器で 5，バグフィル

タで 10，一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタで 105），系統の流量を考慮すると，排

気中の放射性物質濃度は図－１のようになり，排気筒出口の各核種の放射性物質濃度は，

告示に定める周辺監視区域外の空気中の濃度限度を下回り，各核種の告示濃度限度に対す

る割合の和が 1未満となっている。 

さらに，排気筒からの大気拡散効果を考慮すると，周辺監視区域外においては，この濃

度はさらに低下することから告示に定める濃度限度を十分に下回る。 

なお，排気中の放射性物質の濃度を確認するために粒子状物質（主要ガンマ線放出核種，

全ベータ放射能，全アルファ放射能,ストロンチウム８９濃度，ストロンチウム９０濃度），
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トリチウム，よう素１３１濃度の測定を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

流体 

番号 

 

 

(Bq/kg) 

 

 

(Bq/cm3) 

 

 

(Bq/cm3) 

 

 

(Bq/cm3) 

 

 

(Bq/cm3) 

告示濃度 

限度 

(Bq/cm3) 

告示濃度 

限度に 

対する割合 

流量 

(m3/h) 
－ 106284 110679 113841 371169 － － 

Mn-54 3.4E+03 2.5E-05 2.4E-06 2.4E-11 7.3E-12 8.0E-05 9.1E-08＜1 

Co-58 1.6E+01 1.2E-07 1.1E-08 1.1E-13 3.4E-14 6.0E-05 5.7E-10＜1 

Co-60 9.6E+03 7.2E-05 6.9E-06 6.7E-11 2.0E-11 4.0E-06 5.1E-06＜1 

Sr-89 1.3E+02 9.7E-07 9.3E-08 9.0E-13 2.8E-13 2.0E-05 1.4E-08＜1 

Sr-90 8.4E+05 6.3E-03 6.0E-04 5.8E-09 1.8E-09 8.0E-07 2.2E-03＜1 

Ru-103 1.2E-01 8.9E-10 8.6E-11 8.3E-16 2.6E-16 4.0E-05 6.4E-12＜1 

Ru-106 3.2E+04 2.4E-04 2.3E-05 2.2E-10 6.8E-11 2.0E-06 3.4E-05＜1 

Sb-124 1.7E+01 1.3E-07 1.2E-08 1.2E-13 3.6E-14 2.0E-05 1.8E-09＜1 

Sb-125 3.0E+04 2.2E-04 2.1E-05 2.1E-10 6.4E-11 3.0E-05 2.1E-06＜1 

I-131 3.2E-22 1.2E-29 1.1E-29 1.1E-29 3.4E-30 5.0E-06 6.8E-25＜1 

Cs-134 2.9E+05 2.2E-03 2.1E-04 2.0E-09 6.2E-10 2.0E-05 3.1E-05＜1 

Cs-136 2.1E-14 1.6E-22 1.5E-23 1.5E-28 4.5E-29 1.0E-04 4.5E-25＜1 

Cs-137 7.9E+05 5.9E-03 5.7E-04 5.5E-09 1.7E-09 3.0E-05 5.6E-05＜1 

Ba-140 1.4E-12 1.0E-20 1.0E-21 9.7E-27 3.0E-27 1.0E-04 3.0E-23＜1 

α 2.2E+01 1.6E-07 1.6E-08 1.5E-13 4.7E-14 3.0E-09 1.6E-05＜1 

合計 2.0E+06 1.5E-02 1.4E-03 1.4E-08 4.3E-09 － 2.4E-03＜1 

 

図－１ 増設雑固体廃棄物焼却設備 排気中の放射性物質濃度 

 
 
 
 

焼却機器  
2 

建屋空調 

DF=105 

DF=10 DF=5 

バグフィルタ 
 
3 

 
1 廃棄物 

一次排ガス 
フィルタ 

二次排ガス 
フィルタ 

一次排ガス 
フィルタ 

二次排ガス 
フィルタ 

排ガスブロワ 排気筒 
 
5 

1 2 3 4 5 

 
4 
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添付資料－5 別添 
増設雑固体廃棄物焼却設備自動停止時の放出評価 

 
 
1. 自動停止時の放出評価方法の考え方 
増設雑固体廃棄物焼却設備は，モニタリング設備にて排気中の放射性物質の濃度を監視

しており，定められた値を上回った場合は自動停止する設計としているが，焼却設備が停

止する際には，炉内に残存している未燃物（通常運転１時間分）の焼却が完了するまで，

排ガスは発生し続ける。 
 本評価では自動停止に至る事象として，一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのい

ずれか４台中の１台が何らかの不具合により破損した場合で，増設雑固体廃棄物焼却設備

が自動停止するものの，未燃物の焼却が完了するまでの期間に，破損した一次排ガスフィ

ルタまたは二次排ガスフィルタから漏出し続けたケースで評価する。なお，運用開始後に

当該事象が発生した場合は，異常のある排ガスフィルタの前後ダンパを閉じる措置を講じ

て，異常のないフィルタを介して放出する状態に復帰させる。 
 
2. 廃棄物の放射能濃度 
 雑固体廃棄物の放射能濃度は，添付資料－5 表－１を参照。 
 
3. 排気中の放射性物質濃度 
焼却機器の処理能力，除染係数の考え方は添付資料－5と同様とするが，一次排ガスフィ

ルタと二次排ガスフィルタのいずれか４台中の１台が何らかの不具合により破損しており，

除染性能が全く発揮できないとする。また，自動停止後の炉内に残存している未燃物は１

時間で焼却完了するものとし，排ガス流量は不具合前後で変わらないと仮定する。 
なお，周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度の評価においては，告示に定める濃度

限度と比較するため，排ガスフィルタから漏出した状態で連続放出した場合を想定する。 
計算地点は，１・２号機共用排気筒を中心として 16 方位に分割した陸側９方位の敷地境

界外について行う。 
上記条件で計算した結果，周辺監視区域外における空気中の放射性物質濃度は，告示に

定める濃度限度を下回り，各核種の告示濃度限度に対する割合の和が１未満となっている。 
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流体 

番号 

 

 

(Bq/kg) 

 

 

(Bq/cm3) 

 

 

(Bq/cm3) 

 

 

(Bq/cm3) 

告示濃度 

限度 

(Bq/cm3) 

告示濃度 

限度に 

対する割合 

流量 

(m3/h) 
－ 113841 371169 － － － 

Mn-54 3.4E+03 2.4E-08 7.3E-09 7.6E-13 8.0E-05 9.5E-09＜1 

Co-58 1.6E+01 1.1E-10 3.4E-11 3.6E-15 6.0E-05 5.9E-11＜1 

Co-60 9.6E+03 6.7E-08 2.0E-08 2.1E-12 4.0E-06 5.3E-07＜1 

Sr-89 1.3E+02 9.0E-10 2.8E-10 2.9E-14 2.0E-05 1.4E-09＜1 

Sr-90 8.4E+05 5.8E-06 1.8E-06 1.9E-10 8.0E-07 2.3E-04＜1 

Ru-103 1.2E-01 8.3E-13 2.6E-13 2.7E-17 4.0E-05 6.7E-13＜1 

Ru-106 3.2E+04 2.2E-07 6.8E-08 7.1E-12 2.0E-06 3.6E-06＜1 

Sb-124 1.7E+01 1.2E-10 3.6E-11 3.8E-15 2.0E-05 1.9E-10＜1 

Sb-125 3.0E+04 2.1E-07 6.4E-08 6.7E-12 3.0E-05 2.2E-07＜1 

I-131 3.2E-22 1.1E-29 3.4E-30 3.6E-34 5.0E-06 7.1E-29＜1 

Cs-134 2.9E+05 2.0E-06 6.2E-07 6.5E-11 2.0E-05 3.2E-06＜1 

Cs-136 2.1E-14 1.5E-25 4.5E-26 4.7E-30 1.0E-04 4.7E-26＜1 

Cs-137 7.9E+05 5.5E-06 1.7E-06 1.8E-10 3.0E-05 5.9E-06＜1 

Ba-140 1.4E-12 9.7E-24 3.0E-24 3.1E-28 1.0E-04 3.1E-24＜1 

α 2.2E+01 1.5E-10 4.7E-11 4.9E-15 3.0E-09 1.6E-06＜1 

合計 2.0E+06 1.4E-05 4.3E-06 4.4E-10 － 2.5E-04＜1 

評価点  2  ，  3  については，添付資料-5 図１と同様なので省略する。 

 
図－1 自動停止時における排気中の放射性物質濃度 
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1 
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フィルタ 
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フィルタ 
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フィルタ 

排ガスブロワ 
  

4 

 
6 

敷地境界 

＊ 一次排ガスフィルタと二次排ガスフィルタのいずれか４台中の１台が何らかの不具合により破損している。 

1 4 5 6 
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添付資料－6 

設定根拠に関する説明書 

 

 

1. 焼却設備に関する設定根拠 

(1)  ロータリーキルン・ストーカ・二次燃焼器 

  
 

基  数 ― 1 

容  量 kcal/h/基 
約 13400000 

（廃棄物 3960kg/h 相当） 

1. 容量の設定根拠 

〇福島第一原子力発電所では，至近の実績から約4.5万tの伐採木が発生する見込みである。

発生した伐採木は，2年で処理する計画としていることから 

 ・1900t/月 ＝ 2640kg/h 

        ＜ 3960kg/h 

  発生量＜容量 であることから，容量は妥当である。 

 

〇廃棄物の発熱量を約 3383kcal/kg とすると，3383×3960＝13397000 より， 

約 13400000kcal/h/基とした。 
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添付資料－7 

 

 

図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（１／６） 

 

 

図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（２／６） 

 

増設焼却炉建屋 １階 

増設焼却炉建屋 ２階 
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図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（３／６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（４／６） 

増設焼却炉建屋 ３階 

増設焼却炉建屋 ４階 
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図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（５／６） 

 

 

 

図－１ 廃棄設備に係る機器の配置を明示した図面（６／６） 

増設焼却炉建屋 屋上階 

増設焼却炉建屋 ５階 
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添付資料－8 

 

増設焼却炉建屋の構造強度に関する検討結果 

 

 

1. 評価方針 

増設焼却炉建屋は，発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針上の Bクラスの建物と位

置づけられるため，耐震 Bクラスとしての評価を実施する。なお，設計は建築基準法に準拠

し，積雪荷重および風荷重についても評価する。 

増設焼却炉建屋は，鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造および一部鉄骨造)

の地上 5階で，平面が 79.2m (EW方向) ×50.4m (NS方向)の建物で，地上高さは 36.7mで

ある。 

基礎は独立基礎フーチングとべた基礎で，改良地盤を介して設置する。増設焼却炉建屋の

平面図および断面図を図－１から図－８に示す。 

増設焼却炉建屋に加わる地震時の水平力は，耐震壁および柱と梁からなるラーメン構造で

負担する。耐震性の評価は，地震層せん断力係数として 1.5・Cｉを採用した場合の当該部位

の応力に対して行う。増設焼却炉建屋の評価手順を図－９に示す。 



 

Ⅱ-2-44-添 8-2 

 

図－１ １階平面図(G.L.+0.2) (単位:m) 

 

図－２ ２階平面図(G.L.+4.2) (単位:m) 

添付資料-8 では，G.L. ±0m = T.P.32.2m(※)とする。 

(※) 構内基準点(2014.3 測量)からの測量値とする。 
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図－３ ３階平面図(G.L.+9.2) (単位:m) 

 

 

  

図－４ ４階平面図(G.L.+14.2) (単位:m) 
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図－５ ５階平面図(G.L.+22.2) (単位:m) 

 

図－６ 屋根平面図 (G.L.+36.7) (単位:m) 
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図－７ A‐A断面図(EW方向) (単位:m) 

 

 

 

 

 

図－８ B‐B断面図(NS方向) (単位:m) 
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図－９  Bクラス施設としての増設焼却炉建屋の耐震安全性評価手順 

 

 

仮定断面の設定 

 

地震層せん断力係数として 1.5・Cｉを 

採用した場合の層せん断力の算定 

 

部材の短期 

許容応力度以下か 

 

保有水平耐力の算定 

 

保有水平耐力が 

必要保有水平耐力以上か 

 

評価終了 

 

ＮＯ 

 

ＮＯ 

 

ＹＥＳ 

 

ＹＥＳ 
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2. 評価条件 

2.1 使用材料並びに材料の許容応力度および材料強度 

増設焼却炉建屋の上部構造および基礎スラブに用いる材料のうち，コンクリートは普通コ

ンクリートとし，コンクリートの設計基準強度Fcは基礎スラブが30N/㎟，その他が36N/㎟と

する。鉄筋はSD295A，SD345，SD390およびSD490とする。各使用材料の許容応力度および材

料強度を表－１および表－２に示す。 

 

表－１ コンクリートの許容応力度 

(単位：N/㎟) 

 長 期 短 期 

圧縮 せん断 圧縮 せん断 

FC＝30 10 0.79 20 1.19 

FC＝36 12 0.85 24 1.28 

 

注：日本建築学会「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」による。 

 

表－２ 鉄筋の許容応力度 

(単位：N/㎟) 

 長 期 短 期 

引張および圧縮 せん断補強 引張および圧縮 せん断補強 

SD295A D25以下 195 195 295 295 

SD345 D25以下 215 195 345 345 

SD390 D29以上 195 195 390 390 

SD490 D29以上 195 195 490 490 

 

 

注：日本建築学会「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」による。 
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2.2 荷重および荷重の組合せ 

(1) 荷重 

設計で考慮する荷重を以下に示す。 

 

1) 鉛直荷重(VL) 

鉛直荷重は，固定荷重，機器荷重，配管荷重および積載荷重とする。 

 

2) 積雪荷重(SNL) 

積雪荷重は建築基準法施行令第86条，福島県建築基準法施行規則細則第19条に準拠し以

下の条件とする。 

・積雪量  :30 cm 

・単位荷重 :20 N/m2/cm 

 

3) 風荷重(WL) 

風荷重は建築基準法施行令第87条，建設省告示第1454号に基づく速度圧および風力係数

を用いて算定する。 

・基準風速    ：30m/s 

・地表面粗度区分 :Ⅱ 

 

4) 地震荷重(SEL) 

地震力を算定する際の基準面は，基礎スラブ上端として，建屋の高さに応じた当該部

分に作用する全体の地震力を算定する。水平地震力は下式により算定し，算定結果を表

－３に示す。 

Ｑｉ= ｎ・Ｃｉ・Ｗｉ 

Ｃｉ= Ｚ・Ｒｔ・Ａｉ・ＣO 

ここで， 

Ｑｉ : 水平地震力(kN) 

ｎ : 施設の重要度分類に応じた係数(n=1.5) 

Ｃｉ : 地震層せん断力係数 

Ｗｉ : 当該層以上の重量(kN) 

Ｚ : 地震地域係数(Ｚ=1.0) 
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Ｒｔ : 振動特性係数(Ｒt=1.0) 

Ａｉ  : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 

Ｃｏ : 標準せん断力係数(ＣO =0.2) 

 

表－３ 水平地震力の算定結果 

G.L. 

（m） 
階 

当該層以上の重量Ｗi 

（kN） 

地震層せん断力係数 

1.5・Ｃi 

設計用地震力 

(kN) 

36.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

 

14.2 

 

 

9.2 

 

 

4.2 

 

0.2 

5 

 

23,100 

 

0.705 16,300 

 

34,600 

 

0.623 21,600 

 

44,600 

 

0.577 25,800 

4 

 

90,300 

 

0.463 41,900 

 

110,000 

 

0.434 47,800 

3 

 

160,000 

 

0.375 60,000 

2 

 

203,000 

 

0.334 67,900 

1 

 

244,000 

 

0.300 73,200 
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(2) 荷重の組合せ 

荷重の組合せについて表－４に示す。図－１０に暴風時と地震時の層せん断力の比較結果

を示す。 

表－４ 荷重の組合せ 

荷重状態 荷重ケース 荷重の組合せ 許容応力度 

常時 A VL*1 長 期 

積雪時 B VL+SNL 

短 期 
地震時 

C1 VL+SEL(W→E 方向) 

C2 VL+SEL(E→W 方向) 

C3 VL+SEL(S→N 方向) 

C4 VL+SEL(N→S 方向) 

 

*1: 鉛直荷重(VL)は固定荷重(DL)，配管荷重(PL)，機器荷重(EL)および積載荷重(LL) を加え合わせた 

ものである。 

*2: 暴風時の風荷重(WL) は地震荷重(設計用地震力1.5・Ｃｉ)に比べて小さいため，荷重の組合せにおいて 

  は地震荷重によって代表させる。 

 

68.90 

54.40 

46.40 

41.40 

36.40 

32.40 

0 30,000 60,000 90,000

T.P. (m)

層せん断力 (kN)

暴風時（NS方向）

暴風時（EW方向）

地震時

 

 

図－１０ 暴風時と地震時の層せん断力の比較結果*２ 

36.7 

22.2 

14.2 

9.2 

4.2 

0.2 

G.L. 
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3. 評価結果 

上部構造の応力解析は，耐震壁は壁エレメント置換した立体モデル,大梁および柱を線材

置換したフレームモデルにより行う。 

 

3.1 耐震壁の評価結果 

検討により求められた耐震壁の作用応力を許容応力と比較し，検定比が最大となる部位に

ついて表－５に示す。配筋図を図－１１に示す。 

これより，耐震壁の作用応力は許容応力以下であることを確認した。 

 

表－５ 耐震壁の検討結果 

部位 断面 
荷重 

ケース 

作用応力 

（kN） 

許容応力 

（kN） 
検定比 

3階 9通り 

B～C通り間 

壁厚 500 mm 

タテ 2-D29@200 

ヨコ 2-D22@200 

地震時 

C4 
4332 8358 0.52≦1.0 

 

注：日本建築学会「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」による。 

 

 

 

図－１１ 耐震壁の配筋図 （3階 9通り B〜C通り間） 
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3.2 ラーメン構造部の評価結果 

検討により求められたフレーム部材の応力を許容応力と比較して，検定比が最大となる部

位について表－６および表－７に示す。配筋図を図－１２から図－１４に示す。 

これより，各部材の応力は，許容応力以下となっていることを確認した。 

 

表－６ 大梁断面算定表（鉄筋コンクリート） 

検討箇所 断面 荷重ケース 応力 作用応力 許容応力 検定比 

3 階 

H 通り 

8～9 

通り間 

B×D  

＝800×1290 

主筋 

8-D38 

あばら筋 

4-D16@200 

常時 

A 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 487 kN･m 926 kN･m 0.53≦1.0 

せん断力 291 kN 1329 kN 0.22≦1.0 

3 階 

H 通り 

8～9 

通り間 

B×D  

＝800×1290 

主筋 

8-D38 

あばら筋 

4-D16@200 

地震時 

C1 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 1269 kN･m 2327 kN･m 0.55≦1.0 

せん断力 739 kN 1085 kN 0.69≦1.0 

 

注：日本建築学会「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」による。 

 

 

 

   

図－１２ 大梁の配筋図 (3階 H通り 8～9通り間)
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表－７ 柱断面算定表（鉄筋コンクリート） 

検討箇所 断面 荷重ケース 応力 作用応力 許容応力 検定比 

4階 

1 / G通り 

B×D  

＝800×900 

主筋 

12-D32 

帯筋 

2-2-D13@100 

常時 

A 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 743 kN･m 

807 kN･m 

（軸力 918 kN 

作用時*） 

0.93≦1.0 

せん断力 188 kN 453 kN 0.42≦1.0 

2階 

9 / H通り 

B×D  

＝800×800 

主筋 

20-D32 

帯筋 

4-4-D16@100 

地震時 

C1 

曲げﾓｰﾒﾝﾄ 1421 kN･m 

1770 kN･m 

（軸力 5348 kN 

作用時*） 

0.81≦1.0 

せん断力 786 kN 969 kN 0.82≦1.0 

注：日本建築学会「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説」による。 

注記*：圧縮を正とする。  

 

  図－１３ 柱の配筋図 (4階 1 / G通り) 

 

 

図－１４ 柱の配筋図 (2階 9 / H通り) 
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3.3 基礎スラブの評価結果 

基礎スラブの応力解析は，弾性地盤上に支持された版として有限要素法を用いて行う。解

析モデルは，四辺形の均質等方な板要素により構成し，支持地盤は等価な弾性ばねとしてモ

デル化する。 

必要鉄筋比および面外せん断力について，検定比が最大となる要素の断面検討結果を表－

８および表－９に示す。基礎スラブ配筋図を図－１５に示す。 

これより，設計鉄筋比は必要鉄筋比を上回り，また面外せん断力は短期許容せん断力以下

となっていることを確認した。 

表－８ 軸力および曲げモーメントに対する検討結果 

荷重 

ケース 

応 力 
必要鉄筋比 

（％） 

設計鉄筋比 

（％） 
検定比 軸 力* 

（kN/m） 

曲げモーメント 

（kN･m/m） 

常時 A 0 813 0.26 0.41 0.64≦1.0 

地震時 C3 8 1378 0.25 0.41 0.61≦1.0 

注記*：圧縮を正とする。 

表－９ 面外せん断に対する検討結果 

荷重 

ケース 

応力 

面外せん断力（kN/m） 

短期許容 

せん断力（kN/m） 
検定比 

常時 A 496 863 0.58≦1.0 

地震時 C2 1098 1294 0.85≦1.0 

 

図－１５ 基礎スラブの配筋図 (7通り) 
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3.4 改良地盤の評価結果 

(1) 設計方針 

増設焼却炉建屋を支持する改良地盤は，基礎直下の地盤を南北方向に約56m，東西方向に

約84m，改良体厚さ約2.5mとし，G.L.-4.1m の泥岩に支持する。 

検討は「改定版 建築物のための改良地盤設計および品質管理指針 日本建築センター」

に準拠し，改良地盤の支持力に対して，常時および地震時の改良地盤に生じる最大接地圧が

許容支持力度以下であることを確認する。 

 

(2) 常時における改良地盤の検討 

常時における改良地盤に生じる最大応力と許容支持力度の比較を，検定比が最大となる位

置について表－１０に示す。 

これより，改良地盤に生じる最大応力が許容支持力度以下であることを確認した。 

 

表－１０ 改良地盤の許容支持力度と接地圧の比較 

検討位置 
接地圧 

（kN/m2） 

許容支持力度* 

（kN/m2） 
検定比 

F／9通り 435 500 0.87≦1.0 

*：G.L.-4.1mの地盤支持力と G.L.-1.6mの改良地盤を含んだ地盤支持力の小さい値を記載 

 

(3) 地震時における改良地盤の検討 

地震時における改良地盤に生じる最大応力と許容支持力度の比較を，検定比が最大となる

位置について表－１１に示す。 

これより，改良地盤に生じる最大応力が許容支持力度以下であることを確認した。 

 

表－１１ 改良地盤の許容支持力度と接地圧の比較 

検討位置 
接地圧 

（kN/m2） 

許容支持力度* 

（kN/m2） 
検定比 

F／9通り 718 1000 0.72≦1.0 

*：G.L.-4.1mの地盤支持力と G.L.-1.6mの改良地盤を含んだ地盤支持力の小さい値を記載 
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4. 保有水平耐力の検討 

必要保有水平耐力(Qｕｎ) に対して，保有水平耐力(Qｕ)が上回っていることを確認する。 

各層の保有水平耐力は，建築基準法・同施行令および平成19年国土交通省告示第594号に

基づき算出する。各層の必要保有水平耐力と保有水平耐力の算定結果を表－１２に示す。 

これより，増設焼却炉建屋は必要保有水平耐力の1.29倍以上の保有水平耐力を有してい

ることを確認した。 

表－１２ 必要保有水平耐力と保有水平耐力の比較 

(1)EW方向（長辺) 

G.L. 

（m） 
階 

必要保有水平耐力 

Ｑｕｎ(kN) 

保有水平耐力 

Ｑｕ(kN) ｕｎ

ｕ

Ｑ

Ｑ
* 

36.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

 

14.2 

 

 

9.2 

 

 

4.2 

 

0.2 

5 

 

30,000 

 

59,000 1.96 

 

40,000 

 

78,000 1.95 

 

48,000 

 

93,000 1.93 

4 

 

77,000 

 

152,000 1.97 

 

87,000 

 

172,000 1.97 

3 

 

110,000 

 

216,000 1.96 

2 

 

125,000 

 

246,000 1.96 

1 

 

134,000 

 

267,000 1.99 

注記*：安全余裕 
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(2)NS方向（短辺) 

G.L. 

（m） 
階 

必要保有水平耐力 

Ｑｕｎ(kN) 

保有水平耐力 

Ｑｕ(kN) ｕｎ

ｕ

Ｑ

Ｑ
* 

36.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 

 

 

 

 

 

14.2 

 

 

9.2 

 

 

4.2 

 

0.2 

5 

 

30,000 

 

54,000 1.80 

 

40,000 

 

71,000 1.77 

 

48,000 

 

85,000 1.77 

4 

 

85,000 

 

139,000 1.63 

 

87,000 

 

157,000 1.80 

3 

 

141,000 

 

198,000 1.40 

2 

 

148,000 

 

225,000 1.52 

1 

 

188,000 

 

243,000 1.29 

注記*：安全余裕 

 

以上のことから，増設焼却炉建屋の耐震安全性は確保されているものと評価した。 
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添付資料－9 

安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面 

 

 

1. 安全避難通路の設置方針 

増設焼却炉建屋には，廃棄物の分別，焼却炉運転及び定期的な放射線測定，建物及び建

物内の巡視点検のための出入りを行うことから，建築基準法及び関係法令並びに消防法及

び関係法令に基づく安全避難通路を設定する。 

避難経路を，図－１に示す。 
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図－１ 安全避難通路を明示した図面（１／６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 安全避難通路を明示した図面（２／６） 

増設焼却炉建屋 １階 

増設焼却炉建屋 ２階 
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図－１ 安全避難通路を明示した図面（３／６） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 安全避難通路を明示した図面（４／６） 

増設焼却炉建屋 ３階 

増設焼却炉建屋 ４階 
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図－１ 安全避難通路を明示した図面（５／６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 安全避難通路を明示した図面（６／６） 

増設焼却炉建屋 ５階 

増設焼却炉建屋 屋上階 
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添付資料－10 

非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面 

 

 

1. 非常用照明の設置方針 

増設焼却炉建屋には，廃棄物の分別，焼却炉運転及び定期的な放射線測定，建物及び建

物内の巡視点検のための出入りを行うことから，建築基準法及び関係法令に基づく非常用

の照明装置，並びに消防法及び関係法令に基づく誘導灯を設置する。 

非常用照明の取付箇所について，図－１に示す。 
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添付資料－11 

火災防護に関する説明書並びに消火設備の取付箇所を明示した図面 

 

 

1. 火災防護に関する基本方針 

 増設雑固体廃棄物焼却設備（以下，本設備という。）は，火災により安全性が損なわれる

ことを防止するために，火災の発生防止対策，火災の検知及び消火対策，火災の影響の軽

減対策の 3方策を適切に組み合わせた措置を講じる。 

 

2. 火災の発生防止 

2.1 不燃性材料，難燃性材料の使用 

増設焼却炉建屋の主要構造部である壁，柱，床，梁，屋根は，実用上可能な限り不燃性

又は難燃性材料を使用する。また，間仕切り壁及び天井材についても，建築基準法及び関

係法令に基づき，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。 

更に，建屋内の機器，配管，ダクト，トレイ，電線路，盤の筐体，及びこれらの支持構

造物についても，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用し，幹線ケーブル及び動

力ケーブルは難燃ケーブルを使用する他，消防設備用のケーブルは消防法に基づき，耐火

ケーブルや耐熱ケーブルを使用する。 

 

2.2 発火性，引火性材料の予防措置 

通常運転時はもとより，異常状態においても火災の発生を防止するための予防措置を講

じる。 

発火性又は引火性液体を内包する設備については，溶接構造，シール構造とし，液面監

視により，漏えいの早期発見を図る。また，その内蔵量を運転上の要求に見合う最低量に

抑える設計とする。 

 

2.3 自然現象による火災発生防止  

 本設備の構築物，系統及び機器は，落雷，地震等の自然現象により火災が生じることが

ないように防護した設計とし，建築基準法及び関係法令に基づき避雷設備を設置する。 

 本設備は「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」（平成 18年 9月 19日）に従い

設計を行い，破壊又は倒壊を防ぐことにより，火災発生を防止する設計とする。 

 

3. 火災の検知及び消火 

3.1 火災検出設備及び消火設備 

火災検出設備及び消火設備は，本設備に対する火災の悪影響を限定し，早期消火を行え

る消防法及び関係法令に基づいた設計とする。 
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(1) 火災検出設備 

 放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮

して感知器の型式（熱・煙）を選定する。また，火災検出設備は外部電源喪失時に機能を

失わないよう電池を内蔵した設計とする。 

 

(2) 消火設備 

消火設備は，屋内消火栓設備及び二酸化炭素消火設備及び連結送水口並びに消火器で構

成する。 

消防法に基づき，屋内消火栓設備の消火水槽（容量：約 5.2m3）及び,各階に屋内消火栓

設備を設置し早期消火が行える設計とする。また，福島第一原子力発電所内の消防水利に

消防車を連結することにより，本設備の消火が可能である。 

 

3.2 自然現象に対する消火装置の性能維持 

 火災検出設備及び消火設備は地震等の自然現象によっても，その性能が著しく阻害され

ることがないよう措置を講じる。消火設備は，消防法に基づいた設計とし，耐震設計は耐

震設計審査指針に基づいて適切に行う。 

 

4. 火災の影響の軽減 

本設備は，建築基準法及び関係法令に基づき防火区画を設置し，消防設備と組み合わせ

ることにより，火災の影響を軽減する設計とする。なお，主要構造部の外壁は，建築基準

法及び関係法令に基づき，必要な耐火性能を有する設計とする。 

 

5. 消火設備の取付箇所を明示した図面 

消火設備の取付箇所について，図－１に示す。 
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添付資料－12 

生体遮へい装置の放射線の遮へい及び熱除去についての計算書 

 

 

1. 一般事項 

本計算書は，増設焼却炉建屋における生体遮へい装置（以下，補助遮へいという。）の放

射線の遮へい及び熱除去に関する評価について説明するものである。 

 

1.1 遮へい設計評価の基本方針 

増設雑固体廃棄物焼却設備は，建屋躯体を用いた補助遮へいで区画し，その補助遮へい

の厚さに対し，増設雑固体廃棄物焼却設備の各線源からの線量率計算結果が，外部放射線

に係る設計基準線量率 2.6×10-3mSv/h以下を満足していることを確認することにより，遮

へい設計が十分であることを評価する。 

 

1.2 遮へい設計の設計基準線量率 

通常運転時，放射線業務従事者の受ける線量が「東京電力株式会社福島第一原子力発電

所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」（平成

25 年 4 月 12 日原子力規制委員会告示第 3 号）に定めた線量限度を超えないようにすると

ともに，放射線業務従事者の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減するよ

うに，放射線防護上の措置を講じた設計とする。遮へい設計に際しては，焼却設備の各線

源からの外部放射線に係る線量率が，設計基準線量率 2.6×10-3mSv/h以下を満足する設計

とする。 

 

1.3 遮へい設計の方法 

増設焼却炉建屋の補助遮へいの設計方法は，以下のとおりである。 

(1) 線源となる雑固体廃棄物，焼却灰は，原則としてコンクリートの遮へい壁で囲まれ 

た区画に収容する。 

(2) 増設焼却炉建屋の通常運転時に予想される実効線量率が最大となる時の線源強度を

計算する。 

(3) 遮へい計算は，対象となる線源の線源強度および幾何学的形状を勘案して適切な計

算機コードを選択し，機器配置を考慮して補助遮へい外側表面の線量率を計算する。 

 

1.4 遮へい設計の前提条件 

補助遮へいの遮へい設計に用いる前提条件は，以下のとおりである。 

(1) コンクリートの密度は 2.15g/cm3とする。 

(2) 計算モデルは，保守的な評価となるようにする。
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1.5 熱除去に関する設計 

増設焼却炉建屋の補助遮へいは，取り扱われるものが雑固体廃棄物，焼却灰であること

から，コンクリート壁に入射するガンマ線エネルギー束が低いので，コンクリート壁での

発熱量は小さく，また建屋内は換気空調設備で熱除去される。 

 

2. 補助遮へいの計算に用いる線源強度 

増設焼却炉建屋における補助遮へいの対象となる線源は，雑固体廃棄物，焼却灰である。 

各線源は滞留水を汚染起源と仮定し，表－１に示す核種，放射能濃度を内包していると

する。なお，各線源のガンマ線源強度の計算は ORIGEN2コードにより行う。 

 

表－１ 遮へい計算に用いる各線源の放射能濃度 

核種 
放射能濃度（Bq／cm3） 

雑固体廃棄物 焼却灰 

Mn-54 1.0E+00 1.7E+01 

Co-58 4.8E-03 8.0E-02 

Co-60 2.9E+00 4.8E+01 

Sr-89 3.9E-02 6.5E-01 

Sr-90 2.5E+02 4.2E+03 

Ru-103 3.6E-05 6.0E-04 

Ru-106 9.6E+00 1.6E+02 

Sb-124 5.1E-03 8.5E-02 

Sb-125 9.0E+00 1.5E+02 

I-131 9.6E-26 1.6E-24 

Cs-134 8.7E+01 1.5E+03 

Cs-136 6.3E-18 1.1E-16 

Cs-137 2.4E+02 4.0E+03 

Ba-140 4.2E-16 7.0E-15 

合計 6.0E+02 1.0E+04 
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3. 補助遮へい計算方法 

3.1 計算方法 

増設焼却炉建屋の遮へい計算には，計算機コード「MCNP」を用いる。計算機コードの主

な入力条件は以下の項目である。 

・線源の放射能濃度 

    ・線源のエネルギースペクトル 

    ・線源形状 

    ・遮へい厚さ 

    ・線源からの距離 

    ・遮へい体の物質の指定 

 

3.2 線量率計算 

補助遮へい外側表面の線量率計算は，3.1 に示した入力条件を計算機コードに入力して

行う。 

 

3.2.1 線量率計算モデル 

線量率の評価位置は，線源強度および遮へい厚さが異なる代表的な壁および天井スラブ

の外側表面において線量率が最大になる箇所とする。 

図－１～６の計算配置図に増設焼却炉建屋の線源配置および評価点位置を示す。 

 

(1) 廃棄物貯留ピットの計算モデル 

廃棄物貯留ピットで取り扱う雑固体廃棄物は，容量をピット内に充填されている状態

とした直方体線源とする。線源の放射能濃度は，表－１に示した放射能濃度とする。 

 

a. 廃棄物貯留ピット１階の北壁（壁厚 500㎜） 

廃棄物貯留ピット１階の北壁外側表面（評価点①）の線量率の計算に用いる線源の形

状・寸法，壁の厚さ，評価点の位置を図－１及び図－７に示す。 

 

b. 廃棄物貯留ピット２階の東壁（壁厚 650㎜） 

廃棄物貯留ピット２階の東壁外側表面（評価点②）の線量率の計算に用いる線源の形

状・寸法，壁の厚さ，評価点の位置を図－２及び図－８に示す。 

 

c. 廃棄物貯留ピットの天井スラブ（スラブ厚 300㎜） 

廃棄物貯留ピットの天井スラブ外側表面（評価点③）の線量率の計算に用いる線源の

形状・寸法，天井の厚さ，評価点の位置を図－６及び図－９に示す。 
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(2) 灰容器自動倉庫の計算モデル 

灰容器自動倉庫に保管する灰充填容器の数量は最大７４個であるが，解析における線

源形状・寸法は保守的に各灰充填容器間の空間も全て線源とした直方体線源とする。線

源の放射能濃度は，表－１に示した放射能濃度とする。 

 

a. 搬出入室１階の西壁（灰容器自動倉庫室壁厚 300㎜，搬出入室壁厚 500㎜） 

搬出入室１階の西壁外側表面（評価点④）の線量率の計算に用いる線源の形状・寸法，

壁の厚さ，評価点の位置を図－１及び図－１０に示す。 

 

(3) 主灰ホッパ及び飛灰ホッパの計算モデル 

主灰ホッパ及び飛灰ホッパの解析における線源形状・寸法は，焼却灰が内包される

範囲として主灰ホッパ，飛灰ホッパを直方体線源とする。線源の放射能濃度は，表－

１に示した放射能濃度とする。 

 

a. 灰充填室通路１階の南壁（灰ホッパ室壁厚 180㎜，灰充填室通路壁厚 500㎜） 

灰充填室通路１階の南壁外側表面（評価点⑤）の線量率の計算に用いる線源の形状・

寸法，壁の厚さ，評価点の位置を図－１及び図－１１に示す。 

 

b. 冷却水タンク室の天井スラブ（４階床スラブ厚 300㎜，天井スラブ厚 300㎜） 

冷却水タンク室の４階天井スラブ外側表面（評価点⑥）の線量率の計算に用いる線源

の形状・寸法，天井の厚さ，評価点の位置を図－５及び図－１２に示す。 

 

3.2.2 線量率計算結果 

線量率の計算結果を表－２に示す。 

補助遮へい外側表面の線量率は，いずれのエリアも設計基準線量率 2.6×10-3mSv/h以下

を満足することを確認した。 

 

表－２ 線量率の計算結果 

評価点 評価箇所 線量率計算結果 設計基準線量率 

① 廃棄物貯留ピット１階の北壁 9.1×10-5mSv/h 

2.6×10-3mSv/h以下 

② 廃棄物貯留ピット２階の東壁 4.0×10-5mSv/h 

③ 廃棄物貯留ピットの天井スラブ 1.9×10-4mSv/h 

④ 搬出入室１階の西壁 8.6×10-6mSv/h 

⑤ 灰充填室通路１階の南壁 2.5×10-6mSv/h 

⑥ 冷却水タンク室の天井スラブ 5.5×10-5mSv/h 
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図－７ 廃棄物貯留ピット１階の北壁外側表面の計算モデル 
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図－８ 廃棄物貯留ピット２階の東壁外側表面の計算モデル 
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図－９ 廃棄物貯留ピットの天井スラブ外側表面の計算モデル 
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図－１０ 搬出入室１階の西壁外側表面の計算モデル 
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図－１１ 灰充填室通路１階の南壁外側表面の計算モデル 
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図－１２ 冷却水タンク室の天井スラブ外側表面の計算モデル 
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4. 補助遮へいの貫通部に対する考慮 

増設焼却炉建屋の高線量率区域と低線量率区域の間の補助遮へい貫通部は，原則とし

て放射線の通過が問題とならないようにその位置を決める。 

ただし，放射線の通過が問題となる位置に設置せざるを得ない場合は，配管等の貫通

部に遮へい補償材（鉛毛またはモルタル）を詰め，放射線の通過を防止する措置を講じ

ることとする。 

貫通部に対する放射線の通過防止措置の例を図－１３，１４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１３ 開口部の高所設置（例） 

高線量機器 

低線量率区域 

  開口部 

（高所に開口部を設置） 

図－１４ 貫通孔の補償遮へい（例） 

高線量機器 

低線量率区域 

 遮へい補償材 

（鉛毛／モルタル） 

配管 

（断面） 
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5. 補助遮へいの熱除去計算 

5.1 補助遮へいの熱除去計算方法 

補助遮へいであるコンクリート中のガンマ発熱密度はコンクリート中のガンマ線フラ

ックスの減衰に応じて減少する。しかし，安全側にガンマ線の減衰を無視して入射面の

最大のガンマ発熱密度でコンクリート全体が均一に発熱するものと仮定すると，コンク

リート中の温度と表面温度の差の最大値ΔＴmaxは，内部発熱が均一とした平板の温度

分布の計算式（6.引用文献(1)参照）を引用した下式により求められる。 

 

 

ΔＴmax＝Ｔmax－Ｔｓ＝Ｑ’・Ｌ2/2λ 

 

ここで， 

Ｔmax  ：コンクリート厚さ中心での最高温度（℃） 

 Ｔｓ ：コンクリート表面温度（℃） 

Ｑ’ ：コンクリートの発熱密度（W/m3） 

Ｌ ：コンクリートの厚さの1/2（m） 

λ ：コンクリートの熱伝導率（W/m・℃） 

 

また，上記のコンクリートの発熱密度は，下式により求められる。 

 

 Ｑ’＝106・ρ・Ｑ 

 

ここで， 

ρ ：コンクリート密度（g／cm3） 

Ｑ ：ガンマ発熱密度（W/g） 

＝Ｋ・φ 

Ｋ ：ガンマ発熱密度換算係数（W・s・cm2/g） 

＝Ｃ・Ｅ・（μen/ρ） 

Ｃ ：換算係数（W・s/MeV） （1.602×10-13） 

Ｅ ：ガンマ線エネルギー （MeV） 

  （μen/ρ）：コンクリートの質量エネルギー吸収係数（cm2/g） 

φ ：ガンマ線フラックス（photons/cm2・s） 

 

上記において，ガンマ発熱密度は補助遮へいの灰容器自動倉庫室西壁内側の最大となる

点について計算機コード「MCNP」にて計算を行う。 
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5.2 補助遮へいの熱除去計算結果 

補助遮へい中のガンマ発熱による発熱密度は約 4×10-2  W/m3となり，温度上昇は 0.1℃

未満であり，自然冷却で十分である。 

 

6. 引用文献 

  (1) 日本機械学会「伝熱工学資料 改訂第 5版」（2009） 
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添付資料－12 別添 

人が常時勤務し，又は頻繁に出入する原子力発電所内の場所における 

線量率に関する説明書 

 

1. 遮へい設計上の基準線量率 

本説明書は，通常運転時に人が常時勤務し，又は頻繁に出入する原子力発電所内の場

所における外部放射線に係る線量率による区域区分を示すものである。各区域区分の外

部放射線に係る設計基準線量率は，次の通り設定する。 

 

区分 外部放射線に係る設計基準線量率 

管理区域外 A 0.0026mSv/h以下 

管理区域内 

B 

C 

D 

E 

F 

0.01mSv/h未満 

0.05mSv/h未満 

0.25mSv/h未満 

1  mSv/h未満 

1  mSv/h以上 

 

上記の設計基準線量率を基にした増設焼却炉建屋の遮へい設計上の区域区分を次頁以

降に示す。区域区分のうち, C－E，C－F，D－E，E－Fは,雑固体廃棄物等の線源の収納又

は取扱い状態により，その範囲内で区域区分が変動することを示す。 
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2. 作業エリアの区域区分 

増設焼却炉建屋内で，設計上想定される作業エリアの区域区分を以下に示す。 

 

エリア名称 区分 区分の設定根拠 

廃棄物受入室 D－E 
通常時は D区分となるが，廃棄物を取扱う

時に限り E区分となる。 

灰充填室 C－F 

灰充填時は高線量の焼却灰を取扱うため作

業時間の管理を行う。 

作業員が滞在する灰容器蓋ボルト締め外し

エリアは，高線量の焼却灰に対して機器遮

へいを設置することで C区分となる。 

搬出入室 C－F 

灰容器搬出時は高線量の焼却灰を取扱うた

め作業時間の管理を行う。 

搬出入室は，灰容器搬出時以外は機器遮へ

いを設置することで C区分となる。 

クレーン操作室 D 
廃棄物貯留ピットの廃棄物により D区分と

なる。 

制御室 A 
焼却設備の運転は，焼却炉建屋の制御室よ

り行うため，非管理区域に設定する。 

 

 上記エリアにおける作業では作業員の被ばくを低減させる目的として,作業の自動・遠隔

化,機器遮へい,装置の密閉化等の対策を実施する。 

 

3. 実効線量の管理方針 

運用開始後の実効線量の管理は，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の

放射性物質の濃度を測定し，作業時間の制限等を実施することで，法令に定める線量限度を

遵守することはもとより，作業員の線量を合理的に達成出来る限り低減する。 
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添付資料－14 

放射性物質の散逸防止に関する説明書 

 

 

1. 焼却灰の取扱方法 

増設雑固体廃棄物焼却設備では，放射性固体廃棄物等の焼却処理を行う。 

焼却灰は専用の密閉できる保管容器に詰めて密閉し保管する。 

焼却灰を取扱う機器の概要は以下のとおりである。なお，焼却灰取扱機器の概要を図－１

に示す。 

 

(1) ロータリーキルン・ストーカ・二次燃焼器 

焼却処理により発生する焼却灰は，ストーカ下部から排出され，主灰搬送コンベヤにて主

灰ホッパに搬送される。 

 

(2) 排ガス冷却器 

排ガスに随伴し排ガス冷却器へ持ち込まれた焼却灰の一部は，排ガス冷却器下部から排

出され，飛灰搬送コンベヤにて飛灰ホッパに搬送される。 

 

(3) バグフィルタ 

排ガス冷却器を通過した排ガス中の焼却灰は，バグフィルタで捕捉される。 

フィルタ逆洗に伴い，焼却灰はバグフィルタ底部から排出され，排ガス冷却器からの焼却

灰と合わせ，飛灰搬送コンベヤにて飛灰ホッパに搬送される。 

 

(4) 灰搬送コンベヤ及び灰ホッパ 

灰搬送コンベヤにて搬送された焼却灰は，灰ホッパに一時貯留後，保管容器へ充填され

る。 
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2. 焼却灰の散逸防止 

焼却灰取扱機器で取扱う焼却灰は固体状であり，流体状ではないため，万一散逸した場合

でも拡大する恐れはない。 

ただし，焼却灰は放射性物質の濃度が比較的高いことから，放射線業務従事者等の被ばく

を合理的に達成できる限り低減する観点に立ち，以下のとおり，焼却灰の散逸防止を図る。 

また，万一の焼却灰散逸時の対応に十分配慮するとともに，インターロックにより，異常

時にも対応できるよう配慮する。 

 

2.1 安全性を確保した設計 

(1) 適用材料 

焼却灰取扱機器は，運転状態における最高使用圧力及び最高使用温度を考慮し適正な材

料を使用する。 

灰ホッパは炭素鋼とし，接続部は溶接またはフランジ構造とし散逸を防止する。 

 

(2) 焼却灰の散逸防止 

ロータリーキルンは，炉が回転するため，前後で接続される固定設備（廃棄物投入側と二

次燃焼器）との取り合い部における焼却灰の散逸防止を図るため，廃棄物投入側とストー

カ・二次燃焼器側へ本体が差し込まれた構造となっている。この境界部の隙間は十分小さく

なっているが，可能な限り隙間を閉止することを目的に摺動式シールプレートにしている。

この摺動式シールプレートは，熱伸びが吸収できるようスプリング構造とし，円周に沿うよ

うに構成される（図－２）。境界部で漏れ難い構造としている他，排ガスブロワおよび排ガ

ス補助ブロワにより系統内を負圧に維持し焼却灰の散逸を防止する。 

灰搬送コンベヤは，ストーカ，排ガス冷却器及びバグフィルタから排出される焼却灰を搬

送し，カバーで囲むことにより焼却灰が散逸し難いものとする。 

また，焼却灰の保管容器への充填作業は，焼却灰が散逸し難いように灰充填機のチャンバ

内で行う。 

 

(3) インターロックによる管理 

灰ホッパには灰レベル高を検出するレベル計を設け，警報を発して運転員に知らせると

ともに，インターロックにより灰の受入れを停止することで灰ホッパからの焼却灰の散逸

を防止する。 

焼却灰を充填する保管容器には，灰レベル高を検出するレベル計を設け，灰ホッパからの

灰の排出を停止し焼却灰の散逸を防止する。また，排ガスブロワ停止の異常時には警報を発

して運転員に異常を知らせるとともに，負圧を維持する排ガス補助ブロワによりバックア

ップし，焼却炉の運転を自動停止する。 
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 なお，系統内の温度，圧力，放射線モニタの指示値の異常時や機器の故障時においても，

インターロックにより焼却炉の運転を自動停止する。 

 

(4) 腐食を考慮した設計 

 排ガスを扱う設備については腐食の原因となる腐食性物質を含む結露水を発生させない

ように運転温度の管理や保温材取付を行うともに，局所的に温度が低下する可能性のある

部位についてはヒータを設置することで温度低下を防止する。 

 

(5) 運転員操作に対する設計上の考慮 

 運転員の誤操作を防止するため設備の動作に関する操作（起動，停止，操作選択）はダブ

ルアクションとし，運転パラメータの監視画面の独立表示を行い操作性に留意する。また，

操作器具，弁に対しては意図しない操作の防止のために保護カバー，ハンドルロックを設け

る。 

 

2.2 異常時への対応 

(1) 放射能閉じ込め 

ロータリーキルン・ストーカ・二次燃焼器，排ガス冷却器，バグフィルタ他の焼却灰取扱

機器内は，排ガスブロワおよび排ガス補助ブロワにより負圧に維持し，万一損傷が生じた場

合でも，焼却灰が飛散しないようにする。 

 

(2) 焼却灰散逸時の対応 

焼却灰の保管容器への充填作業は，吸引されている灰充填機のチャンバ内で行うため，焼

却灰が保管容器への充填時に散逸したとしても，焼却灰がチャンバ外へ散逸する可能性は

少ない。 

また，焼却灰取扱機器が破損し焼却灰が飛散しても，補助遮へい壁で囲まれた区画内に保

持されているため，周辺公衆へ焼却灰が飛散することはほとんどない。 

 

3. 焼却灰の発生量について 

伐採木を焼却減容した場合，年間約 4000m3 の焼却灰が発生する見込みである。本設備か

らの廃棄物発生量については，今後適切な時期に実施計画における廃棄物の想定発生量に

反映を行う。 
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添付資料－15 

増設雑固体廃棄物焼却設備の設置について 

 

 

1. 工事の概要 

 放射性固体廃棄物等の焼却処理を目的として，増設雑固体廃棄物焼却設備を設置する。 

 

2. 工程 
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添付資料－16 

増設雑固体廃棄物焼却設備に係る確認事項 

 

増設焼却炉建屋の工事に係る主要な確認事項を表－１に示す。 

 

表－１ 増設焼却炉建屋の工事に係る確認事項 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

遮へい機能 

材料確認 
コンクリートの乾燥単位容

積質量を確認する。 
2.15g/cm3以上であること。 

寸法確認 
遮へい部材の断面寸法を確

認する。 

遮へい部材の断面寸法が，実施計

画に記載されている寸法以上であ

ること。 

構造強度 

材料確認 

コンクリートの圧縮強度を

確認する。 

コンクリートの強度が，実施計画

に記載されている設計基準強度に

対して，JASS 5N の基準を満足する

こと。 

鉄筋の材質，強度，化学成分

を確認する。 
JIS G 3112 に適合すること。 

寸法確認 
コンクリート部材の断面寸

法を確認する。 

コンクリート部材の断面寸法が，

JASS 5N の基準を満足すること。 

据付確認 鉄筋の径，間隔を確認する。 
鉄筋の径，間隔が JASS 5N の基準

を満足すること。 
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増設雑固体廃棄物焼却設備の工事に係る主要な確認事項を表－２～１６に示す。 

 

表－２ 確認事項 （ロータリーキルン・ストーカ・二次燃焼器，排ガス冷却器） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 

焼却運転を行い，定格容量の

廃棄物を焼却できるか確認

する。 

実施計画に記載されている容量の

廃棄物を焼却できること。 

また，著しい漏えいがないこと。 

 

表－３ 確認事項 （バグフィルタ，プレフィルタ，一次／二次排ガスフィルタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 

ブロワを運転し，定格容量で

の装置の状態を確認する。 

実施計画に記載されている容量に

て著しい漏えいがないこと。 
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表－４ 確認事項 （排気筒） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

 

表－５ 確認事項 （煙道） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

外径・厚さを確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
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表－６ 確認事項 （排ガスブロワ，排ガス補助ブロワ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 

運転状態にて風量を確認す

る。 

実施計画に記載されている容量を

満足すること。 

また，異音，異臭，振動の異常がな

いこと。 

 

表－７ 確認事項 （建屋ドレンサンプタンク） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

試験圧力で保持した後，試験

圧力に耐えていることを確

認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分か

らの漏えいの有無も確認す

る。 

試験圧力に耐え，かつ構造物の変

形がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えいが

ないこと。 

機能 警報確認 
液位高の信号により警報が

発生することを確認する。 

液位高の信号により警報が発生す

ること。 
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表－８ 確認事項 （サンプルタンク） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

試験圧力で保持した後，試験

圧力に耐えていることを確

認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分か

らの漏えいの有無も確認す

る。 

試験圧力に耐え，かつ構造物の変

形がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えいが

ないこと。 

機能 

受入停止 

確認 

液位高の信号によりポンプ

停止信号が発生することを

確認する。 

液位高の信号によりポンプ停止信

号が発生すること。 

警報確認 
液位高高の信号により警報

が発生することを確認する。 

液位高高の信号により警報が発生

すること。 

 

表－９ 確認事項 （建屋ドレンポンプ，サンプルポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 
ポンプの運転確認を行う。 

実施計画に記載の容量を満足する

こと。また，異音，異臭，振動の異

常がないこと。 
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表－１０ 確認事項 （主配管） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

外径・厚さを確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・ 

漏えい確認 

試験圧力で保持した後，試験

圧力に耐えていることを確

認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分か

らの漏えいの有無も確認す

る。 

試験圧力に耐え，かつ構造物の変

形がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えいが

ないこと。 

また，廃液処理設備の主配管のう

ち現地で施工するフランジ部，ポ

ンプ類については，運転状態にお

ける通水で漏えいがないこと。 

 

 表－１１ 確認事項 （堰その他の設備） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載されている

主な材料について確認する。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
堰その他の設備の据付位置，

据付状態について確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 
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表－１２ 確認事項 （漏えい検出装置及び自動警報装置） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

機能 
漏えい 

警報確認 

漏えいの信号により警報が

発生することを確認する。 

漏えいの信号により警報が発生す

ること。 

 

表－１３ 確認事項 （送風機，排風機） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 

送風機，排風機の運転確認を

行う。 

実施計画に記載されている容量を

満足すること。また，異音，異臭，

振動の異常がないこと。 

 

表－１４ 確認事項 （排気フィルタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

・耐震性 

寸法確認 
実施計画に記載されている

主要寸法を確認する。 
寸法が許容範囲内であること。 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

性能 
運転性能 

確認 

定格容量での装置の状態を

確認する。 

実施計画に記載されている容量に

て変形の異常がないこと。 
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表－１５ 確認事項 （ダスト放射線モニタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

機能 警報確認 
設定値通りに警報が作動す

ることを確認する。 

許容範囲以内で警報が作動するこ

と。 

性能確認 

線源校正 

確認 

標準線源を用いて基準計数

率を測定する。 

基準計数率に対する測定値が許容

範囲以内であること。 

校正確認 
校正点の基準入力を与え，指

示値を確認する。 

指示値が許容範囲以内であるこ

と。 

 

表－１６ 確認事項 （ガス放射線モニタ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強度 

外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
装置の据付位置，据付状態に

ついて確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

機能 警報確認 
設定値通りに警報が作動す

ることを確認する。 

許容範囲以内で警報が作動するこ

と。 

性能確認 

線源校正 

確認 

標準線源を用いて基準計数

率を測定する。 

基準計数率に対する測定値が許容

範囲以内であること。 

校正確認 
校正点の基準入力を与え，指

示値を確認する。 

指示値が許容範囲以内であるこ

と。 
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添付資料－17 

増設雑固体廃棄物焼却設備の耐震性に関する説明書 

 

 

1. 基本方針 

1.1 耐震性評価の基本方針 

 増設雑固体廃棄物焼却設備に係る耐震設計は，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指

針」に準用し，耐震性評価を行う。 

 

1.1.1 設備の重要度による耐震クラス分類 

耐震クラス別 

設備 
Ｂ Ｃ 

(1) 焼却設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 廃液処理設備 

 

 

 

 

 

(3) 換気空調設備 

 

 

 

○ロータリーキルン・ 

 ストーカ・二次燃焼器 

○排ガス冷却器 

○バグフィルタ 

○プレフィルタ 

○一次排ガスフィルタ 

○二次排ガスフィルタ 

○煙道*1 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

排ガスブロワ 

排ガス補助ブロワ 

煙道*2 

排気筒 

 

 

 

 

 

建屋ドレンサンプタンク 

サンプルタンク 

建屋ドレンポンプ 

サンプルポンプ 

主配管 

 

送風機 

排風機 

排気フィルタ 

 

備  考 ○印は評価結果を本資料にて示すもの 

*1 焼却設備の煙道のうち，排ガス冷却器から二次排ガスフィルタの間にあるものを指す。 

*2 焼却設備の煙道のうち，二次排ガスフィルタから排気筒の間にあるものを指す。



 

1.1.2 構造計画 

(1) 機器 

 

主要区分 構造計画の概要 概略構造図 

a. ロータリーキルン・ 

ストーカ・二次燃焼器 

ロータリーキルンは横置き

で，基礎ボルトで基礎に据え

付ける。 

ストーカ・二次燃焼器はたて

置きで，基礎ボルトで基礎に

据え付ける。 
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主要区分 構造計画の概要 概略構造図 

b. 排ガス冷却器 排ガス冷却器はたて置きで，

胴を共通架台で支持し，共通

架台を基礎ボルトで基礎に据

え付ける。 
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主要区分 構造計画の概要 概略構造図 

c. バグフィルタ バグフィルタはたて置きで，

胴を共通架台で支持し，共通

架台を基礎ボルトで基礎に据

え付ける。 
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主要区分 構造計画の概要 概略構造図 

d. プレフィルタ，一次 

排ガスフィルタ及び

二次排ガスフィルタ 

・プレフィルタＡ，一次排ガ

スフィルタＡ及び二次排ガ

スフィルタＡは横置きで，

基礎ボルトで基礎に据え付

ける。 

・プレフィルタＢ，一次排ガ

スフィルタＢ及び二次排ガ

スフィルタＢは横置きで，

胴を共通架台で支持し，共

通架台を取付ボルトで建屋

内の構造物に据え付ける。 
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主要区分 構造計画の概要 

e. 煙道 ・煙道は，サポートにより建屋内の構造物に支持する。 

・主要な煙道の構成を概略系統図*1に示す。 

 

注記 ＊1：主要な煙道の構成を示す概略系統図を以下に示す。 

   2.9 煙道（図－４４，４５） 

 

1.1.3 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

 静的地震力は，以下の表に基づき算定する。 

耐震クラス 
機器・配管系 

水平震度＊ 鉛直震度 

Ｂ 1.8・Ｃｉ － 

Ｃ 1.2・Ｃｉ － 

注記 ＊：機器・配管系のＣｉは，標準せん断応力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動

特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

 

(2) 動的地震力 

 Ｂクラス設計で建物・構築物と共振のおそれがあるものについては，弾性設計用地震動 

Ｓｄを 1/2 倍した地震波による動的地震力を考慮する。 

 

項目 機器・配管系 備考 

設計用地振動 1/2Ｓｄ－1： 

(水平)最大加速度振幅 112.5gal，約 81秒間 

(鉛直)最大加速度振幅 75gal，約 81秒間 

1/2Ｓｄ－2： 

(水平)最大加速度振幅 150gal，約 61 秒間 

(鉛直)最大加速度振幅 100gal，約 61 秒間 

1/2Ｓｄ－3： 

(水平)最大加速度振幅 112.5gal，約 26秒間 

(鉛直)最大加速度振幅 75gal，約 26秒間 

T.P.約-197ｍの基盤 

(Vs＝約750m/s)を解

放基盤表面として定

義する。 

 

1.1.4 荷重の組合せと許容限界 

 荷重の組合せと許容限界は，以下の通りとする。 
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記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐd  ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍd ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＳB ：Ｂクラスの設備に適用される地震動より求まる地震力又は静的地震力 

ＣS ：Ｂクラスの設備の地震時の供用状態 

Ｓy ：設計降伏点  設計・建設規格 付録材料図表 Part3 表 6 に規定される値 

Ｓu ：設計引張強さ  設計・建設規格 付録材料図表 Part3 表 7 に規定される値 

Ｓ ：許容引張応力  設計・建設規格 付録材料図表 Part3 表 3 に規定される値 

ｆｔ ：許容引張応力  支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建設規格 

    SSB-3121.1 により規定される値。ボルト等に対して 

設計・建設規格 SSB-3131 により規定される値 

ｆs ：許容せん断応力 同上 

ｆc ：許容圧縮応力  支持構造物（ボルト等を除く。）に対して設計・建設規格 

SSB-3121.1 により規定される値。 

ｆb ：許容曲げ応力  同上 

ｆp ：許容支圧応力  同上 

τb ：ボルトに生じるせん断応力 

 



 

(1) 機器 

耐震 

クラス 
荷重の組合せ 供用状態 

許容限界 

一次一般膜応力 一次応力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｃｓ 

min［Ｓｙ，0.6･Ｓｕ］ 

ただし，オーステナイト系ステ

ンレス鋼及び高ニッケル合金に

ついては， 

1.2･Ｓ 

とすることができる。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系ステ

ンレス鋼及び高ニッケル合金に

ついては， 

1.2･Ｓ 

とすることができる。 

 

(2) 支持構造物（ボルト等以外） 

応力分類 

 

 

供用状態 

許容限界（ボルト等以外）(4) 

一次応力 一次＋二次応力範囲 

引張 せん断 圧縮 曲げ 支圧 
引張(1) 

圧縮 
せん断(1) 曲げ(1) 支圧 座屈 

ＣＳ 1.5･ｆｔ 1.5･ｆｓ 1.5･ｆｃ 1.5･ｆｂ 1.5･ｆｐ 3･ｆｔ 3･ｆｓ
(2) 3･ｆｂ 1.5･ｆｐ

(3) 
1.5･ｆｂ

(3)， 
1.5･ｆｓ又 
は 1.5･ｆｃ 

注(1)：地震荷重のみによる応力範囲について評価する。 

注(2)：すみ肉溶接部にあっては，最大応力を 1.5fs以下に制限する。  

注(3)：自重により常時作用する荷重に，地震による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。 

注(4)：上記応力の組合せについては，設計・建設規格 SSB-3121.1(6), SSB-3121.2 を準用し,組合せ応力に対しても評価する。
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(3) 支持構造物（ボルト等） 

応力分類 

 

 

供用状態 

許容限界（ボルト等） 

一次応力 

引張 せん断 組合せ 

Ｃｓ 1.5･ｆｔ 1.5･ｆｓ 
min[1.5･ｆｔ， 

2.1･ｆｔ－1.6･τｂ] 

 

1.1.5 設計用床応答スペクトル 

増設焼却炉建屋の機器の耐震計算に使用する設計用床応答スペクトルは，下記に示す条

件に基づき設定した地震応答解析モデルによる応答解析から得られる加速度の時刻歴応答

に基づき作成する。 

 増設焼却炉建屋の地震応答解析モデルは，地盤を等価な地盤ばねに置換したモデルとす

る。建屋は，その形状及び構造特性等を十分考慮して評価し，水平モデルは質点とはり要

素からなる集中質点系に置換し，鉛直モデルは軸断面積を考慮した解析モデルを設定する。

地盤は,その動的相互作用効果を考慮して評価し,基礎底面ばねによって表現する。また，

入力地振動は，自由地盤の一次元波動論による解析より求められる建屋底面位置での応答

波とする。 

 

1.1.5.1 設計用床応答スペクトル作成位置 

 増設焼却炉建屋については，図－１に示す解析モデルに基づき各質点について設計用床

応答スペクトルを作成する。 

 

1.1.5.2 建物・構築物の設計用床応答スペクトル 

 増設焼却炉建屋の設計用床応答スペクトルは建屋の動解析結果より得られる３つの機器

設計用地震動を包絡する波形とし，スペクトルの一覧表を表－1に，設計用床応答スペクト

ルを図２～３１にそれぞれ示す。 
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記号 内容 

● 質  点 

｜ はり要素 

 
上下ばね 

 水平ばね 

 
回転ばね 

 

図－１ 増設焼却炉建屋地震応対解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 (G.L.+0.2)  (G.L.+0.2) 

 (G.L.+4.2)  (G.L.+4.2) 

 (G.L.+9.2)  (G.L.+9.2) 

 (G.L.+14.2)  (G.L.+14.2) 

 (G.L.+18.2)  (G.L.+18.2) 

 (G.L.+22.2)  (G.L.+22.2) 

 (G.L.+26.5)  (G.L.+26.5) 

 (G.L.+30.85)  (G.L.+30.85) 

 (G.L.+36.7)  (G.L.+36.7) 

 
(G.L.-1.6)  

(G.L.-1.6) 

 
(G.L.+9.8)  

(G.L.+9.8) 

添付資料－17 では，G.L. ±0m= T.P.32.2m(※)とする。 

(※) 構内基準点(2014.3 測量)からの実測値に基づき設定している。 
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表－１ 設計用床応答スペクトル一覧表 

構造物 質点番号 
G.L.+ 
(m) 

減衰定数 
(%) 

地震方向 図番 

増 

設 

焼 

却 

炉 

建 

屋 

1 
(RFL) 

36.7 

1.0 

鉛直方向 図－２ 

ＮＳ方向 図－３ 

ＥＷ方向 図－４ 

1.5 

鉛直方向 図－５ 

ＮＳ方向 図－６ 

ＥＷ方向 図－７ 

4 
(5FL) 

22.2 

1.0 

鉛直方向 図－８ 

ＮＳ方向 図－９ 

ＥＷ方向 図－１０ 

1.5 

鉛直方向 図－１１ 

ＮＳ方向 図－１２ 

ＥＷ方向 図－１３ 

6 
(4FL) 

14.2 1.5 

鉛直方向 図－１４ 

ＮＳ方向 図－１５ 

ＥＷ方向 図－１６ 

7 
(3FL) 

9.2 

1.0 

鉛直方向 図－１７ 

ＮＳ方向 図－１８ 

ＥＷ方向 図－１９ 

1.5 

鉛直方向 図－２０ 

ＮＳ方向 図－２１ 

ＥＷ方向 図－２２ 

8 
(2FL) 

4.2 1.5 

鉛直方向 図－２３ 

ＮＳ方向 図－２４ 

ＥＷ方向 図－２５ 

9 
(1FL) 

0.2 1.0 

鉛直方向 図－２６ 

ＮＳ方向 図－２７ 

ＥＷ方向 図－２８ 

10 
(架台 FL) 

9.8 1.0 

鉛直方向 図－２９ 

ＮＳ方向 図－３０ 

ＥＷ方向 図－３１ 
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固有周期（sec） 

図－２ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－３ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－４ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.0％減衰） 

応
答
加
速
度
（

c
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s
2
）
 

応
答
加
速
度
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s
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）
 

応
答
加
速
度
（
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s
2
）
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固有周期（sec） 

図－５ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－６ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－７ RFL（G.L.+36.7）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.5％減衰） 

応
答
加
速
度
（
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）
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答
加
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度
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応
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s
2
）
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固有周期（sec） 

図－８ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－９ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１０ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.0％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－１１ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１２ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１３ 5FL（G.L.+22.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.5％減衰） 

応
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固有周期（sec） 

図－１４ 4FL（G.L.+14.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１５ 4FL（G.L.+14.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１６ 4FL（G.L.+14.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.5％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－１７ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１８ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－１９ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.0％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－２０ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２１ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２２ 3FL（G.L.+9.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.5％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－２３ 2FL（G.L.+4.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２４ 2FL（G.L.+4.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.5％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２５ 2FL（G.L.+4.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.5％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－２６ 1FL（G.L.+0.2）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２７ 1FL（G.L.+0.2）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－２８ 1FL（G.L.+0.2）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.0％減衰） 
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固有周期（sec） 

図－２９ 架台 FL（G.L.+9.8）の設計用応答スペクトル（鉛直方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－３０ 架台 FL（G.L.+9.8）の設計用応答スペクトル（ＮＳ方向，1.0％減衰） 

 

固有周期（sec） 

図－３１ 架台 FL（G.L.+9.8）の設計用応答スペクトル（ＥＷ方向，1.0％減衰） 
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2. 耐震性評価 

2.1 ロータリーキルン 

2.1.1 計算条件 

(1) ロータリーキルン（本体部）は，基礎ボルトで基礎に固定する。 

(2) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.1.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

 

2.1.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－３２に示す。 

 

図－３２ ロータリーキルンの応力評価箇所 
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2.1.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室 

(G.L.+9.8) 

ＣＨｘ＝1.26 

ＣＨｙ＝1.23 
Ｃv＝0.19 -6.3 

 

2.1.5 評価結果 

 解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－２） 

 

表－２ ロータリーキルンの応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

外殻 SS400 
一次一般膜 135 185 

一次 143 185 

ベッド SS400 組合せ 153 170 

基礎ボルト SNB7 
引張 154 562 

せん断 163 324 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 
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2.2 ストーカ・二次燃焼器 

2.2.1 計算条件 

(1) ストーカ・二次燃焼器は，基礎ボルトで基礎に固定する。 

(2) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.2.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

σc 平均圧縮応力 MPa 

cσｂ 圧縮側曲げ応力 MPa 

ｔσｂ 引張側曲げ応力 MPa 

fc 圧縮力のみを受ける架台の許容圧縮応力 MPa 

fb 曲げ力のみを受ける架台の許容曲げ応力 MPa 

ft 引張力のみを受ける架台の許容引張応力 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2-44-添 17-25 

 

2.2.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－３３に示す。 

 

 

図－３３ ストーカ・二次燃焼器の応力評価箇所 

 

2.2.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室 

(G.L.+0.2) 

ＣＨｘ＝0.72 

ＣＨｙ＝0.77 
Ｃv＝0.40 -6.3 
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2.2.5 評価結果 

解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－３） 

 

表－３ ストーカ・二次燃焼器の応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

外殻 SS400 
一次一般膜 196 221 

一次 201 221 

架台 SS400 

組合せ 119 212 

圧縮と曲げの 
組合せ 

 

0.55（無次元） 

基礎ボルト SS400 
引張 106 225 

せん断 17 130 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 
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2.3 排ガス冷却器（本体部） 

2.3.1 計算条件 

(1) 排ガス冷却器（本体部）は，取付ボルトで共通架台に固定する。 

(2) 共通架台は，単体で個別に評価を行う。 

(3) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.3.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

 

2.3.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－３４に示す。 

 

図－３４ 排ガス冷却器（本体部）の応力評価箇所 
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2.3.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室機器共通架台 

(据付レベル G.L.+15.98) 

ＣＨｘ＝0.56 

ＣＨｙ＝0.47 
Ｃv＝0.48 -6.3 

 

2.3.5 評価結果 

 解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－４） 

 

表－４ 排ガス冷却器（本体部）の応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

外殻 SS400 
一次一般膜 111 181 

一次 164 181 

支持脚 SS400 組合せ 97 160 

取付ボルト SNB7 
引張 196 531 

せん断 185 306 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 
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2.4 排ガス冷却器（入口部） 

2.4.1 計算条件 

(1) 排ガス冷却器（入口部）は，取付ボルトで共通架台に固定する。 

(2) 共通架台は，単体で個別に評価を行う。 

(3) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.4.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

 

2.4.3 計算方法 

 固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－３５に示す。 

 

 
図－３５ 排ガス冷却器（入口部）の応力評価箇所 
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2.4.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室機器共通架台 

(据付レベル G.L.+24.85) 

ＣＨｘ＝0.49 

ＣＨｙ＝0.44 
Ｃv＝0.23 -6.3 

 

2.4.5 評価結果 

解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－５） 

 

表－５ 排ガス冷却器（入口部）の応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

外殻 SS400 
一次一般膜 99 207 

一次 100 207 

支持脚 SS400 組合せ 148 198 

取付ボルト SNB7 
引張 22 531 

せん断 118 306 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 
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2.5 バグフィルタ 

2.5.1 計算条件 

(1) バグフィルタは，取付ボルトで共通架台に固定する。 

(2) 共通架台は，単体で個別に評価を行う。 

(3) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.5.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

 

2.5.3 計算方法 

 固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－３６に示す。 

 

 

図－３６ バグフィルタの応力評価箇所 
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2.5.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室機器共通架台 

(据付レベル G.L.+7.6) 

ＣＨｘ＝0.28 

ＣＨｙ＝1.22 
Ｃv＝0.24 -6.3 

 

2.5.5 評価結果 

解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－６） 

 

表－６ バグフィルタの応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

ケーシング SS400 
一次一般膜 142 181 

一次 165 173 

支持脚 SS400 組合せ 142 160 

取付ボルト SNB7 
引張 121 531 

せん断 172 306 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 

 

     ， 

 

2.6 プレフィルタ，一次排ガスフィルタ及び二次排ガスフィルタ 

2.6.1 計算条件 

(1) 容器及び内容物により作用する荷重は，胴の中心軸に集中したものとする。 

(2) 容器は，胴を２個の脚で支持され，脚はそれぞれ基礎ボルト※で基礎に据付けられて

いるものとする。ただし２個の脚のうち１個は胴の長手方向に基礎に対してスライド

できるものとする。（※以下，機器が架台に据付けられる構造の場合は，基礎ボルトを

取付ボルトと読み替える。） 

(3) 共通架台は，単体で個別に評価を行う。 

(4) 地震力は，容器に対して水平方向から作用するものする。鉛直方向の設計震度は考慮

しないものとする。 

(5) 容器の胴は剛とし，脚の曲げ及びせん断変形を考慮するものとする。 

(6) 第２脚は，長手方向にスライドできるのでその方向の力はすべて１脚で受けるものと

する。 
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図－３７ プレフィルタ，一次排ガスフィルタ及び二次排ガスフィルタ概要図 

 

2.6.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ 基礎ボルトの軸断面積 ㎜ 2 

Ａｓ 脚の断面積 ㎜ 2 

Ａｓ１ 脚の長手方向に対する有効せん断断面積 ㎜ 2 

Ａｓ２ 脚の横方向に対する有効せん断断面積 ㎜ 2 

Ａｓ３ 脚の長手方向に対するせん断断面積 ㎜ 2 

Ａｓ４ 脚の横方向に対するせん断断面積 ㎜ 2 

ａ 脚底板の長手方向幅 mm 

ｂ 脚底板の横方向幅 mm 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

Ｃｃ 参考文献(1)より得られる値 － 

Ｃ ℓ 参考文献(1)より得られる値 － 

Ｃ１ 脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の２分の１（胴の横方向） mm 

Ｃ２ 脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の２分の１（胴の長手方向） mm 

Ｄｉ 胴の内径 mm 

ｄ１ 脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離 mm 

ｄ２ 脚底板端面から基礎ボルト中心までの横方向の距離 mm 
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記号 記号の説明 単位 

Ｅｓ 脚の縦弾性係数 MPa 

ｅ 脚中心から偏心荷重作用点までの距離 mm 

Ｆ 設計・建設規格 SSB-3121.1(1)に定める値 MPa 

Ｆｂ 基礎ボルトに作用する引張力 N 

ｆｓｂ せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 MPa 

ｆｔ 脚の許容引張応力 MPa 

ｆｔ０ 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

ｆｔｓ 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 MPa 

Ｇｓ 脚のせん断弾性係数 MPa 

ｇ 重力加速度(g＝9806.65) mm/s2 

ｈ１ 基礎から脚の胴つけ根部までの高さ mm 

ｈ２ 基礎から胴の中心までの高さ mm 

Ｉｘ 脚の長手方向軸に対する断面２次モーメント mm4 

Ｉｙ 脚の横方向軸に対する断面２次モーメント mm4 

ｊ１ 荷重分布で分けられた静荷重の数 － 

ｊ２ 
第１脚より第２脚と反対の方向に作用する静荷重の数 

（第１脚上の荷重は含まない） 
－ 

ｊ３ 
第２脚より第１脚と反対の方向に作用する静荷重の数 

（第２脚上の荷重は含まない） 
－ 

Ｋ１ 参考文献(1)よりの定数 － 

Ｋｃ 脚のばね定数（胴の横方向に水平力が作用する場合） N/mm 

Ｋ ℓ 脚のばね定数（胴の長手方向に水平力が作用する場合） N/mm 

ℓｉ 

第１脚より各質量までの距離（ここで第２脚側の距離は正，その反対側は負

とする） 
mm 

ℓ０ 脚中心間距離 mm 

Ｍ 脚底板に作用するモーメント N･mm 

Ｍｃ 横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメント N･mm 

Ｍｃ１ 横方向地震により脚底面に働くモーメント N･mm 

Ｍ ℓ 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメント N･mm 

Ｍ ℓ１ 長手方向地震により脚底面に働くモーメント N･mm 

Ｍ１，Ｍ２ 第１脚，第２脚部における胴の運転時質量によるモーメント N･mm 
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記号 記号の説明 単位 

Ｎｘ 胴に生じる軸方向の膜力 N/mm 

Ｎφ 胴に生じる周方向の膜力 N/mm 

ｎ 脚 1 個当たりの基礎ボルト本数 本 

ｎ１ 脚１個あたりの長手方向地震によって引張を受ける基礎ボルトの本数 本 

ｎ２ 脚１個あたりの横方向地震によって引張を受ける基礎ボルトの本数 本 

Ｐ 胴の脚つけ根部に作用する反力 N 

Ｐｒ 最高使用圧力 MPa 

Ｐ ℓ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に働く鉛直荷重 N 

Ｐｓ 長手方向地震により脚底部に働く鉛直荷重 N 

Ｐｓ１ 横方向地震により脚底部に働く鉛直荷重 N 

Ｒ１，Ｒ２ 第１，第２脚の受ける荷重 N 

ｒｍ 脚つけ根部における胴の平均半径 mm 

ｒ０ 脚つけ根部における胴の外半径 mm 

s 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 － 

Ｓａ 胴の許容応力 MPa 

Ｓｕ 設計引張強さ 設計・建設規格 付録材料図表 Part3 表 7 に規定される値 MPa 

Ｓｙ 設計降伏点  設計・建設規格 付録材料図表 Part3 表 6 に規定される値 MPa 

Ｔ１ 長手方向の固有周期 s 

Ｔ２ 横方向の固有周期 s 

ｔ 胴の板厚 mm 

ｔｅ 脚つけ根部における胴の有効板厚 mm 

Ｗ０ 容器の有効運転質量 kg 

Ｗｉ 各部の質量 kg 

Ｗｓ 脚の質量 kg 

Ｘｎ 基礎が圧縮力を受ける幅 mm 

Ｚ 参考文献(2)による胴の断面係数 mm3 

Ｚｓｘ 脚の長手方向軸に対する断面係数 mm3 

Ｚｓｙ 脚の横方向軸に対する断面係数 mm3 

β,β１，

β２ 
参考文献(1)によるアタッチメントパラメータ － 

γ 参考文献(1)によるシェルパラメータ － 

θ 参考文献(2)による胴の有効範囲角の２分の１ rad 

θ０ 胴体脚端部より鉛直軸までの角度 rad 

σ０ 胴の一次一般膜応力あるいは組合せ応力の最大値 MPa 
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記号 記号の説明 単位 

σ０ｃ 横方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力 MPa 

σ０ｃｘ 横方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和 MPa 

σ０ｃφ 横方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和 MPa 

σ０ℓ 長手方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般膜応力 MPa 

σ０ℓｘ 長手方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般膜応力の和 MPa 

σ０ℓφ 長手方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般膜応力の和 MPa 

σ１ 胴の一次応力の最大値 MPa 

σ１ｃ 横方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力 MPa 

σ１ｃｘ 横方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 MPa 

σ１ｃφ 横方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 MPa 

σ１ℓ 長手方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力 MPa 

σ１ℓｘ 長手方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 MPa 

σ１ℓφ 長手方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 MPa 

σｂ１ 長手方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力 MPa 

σｂ２ 横方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力 MPa 

σｓ 脚の組合せ応力の最大値 MPa 

σｓ１ 脚の運転時質量による圧縮応力 MPa 

σｓ２ 長手方向地震により脚に生じる圧縮及び曲げ応力の和 MPa 

σｓ３ 横方向地震により脚に生じる曲げ応力 MPa 

σｓｃ 横方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 MPa 

σｓℓ 長手方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 MPa 

σｘ１ 内圧により胴に生じる軸方向応力 MPa 

σｘ２ 胴の長手方向曲げモーメントにより胴に生じる軸方向応力 MPa 

σｘ３ 運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向応力 MPa 

σｘ４ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じる軸方向応力の和 MPa 

σｘ４１ 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方向応力 MPa 

σｘ４２ 長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直荷重により生じる軸方向応力 MPa 

σｘ４３ 長手方向地震により生じる水平方向荷重による胴の応力 MPa 

σｘ５ 横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方向応力 MPa 

σφ１ 内圧により胴に生じる周方向応力 MPa 

σφ３ 運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる周方向応力 MPa 

σφ４ 長手方向地震により胴のつけ根部に生じる周方向応力の和 MPa 

σφ４１ 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方向応力 MPa 

σφ４２ 長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直荷重により生じる周方向応力 MPa 
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記号 記号の説明 単位 

σφ５ 横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方向応力 MPa 

τｂ 基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値 MPa 

τｂ１ 長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 

τｂ２ 横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 MPa 

τｃ 横方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 MPa 

τℓ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 MPa 

τｓ２ 長手方向地震により脚に生じるせん断応力 MPa 

τｓ３ 横方向地震により脚に生じるせん断応力 MPa 

 

2.6.3 固有周期の計算方法 

(1) 長手方向の固有周期 

長手方向のばね定数は， 

s1s

1

ys

3
1

AG
h

I12E
h

1

＋

＝K  

固有周期は， 

gK
W2 0π＝1T  

(2) 横方向の固有周期 

横方向のばね定数は， 

s2s

1

xs

12112

xs

12
2

1

AG
h

IE
2)h(h)hh(h

I6E
)h(3hh

1

＋
／－－

＋
－

＝cK  

固有周期は， 

g
T 1

2
c

s

K
WR2 ＋

π＝  

ただし，脚の受ける荷重がＲ２＞Ｒ１となる場合はＲ１をＲ２に置き換える。 
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2.6.4 胴の応力の計算方法 

 

R2 

Ws 

R1 

Ws 

W3 

第２脚 
 

0 

1 

2 

3 

第１脚 
（固定脚） 

M2 M1 

W1 W2 

 

図－３８ 荷重状態 

 

(1) 脚の受ける荷重 

脚に作用する荷重は，モーメントの釣合より求める。図－３８において第１脚まわりの

モーメントの釣合より次式が与えられる。 

第１脚に作用する荷重 

∑
1 j   

1i  
2i1 RWR

＝

－＝  

第２脚に作用する荷重 

0

∑
j1   

1i  
i

2

W
R ＝

＝

i

 

(2) 曲げモーメント 

第１脚つけ根の部分における曲げモーメント 

∑
j2  

1i  
ii1 WM

＝

＝  

第２脚つけ根の部分における曲げモーメント 

∑
j1   

+ji
0ii2 W   M

1-j31＝

－＝  
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(3) 内圧による応力 

200t
1.2t)(DP ir ＋

＝σφ1  

400t
1.2t)(DP ir ＋

＝σx1  

ここで，機器の最高使用圧力が大気圧以下の場合は，内圧は作用しないため，応力評価

は不要とする。 

 

(4) 運転時質量により生じる長手方向曲げモーメントによる応力 (第１脚つけ根部) 

(2)で求めた曲げモーメントにより胴の脚つけ根部に生じる応力は，次のようにして求め

られる。 

参考文献(2)によれば，この曲げモーメントは胴の断面に対して一様に作用するものでは

なく，脚取付部において円周方向の曲げモーメントに置換され，胴の局部変形を生じさせ

ようとする。 

今，長手方向の曲げモーメントによる胴の応力の影響範囲を脚上θ0／6の点とすると，長

手方向曲げモーメントに対する胴の有効断面積は，図－３９に2θで示される円殻である。

したがって，応力は次式で表わされる。 

Z
M1＝σx2  

ここで， 

2
tD ei＋＝mr  

θθ／θ－

θ／θθ－θθ＋
＝

cossin
2sincossin ２

e
2

m trZ  

 

図－３９ 脚付け根部の有効範囲 

 
 

2θ 

θ0 rm 

te＝t 

有効範囲 

非有効範囲 

6
0
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(5) 運転時質量による脚つけ根部の応力 

胴の脚つけ根部には，脚反力による局部応力が生じる。 

胴の第 1脚つけ根部に作用する反力は次式で表わされる。 

Ｐ＝Ｒ１ 

この反力Ｐにより生じる胴の局部応力は，参考文献(1)によると次のようにして求めるこ

とができる。（以下，＊が付記された記号は参考文献(1)より求める値を示す。） 

em tr ／γ＝  

m11 rC ／＝β  

m22 rC ／＝β  

β1／β2≧1のとき 

21121 )K1)(1(
3
11 ββ－－／ββ－β＝

＊
 

シェルパラメータγ及びアタッチメントパラメータβによって，参考文献(1)より値を求

めることにより応力は次式で表わされる。 

emm tr
P

rP
N

・
／

＝σ

＊

φ
φ3  

emm tr
P

rP
N

・
／

＝σ

＊

x
x3  

 

図－４０ 脚が胴に及ぼす力の関係図 

 

(6) 長手方向地震による脚つけ根部の応力 

第２脚は，長手方向に自由にスライドできるので固定脚である第１脚が変形し，脚つけ

根部に生じる曲げモーメント及び鉛直荷重（偶力）は次式により与えられる。 

1s0H )hW(WC
2
1M －＝  

P 

Mc 

M  

2C2 

te rm 

 2C1 
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0

12

s0H

h
2
1h

)W(WCP
－

－＝  

曲げモーメントＭ と鉛直荷重Ｐ により生じる胴の局部応力は(5)と同様な方法で参考文

献(1)により求められる。 

曲げモーメントＭ により生じる応力は， 

＊

＊

φ

φ
β

・
β／

＝σ C
tr

M
)(rM

N
e

2
m

2
m

41  

＊

＊

β
・

β／
＝σ C

tr
M

)(rM
N

e
2

m
2

m

x
x41  

 

ここで，アタッチメントパラメータβは次式で表わされる。 

3 2
21βββ＝  

鉛直荷重Ｐ により生じる応力は， 

emm tr
P

rP
N

・
／

＝σ

＊

φ
φ42  

em

x
x42 tr

PN
・

／
＝σ

＊

mrP
 

また，水平方向荷重により胴には下記式で表わされる引張応力が生じる。 

t t)(D 
)W(WC

i

s0H

＋π

－
＝σx43  

したがって，曲げモーメントＭ ，鉛直力Ｐ及び水平方向荷重により生じる胴の応力は， 

42414 φφφ ＋σ＝σσ  

x43x42x41x4 ＋σ＋σ＝σσ  

また，長手方向の地震が作用した場合，第１脚つけ根部に生じるせん断応力は次式で表

わされる。 

t4C
)W(WC

2

s0H －
＝τ  
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(7) 横方向地震による脚つけ根部の応力 

横方向の地震が作用した場合，第１脚のつけ根部に生じる曲げモーメントＭｃは， 

01Hc rRCM ＝  

e
i

0 t
2

Dr ＋＝  

 

曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，(5)，(6)と同様な方法で参考文献(1)

より求められる。 

シェルパラメータγは(5)と同じであるが，アタッチメントパラメータβは次式にて表わ

される。 

3
2

2
1 β ββ＝  

したがって，応力は， 

＊

＊

φ

φ
β

・
β／

＝σ c
e

2
m

c
2

mc

C 
tr

M
)(rM

N
5  

＊

＊

β
・

β／
＝σ c

e
2

m

c
2

mc

x C 
tr

M
)(rM

N
x5  

で表わすことができる。 

また，横方向に地震が作用した場合第１脚つけ根部に生じるせん断応力は次式で表わさ

れる。 

t4C
RC
1

1H＝τc
 

 

(8) 組合せ応力 

(3)～(7)によって算出される第１脚つけ根部に生じる胴の応力は，以下により組み合わ

される。 

a. 一次一般膜応力 

長手方向地震が作用した場合 

)Max( x000 ，σσ＝σ φ  

ここで， 

10 φφ＝σσ  

x43x2x10 ＋σ＋σ＝σσ x  
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横方向地震が作用した場合 

)Max( 0cx0c0c ，σσ＝σ φ
 

ここで， 

10c φφ＝σσ  

x2x10cx ＋σ＝σσ  

したがって，胴に生じる一次一般膜応力の最大値は， 

)Max( 0c00 ，σσ＝σ  

で表わされる。 

b. 一次応力 

長手方向地震が作用した場合 

{ }22
x11x111 4()( 2

1
τ＋－σσ＋＋σσ＝σ φφ ）  

ここで， 

4311 φφφφ ＋σ＋σ＝σσ  

x4x3x2x1x1 ＋σ＋σ＋σ＝σσ  

横方向地震が作用した場合 

2
c

2
1cx1c1cx1c1c 4()( 

2
1

τ＋－σσ＋＋σσ＝σ φφ ）  

ここで， 

5311c φφφφ ＋σ＋σ＝σσ  

x5x3x2x11cx ＋σ＋σ＋σ＝σσ  

したがって，胴に生じる一次応力の最大値は， 

)Max( 1c11 ，σσ＝σ  

で表わされる。 
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2.6.5 脚の応力の計算方法 

脚の受ける荷重がＲ２>Ｒ１となる場合はＲ１をＲ２に置き換える。 

(1) 運転時質量における圧縮応力 

s

s1

A
WR ＋

＝σs1  

(2) 長手方向地震による応力 

曲げ応力，圧縮応力は 

ssy

1
s2 A

P
Z
M

＋＝σ  

ここで， 

10H1 hC
2
1M W＝  

せん断応力は 

s3

0H

A
WC

＝τs2  

(3) 横方向地震による応力 

曲げ応力は 

sxZ
21H

s3
C hWR S＝σ  

せん断応力は 

s4A
SWR1H

s3
C

＝τ  

(4) 組合せ応力 

長手方向地震が作用する場合 

2
s2

2
s2s1 3)( τ＋＋σσ＝σs  

 

横方向地震が作用する場合 

2
s3

2
s3s1 3)( τ＋＋σσ＝σsc  

したがって，脚に生じる最大応力は 

)Max( scss ，σσ＝σ  

で表わされる。 
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2.6.6 基礎ボルトの応力の計算方法 

 

図－４１ 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 

(1) 長手方向の地震が作用した場合 

a. せん断応力 

b

H

An
C oW

＝1b  

b. 引張応力 

長手方向の地震が作用した場合に脚底面に働くモーメントは 

Ｍ＝Ｍ １ 

 

鉛直荷重は， 

Ｐｓ＝Ｒ１＋Ｗｓ－Ｐ  

である。 

今，モーメントと圧縮荷重の比を 

ｅ＝Ｍ １／Ｐｓ 

とすると，eが負の場合及び 

3
d

6
a 1＋＞e  

の時，基礎ボルトに引張力が生じこの引張力は次のようにして求められる。 

今，中立軸の位置Ｘｎを 

＝0－－－＋－－＋ )Xd)(ad
2
a(e

b
n6sA)X

2
a3(eX n11

1b2
n

3
n  

より求めると，基礎ボルトに生じる引張力は 

a 

b 

M d1 e 
Ps 

Xn 
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3
Xda

)3
X

2
a(eP

n

n
s

－－

＋－
＝

1

bF  

となる。 

したがって，基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。 

b

b

An
F
・

＝σ
1

1b  

(2) 横方向の地震が作用した場合 

脚の受ける荷重Ｒ２がＲ１よりも大きいときは，Ｒ１をＲ２と読み替えて計算する。 

a. せん断応力 

b

H

An
C sWR1

2b ＝  

b. 引張応力 

横方向の地震が作用した場合に脚底面に働くモーメントは 

Ｍｃ１＝ 2s1H )hW(RC ＋  

鉛直力は， 

Ｐｓ１＝Ｒ１＋Ｗｓ 

で表わされる。 

モーメントと圧縮荷重の比を 

ｅ＝Ｍｃ１／Ｐｓ１ 

とすると，ｅが負の場合及び 

3
d

6
b 2＋＞e  

の時，基礎ボルトに引張力が生じ，この引張力は次のようにして求められる。 

今，中立軸の位置Ｘｎを 

0)Xd)(bd
2
b(e

a
n6sA)X

2
b3(eX n22

2b2
n

3
n ＝－－－＋－－＋  

より求めると，基礎ボルトに生じる引張力は， 

3
Xdb

)3
X

2
b(eP

n
2

n
s1

－－

＋－
＝bF  

となる。 

したがって，基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。 

b2

b

An
F
・

＝σb2
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2.6.7  固有周期の評価方法 

2.6.3 項で求めた固有周期より，固有振動数が 20Hz 以上であれば，剛構造として建屋と

の共振の恐れが無いものと判断する。 

 

2.6.8  応力の評価方法 

(1) 胴の応力評価 

2.6.4 項で求めた組合せ応力が，胴の許容応力Ｓａ以下であること。 

応力の種類 許容応力Ｓａ 

一次一般膜応力 
設計降伏点Ｓｙと設計引張強さＳｕの 0.6 倍の 

いずれか小さいほうの値 

一次応力 設計降伏点 Ｓｙ 

 

(2) 脚の応力評価 

2.6.5 項で求めた脚の組合せ応力が，脚の許容応力ｆｔ以下であること。 

5.1
5.1t 　＝f

F
 

(3) 基礎ボルトの応力評価 

長手方向，横方向とも，2.6.6 項で求めた基礎ボルトの引張応力が，下記２式より求めた

基礎ボルトの許容引張力ｆｔｓ以下であること。 

長手方向，横方向とも，2.6.6 項で求めた基礎ボルトのせん断応力が，せん断力のみを受

けるボルトの許容せん断応力ｆｓｂ以下であること。 

b6.14.1ts t0f＝f  

t0ts ≦ff  

ただし，ｆｔ０，ｆｓｂは下表による。 

 許容引張応力ｆｔ０ 許容せん断応力ｆｓｂ 

計算式 5.1
2

　
F

 5.1
35.1

　
F

 

 

参考文献(1) 

Wichman, K.R. et al. : Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to 

External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of WRC 

bulletin 107/August 1965. 

参考文献(2) 

Stresses in Large Horizontal Cylindrical Pressure Vessels on Two Saddle Supports, 

Welding Research Supplement, Sep.1951. 
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2.6.9 設計条件 

(1) プレフィルタＡ 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

排ガス処理室 

(5Ｆ G.L.+22.2) 
ＣＨ＝0.68 － -10.7 

 

(2) プレフィルタＢ 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

排ガス処理室 

(5Ｆ G.L.+28.7) 
ＣＨ＝0.85 － -10.7 

 

(3) 一次排ガスフィルタＡ，二次排ガスフィルタＡ 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

排ガス処理室 

(5Ｆ G.L.+22.2) 
ＣＨ＝0.68 － -10.7 

 

(4) 一次排ガスフィルタＢ，二次排ガスフィルタＢ 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

排ガス処理室 

(5Ｆ G.L.+28.7) 
ＣＨ＝0.85 － -10.7 
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2.6.10 評価結果 

地震力による応力計算結果より，各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認し

た。（表－７） 

 

表－７ プレフィルタ，一次排ガスフィルタ及び二次排ガスフィルタの応力評価結果 

機器 
名称 

部材 材料 応力の種類 
算出応力 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

プ
レ
フ
ィ
ル
タ
Ａ 

胴板 SS400 
一次一般膜 σ０=7 

Ｓａ=181 
一次 σ１=69 

脚 SS400 組合せ σｓ=7 ｆｔ=173 

基礎ボルト SS400 

引張 
長手方向 σｂ１=17 

ｆｔｓ=123 
横方向 σｂ２=13 

せん断 
長手方向 τｂ１=37 

ｆｓｂ=99 
横方向 τｂ２=20 

プ
レ
フ
ィ
ル
タ
Ｂ 

胴板 SS400 
一次一般膜 σ０=8 

Ｓａ=181 
一次 σ１=81 

脚 SS400 組合せ σｓ=9 ｆｔ=173 

取付ボルト SS400 

引張 
長手方向 σｂ１=28 

ｆｔｓ=109 
横方向 σｂ２=19 

せん断 
長手方向 τｂ１=46 

ｆｓｂ=99 
横方向 τｂ２=25 

二
次
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
Ａ 

一
次
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
Ａ 

胴板 SS400 
一次一般膜 σ０=9 

Ｓａ=181 
一次 σ１=66 

脚 SS400 組合せ σｓ=9 ｆｔ=173 

基礎ボルト SS400 

引張 
長手方向 σｂ１=27 

ｆｔｓ=111 
横方向 σｂ２=17 

せん断 
長手方向 τｂ１=45 

ｆｓｂ=99 
横方向 τｂ２=27 

二
次
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
Ｂ 

一
次
排
ガ
ス
フ
ィ
ル
タ
Ｂ 

胴板 SS400 
一次一般膜 σ０=9 

Ｓａ=181 
一次 σ１=76 

脚 SS400 組合せ σｓ=11 ｆｔ=173 

取付ボルト SS400 

引張 
長手方向 σｂ１=39 

ｆｔｓ=94 
横方向 σｂ２=25 

せん断 
長手方向 τｂ１=55 

ｆｓｂ=99 
横方向 τｂ２=33 
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2.7 焼却炉室機器共通架台 

2.7.1 計算条件 

(1) 焼却炉室機器共通架台は，基礎ボルトで基礎に固定する。 

(2) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.7.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

σc 平均圧縮応力 MPa 

cσｂ 圧縮側曲げ応力 MPa 

ｔσｂ 引張側曲げ応力 MPa 

fc 圧縮力のみを受ける架台の許容圧縮応力 MPa 

fb 曲げ力のみを受ける架台の許容曲げ応力 MPa 

ft 引張力のみを受ける架台の許容引張応力 MPa 
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2.7.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－４２に示す。 

 

 

 

図－４２ 焼却炉室機器共通架台の応力評価箇所 

G.L.+24.85 

G.L.+15.98 

G.L.+9.8 

G.L.+0.2 

G.L.+24.85 

G.L.+15.98 

G.L.+7.6 

1FL G.L.+0.2 
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2.7.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

焼却炉室 

(G.L.+0.2, G.L.+9.8) 

ＣＨｘ＝1.26 

ＣＨｙ＝1.23 
Ｃv＝0.41 － 

 

2.7.5 評価結果 

解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－８） 

 

表－８ 焼却炉室機器共通架台の応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

架台 SS400 

組合せ 169 173 

圧縮と曲げの 
組合せ 

 

0.97（無次元） 

基礎ボルト SNB7 
引張 420 562 

せん断 86 324 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 

 

     ， 
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2.8 排ガス処理室機器共通架台 

2.8.1 計算条件 

(1) 排ガス処理室機器共通架台は，取付ボルトで建屋内の構造物に固定する。 

(2) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.8.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

ＣＨｘ 水平ｘ方向設計震度 － 

ＣＨｙ 水平ｙ方向設計震度 － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

σｂ ボルト１本当たりに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルト１本当たりに生じるせん断応力 MPa 

Ｆｂ ボルト１本当たりに生じる引張力 N 

Ｑｂ ボルト１本当たりに生じるせん断力 N 

Ａ ボルトの断面積 ㎜ 2 

σc 平均圧縮応力 MPa 

cσｂ 圧縮側曲げ応力 MPa 

ｔσｂ 引張側曲げ応力 MPa 

fc 圧縮力のみを受ける架台の許容圧縮応力 MPa 

fb 曲げ力のみを受ける架台の許容曲げ応力 MPa 

ft 引張力のみを受ける架台の許容引張応力 MPa 
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2.8.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，汎用構造解析プログラム ABAQUS を用いる。 

主な構造部材の応力評価箇所を図－４３に示す。 

 

 

 

図－４３ 排ガス処理室機器共通架台の応力評価箇所 

 

 G.L.+28.7 

 5FL G.L.+22.2 

 G.L.+28.7 

 5FL G.L.+22.2 
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2.8.4 設計条件 

据付場所 

(m) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

最高使用圧力 

(kPa) 

排ガス処理室 

(G.L.+22.2) 

ＣＨｘ＝1.74 

ＣＨｙ＝0.88 
Ｃv＝0.54 － 

 

2.8.5 評価結果 

解析で求めた各部材に生じる応力が許容応力以下であることを確認した。（表－９） 

 

表－９ 排ガス処理室機器共通架台の応力評価結果 

部材 材料 応力の種類 
算出結果 
(MPa) 

許容応力 
(MPa) 

架台 SS400 

組合せ 170 173 

圧縮と曲げの 
組合せ 

 

0.98（無次元） 

取付ボルト SNB7 
引張 233 562 

せん断 20 324 

 

なお，ボルトに生じる応力については，解析により求められた引張力Ｆｂ，せん断力Ｑｂ 

より，以下の算出式によって求められる。 
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2.9 煙道 

煙道における解析範囲は，排ガス冷却器から二次排ガスフィルタまでの煙道である。 

解析範囲の概略系統図を図－４４，４５に示す。 

 

概略系統図記号凡例 

記   号 内   容 

  （太線） 

 

 （点線） 

 

○○－○○ 

 

 

評価対象範囲 

 

評価対象範囲外 

 

鳥瞰図記号 

 

アンカ 

 

 

 

 

 

図－４４ 概略系統図（排ガス冷却器からバグフィルタまでの煙道） 
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図－４５ 概略系統図（バグフィルタから二次排ガスフィルタまでの煙道） 

 

2.9.1 計算条件 

(1) 煙道は，アンカ及びレストレイントにより支持される。 

(2) 固有振動解析した結果，1次固有振動数が 20Hz 未満の場合，共振のおそれのあるもの

として，弾性設計用地震動Ｓｄの 1/2 倍を用いた地震力を考慮する。 

 

2.9.2 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Ｓｐｒｍ 

ＳＰｍ 

ＳＭａ 

ＳＭｂ 

一次応力 

内圧応力 

自重応力 

地震応力 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 
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2.9.3 計算方法 

固有周期及び地震力による応力計算には，計算機コード AutoPIPE を用いる。解析範囲に 

おける設計条件を表－１０に示す。 

 

表－１０ 設計条件 

解析範囲 
 

排ガス冷却器から 
二次排ガスフィルタまでの煙道 

No. 
外径 
(mm) 

厚さ 
(mm) 

材料 

①  1524.0 12.0 SS400 

②  1524.0 12.0 SS400 

③  1117.6 12.0 SS400 

④  1117.6 12.0 SS400 

⑤  1117.6 12.0 SS400 

 

2.9.4 設計震度 

方向 

鳥瞰図 

水 平 鉛 直 

Ｘ Ｚ Ｙ 

1-1 0.75 0.75 0.50 

1-2 0.76 0.98 0.60 

1-3A 1.65 1.60 0.53 

1-3B 1.65 1.60 0.53 

1-4A 1.66 1.61 0.53 

1-4B 1.66 1.61 0.53 
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2.9.5 評価結果 

解析により応力成分を算出し，次式より求めた応力が許容応力以下であることを確認した。

（表－１１） 

Ｓｐｒｍ＝ＳＰｍ＋ＳＭａ＋ＳＭｂ 

表－１１ 煙道の応力評価結果 

鳥瞰図 
最大応力 
評価点 

一次応力(MPa) 

算出応力 許容応力 

1-1 10 24 181 

1-2 5 33 181 

1-3A 16 40 181 

1-3B 16 40 181 

1-4A 16 41 181 

1-4B 16 41 181 
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添付資料－18 

増設雑固体廃棄物焼却設備の強度に関する説明書 

 

 

1. 基本方針 

1.1 強度評価の基本方針 

増設雑固体廃棄物焼却設備を構成する機器のうち，「発電用原子力設備に関する技術基準

を定める省令」において，クラス３に位置付けられる機器は，「設計・建設規格」に準拠し

た評価を行う。 

 

2. 強度評価 

2.1 建屋ドレンサンプタンク 

2.1.1 評価箇所 

 強度評価箇所を図－１に示す。 

 

 

 

図中の番号は，2.1.2 の番号に対応する。 

 

図－１ 建屋ドレンサンプタンク概要図 

 

 

 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 
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2.1.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

 胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうち，いずれか大きい値とする。 

a. 胴の規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

  炭素鋼鋼板または低合金鋼鋼板で作られたものの場合は 3mm，その他の材料で作られた

ものの場合は 1.5mm とする。 

 

b. 胴の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

Ｄｉ ：胴の内径（m） 

Ｈ ：水頭（m） 

ρ ：液体の比重（－） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

(2) 底板の厚さの評価 

 底板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 鏡板の計算上必要な厚さ：ｔ１ 

 

    Ｐ ：最高使用圧力（MPa） 

Ｒ ：鏡板の中央部における内面の半径（mm） 

    Ｗ ：さら形鏡板の形状による係数（－） 

    ｒ ：鏡板のすみの丸みの内半径（mm） 

 

ただし， 

 

 

b. 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

     

Ｄｉ ：胴の内径（mm） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

 

 

0.204・Ｓ・η

・Ｈ・ρＤ
＝ｔ

ｉ
２

ｒ

Ｒ
＋　 3 ・ 

4

1
Ｗ＝

Ｐ0.2・－　2・Ｓ・η

Ｐ・Ｒ・Ｗ
＝ｔ１
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ＤＰ・
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ｉ
２
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(3) 管台の厚さの評価 

 管台に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 管台の計算上必要な厚さ：ｔ１ 

 

Ｄｉ ：管台の内径（m） 

Ｈ ：水頭（m） 

ρ ：液体の比重（－） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

b. 管台の規格上必要な最小厚さ：ｔ２ 

管台の外径に応じ，設計・建設規格 表 PVC-3980-1 より求めた管台の厚さとする。 

 

(4) 開放タンクの穴の補強計算 

開放タンクの胴板の穴が 85mm を超えるので，穴の補強計算を実施する。 

 a. 補強に有効な範囲内にある補強に有効な総面積が，補強に必要な面積より大きくな

るようにすること。（図－２参照） 

 

 b. 内径が 1500mm 以下の胴に設ける穴の径が胴の内径の 2 分の 1（500mm を超える場合

は，500mm）以下及び内径が 1500mm を超える胴に設ける穴の径が胴の内径の 3分の 1

（1000mm を超える場合は，1000mm）以下の場合は，大きい穴の補強計算は必要ない。 

 

 c. 溶接部の強度として，予想される破断箇所の強さが，溶接部の負うべき荷重以上で

あること。 
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図－２ 補強計算概念図 

 

 

 

 

 

 

ｄ ：胴の断面に現れる穴の径（mm） 

ｄｗ：管台が取り付く穴の径（mm） 

Ｄon：管台の外径（mm） 

ｔｓ：胴の最小厚さ（mm） 

ｔsr：胴の計算上必要な最小厚さ（mm） 

ｔｎ：管台の最小厚さ（mm） 

Ｂｅ：強め板の外径（mm） 

 

ｔnr：管台の計算上必要な厚さ（mm） 

ｔｅ：強め板の最小厚さ（mm） 

Ｘ，Ｘ１，Ｘ２，Ｙ１，Ｙ２：補強の有効範囲（mm） 

Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３：溶接の脚長（mm） 

Ａｒ：穴の補強に必要な面積（mm2） 

Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４：補強に有効な面積（mm2） 
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2.1.3 評価結果 

 評価結果を表－１，２に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有するこ

とを確認した。 

 

表－１ 建屋ドレンサンプタンクの評価結果（板厚） 

機器名称 評価部位 必要厚さ（mm） 最小厚さ（mm） 

建屋ドレンサンプタンク 

胴の厚さ 1.50 4.10 

底板の厚さ 0.23 4.60 

管台の厚さ 3.50 4.81 

 

 

表－２ 建屋ドレンサンプタンクの評価結果（穴の補強） 

機器名称 評価部位 評価結果 

建屋ドレンサンプタンク 胴板の穴 

穴の補強に必要な 

面積（mm2） 

補強に有効な 

総面積（mm2） 

9.6 906.6 

補強を要する 

穴の限界径（mm） 

胴の断面に現れる 

穴の径（mm） 

666.66 79.48 

溶接部の負うべき 

荷重（N） 

予想される 

破断箇所の強さ（N） 

-41802.5 －※ 

※ 溶接部の負うべき荷重が負であり溶接部の強度計算は不要 
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2.2 サンプルタンク 

2.2.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－３に示す。 

 

 
図中の番号は，2.2.2 の番号に対応する。 

 

図－３ サンプルタンク概要図 

 

2.2.2 評価方法 

(1) 胴の厚さの評価 

 胴に必要な厚さは，次に掲げる値のうち，いずれか大きい値とする。 

a. 胴の規格上必要な最小厚さ：ｔ１ 

  炭素鋼鋼板または低合金鋼鋼板で作られたものの場合は 3mm，その他の材料で作られた

ものの場合は 1.5mm とする。 

 

b. 胴の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

 

Ｄｉ ：胴の内径（m） 

Ｈ ：水頭（m） 

ρ ：液体の比重（－） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

(2) 

(1) 

0.204・Ｓ・η

・Ｈ・ρＤ
＝ｔ

ｉ
２
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(2) 底板の厚さの評価 

底板に必要な厚さは，次に掲げる値のうちいずれか大きい値とする。 

a. 鏡板の計算上必要な厚さ：ｔ１ 

 

    Ｐ ：最高使用圧力（MPa） 

    Ｒ ：鏡板の中央部における内面の半径（mm） 

    Ｗ ：さら形鏡板の形状による係数（－） 

ｒ ：鏡板のすみの丸みの内半径（mm） 

 

ただし，  

 

b. 鏡板のフランジ部の計算上必要な厚さ：ｔ２ 

     

Ｄｉ ：胴の内径（mm） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

2.2.3 評価結果 

 評価結果を表－３に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有することを確

認した。 

 

表－３ サンプルタンクの評価結果 

機器名称 評価部位 必要厚さ（mm） 最小厚さ（mm） 

サンプルタンク 
胴の厚さ 1.50 4.10 

底板の厚さ 0.23 4.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｒ

Ｒ
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4
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2.3 主配管 

2.3.1 評価箇所 

 強度評価箇所を図－４に示す。 

 

 

図－４ 廃液処理設備 系統図 
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2.3.2 評価方法 

(1) 管の厚さの評価 

 管の必要な厚さは，次に掲げる値以上とする。 

a. 内面に圧力を受ける管の計算上必要な厚さ：ｔ 

     

    Ｐ ：最高使用圧力（MPa） 

    Ｄｏ ：管の外径（mm） 

Ｓ ：許容引張応力（MPa） 

η ：継手効率（－） 

 

2.3.3 評価結果 

 評価結果を表－４に示す。必要厚さを満足しており，十分な構造強度を有していること

を確認した。 

 

表－４ 主配管の評価結果 

No. 

外径 

Ｄｏ 

（mm） 

公称 

厚さ 

（mm） 

材  料 

最高使用圧力 

Ｐ 

（MPa） 

最高使用 

温  度 

（℃） 

必要厚さ 

（mm） 

最小厚さ 

（mm） 

① 48.6 3.7 SUS304TP 0.78 66 0.31 3.2 

② 27.2 2.9 SUS304TP 0.78 66 0.18 2.4 

 

Ｐ0.8・＋　2・Ｓ・η

ＤＰ・
＝ｔ

ｏ
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添付資料－19 

 

増設雑固体廃棄物焼却設備に関する構造図 

 

増設雑固体廃棄物焼却設備に関する構造図を以下に示す。  
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添付資料－20 

 

流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力についての計算書 

 

 

1. 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価 

 放射性廃液を内包する容器からの漏えい事故が起きた場合，漏えい廃液は床ドレン受口

より建屋ドレンサンプタンクに回収される。 

 廃液漏えい時には建屋ドレンサンプタンクの水位高の警報等により廃液の異常な漏えい

が検知され，対処が可能である。 

 ここでは，放射性廃液を内包する容器に対し，廃液全量の漏えいを想定しても，施設内に

留めることが可能であることを確認した。 

 容器設置区画に廃液が全量流出した場合の評価を表－１に示し，容器設置区画以外の箇

所における当該容器のポンプ移送配管から廃液が全量流出した場合の評価を表－２に示す。 

 



 

 

 

表－１ 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価（容器設置区画における漏えい） 

容器名称 

設置場所 
容器容量 

（m3） 

漏えい想定区 

画内床面積*1 

（m2） 

基礎・機器 

断面積*2 

（m2） 

漏えい廃液全量を 

貯留するために 

必要な堰の高さ 

（cm） 

拡大防止 

堰の高さ 

（cm） 評  価 

建屋名 
据付床レベル 

（m） 
① ② ③ 

④=①/（②－③） 

×100 
⑤ 

建屋ﾄﾞﾚﾝｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ 
増設焼却炉

建屋 
G.L.-3.9 4.5 

(ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ室) 

40.1 
10.0 

15.0 30 以上 

容器設置区画の拡大
防止堰の高さは，漏え
い廃液全量を貯留す
るために必要な堰の
高さを満足しており，
漏えいの拡大を防止
できる。 

サンプルタンク 同上 G.L.-3.9 4.5 15.0 30 以上 同上 

注記*1 ： 漏えい想定区画内の内のり面積 

  *2 ： 当該容器設置区画内に設置される基礎及び機器断面積を減じて，床面積を補正する。 
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添付資料－20では，G.L. ±0m= T.P.32.2m(※)とする。 

(※) 構内基準点(2014.3測量)からの実測値に基づき設定している。 



 

 

表－２ 流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えい防止能力の評価（容器設置区画以外の箇所における漏えい） 

容器名称 

設置場所 
容器容量 

（m3） 

漏えい想定区 

画内床面積*1 

（m2） 

基礎・機器 

断面積*2 

（m2） 

漏えい廃液全量を 

貯留するために 

必要な堰の高さ 

（cm） 

拡大防止 

堰の高さ 

（cm） 評  価 

建屋名 
据付床レベル 

（m） 
① ② ③ 

④=①/（②－③） 

×100 
⑤ 

建屋ﾄﾞﾚﾝｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ*3 
増設焼却炉

建屋 
G.L.-3.9 4.5 

(ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ室等) 

100.0 
10.0 

5.0 5 以上 

漏えい想定区画の拡
大防止堰の高さは，漏
えい廃液全量を貯留
するために必要な堰
の高さを満足してお
り，漏えいの拡大を防
止できる。 

サンプルタンク*3 同上 G.L.-3.9 4.5 5.0 5 以上 同上 

スプレー水タンク*3 同上 G.L.+0.2 36 
(焼却炉室等) 

1577.6 
41.9 2.4 5 以上 同上 

排水タンク*3 同上 G.L.+14.2 30 
（排気室等） 

1358.1 
129.8 

2.5 5 以上 同上 

冷却水タンク*3 同上 G.L.+14.2 20 1.7 5 以上 同上 

注記*1 ： 漏えい想定区画内の内のり面積 

  *2 ： 漏えい想定区画内に設置される基礎及び機器断面積を減じて，床面積を補正する。 

  *3 ： ここでは当該容器のポンプ移送配管からの漏えいを想定。 
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2. 床及び壁の塗装 

2.1 塗装の耐水性 

 床，壁及びドレンタンク室は耐水性エポキシ樹脂を使用して塗装することにより耐水性

を確保する。 

 

2.2 塗装の範囲 

 本施設内に設置する放射性廃液を内包する容器は図－１に示すように設置される区画の

堰内に設置し，容器からの漏えい廃液を堰内に留めることを可能にする。塗装範囲は，当該

容器設置区画の床，堰及び床面から堰の高さ以上までの壁面とする。 

 

図－１ 放射性廃液を内包する容器の配置の概念図 

 

 また，容器設置区画外における配管からの漏えいを考慮し，本施設の施設外への漏えいを

防止するための堰の配置及び塗装を実施する。本施設の施設外への漏えいを防止するため

の堰の配置及び建屋内の塗装範囲を図－２～３に示す。 

 

3. 配管，電気配線及び空調ダクトの貫通部 

3.1 配管 

 放射性廃液を内包する容器が設置される区画の貫通部は原則として，壁については堰の

高さ以上に設け，床については堰の高さ以上までスリーブを立ち上げる。やむを得ず堰の高

さ未満となる場合には図－４に示すように防水処置を施す。 

 上記以外の管理区域内の貫通部についても原則として，壁については基準床面より 10cm

以上の高さに設け，床については基準床面より 10cm以上の高さまでスリーブを立ち上げる。

やむを得ずこれ未満となる場合には防水処置を施す。 

 

3.2 電気配線 

(1) ケーブルトレイ 

 放射性廃液を内包する容器が設置される区画の貫通部は原則として図－５に示すように，

壁については堰の高さ以上に設け，床については貫通部を設けない。 

塗装箇所 

容器 
堰 

堰の 

高さ以上 

容器設置区画 

建築躯体の堰,床勾配情報 

入手後に見直しが必要 
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 上記以外の管理区域内の貫通部についても，壁については基準床面より 10cm以上の高さ

に設け，床については貫通部の廻りに基準床面より 10cm以上の高さのカーブを設ける。 

 

(2) 電線管 

 放射性廃液を内包する容器が設置される区画の貫通部は原則として図－５に示すように，

壁については堰の高さ以上に設け，床については貫通部を設けない。 

 上記以外の管理区域内の貫通部についても，壁については基準床面より 10cm以上の高さ

に設け，床については電線管の接続部が基準床面より 10cm以上の高さにする。 

 

3.3 空調ダクト 

 放射性廃液を内包する容器が設置される区画の貫通部は原則として，壁については堰の

高さ以上に設け，床については貫通部の廻りに堰の高さ以上のカーブを設ける。やむを得ず

堰の高さ未満となる場合には図－６に示すように防水処置を施す。 

 上記以外の管理区域内の貫通部についても原則として，壁については基準床面より 10cm

以上の高さに設け，床については基準床面より 10cm以上の高さのカーブを設ける。やむを

得ず基準床面より 10cm未満の高さとなる場合には防水処置を施す。 

 

4. 建屋ドレンサンプタンク，サンプルタンク及び配管 

4.1 漏えい防止を考慮した材料 

 液体廃棄物を内包する建屋ドレンサンプタンク，サンプルタンク及び配管は，万一腐食性

物質が混入する可能性を考慮して，耐食性のあるステンレス鋼とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ-2-44-添 20-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注
１
：
寸
法
は
，
ｍ
ｍ
を
示
す
。

 

図
－
２
 
堰
そ
の
他
設
備
の
構
造
の
概
要
を
明
示
し
た
図
面
（
１
階
）

 



Ⅱ-2-44-添 20-7 

 

 

  

注
１
：
寸
法
は
，
ｍ
ｍ
を
示
す
。

 

図
－
３
 
堰
そ
の
他
設
備
の
構
造
の
概
要
を
明
示
し
た
図
面

（
４
階
）

 



Ⅱ-2-44-添 20-8 

 

 

 

 

壁 

スリーブ 

ラバーブーツ 

配管 

床 

堰 

ラバーブーツ 

配管 

スリーブ 

壁 

スリーブ 

モルタル 

配管 

床 

堰 配管 

スリーブ モルタル 

図－４ 配管貫通部構造図例（堰の高さ未満の場合） 

壁 

止板 

ケーブルトレイ 

床 

堰 

壁 

カップリング 

電線管 

床 

図－５ 電気配線貫通部構造図例（ケーブルトレイ及び電線管） 

止板 

ケーブルトレイ 

堰
の

 
高

さ
以

上
 

堰
の
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さ
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上
 

カップリング 

電線管 

堰 

図－６ 空調ダクト貫通部構造図例（堰の高さ未満の場合） 

壁 
ダクト 

ダクト 堰 

シール材 

床 
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添付資料－21 

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書 

 

1. 流体状の放射性廃棄物の漏えい検出について 

 放射性廃液を内包する容器からの漏えい事故が起きた場合，漏えい廃液は漏えい防止堰

内に留められ，床ドレン受口より建屋ドレンサンプタンクに回収される。 

 このため，以下に示す漏えい検出器によって放射性廃液が著しく漏えいする恐れを確実

に検出する。 

 

1.1 ドレンタンク室の漏えい検出器について 

 ドレンタンク室の漏えいを検出するために，ドレンタンク室内に電極式レベルスイッチ

を設置する。 

 電極式レベルスイッチは，導電性の液体が電極に接触すると電流が流れることにより，水

位を検知するものである。ドレンタンク室の液位が上昇すると検出用電極間に電流が流れ，

これをリレーで検出し，警報表示を行う。 

 漏えい検出器はドレンタンク室の集水ます底面より 20mm 以上で作動する。なお，作動液

位以上の液位においては警報状態を継続する。 

 警報設定値をドレンタンク室の集水ます底面より 20mm に設定した場合には約 0.002m3の

漏えいで検出可能である。ドレンタンク室の漏えい検出器の概念を図－１に示す。 

 

1.2 建屋ドレンサンプタンク及びサンプルタンクの液位検出について 

 放射性廃液を内包する容器から漏えいが生じた場合，漏えい廃液は床ドレン受口より建

屋ドレンサンプタンクへ導かれる。 

また、建屋ドレンサンプタンクよりドレンを移送する場合はサンプルタンクに移送する。 

 建屋ドレンサンプタンク及びサンプルタンクには液位検出器を設置し，増設焼却炉建屋

の制御室で監視可能である。 

 建屋ドレンサンプタンク及びサンプルタンクの液位が，設定液位を超えて異常上昇する

場合は警報表示を行う。なお，作動液位以上の液位では動作状態を継続する。 

 建屋ドレンサンプタンク及びサンプルタンク液位検出器の概念を図－２に示す。 

 

2. 警報について 

 ドレンタンク室の漏えい検出及び建屋ドレンサンプタンク及びサンプルタンクの液位検

出による警報表示は，増設焼却炉建屋の制御室に警報表示を行う。 

 なお，警報表示は点滅表示及び音によって行い，原因解除後の警報リセット操作にて復帰

を行う。警報表示内容及び警報表示場所を表－１に示す。 
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図－１ ドレンタンク室の漏えい検出器の概念図 

（電極式レベルスイッチ） 
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図－２ 建屋ドレンサンプタンク，サンプルタンクの液位検出器の概念図 

（電極式レベルスイッチ） 
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表－１ 警報表示内容及び警報表示箇所 

警報表示内容 警報表示場所 

 ドレンタンク室漏えい 

制御室  建屋ドレンサンプタンク液位高 

 サンプルタンク液位高 
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3 放射線管理に係る補足説明 

 

3.1 放射線防護及び管理 

3.1.1 放射線防護 

3.1.1.1 概要 

地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，

廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建

屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共

用施設については，損壊の程度は少ないものの，管理区域出入口などが損壊状態にある。

また，大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により，従来，放射性物質に

よって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域に

係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め，周辺監視区域全体が，

外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質濃度，又は放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超えている。これらのことから，

現状，周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域に設

定する。このため，従来の区域を限定して遮へい設備や換気空調系を用いて行ってきた放

射線防護を同様に行うことは難しい状況となっている。また，これら発電所敷地に飛散し

た放射性物質については，作業環境の改善及びさらなる汚染拡大防止のため収集・保管を

進めているところである。 

免震重要棟においては，放射線業務従事者等が常時滞在することを考慮し，遮へい設備

を設置する等して線量を低減し，また換気空調系を設置する等により，非管理区域又は放

射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に

定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。なお，飲食及び喫煙

を可能とするために設ける区域においても換気空調系を設置する等により，放射性物質に

よって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理

区域に係る値を超えるおそれのない区域として管理する。 

以上を踏まえて，発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減すべく以

下のとおり放射線防護の措置を行う。 

発電所敷地に飛散した放射性物質については，さらなる汚染の拡大を防止するべく継続し

て放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管を行うとともに，それらの線源に対して適

切な遮へい設備の設置を検討していく。 

また，現状の管理対象区域について，放射線業務従事者の滞在時間等を考慮して，エリ

アの区画や換気空調系の設置により，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密

度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区

域等とするよう措置を行う。 
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3.1.1.2 基本方針 

放射線防護は，以下の基本方針に基づき措置する。 

 ①遮へい設備，換気空調系等により発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線

量を低減すること 

 ②今後の復旧作業において異常時も含め放射線業務従事者が所要の対応を行えること 

 

3.1.1.3 具体的方法 

(1) 全般 

a.周辺の放射線防護 

原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマについては，敷地境界

で原子炉施設からの放射性物質の追加放出による線量と合算した線量が年間 1mSvを上回っ

ている。よって，上記の線量が年間 1mSvを下回るようにするべく，遮へい設備等の措置を

行う。 

 

b.放射線業務従事者等の放射線防護 

発電所の事故対応等の業務において放射線防護設備は，放射線業務従事者が受ける線量

等が「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防

護に関して必要な事項を定める告示」に定められた限度を超えないようにすることはもち

ろん，放射線業務従事者等の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低くするよ

うに，放射線業務従事者等の作業性等を考慮して，遮へい，機器の配置，遠隔操作，放射

性物質の漏えい防止，換気等，所要の放射線防護上の措置を講じる。 

 

c.異常時の放射線業務従事者の放射線防護 

異常時においても放射線業務従事者が必要な操作を行うことができるように，放射線防

護上の措置を講じる。 

 

(2) 中央制御室及び免震重要棟 

1～4 号機の中央制御室については，水素爆発等の影響により汚染し，また線量が比較的

高く常時滞在することが好ましくない状況であることから，現在は必要最小限のパラメー

タの監視を行うべく，一定の頻度で立入している状況である。代わってプラント状態の監

視等の作業を免震重要棟で行う。 

よって，免震重要棟では放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ばく低減

のため，免震重要棟に遮へい等の措置を講じる。 

なお，5号及び 6号機の中央制御室については，既設の遮へい設計は維持されているもの

と考えるが，換気については，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び

空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とし
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て設定できるよう，既設の換気空調設備に加え，「3.1.2.3 発電所における放射線管理」

に示す汚染のおそれのない管理対象区域としての措置を行う。 

 

(3) 遮へい設備 

遮へい設備については従前より設置している原子炉遮へい壁等のうち 1号，3号及び 4号

機について水素爆発の影響により二次遮へい壁が損壊する等，既存設備の機能の一部が喪

失している。今後，建屋内線源からの線量を低減すべく，機能確認・復旧を行うが，これ

らの遮へい壁が設置されている箇所の雰囲気線量が高いこと等から，作業エリアの線量率

及び滞在時間を考慮し，必要に応じて一時的遮へいを用いる。また，事故対応等の業務に

おいて稼働している高レベル放射性汚染水処理設備及び全域が汚染した発電所敷地内から

収集・保管された瓦礫等を貯蔵する施設からの線量が比較的高い状況となっている。さら

に，1号，3号及び 4号機の使用済燃料の取扱設備については，水素爆発等により設備が損

傷していると考えられる。 

なお，2号，5号及び 6号機の設備や固体廃棄物貯蔵庫等の共用設備については，従前の

遮へい設計が維持されているものと考えている。 

以上を踏まえ，既存設備，高レベル放射性汚染水処理設備及び瓦礫等を貯蔵する施設か

らの発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者等の線量を低減するべく，必要に応じて

既存の遮へい設備を復旧するか新たに設置する。 

また，遮へい設備の有無に関わらず，管理対象区域内の管理として，放射線レベルの高

い場所や放射線レベルが確認されていない場所については，放射線業務従事者に当該場所

を周知し，特に放射線レベルが高い場所においては，必要に応じてロープ等により人の立

入制限の措置を行う。また，作業管理として，放射線業務従事者の線量を合理的に達成で

きる限り低減するべく，必要に応じて一時的遮へいを用い，作業環境の改善に努める。1号，

3号及び 4号機の二次遮へい壁の損壊箇所についても，当面の復旧が困難であるため同様の

措置を行う。 

なお，免震重要棟においては，放射線業務従事者等が常時滞在していることから，被ば

く低減のため，遮へいを行う。 

 

(4) 換気空調系 

既設建屋内の換気空調系は現在機能していないが，建屋内への入域の頻度及びエリアが

限られていることから，現状は，換気空調系であらかじめ建屋内の空気中の放射性物質濃

度を低減する代わりに放射線防護具装備を活用することにより，建屋内の空気中に浮遊し

ている放射性物質の取り込みや壁面に付着している放射性物質の身体への付着を低減する。

また，地震発生以降で新たに設置する建屋内についても同様の措置を講じる。 

なお，5,6号機の原子炉建屋及びサービス建屋と共用プール建屋については，建屋換気系

が運転しており，換気が行われている状況にある。 
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今後，既設建屋及び地震発生以降に新たに設置する建屋においては，建屋内への入域の

頻度の多さ，入域するエリアの拡大度合い及び建屋内の放射性物質によって汚染された物

の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度の状況を考慮して，必要に応じて上記の

管理的手段から換気空調系による屋内雰囲気管理に移行できるよう検討をすすめる。 

また，今後設置する建屋についても，既設建屋と同様に入域の頻度の多さ等を考慮し，

上記の管理的手段もしくは換気空調系による屋内雰囲気管理を行う設計とする。 

なお，既存の換気空調系の復旧を行う場合は，ベント時に系統内に付着するなどした放

射性物質の新たな放出を低減する措置を講じる。 

免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域においては，換気空調に

より，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度

が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域として設定できるよう措置を

行う。 

なお，各換気空調系のフィルタは，点検及び交換することができる設計とする。 

 

(5) その他の放射線防護措置 

a.機器の配置 

放射線レベルの高い区域は，原則として区画するとともにその入口には迷路又は遮へい

扉を設ける。なお，これらの措置を行うことが難しい場合は，当該区域を周知する等によ

り不要に近づかないような措置を講じる。 

また，操作頻度の高い制御盤等は，低放射線区域に配置する。 

 

b.遠隔操作 

地震発生以降，発電所敷地全域で通常時に比べ高い放射線レベルが測定されているが，

その中でも特に放射線レベルの高い 1～3号機の原子炉建屋周辺等については，特に不必要

な被ばくを防止する必要がある。よって，そのような放射線レベルが高い区域での作業に

当たっては，必要に応じて放射線源の低減に努めることはもちろんのことロボットの活用，

操作等の遠隔化により不必要な放射線被ばくを防止する措置を講じる。 

 

c.放射性物質の漏えい防止 

現状，原子炉冷却材が原子炉圧力容器から漏えいしており，原子炉建屋等に滞留してい

る状況であるが，これらの汚染水を処理するとともに原子炉注水する系統においては系外

へ漏えいしにくくなるよう措置を講じる。 

今後，その他の既存設備の復旧，若しくは新規設備の設置にあたっては放射性物質の漏

えいを防止する設計とする。 
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d.汚染拡大の防止 

地震発生以降，発電所敷地は外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質濃度，又は放射

性物質によって汚染された物の表面の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超え

ており，そのうち免震重要棟並びに飲食及び喫煙を可能とするために設ける区域といった

放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令

に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については，立ち入り者の身体及び

衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物品を容器に

入れ又は包装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度について表面

汚染測定等により測定場所のバックグラウンド値を超えないようにしている。 

今後とも，放射性物質によって汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物

質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域については，上記の通

りスクリーニングを行うことで，汚染拡大防止の措置を講じる。 

また，発電所敷地に飛散した放射性物質については，作業環境の改善及びさらなる汚染

拡大防止のため収集・保管を進めているところである。 

これら発電所敷地に飛散した放射性物質については，さらなる汚染の拡大を防止するべく

継続して放射性物質に汚染された瓦礫等の収集・保管の措置を講じる。 
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3.1.2 放射線管理 

3.1.2.1 概要 

地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，

廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保管建屋については管理区域境界であった建

屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共

用施設については，損壊の程度は少ないものの，管理区域出入口などが損壊状態にある。

このため，これらの管理区域境界については，区画物による区画・放射線等の危険性に応

じた立入制限等が行うことができない状況にある。 

また，大規模な放射性物質の放出による放射線レベルの上昇により，従来，放射性物質

によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が管理区域

に係る値を超えるおそれのない区域であった固体廃棄物貯蔵庫を含め，周辺監視区域全体

が，外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えている。このため，管理

区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合に，その者の身体及び衣服，履物

等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包

装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度が管理区域に係る値を超

えていないことの確認ができない状況にある。 

これらのことから，現状，周辺監視区域全体を管理区域と同等の管理を要するエリアと

して管理対象区域を設定している。管理対象区域では，周辺監視区域と同一のさく等の区

画物によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識を設けることによって明らかに他の

場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて，人の立入制限等の措置を講じて

いる。また，管理対象区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合の表面汚染

検査は，管理対象区域の境界に出入管理設備を設けて，原子力災害対策本部が定める警戒

区域からのスクリーニングレベル（平成 23 年 9 月 16 日付・原子力非常災害対策本部長通

知及び最新の通知，以下「スクリーニングレベル」という。具体的には 40Bq/cm2（13,000cpm

相当）である。）を超えないことを確認している。なお，管理対象区域に立ち入る者は放射

線業務従事者と一時立入者とする。個人被ばく管理については，放射線業務従事者が管理

対象区域で作業を行う場合には，放射線測定器を着用させ，外部被ばくによる線量当量の

評価を行っている。また，内部被ばくについては，原則としてホールボディカウンタによ

る体外計測法などで定期的及び必要の都度，評価を行っている。 

管理対象区域のうち管理区域については，現状の放射線レベルに応じて再区分するととも

に，今後，立入制限等必要な措置を順次講じていく。管理対象区域のうち管理区域を除く

区域については，放射線レベルを低下していくためには，長い期間を要することから，今

後，管理対象区域内の除染等を検討し，実施する。詳細は，「3.1.3 敷地内に飛散した放

射性物質の拡散防止及び除染」参照。 
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3.1.2.2 基本方針 

① 現存被ばく状況において，放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，今

後，新たに設備を設置する場合には，遮へい設備，換気空調設備，放射線管理設備及び

放射性廃棄物廃棄施設を設計し，運用する。また，事故後，設置した設備においても，

放射線被ばくを合理的に達成できる限り低減する方針で，必要な設備の改良を図る。 

② 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために，周辺監視区域全体を管理対象

区域として設定して，立入りの制限を行い，外部放射線に係る線量，空気中もしくは水

中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視して，その結果を管理

対象区域内の諸管理に反映するとともに必要な情報を免震重要棟や出入管理箇所等で

確認できるようにし，作業環境の整備に努める。 

③ 放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とし，被

ばく歴を把握し，常に線量を測定評価し，線量の低減に努める。また，放射線業務従事

者を除く者であって，放射線業務従事者の随行により管理対象区域に立ち入る者等を一

時立入者とする。 

さらに，各個人については，定期的に健康診断を行って常に身体的状態を把握する。 

④ 周辺監視区域を設定して，この区域内に人の居住を禁止し，境界に柵または標識を設け

る等の方法によって人の立入を制限する。 

⑤ 原子炉施設の保全のために，管理区域を除く場所であって特に管理を必要とする区域を 

保全区域に設定して，立入りの制限等を行う。 

⑥ 核燃料物質によって汚染された物の運搬にあたっては，放射線業務従事者の防護及び発

電所敷地外への汚染拡大抑制に努める。 

 

 

3.1.2.3 発電所における放射線管理 

(1)管理対象区域，管理区域，保全区域及び周辺監視区域 

a.管理対象区域 

周辺監視区域全体が外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質に

よって汚染された物の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えるか，

又は，そのおそれがあるため，管理区域と同等の管理を要するエリアとして管理対象区域

を設定する。管理対象区域は，管理区域と管理区域を除く区域に分けられる。 

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については，外部線量に係る線量，空気中放射

性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度について，

管理区域に係る値を下回るよう，必要の都度，遮へいにより線量当量率を下げ，又は除染

により線量当量率及び表面汚染密度を下げていく。 
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b. 管理区域 

外部線量に係る線量，空気中放射性物質の濃度，又は放射性物質によって汚染された物

の表面の放射性物質の密度について，管理区域に係る値を超えるか，又は，そのおそれの

ある区域である。 

管理区域境界の大物搬出入口などが開放状態にあることや管理区域境界においても放射

線レベルが高いことから，管理区域に求められる管理区域内の管理，物品の出入管理がで

きていないが，今後，順次，修復し，管理区域に求められる要件を満足するようにする。

また，管理対象区域のうち管理区域を除く場所において，除染等を行っても管理区域に係

る値を下回るようにすることが困難な場合には，管理区域に求められる措置を適切に講じ

た上で管理区域を設定する。 

 

c. 保全区域 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 1条）に基づき，原子炉施設の保

全のために特に管理を必要とする区域であって，管理区域を除く区域を保全区域とする。 

 

d. 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中もしくは水中の放射性物質濃度が，「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」，「東京電力

株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要

な事項を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域が周辺監視区域であるが，

放出により沈着した放射性物質が広域に広がってしまっており，周辺監視区域を線量限度

に基づき設定することが困難であるため，管理上の便宜も考慮して図３．１－１に示すよ

うに周辺監視区域を設定する。 

 

(2)管理対象区域内の管理 

管理対象区域については，次の措置を講じる。 

① 管理対象区域は当面の間，周辺監視区域と同一にすることにより，さく等の区画物

によって区画するほか周辺監視区域と同一の標識等を設けることによって明らかに

他の場所と区別し，かつ，放射線等の危険性の程度に応じて，人の立入制限等を行

う。 

管理対象区域内の線量測定結果を放射線業務従事者の見やすい場所に掲示する等の

方法によって，管理対象区域に立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場

所や放射線レベルが確認されていない場所を周知する。特に放射線レベルが高い場

所においては，必要に応じてロープ等により人の立入制限を行う。 

② 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。ただし，

飲食及び喫煙を可能とするために，放射性物質によって汚染された物の表面の放射
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性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が，法令に定める管理区域に係る値を超

えるおそれのない区域を設ける。なお，設定後は，定期的な測定を行い，この区域

内において，法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床又

は壁等に発見した場合等，汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置等を行う

ことにより，放射性物質の経口摂取を防止する。 

③ 管理対象区域全体にわたって放射線のレベル及び作業内容に応じた保護衣類や放射

線防護具類を着用させる。 

④ 管理対象区域から人が退去し，又は物品を持ち出そうとする場合には，その者の身

体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その

物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器又は包装）の表面の放射性物質

の密度についてスクリーニングレベルを超えないようにする。管理対象区域内にお

いて汚染された物の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める

管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に人が立ち入り，又は物品を持ち込も

うとする場合は，その者の身体及び衣服，履物等身体に着用している物並びにその

持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には，その容器又

は包装）の表面の放射性物質の密度について表面汚染測定等により測定場所のバッ

クグラウンド値を超えないようにする。 

⑤ 管理対象区域内においては，除染や遮へい，換気を実施することにより外部線量に

係る線量，空気中放射性物質の濃度，及び放射性物質によって汚染された物の表面

の放射性物質密度について，管理区域に係る値を超えるおそれのない場合は，人の

出入管理及び物品の出入管理に必要な措置を講じた上で，管理対象区域として扱わ

ないこととする。 

 

また，管理対象区域内は，場所により外部放射線に係る線量当量率，放射線業務従事者

等の立入頻度等に差異があるので，これらのことを考慮して適切な管理を行う。 

管理対象区域のうち管理区域については，地震，津波，水素爆発に伴い，1～4 号機原子

炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋，廃棄物集中処理建屋及び使用済燃料輸送容器保

管建屋については管理区域境界であった建屋の壁が損壊した。5，6 号機原子炉建屋，ター

ビン建屋，廃棄物処理建屋及び運用補助共用施設については，損壊の程度は少ないものの，

管理区域出入口などが損壊状態にある。このため，他の場所との区別・放射線等の危険性

の程度に応じた人の立入制限等の措置は，管理対象区域で講ずる措置と同一とする。 

 

a. 線量等の測定 

放射線業務従事者等の線量の管理が，容易かつ確実に行えるようにするため放射線測定

器により，管理対象区域における放射線レベル等の状況を把握する。 

(a)外部放射線に係る線量当量の測定 
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①エリア放射線モニタによる測定 

管理対象区域内で運転操作，監視，点検等のために人が駐在する場所に，エリア放

射線モニタを設置し，放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から

放射線レベルの連続監視を行う必要があるが，既設建屋内のエリア放射線モニタは，

津波による水没や爆発による故障，建屋内の線量が高いためエリア放射線モニタの健

全性を確認していない。 

放射線環境の状況の把握と放射線防護への情報提供の観点から，放射線業務従事者

の立入頻度を考慮し，放射線レベルの連続監視を行う必要性を踏まえ，エリア放射線

モニタによる管理に移行できるよう検討を行う。 

②サーベイメータによる測定 

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所については，

定期的あるいは必要の都度サーベイメータによる外部放射線に係る線量率の測定を

行う。 

測定した結果は，測定点，測定日時，測定結果を記入したサーベイマップを作成し，

放射線業務従事者の，見やすい場所に掲示する等の方法によって，管理対象区域内に

立ち入る放射線業務従事者に放射線レベルの高い場所や放射線レベルが確認されて

いない場所を周知する。 

 

(b)空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度の測定 

管理対象区域内において，放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所については，

定期的あるいは必要の都度空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の

密度を測定する。 

① 排気モニタによる測定 

排気モニタにより建屋内の空気中の放射性物質の濃度を監視する。放射能レベルが

あらかじめ設定された値を超えた場合は，免震重要棟又は中央制御室（5，6 号機）

において警報を出し，適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。 

② サンプリングによる測定 

管理対象区域内において放射線業務従事者が特に頻繁に立ち入る箇所について，サ

ンプリングにより空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度の

測定を定期的及び必要の都度行う。 

 

(c)系統内の放射能測定 

施設が正常に運転されていることを確認するため，系統内の気体及び液体の放射性物

質の濃度を測定する。 

① プロセス放射線モニタによる測定 

プロセス放射線モニタは，空気中又は水中の放射性物質の濃度を監視し，放射能レ
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ベルが，あらかじめ設定された値を超えた場合は，免震重要棟又は中央制御室（5，6

号機）において警報を出し，適切な処置がなされるよう運転員の注意を喚起する。な

お，警報は異常の早期発見が可能な値を定める。 

② サンプリングによる測定 

主な系統については，定期的及び必要の都度サンプリングにより放射性物質の濃度

を測定する。 

 

b. 人の出入管理 

(a)管理対象区域（管理区域を含む）への立入制限 

管理対象区域（管理区域を含む）への立入りは，あらかじめ指定された者で，かつ必

要な場合に限るものとする。なお，管理対象区域（管理区域を含む）への立入制限は，

出入管理箇所において行う。 

 

(b) 出入管理の原則 

管理対象区域（管理区域を含む）の出入管理の原則は次のとおりとする。 

① 管理対象区域（管理区域を含む）の出入りは，出入管理箇所を経由して行う。 

② 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者には，出入管理箇所で所定の保護

衣類を配備して着用させる。また，出入管理箇所または免震重要棟において所定

の放射線測定器を配備して着用させる。 

③ 管理対象区域及び管理対象区域のうち管理区域から退出した者には，サーベイメ

ータ等によって表面汚染検査を行わせる。 

管理対象区域内のうち，汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放

射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域に立ち

入る者には，その出入口においてサーベイメータ等によって表面汚染検査（予め

管理区域に係る値を超えないことを確認した場合は除く）を行わせる。 

④ 出入管理箇所では，管理対象区域（管理区域を含む）の人の出入りを監視する。 

 

(c) 管理対象区域（管理区域を含む）内での遵守事項 

① 指定された場所以外では，飲食及び喫煙を禁止する。 

② 異常事態の発生又はそのおそれがある事象を発見した場合は，直ちに必要箇所へ

連絡させ，その指示に従わせる。 

 

c. 物品の出入管理 

管理対象区域への物品の持込み及び持出しは，出入管理箇所を経由して行う。なお，管

理対象区域のうち管理区域内への物品の出入管理は，管理対象区域における物品の出入管

理で実施している管理と同一である。 
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管理対象区域から物品を持ち出す場合には，スクリーニングレベルを超えないことを確

認する。 

なお，当社が貸与する下着類及び構内で使用した作業服のうち再使用可能なものについ

ては，これまで福島第一原子力発電所の管理区域に設置する洗濯設備で洗浄し再使用する

運用としていたが，震災により当該設備が使用できない状況にあるため，当社福島第二原

子力発電所の管理区域に設置する同等の洗濯設備で洗浄して福島第一原子力発電所で再使

用することとし，この場合における管理対象区域からの下着類及び構内で使用した作業服

の持出しにあたってもスクリーニングレベルを超えないことを確認する。当該運用にあた

っては，福島第二原子力発電所で発生する使用済保護衣類の処理に支障を来さない範囲で

行うとともに，洗濯廃液系の取り扱いにおいては福島第二原子力発電所の保安規定を遵守

する。 

 

d. 管理対象区域内の区分 

管理対象区域は，管理区域と管理区域を除く区域に区分する。 

管理対象区域のうち管理区域は，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質

の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのな

い区域と，表面の放射性物質の密度又は空気中の放射性物質濃度が，法令に定める管理区

域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域とに区分する。なお，放射線レベルが

高く，区域区分に係る条件を満足できない場合は，管理対象区域のうち管理区域を除く区

域の区域区分と同一とする。 

管理対象区域のうち管理区域を除く区域については汚染された物の表面の放射性物質の

密度又は空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるまたは超える

おそれのある区域と汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度

が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域とに区分する。 

 

e. 作業管理 

管理対象区域での作業は，放射線業務従事者の線量を合理的に達成できる限り低減する

ことを旨として原則として次のように行う。 

① 事前に作業環境に応じて放射線防護具類の着用，作業人数，時間制限等必要な条件を

定め，放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮して合理的な作業計画を立てる。また，

上記の作業計画において必要な条件を定めるために，事前に作業訓練やロボットの活

用を行うことも考慮する。 

② 作業前及び作業中には，必要に応じ，外部放射線に係る線量当量率及び空気中の放射

性物質の濃度を測定し，高線量作業を識別した上で作業を行うとともに，事故後初め

て立ち入る場合等必要な場合には，一時的遮へいの使用，除染等を行い，作業環境の

改善に努める。 
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③ 請負業者の作業管理については，労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則に基づ

き各請負業者に実施義務があるが，東京電力の放射線業務従事者に準じて行う。具体

的には，請負業者が作成する作業計画の内容を確認し，適切なものとなるよう指導す

る，作業計画の周知を図るよう指導する，作業現場を巡視するなどの指導または援助

を行う。 

 

f. 事業所内運搬 

核燃料物質によって汚染された物（資機材，瓦礫等）を運搬する際は，汚染を広げない

よう養生等による汚染拡大抑制を図るとともに，必要に応じて遮へい等による被ばく低減

に努める。なお，これら汚染拡大抑制対策に関する措置について適宜確認して適正化を図

る。 

 

(3)保全区域内の管理 

保全区域は，「実用発電用原子炉設置，運転等に関する規則」（第 8条）の規定に基づき，

標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し，かつ，管理の必要性に応じて

人の立入制限等の措置を講じる。 

 

(4)周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 8条）の規定に基づき，周辺監視

区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に

業務上立ち入る者を除く者の立入りを制限する。 

周辺監視区域内は，全域を管理対象区域とし，その管理については，「3.1.2.3(2)管理対

象区域内の管理」で述べる。 

 

(5)個人被ばく管理 

管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る者の個人被ばく管理は，線量を常に測定評

価するとともに定期的及び必要に応じて健康診断を実施し，身体的状態を把握することに

よって行う。 

なお，請負業者の放射線業務従事者の個人被ばく管理については，法令に定められるも

のについて，東京電力の放射線業務従事者に準じて扱う。 

a. 管理対象区域（管理区域を含む）立入前の措置 

放射線業務に限らず業務上管理対象区域に立ち入る作業者を放射線業務従事者とする。 

また，放射線業務従事者に対しては，あらかじめ次のような措置を講じる。 

① 放射線防護に関する教育，訓練を行う。 

② 被ばく歴及び健康診断結果を調査する。 
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b. 放射線業務従事者の線量限度 

放射線業務従事者の線量は，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安

及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」，及び最新の告示に定める線

量限度を超えないようにする。 

放射線業務従事者の 5 年間の線量のうち平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以降から平

成 23年 3月 31日までの線量については，「福島第一原子力発電所で従事する労働者の被ば

く線量管理等の徹底について 基発 0428 第 3 号・平成 23 年 4 月 28 日」に基づき平成 23

年度を含む定められた 5年間の線量として線量限度を超えないようにする。 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以降から平成 23 年 3 月 31 日までの線量に係る「１

年間の線量が 20ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該１年間を含む定められた

5年間の線量」は平成 23年度を含む定められた 5年間の線量とし，「放射線業務従事者が業

務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び定められた 5 年間

における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴」については，平成 23 年 3 月 11 日

以降の経歴として記録する。 

 

c. 線量の管理 

放射線業務従事者の線量が，線量限度を超えないよう被ばく管理上必要な措置を講じる。 

(a)外部被ばくによる線量の評価 

外部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。 

① 管理対象区域（管理区域を含む）に立ち入る場合には，警報付ポケット線量計等を

着用させ，外部被ばくによる線量をその日ごとに測定する。 

② 特殊な作業に従事する者に対しては，その作業に応じて被ばくする線源や作業姿勢

を考慮し適切な放射線測定器，例えば中性子線源取扱作業やβ線被ばく作業などに

関しては中性子線用固体飛跡検出器やβ線測定用線量計等を，体幹部以外にも局所

的に被ばくする箇所がある場合は当該末端部に着用させ，その都度線量の測定を行

う。 

 

(b)内部被ばくによる線量の評価 

内部被ばくによる線量の測定は，原則として次のように行う。 

① 放射線業務従事者の内部被ばくによる線量の評価は，ホールボディカウンタによる

体外計測法又は作業環境の空気中の放射性物質の濃度を測定することにより行う。 

② ホールボディカウンタによる測定は，発電所退所時（放射線業務従事者として勤務

を解除する時）並びに定期的及び必要に応じて行う。 

③ 放射性物質の体内摂取が考えられる場合には，必要に応じてバイオアッセイを行う。 

 

(c)放射線業務従事者の線量の評価結果は，本人に通知する。 
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(d)個人の線量の測定結果は，定期的に評価，記録するとともに以後の放射線管理及び健

康管理に反映させる。 

 

なお，視察等管理対象区域（管理区域を含む）に一時的に立ち入る者については，その

都度警報付ポケット線量計等を着用させ，外部被ばくによる線量の測定を行うほか，必要

に応じて内部被ばくによる線量の評価を行う。 

 

 

d. 健康管理 

① 「労働安全衛生規則」（第 44 条及び第 45 条）による健康診断のほか「電離放射線障

害防止規則」（第 56条），「東京電力福島第一原子力発電所における被ばく管理の徹底

について 基安発 1030号第 1号・平成 24年 10月 30日」及び最新の通知に基づき放

射線業務従事者について健康診断を実施し，常にその健康状態を把握する。 

② 健康診断結果及び線量の評価結果による医師の勧告等を考慮し，必要ある場合は，保

健指導及び就業上の措置を講じる。 

③ 発電所内において放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合は必要な応

急措置をとる。 
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図３．１－１ 周辺監視区域図 
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3.1.2.4 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視 

気体廃棄物の環境中への放出にあたっては各建屋で放出監視を行い，液体廃棄物の環境

中への放出にあたっては放出毎に測定を行うことにより，厳重に管理するが，更に異常が

ないことを確認するため，周辺監視区域境界付近及び周辺地域において空間放射線量率及

び環境試料の放射能の監視を行う。 

 

(1)空間放射線量等の監視 

空間放射線量は，周辺監視区域境界付近及び周辺地域に設けるモニタリングポイントに

蛍光ガラス線量計を配置し，これを定期的に回収して線量を読み取ることにより測定する。 

空間放射線量率は，周辺監視区域境界付近にほぼ等間隔に８箇所設置されているモニタ

リングポストにより測定し，連続監視を行う。 

空気中放射性物質濃度は，周辺監視区域境界付近までダストが飛散するおそれがある作

業（原子炉建屋カバー解体やオペレーティングフロア上のガレキ撤去等）に関して，モニ

タリングポスト付近で，ダストモニタによる監視又はダストサンプラ等を用いて測定する。 

モニタリングポストは，事故時に放出された放射性物質の影響により設置場所の線量率

が上昇しているため，モニタリングポストの設置場所周辺からの空間線量率の影響を低減

するために必要な範囲について森林の伐採，表土の除去を行う。線量率が高い一部の設置

場所については，放射性物質の異常な放出の検知を目的として検出器周りに遮へい壁を設

置するが，設置場所周辺の空間線量率の変動を監視するためにサーベイメータ等により測

定を行う。 

 

(2)環境試料の放射能監視 

周辺環境の陸域及び海域における放射性物質濃度を比較的長寿命核種に重点を置き測定

する。 

陸域，海域について，それぞれ以下のモニタリングを実施し，事故時に放出された放射

性物質の環境への影響及び追加の異常な放出が無いことを監視する。 

①陸域 

測定対象：空間線量率，放射性物質濃度 

測定点 ：原子炉建屋周辺，敷地周辺 

②海域 

測定対象：海水，海底土 

測定点 ：発電所前面海域，沿岸海域 

なお，事故後に関係機関と連携して実施しているモニタリングについては，国の「総合

モニタリング計画」に基づき引き続き実施する。 
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(3)異常時における測定 

放射性物質を取り扱う各施設において，放射線量率の上昇や放射性物質の漏えいが生じ

た場合は，確認，測定の頻度を増やして放射線監視を強化する等，適切な措置を講じる。 

今後各施設において想定される異常事象に備え，異常な放出が想定された場合，陸側では，

モニタリングポストによる監視に加え，γ線サーベイメータ，ダストサンプラ等を搭載し

たモニタリングカーにより気象データに基づき風下側において敷地周辺の空間放射線量率，

空気中放射性物質濃度の測定を行い，環境への影響の範囲，程度などの推定を敏速かつ確

実に行う。海側では，海水の測定頻度を増やす等して，環境への影響の範囲，程度などの

推定を敏速かつ確実に行う。 

 

3.1.2.5 放射線管理に用いる測定機器等 

(1) 主要設備 

a. 出入管理関係設備 

出入管理，汚染管理のため，以下の設備を設ける。 

(a) 出入管理設備 

管理対象区域（管理区域を含む）への立入りは，出入管理箇所を通る設計とする。 

出入管理箇所では人員，物品等の出入管理を行い，保護衣類及び放射線測定器の配備

を行う出入管理設備を設ける。 

(b) 汚染管理設備 

人の出入りに伴う汚染の管理は，更衣所，退出モニタ等を設置し，汚染サーベイメー

タ，汚染除去用器材を備えた箇所において，管理対象区域から退出する前に表面汚染検

査を行う。 

 

b. 試料分析関係設備 

各系統の試料等の化学分析及び放射能測定を行うために，津波・地震等による被害が比較

的軽微であった5，6号機及び環境管理棟の設備を使用する。なお，化学分析設備の分析ス

ペース及び放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができない，放射能測定設備のバック

グラウンドが高く低放射能濃度試料の測定ができない状況のため，化学分析棟を設置する

とともに発電所構外でも試料分析を実施している。 

(a) 化学分析設備 

放射線レベルの低減，空調設備の復旧及び分析設備の健全性確認を行い，既存の化学

分析設備を使用する。なお，放射線レベルが震災前の値に戻っていないこと，分析スペ

ースも足りないことから，新たな化学分析設備も設置する。 

(b) 放射能測定設備 

放射能測定設備のうち，γ核種・全α核種・全β核種・トリチウム・ストロンチウム

の測定設備を使用する。なお，放射線レベルのバックグラウンドが震災前の値に戻って
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いないこと，放射能測定設備が足りず試料の適時処理ができないことから，新たな放射

能測定設備も設置する。 

 

c. 個人管理用測定設備及び測定機器 

個人の線量管理のため，外部放射線に係る線量当量を測定する蛍光ガラス線量計，警報

付ポケット線量計等を発電所内に，内部被ばくによる線量を評価するためホールボディカ

ウンタ等を発電所構外に備える。 

なお，放射性物質の体内摂取が考えられる場合に実施するバイオアッセイについては，

必要に応じて発電所構外にて実施する。 

 

d. 放射線計測器の校正設備 

放射線監視設備及び機器を定期的に校正し計測器の信頼度を維持するために，校正設備

を設けている。本校正設備が健全であることを確認したため，今後も放射線監視設備及び

機器は校正設備を用いて校正する。また，一部の放射線監視設備及び機器については，他

施設に持ち込み放射線源による校正を行う。 

 

e. 放射線監視 

放射線監視設備は，エリア放射線モニタリング設備及び放射線サーベイ機器等からなり，

次の機能を持つ。 

エリア放射線モニタリング設備は，放射線レベルが設定値を超えたときは，警報を発す

る。 

(a) エリア放射線モニタリング設備 

既設建屋内のエリア放射線モニタが機能していない箇所については，建屋内への入域

の頻度・エリアが限られていることから，入域の際に放射線業務従事者自らが周辺の放

射線レベルを計測するという管理的手段により，異常の検知に努めている。 

今後は，建屋内について入域の頻度の多さ，エリアの拡大を考慮して，必要に応じて

上記の管理的手段から従来のエリア放射線モニタによる管理に移行できるよう検討を

すすめていく。屋外については，敷地全域が汚染していることから，除染を行う等して

放射線リスクの低減に努める。（詳細は，「3.1.3 敷地内に飛散した放射性物質の拡散防

止及び除染による線量低減」を参照） 

 

(b) プロセス放射線モニタリング設備 

放出監視のための放射線モニタについて，使用済燃料共用プール排気口及び5，6号

機の建屋換気排気に係るものを除いて現在機能していない状況である。放射性廃棄物

の放出や建屋換気排気に係るモニタについては，機能を復旧させる必要があるが，当

面，以下の設備により気体廃棄物の放出監視を行い，免震重要棟に表示する。 
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・1，2，3号機原子炉格納容器ガス管理設備 

・1号機原子炉建屋カバー排気設備（原子炉建屋カバー設置時のみ） 

・2号機原子炉建屋排気設備 

・4号機燃料取出し用カバー排気設備 

使用済燃料共用プール排気口のモニタについては共用プール建屋内監視操作室で， 

5，6号機主排気筒のモニタについては 5，6号機中央制御室で，表示している。 

 

(c) 環境モニタリング設備 

以下の環境モニタリング設備により発電所敷地周辺の放射線監視を行う。 

① 固定モニタリング設備 

敷地境界付近に設置されているモニタリングポスト 8基により，連続的に空間放射

線量率を測定し，免震重要棟で指示及び記録を行い，放射線レベル基準設定値を超え

たときは警報を出す。また，空間放射線量測定のため適切な間隔でモニタリングポイ

ントを設定し，蛍光ガラス線量計を配置する。 

② 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近で，モニタリングポストが設置されている 2箇所についてダ

スト放射線モニタ 2基により，空気中の粒子状放射性物質を捕集・測定する。敷地内

で，ダストサンプラにより，空気中の粒子状放射性物質を捕集する。 

③ モニタリングカー 

γ線サーベイメータ，ダストサンプラ等を搭載した無線通話装置付のモニタリング

カーにより，発電所敷地周辺の空間放射線量率，空気中の放射性物質濃度を迅速に測

定する。  

④ 気象観測設備 

発電所周辺の一般公衆の線量評価に資するため，敷地内で，各種気象観測設備によ

り，風向，風速，日射量，放射収支量などを連続的に測定する。 

 

(d) 放射線サーベイ機器 

発電所内外の必要箇所，特に放射線業務従事者等が頻繁に立ち入る箇所については，

外部放射線に係る線量当量率，空気中及び水中の放射性物質濃度並びに表面汚染密度

のうち，必要なものを定期的及び必要の都度測定する。  

測定は，外部放射線に係る線量当量率については，携帯用の各種サーベイメータに

より，空気中及び水中の放射性物質濃度については，サンプリングによる放射能測定

により，また，表面汚染密度については，サーベイメータ又はスミヤ法による放射能

測定によって行う。  

放射線サーベイ関係主要測定器及び器具は，以下のとおりである。  

・ＧＭ管サーベイメータ  
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・電離箱サーベイメータ  

・シンチレーションサーベイメータ  

・中性子線用サーベイメータ  

・ダストサンプラ  

・ダストモニタ 

 

また，以下の機器により，万が一汚染水がタンク等から漏えいし排水路へ流入した場

合の検知を行い，免震重要棟に表示する。 

・側溝放射線モニタ（Ｃ排水路） 

・簡易放射線検知器（Ａ排水路，物揚場排水路，Ｋ排水路）：今後、設置予定 

 

(2) 主要仕様 

放射線管理設備の主要仕様を以下に示す。 

出入管理関係設備                 1式 

・更衣所 

・退出モニタ 

試料分析関係設備                 1式 

・Ge半導体γ線スペクトロメータ 

個人管理用測定設備及び測定機器          1式 

・ホールボディカウンタ 

・警報付ポケット線量計 

・蛍光ガラス線量計 

放射線監視設備                  1式 

・モニタリングポスト 

・ダスト放射線モニタ（敷地境界付近） 

・モニタリングカー 

・気象観測設備 

 

(3)点検・校正 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備等は，定期的に点検・校正を行う

ことによりその機能の健全性を確認する。 
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3.1.3 敷地内に飛散した放射性物質の拡散防止及び除染による線量低減 

 

3.1.3.1 現状及び中期的見通し  

事故で環境中に放出した放射性物質の影響により，敷地内の線量当量率が上昇した。敷

地内に沈着した放射性物質に対して，建屋表面や地表面への飛散防止剤の散布，建屋周辺

及び建屋上部の瓦礫の撤去，原子炉建屋カバーの設置等で，飛散（再浮遊）を抑制するこ

とにより，敷地境界付近の空気中の放射性物質濃度は事故後ピーク時の約千分の１程度ま

で低下し，告示の濃度限度に対しても約百分の１程度となっている。  

作業員が常時滞在する免震重要棟内の線量当量率も高い状態であったが，除染，遮へい

を行うことによって線量低減を図り，法令に定める管理区域に係る値を下回ったエリアを

執務エリアとして運用している。また，入退域管理施設も，法令に定める管理区域に係る

値を下回るよう伐採，表土除去等による線量低減を図り，福島第一原子力発電所の出入拠

点として運用している。  

  敷地内の線量当量率は，１～４号機周辺を除き数μSv～数十μSv/時あったが，多くの

作業員が作業をしている敷地南側エリア（瓦礫等の一時保管エリアや固体廃棄物貯蔵庫

を除く）について，伐採，表土除去，天地返し，遮へい等による線量低減対策を実施し

た結果，１～４号機周辺を除き平均５μSv/時※に低減した（図３．１－２ 線量低減範

囲）。１～４号機周辺については，作業に支障となる瓦礫撤去や作業エリアの除染・遮

へいによる線量低減を行っているが，プラントからの散乱線の影響が大きく，高線量の

設備もあることから，原子炉建屋上部の瓦礫撤去や高線量設備の撤去等の工程を決定し，

それに基づき線量低減を進める。 

 

※線量限度５年100mSvを超えないために設定した目標線量率（年間2000時間作業した時

の被ばく線量が，線量限度５年100mSvとなる１時間値[10μSv/h]の半分）。なお，プ

ラントからの散乱線等の影響がある場所については，線量低減効果を確認するために，

地表面（地表面から1cm程度）をコリメートして測定した線量当量率による評価も併用。 

 

3.1.3.2 基本的対応方針及び中期的計画 

福島第一原子力発電所の敷地内全体に広がっているフォールアウト汚染やプラントか

らの散乱線等の影響を実測により把握した上で，伐採，表土除去，天地返し，遮へい等に

よる線量低減を進め，福島第一原子力発電所の作業環境を改善し，長期に亘る事故炉の安

全収束・廃炉を進めていくための基盤を整備する。放射線業務従事者の被ばく線量が告示

に定める線量限度を超えないことはもちろん，合理的に達成できる限り低減させていくた

めに，多くの作業員が作業を行っているエリア，作業干渉が少ないエリアから順次線量低

減を行い，その効果を確認する。目標線量当量率は段階的に下げていき，最終的には事故

前の状態に近づけていく。 
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除染による線量低減では，主に以下の方法を用いるが，国内外の知見や技術開発の動向

にも注視し，効果的な方法を検討して進める。また，除染により発生した伐採木や土壌等

は，放射性物質濃度，性状等に応じて処理し，保管管理を行う。 

① 土壌の除染 

 表土の剥ぎ取り，天地返し 

② 森林の除染 

 樹木の伐採や落葉の回収 

③ アスファルト・コンクリート等の除染 

 舗装面の超高圧水切削や集塵・清掃，構築物の撤去等 

④ その他の除染 

 建物や設備等の高圧水洗浄等 

 

なお，１～４号機周辺については，地表面等に残存した線源からの直接線成分と建屋か

らの散乱線成分が存在するため，直接線・散乱線の種類，線源方向を勘案して，有効な線

量低減対策を選択して被ばく低減を図る。 

① 地表面等に残存した線源からの直接線成分に対しては汚染源の除去，建屋からの散

乱線成分に対しては建屋への遮へいによる線量低減が有効。 

② 建屋周辺の作業エリアにおいては，建屋からの散乱線の寄与が大きいため，建屋方

向と上方の遮へい（ボックスカルバートや衝立遮へい等）が有効。 

③ 低エネルギーである散乱線成分は，セシウム等の直接線成分よりも大きな遮へい効

果が見込まれるため，合理的な遮へい（過剰な厚みよりも移動式の遮へい等）を

検討する。 

 

 

図３．１－２ 線量低減範囲（図中青色，2015年度末時点） 

提供：日本スペースイメージング（株），©DigitalGlobe 
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3.1.4 港湾内の海水，海底土，地下水及び排水路の放射性物質の低減 

3.1.4.1  現状 

港湾外への放射性物質の拡散防止を図るために，シルトフェンスによる取水路開渠内

からの汚染拡大の抑制を維持するとともに，地下水による海洋汚染拡大を防止するため

に，護岸付近の地盤改良，トレンチ内汚染水の処理･移送，トレンチの閉塞，海側遮水壁

（１～４号機の既設護岸の前面）の設置を実施している。さらに，海底土の巻き上がり

等に伴う拡散の影響を低減するため，港湾内の海底土の被覆を実施している（図１参照）。

また，雨水による港湾外への放射性物質の拡散防止を図るために，排水路の排出先を港

湾外から港湾内へ付け替えを実施した。さらに，地表面の除染，排水路等の汚染した土

砂回収や浄化材の設置などを継続している。 

現在，1～4 号機取水路開渠内のシルトフェンスで仕切られた内側エリア（１～4 号機

取水口内南側）では，海水中の放射性物質濃度が Cs-137 で 8Bq/L 程度，Sr-90 で 0.7 Bq/L

程度となっているが，降雨時には Cs-137,Sr-90 の濃度に一時的な上昇が見られている

（2020 年 3 月～2021 年 2月末）。 

排水路では，発災時のフォールアウトの影響等により，降雨時に Cs-137 の一時的な濃

度上昇（～200Bq/L 程度）が見られており，港湾の濃度上昇の主原因と考えられる（2020

年 3 月～2021 年 2月末）。 

 

3.1.4.2 基本的対応方針 

港湾内の海水については，放射性物質濃度が低下している。地下水については，タービ

ン建屋東側の護岸付近において放射性物質が一定のレベルで検出されている。これらの

状況を把握，監視するため，港湾内外の海水及び地下水についてモニタリングを継続す

る。 

排水路については，排水路からの放射性物質の排出を抑制する措置を講じるとともに，

各排水路の排水についてモニタリングを継続する。 

 

3.1.4.3 低減対策の基本的考え方 

(1)今後の検討 

1～4 号機前の取水路開渠内では海水中の放射性物質濃度が低下してきており，取水路

開渠外や港湾外の濃度はより低いレベルで推移し外洋への影響は小さくなっているもの

と考えられるが，港湾内外の海水中の放射性物質のモニタリングを継続し，港湾外への

影響がないことを確認する。海水，地下水及び排水路のモニタリング結果について総合

的な評価を行うとともに，社外専門家の協力も得て変動要因の解明や低減対策の効果等

の評価・検討を行う。 

排水路については，放射性物質濃度のモニタリング結果を踏まえ，必要に応じて低減

対策の見直しを行う。 
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(2)モニタリング 

 地下水の水位等のデータの分析結果より汚染された地下水が海水に漏えいしているも

のと推定したこと，及び排水路から海洋へ流出している放射性物質を適切に抑制する必

要があることから，状況把握や変動要因及び低減対策の効果等の評価のために必要とな

るデータの採取を目的として，港湾内外の海水，地下水及び排水路のモニタリングを以

下の考え方により実施する。 

 

【港湾内外の海水及び地下水のモニタリングの考え方】 

対象エリア及びサンプリング箇所 

汚染や漏えいの状況に応じて，エリア・箇所を選定する。 

海水 ・1～4 号機取水路開渠内： 当該エリアの海水中放射性物質濃度及び

港湾内への影響を監視する。 

        ・港湾内： 港湾内の濃度分布を監視する。 

        ・港湾外： 海洋への影響を監視する。 

地下水 ・1～4 号機タービン建屋東側： 汚染が確認又は想定される箇所及

びその近傍，ウェルポイント等の地下水汲み上げ箇所，護岸部

地盤改良体の海側等において地下水の汚染状況を監視する。 

基本的な分析項目及び頻度 

    各項目について，１回/週（Sr-90 については 1回/月）を原則として実施する。 

    γ線 ：１回/週 

     H-3  ：１回/週 

        全β ：１回/週 

     Sr-90：１回/月 

 

【排水路の放射性物質の濃度及び流量の継続的測定】 

サンプリング箇所 

排水路（Ａ，Ｂ・Ｃ，Ｋ，物揚場排水路）下流側においてサンプリングを行い，

推移を把握する。 

   基本的な分析項目及びサンプリング頻度 

    各項目について，毎日（H-3 については 1回/週）を原則として実施する。 

γ線：毎日 

     H-3 ：１回/週 

        全β：毎日 

   また，サンプリング箇所近傍にて流量を原則として毎日計測し，放出放射

能量を把握する。 
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具体的なモニタリング計画については，サンプリング箇所について図２，図３，分

析項目及び頻度について表１に示す。濃度推移・現場状況等により，適宜計画の見直

しを行う。 

 

(3)排水路の水の放射性物質濃度の低減対策 

排水路（Ａ，Ｂ・Ｃ，Ｋ，物揚場）については，上流部の現状調査を行うとともに流

入する放射性物質の性状を確認し，放射性物質濃度を低減するため，敷地の計画的な除

染（詳細は，「Ⅲ 特定原子力施設の保安 第３編 3.1.3  敷地内に飛散した放射性物質の

拡散防止及び除染による線量低減」を参照），排水路等の継続的な汚染した土砂回収，さ

らに，排水路の水の浄化対策として浄化材等の設置を行う。（排水路における濃度低減対

策の考え方を下記に記す） 

低減対策の実施にあたっては，港湾内外の海水及び排水路のモニタリング結果等から

対策の効果の評価を行う。 

 

【排水路における濃度低減対策の考え方】 

ａ．上流部の現状調査 

各排水路において，上流部に流入する水（枝排水路，建屋屋上等）をサンプリングし，

放射性物質の濃度及び性状（粒子状，イオン状）について分析する。また，分析結果を

踏まえ，敷地の除染（遮へい等），排水路等の汚染した土砂回収及び性状を踏まえた浄化

対策等を実施する。 

2016 年度以降については，Ｋ排水路の上流部の重点箇所（建屋屋上等）について追加

調査を継続しており，必要に応じて対策を検討し実施する。 

 

ｂ．粒子状放射性物質に対する対策 

排水中の粒子状放射性物質を低減させるため以下の対策を実施する。 

 

(ａ)敷地の除染 

作業員の線量低減のために敷地の除染を実施しており（詳細は「Ⅲ 特定原子力施設の

保安 第３編 3.1.3  敷地内に飛散した放射性物質の拡散防止及び除染による線量低減」

を参照），その結果，除染(遮へい等)により土砂発生が抑制される。 

 

(ｂ)排水路等の汚染した土砂回収 

排水路内の汚染した土砂を低減させるため，排水路等の汚染した土砂堆積状況を調査

して土砂回収計画を立案し，排水路等の汚染した土砂回収を実施する。また，異常気象

等により汚染した土砂が著しく堆積した場合や定期的な放射性物質濃度分析で高濃度の
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状況が確認された場合には，臨時調査を実施し，必要に応じて排水路等の汚染した土砂

回収を行う。 

 

(ｃ)浄化対策① 

排水中の粒子状放射性物質を低減させるために排水路等へ設置したフィルター等につ

いて，設置状況を確認し，モニタリング結果等も踏まえ，必要に応じて交換,追加,移設

等を行う。 

 

ｃ．イオン状放射性物質に対する対策（浄化対策②） 

排水中のイオン状放射性物質を低減させるために排水路等へ設置したゼオライト等の

浄化材について，設置状況やモニタリング結果等を踏まえ，必要に応じて交換,追加,移

設等を行う。 

 

 

 

【低減対策】

シルトフェンス

海側遮水壁

地盤改良

海底土被覆

 

工事用汚濁防止フェンス

橋梁

1u 2u 3u 4u

1号機 2号機 3号機 4号機

6号機 5号機

南放水口5,6号機放水口

1～4号機取水路開渠

 

図１ 港湾内の海水，海底土及び地下水の放射性物質の低減対策 
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工事用汚濁防止フェンス

橋梁

1u 2u 3u 4u

1号機 2号機 3号機 4号機

6号機 5号機

シルトフェンス

海側遮水壁

地盤改良

海底土被覆

海洋への影響を監視

港湾内の放射能濃度の分布を監視

港湾内への影響の監視

地下水濃度の監視

サブドレン(地下水)の監視
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⑤
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図２ 港湾内外海水及び地下水のモニタリング計画（サンプリング箇所） 
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図３ 排水路のモニタリング計画（サンプリング箇所） 
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表１ 港湾内外海水，地下水及び排水路のモニタリング計画（分析項目，頻度） 

エリア サンプリング箇所 
分析項目，頻度 

γ線 H-3 全β Sr-90 

１～４号機 

取水路 

開渠内 

① 
1～4 号機取水口内南側(遮水

壁前）※1 
毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

② 
1～4 号機取水口内北側(東波

除堤北側）※1 
毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

港湾内 

③ 物揚場※1 毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

④ 6 号機取水口前※1 毎日 1 回/週 毎日 － 

⑤ 港湾中央※1 毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

⑥ 港湾内北側※1 毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

⑦ 港湾内東側※1 毎日 1 回/週 毎日 － 

⑧ 港湾内南側※1 毎日 1 回/週 毎日 － 

⑨ 港湾内西側※1 毎日 1 回/週 毎日 － 

⑩ 港湾口※1 毎日 1 回/週 毎日 1 回/週 

港湾外 

⑪ 5,6 号機放水口北側※2 毎日 1 回/週 1 回/週 1 回/月 

⑫ 南放水口付近※2 毎日 1 回/週 毎日 1 回/月 

⑬ 港湾口東側 

1 回/週 1 回/週 1 回/週 － 

⑭ 北防波堤北側 

⑮ 南防波堤南側 

⑯ 港湾口北東側 

⑰ 港湾口南東側 

陸域 

(1～4 号機 

タービン 

建屋海側) 

⑱ 
地下水観測孔 No.0-1 

(追加ボーリング含む) 
1 回/週※3 1 回/週※3 1 回/週※3 1 回/月※3 

⑲ 
地下水観測孔 No.1 

(追加ボーリング含む) 
2 回/週※3※4 2 回/週※3※4 2 回/週※3※4 1 回/月※3 

⑳ 
地下水観測孔 No.2 

(追加ボーリング含む) 
2 回/週※3※4 2 回/週※3※4 2 回/週※3※4 1 回/月※3 

○21 
地下水観測孔 No.3 

(追加ボーリング含む) 
1 回/週※3 1 回/週※3 1 回/週※3 1 回/月※3 

○22 1 号機サブドレン 3 回/週 2 回/年 2 回/年 2 回/年 

○23 2 号機サブドレン 3 回/週 1 回/月 1 回/月 1 回/月 

○24 3 号機サブドレン 
3 回/週 2 回/年 2 回/年 2 回/年 

○25 4 号機サブドレン 

排水路 
○26 Ａ排水路出口付近 

毎日 1 回/週 毎日 － 
○27 Ｂ・Ｃ排水路出口付近 
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○28 Ｋ排水路出口付近 

○29 物揚場排水路出口付近 

天候により採取できない場合あり。 

 ※１ １～４号機取水路開渠内及び港湾内の全てのサンプリング箇所で海水中の放射性物質

濃度が一定のレベルとなった時点で，１～４号機取水路開渠内及び港湾内の全てのサ

ンプリング箇所について同時にγ線，全βの分析頻度を１回/週とする。一定のレベル

とは，Cs-134，Cs-137，H-3 及び Sr-90 濃度について，告示に定める周辺監視区域外

の水中の濃度限度を目安として，各放射性物質濃度とそれらの濃度限度との比の総和

が３ヶ月平均で１以下となる濃度とする。（Sr-90 は分析値若しくは全βでの評価値と

する。） 

※２ 記載の分析項目及び頻度に加え，Pu-238，Pu-239＋Pu-240 を年 2回分析する。 

※３ 監視を継続する観測孔について実施する（Sr-90 は，初回採取分のみとする場合あり）。 

※４ 3 回/週, 1 回/週, 1 回/月とする場合あり。 

 

 


